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An Annotated Modern Japanese Translation of "Yakubun-Sentei" by Ogyu Sorai (1)

Tomotsugu SAKAMOTO

Miki ZAIKI

本稿は、荻生徂徠『譯文筌蹄』のアの部、イの部に対して本文を平仮名、現代仮名遣いに直し、句読点を施した

テキストを作成し、引用する例の用例を附したものである。『譯文筌蹄』はいわゆる同訓異字について解説したも

ので名著であるが、一般にはあまり知られず、読まれていない。原本は稀覯本に属し、影印本も昨今では入手しに

くい。また本文には句読点がなく、片仮名で書かれおり、今の人にとっては読みにくく、理解するのもむつかし

い。したがって本稿を参考としてこの名著を少しでも多くの方に読んでいただければ幸いである。今後、ウの部

以降も継続して掲載する予定である。
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校
注
附
例
「
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』」（
一
）

坂
本
具
償

財
木
美
樹

は
じ
め
に

荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
の
『
譯
文
筌
蹄
』
は
い
わ
ゆ
る
同
訓
異
字
に
つ

い
て
解
説
し
た
書
で
あ
る
。
日
本
語
は
語
彙
が
少
な
い
の
で
、
同
訓
異
字
が
多
く
、
漢
字

の
使
い
方
を
あ
や
ま
っ
た
り
、
意
味
の
区
別
が
ま
ぎ
ら
わ
し
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
多
々

あ
る
。
そ
の
同
訓
異
字
に
関
す
る
名
著
と
い
わ
れ
る
の
が
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』
と
伊

藤
東
涯
『
操
觚
字
訣
』
で
あ
る
。
し
か
し
両
書
と
も
名
著
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般

に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
ず
、
読
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
原
本
は
稀
覯
本
に
属
し
、
影
印
本
も

昨
今
で
は
入
手
し
に
く
い
。
ま
た
『
譯
文
筌
蹄
』
に
は
句
読
点
が
な
く
、
片
仮
名
で
書
か

れ
お
り
、
今
の
人
に
と
っ
て
は
読
み
に
く
く
、
理
解
す
る
の
も
む
つ
か
し
い
。
ま
た
引
用

文
が
短
く
、
意
味
の
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
文
を
平
仮
名
、
現
代
仮
名

遣
い
に
直
し
、
句
読
点
を
施
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
、
引
用
す
る
例
の
用
例
を
附
し
た
。

言
葉
や
文
章
に
興
味
を
有
す
る
人
に
、
文
章
を
作
成
執
筆
す
る
の
に
参
考
と
し
て
も
ら
え

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
変
に
は
批
判
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
徂
徠
先
生

が
泉
下
で
苦
笑
い
し
て
一
笑
に
付
し
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
…
…
。

版
本

・
『
譯
文
筌
蹄
初
編
』
六
巻

正
德
四
年
（
一
七
一
四
）
正
月
・
正
德
五
年
（
一
七
一
五
）

寶
曆
三
年
（
一
七
五
三
）
再
版

・
『
譯
文
筌
蹄
後
編
』
三
巻

寬
政
八
年
（
一
七
九
六
）
九
月

・
『
譯
文
筌
蹄
初
編
後
編
』

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
再
版

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
九
月
再
版

影
印
本

・
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
言
語
篇

み
す
ず
書
房

一
九
七
四
・
八

・
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
五
巻

河
出
書
房
新
社

一
九
七
七
・
一

・
『
漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

汲
古
書
院

一
九
八
九
・
三

活
字
本

・
『
譯
文
筌
蹄
附
東
涯
「
用
字
格
」
』

小
泉
秀
之
助

須
原
屋
書
店

明
治
四
十
一
年
（
一

九
〇
八
）
一
月

影
印
本

・
名
著
普
及
會

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）

＊
臺
灣
に
も
影
印
本
あ
り

凡
例

一
、
本
稿
は
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』
の
ア
の
部
、
イ
の
部
に
対
し
て
校
註
附
例
を
施
し

た
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
稿
は
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
附
東
涯
「
用
字
格
」』
須
原
屋
書
店
を
底
本
と
し
、

刊
本
を
用
い
て
校
正
す
る
。
た
だ
底
本
の
活
字
本
に
は
誤
植
が
散
見
し
、
刊
本
も

ま
ま
誤
刻
が
存
在
す
る
。
刊
本
の
誤
刻
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
正
し
い
と
思
わ
れ

る
字
を
〔

〕
に
入
れ
て
下
に
挿
入
し
、
註
で
指
摘
す
る
。

一
、
底
本
に
は
句
読
点
が
な
く
、
片
仮
名
表
記
で
あ
る
が
、
い
ま
句
読
を
切
り
、
片
仮
名

を
平
仮
名
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ
を
増
補
す
る
。

一
、
引
用
文
は
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
附
し
て
い
る
が
、
書
き
下
し
文
に
改
め
る
。

一
、
引
用
文
、
術
語
に
は
「

」
を
施
す
。

一
、
語
の
左
右
に
ル
ビ
が
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
左
訓
は
語
の
下
に
〔

〕
を
附
し
て
下

に
い
れ
る
。

一
、
註
は
原
文
に
引
く
引
用
文
、
術
語
に
対
し
て
そ
の
用
例
を
挙
げ
た
が
、
用
例
は
か
な
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

ら
ず
し
も
初
出
の
も
の
で
は
な
く
、
代
表
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
未
詳
な
も

の
、
見
当
違
い
な
も
の
、
取
捨
不
適
な
も
の
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く

ま
で
本
文
を
理
解
す
る
上
で
の
参
考
と
し
て
み
て
も
ら
い
た
い
。

一
、
註
に
引
く
用
例
の
該
当
す
る
部
分
に
傍
線
を
引
く
。

一
、
一
部
の
古
語
は
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
す
た
め
、
簡
単
な
訳
語
を
［

］
に
附
し

て
下
に
い
れ
る
。

一
、
底
本
の
順
序
は
発
音
順
と
称
す
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
五
十
音
順
に
な
っ
て
い
な
い
。

た
だ
底
本
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
項
目
の
順
序
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、「
目
次
兼

索
引
」
を
作
成
し
て
冒
頭
に
附
す
。

一
、
見
出
し
語
の
下
に
「
（
一
、
三
十
五
号
表
）
」
、「
（
後
二
、
十
七
号
裏
）」
な
ど
と
あ
る

の
は
、
刊
本
の
巻
数
と
葉
数
、
お
よ
び
表
裏
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
「
後
」
は
後
編

を
あ
ら
わ
す
。

目
次
兼
索
引
（
下
記
の
数
字
は
本
文
の
順
序
で
あ
る
。
本
文
は
か
な
ら
ず
し
も
五
十
音
順

に
な
っ
て
い
な
い
が
、
入
れ
替
え
る
と
原
本
と
の
整
合
性
が
な
く
な
る
の
で
、
順
序

は
そ
の
ま
ま
と
し
、
本
索
引
を
作
成
し
た
。
見
出
し
語
も
原
本
の
仮
名
の
ま
ま
と
し

た
の
で
、「
あ
ふ
」「
あ
を
し
」
な
ど
の
順
序
に
注
意
さ
れ
た
い
）

ア
の
部

〇
あ
か
し

赤
紅
丹
絳
緋
殷
騂
朱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
19

〇
あ
が
る

昂
翹
颺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
27

〇
あ
き
ら
か

明
昭
顯
彰
晣
曒
皎
晶
旦
白
灼
耿
曙
諦
覈
煕
…
…
…
…
…
…
4

〇
あ
ぐ
る

舉
揚
抗
扛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
24

〇
あ
さ
し

淺
薄
菲
涼
漓
澆
稀
淡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

〇
あ
ざ
む
く

欺
詒
紿
謾
瞞
誕
譸
誑
誣
罔
矯
侮
易
强
陵
掠
…
…
…
…
…
…
21

〇
あ
ざ
や
か

粲
鮮
靚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3

〇
あ
し

惡
醜
慝
凶
否
莠
歹
兇
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1

〇
あ
そ
ぶ

游
遨
熙
戲
劇
謔
淫
慰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
20

〇
あ
た
た
か

暄
暖
溫
熱
暑
炎
煦
喣
燠
嫗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5

〇
あ
た
ふ

與
予
畀
付
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25

〇
あ
た
ら
し

新
鮮
改
悛
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
17

〇
あ
た
る

中
當
應
亢
敵
抗
抵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8

〇
あ
つ
し

厚
敦
篤
淳
醇
腆
渥
濃
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

〇
あ
つ
ま
る

聚
集
輯
攢
叢
鍾
萃
纂
裒
屯
團
摶
積
湊
…
…
…
…
…
…
…
…
11

〇
あ
と

踪
跡
痕
武
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
26

〇
あ
ふ

合
會
逢
遭
遇
値
晤
姤
媾
覯
遘
邂
逅
配
併
遝
戮
…
…
…
…
…
…
…
10

〇
あ
ま
ね
し

普
溥
周
遍
汎
旁
浹
洽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

〇
あ
ま
る

餘
剩
賸
饒
衍
羨
贏
冗
長
零
奇
畸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

〇
あ
や

文
紋
綺
斐
絢
彬
斑
駁
縟
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2

〇
あ
や
し

奇
異
偉
珍
畸
怪
妖
詭
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9

〇
あ
や
ふ
し

危
殆
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

〇
あ
や
ま
る

誤
謬
錯
差
訛
詿
躛
愆
過
失
眚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
22

〇
あ
ら
し

粗
略
暴
荒
蕪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

〇
あ
ら
そ
ふ

爭
竸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
23

〇
あ
ら
は
る

彰
著
見
現
顯
露
暴
形
彪
旌
甄
表
附
章
…
…
…
…
…
…
…
…
6

〇
あ
を
し

靑
碧
綠
紺
翠
縹
緗
蒼
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
18

イ
の
部

〇
い
か
る

怒
嗔
瞋
忿
恚
懥
愾
憤
慍
悶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

〇
い
そ
が
は
し

忙
鬧
怱
冗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1

〇
い
そ
ぐ

急
速
疾
迅
駛
遄
遽
早
夙
利
銛
鋭
敏
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
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〇
い
だ
く

抱
擁
懷
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

〇
い
た
む

疼
痛
傷
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6

〇
い
た
む

悼
痛
傷
戚
愴
慘
憯
悵
惻
怛
隱
慟
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8

〇
い
た
る

至
到
臻
款
格
假
屆
造
詣
達
底
迄
訖
距
放
致
耆
來
輸
戻
傅
佸
括
稽
極
抵
次
效

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

〇
い
づ

出
突
凸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5

〇
い
つ
は
る

僞
詐
贋
假
妄
矯
詭
譎
虛
佯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

〇
い
の
る

祈
禱
禳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

〇
い
ま
し
む

戒
誡
警
儆
箴
敕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

〇
い
む

忌
諱
憚
厭
斁
嫌
簡
斥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9

〇
い
や
し

卑
賤
固
陋
俚
鄙
野
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3

〇
い
や
す

療
痊
已
愈
瘳
瘥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

〇
い
ゆ

痊
已
愈
瘥
瘳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

〇
い
る

入
容
納
沃
滅
没
淪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4

譯
文
筌
蹄

題
言
十
則
（
原
漢
文
）

一
、
是
の
編
、
予
が
二
十
五
六
の
時
、
口
づ
か
ら
説
く
所
、
僧
天
敎
、
及
び
吉
臣
哉
、
筆
受
し
て

帙
を
成
す
。

今
を
以
て
之
を
眎
れ
ば
、
一
に
老
姆
師
の
、
癡
騃
の
女
兒
を
誨
ふ
る
が
、
其
の
口
諄
諄
然
と
し
て

み

ち

が
い

を
し

自
ら
已
む
能
は
ざ
る
が
如
し
。
而
る
に
蒙
生
傳
寫
し
て
、
脛
無
き
に
千
里
の
外
に
走
る
。
洛
中
よ

や

す
ね

り
來
る
者
、「
往
往
に
し
て
家
い
へ
拱
璧
に
享
る
ば
か
り
に
し
て
、
帳
中
に
珍
襲
し
て
、
啻
に
中
郎

あ
た

た
だ

が
論
衡
の
み
な
ら
ず
」
と
説
く
。

近
者
、
剞
劂
氏
、
木
に
上
せ
て
、
以
て
毛
穎
帽
を
脱
し
て
屢
し
ば
謝
す
る
の
勞
を
息
へ
ん
と
懇
求

ち
か
ご
ろ

の
ぼ

い
こ

す
る
な
り
。
予
れ
廼
ち
笑
ふ
、「
梨
棗
な
ん
の
辠
か
あ
る
。
是
れ
則
ち
屈
を
訴
へ
ん
か
な
」
と
。

す
な
は

或
ひ
と
又
其
の
尚
ほ
挂
漏
多
き
を
憾
む
と
き
は
、
則
ち
因
り
て
語
ら
く
、「
予
れ
十
四
に
し
て
南
總

け
い
ろ
う

に
流
落
し
、
二
十
五
に
し
て
、
赦
に
値
ひ
て
、
東
都
に
還
る
。
中
閒
十
有
三
年
、
日
び
に
田
父
野

老
と
偶
處
し
て
、
尚
ほ
何
ぞ
師
友
の
有
り
や
無
し
や
を
問
は
ん
。
獨
り
先
大
父
の
篋
中
に
『
大
學

諺
解
』
の
一
本
、
實
に
先
大
夫
仲
山
府
君
の
手
澤
な
る
を
藏
有
す
る
に
賴
り
て
、
予
れ
此
れ
を
獲

て
研
究
し
、
力
を
用
ゐ
る
の
久
し
き
、
遂
に
講
説
に
藉
ら
ず
し
て
、
遍
く
羣
書
に
通
ず
る
を
得

よ

あ
ま
ね

た
る
な
り
」。

又
覩
る
に
、
憲
廟
學
を
好
み
、
海
内
風
に
嚮
ひ
、
諸
書
を
闤

闠
に
し
、
講
帷
雲
の
如
し
。
世
仁

み

む
か

く
わ
ん
く
わ
い

の
期
、
今
や
將
に
及
ば
ん
と
す
。
而
も
能
く
海
舶
來
の
和
訓
無
き
者
を
讀
む
を
求
む
る
に
、
寥
寥

乎
と
し
て
幾
く
も
無
し
。
則
ち
亦
志
を
精
し
く
す
る
と
否
と
に
在
る
の
み
。
管
子
曰
く
、「
之
を

い
く
ば

く
は

い
な

思
ひ
之
を
思
ふ
。
又
重
ね
て
之
を
思
ふ
。
之
を
思
ひ
て
通
ぜ
ず
ん
ば
、
鬼
神
將
に
之
を
通
ぜ
ん
と

す
」
①
と
。
故
に
能
く
思
ふ
者
に
在
り
て
は
、
則
ち
是
の
編
は
贅
旒
た
り
。
唯
だ
第
二
等
の
根
器
、

ぜ
い
り
う

此
の
榜
樣
に
藉
り
て
、
其
の
機
を
警
發
し
、
別
に
和
訓
の
外
に
向
ひ
て
、
一
線
路
を
通
ぜ
ば
、
則

よ

ち
八
角
島
直
ち
に
壤
を
明
州
に
接
し
、
中
閒
淼
漫
と
し
て
天
を
呑
む
を
見
ず
。
日
夜
に
華
人
と
臂

べ
う
ま
ん

を
交
へ
て
晤
言
せ
ん
と
す
る
者
、

庶

く
は
或
い
は
之
を
見
ん
か
な
。
是
れ
則
ち
挂
漏
は
以
て

こ
ひ
ね
が
は

け
い
ろ
う

思
ひ
を
廣
む
る
に
足
り
、
訛
誤
は
以
て
疑
ひ
を
蓄
ふ
る
に
足
る
。
疑
と
思
と
交
ご
も
蒸
し
て
、
靈

慧
以
て
生
ぜ
ん
。
豈
に
予
れ
の
嚮
に
南
總
に
在
り
て
師
友
無
き
が
如
き
者
の
良
師
友
に
非
ず
や
。

さ
き

故
に
予
れ
亦
此
の
兎
園
册
子
の
、
人
閒
に
落
つ
る
こ
と
を
恤
へ
ざ
る
な
り
。

う
れ

予
れ
昔
、
先
大
夫
の
庭
に
趨
り
て
、「
閒
靜
」
の
字
義
を
與
り
聞
け
り
。
此
れ
其
の
和
訓
を
撥
脱

は
し

あ
づ
か

し
、
字
詁
を
精
覈
す
る
の
職
と
し
て
由
る
所
な
り
。
故
に
是
の
編
、
亦
此
の
二
字
を
以
て
首
則
と

も
と

な
し
、
本
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
を
示
す
と
な
り
。

①
『
管
子
』
内
業
四
十
九
「
思
之
思
之
。
又
重
思
之
。
思
而
不
通
、
鬼
神
將
通
之
。
非
鬼

神
之
力
也
、
精
氣
之
極
也
」。

一
、
此
の
方
の
學
者
、
方
言
を
以
て
書
を
讀
み
、
號
し
て
和
訓
と
曰
ふ
。
諸
を
訓
詁
の
義
に
取
れ

こ
れ

り
。
其
の
實
は
譯
な
り
。
而
も
人
、
其
の
譯
た
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

古
人
曰
く
、「
書
を
讀
む
こ
と
千
遍
、
其
の
義
自
ら
見
ゆ
」
①
と
。
予
れ
幼
き
時
、
切
に
古
人
其
の
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義
未
だ
見
へ
ざ
る
時
に
方
り
て
、
如
何
に
し
て
能
く
讀
む
と
怪
し
む
。
殊
に
知
ら
ず
、「
中
華
に
て

あ
た

書
を
讀
む
に
、
從
頭
直
下
、
一
に
此
の
方
の
人
の
佛
經
陀
羅
尼
を
念
ず
る
が
如
し
。
故
に
未
だ
其

の
義
を
解
せ
ず
と
雖
も
、
亦
能
く
之
を
讀
む
の
み
と
い
ふ
こ
と
」
を
。
此
の
方
の
讀
法
、
順
逆
に

迴
環
し
て
、
必
ず
中
華
の
文
字
を
移
し
て
、
以
て
方
言
に
就
く
者
の
若
き
は
、
一
讀
に
し
て
便
ち

解
す
、
解
せ
ざ
れ
ば
讀
む
べ
か
ら
ず
。
信
な
る
か
な
、
和
訓
の
名
當
た
れ
り
と
な
す
。
而
も
學
者

宜
し
く
或
い
は
力
を
爲
す
に
易
か
る
べ
き
な
り
。

但
だ
此
の
方
に
は
自
ら
此
の
方
の
言
語
有
り
、
中
華
に
は
自
ら
中
華
の
言
語
有
り
。
體
質
本
よ
り

殊
な
り
、
何
に
由
り
て
脗
合
せ
ん
。
是
を
以
て
和
訓
迴
環
の
讀
み
、
通
ず
可
き
が
若
し
と
雖
も
、

ふ
ん
が
ふ

實
は
牽
强
た
り
。
而
も
世
人
省
み
ず
、
書
を
讀
み
文
を
作
る
に
、
一
に
唯
だ
和
訓
に
の
み
是
れ
靠よ

る
。
卽
ひ
其
の
識
、
淹
通
と
稱
せ
ら
れ
、
學
、
宏
博
を
極
む
る
も
、
倘
し
其
の
古
人
の
語
を
解
す

た
と

も

る
所
以
の
者
を
訪
へ
ば
、
皆
靴
を
隔
て
て
痒
き
を
搔
く
に
似
た
り
。
其
の
毫
を
援
き
て
思
ひ
を
攄

か
ゆ

ひ

ぶ
る
者
、
亦
悉
く
侏

・
鳥
言
、
其
の
何
の
語
た
る
か
を
識
る
べ
か
ら
ず
。
此
れ
它
無
し
、
嚮
に

さ
き

所
謂
力
を
爲
す
に
易
き
者
、
實
は
之
が
祟
り
を
爲
せ
ば
な
り
。

た
た

故
に
學
者
の
先
務
は
、
唯
だ
其
の
華
人
の
言
語
に
就
き
て
、
其
の
本
來
の
面
目
を
識
ら
ん
こ
と
を

要
す
。
而
し
て
其
の
本
來
の
面
目
は
、
華
人
の
識
ら
ざ
る
所
な
り
。
豈
に
身
の
廬
山
中
に
在
る
故

に
非
ず
や
。
我
れ
今
、
和
語
を
以
て
之
を
求
め
て
、
然
し
て
後
に
其
の
異
な
る
所
以
の
者
を
知
る
。
假た

と

へ
ば
南
人
南
に
在
り
て
、
自
ら
地
候
の
異
を
覺
へ
ず
、
北
人
南
に
來
り
て
、
乃
ち
暄
熱
を
識
る
が

如
き
の
み
。

其
の
、
順
逆
に
廻
環
し
て
、
然
し
て
後
に
讀
む
べ
き
を
觀
れ
ば
、
則
ち
其
の
上
下
位
置
、
體
段
の

同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
其
の
正
訓
の
外
、
字
ご
と
に
必
ず
轉
聲
〔
す
て
が
な
〕
を
加

へ
て
、
然
し
て
後
に
讀
む
べ
き
と
き
は
、
則
ち
此
の
方
の
助
聲
〔
て
に
を
は
〕
を
用
ゐ
る
こ
と
彼

か
し
こ

よ
り
多
き
こ
と
を
知
る
な
り
。
其
の
、
也
矣
焉
の
類
、
方
言
の
訓
ず
べ
き
も
の
無
く
し
て
、
而
も

此
の
方
の
助
聲
も
亦
文
字
有
る
こ
と
莫
き
と
き
は
、
則
ち
彼
此
の
語
脉
、
文
勢
轉
折
の
則
、
自
ら

殊
な
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
異
字
同
訓
の
者
衆
く
し
て
、
而
も
和
語
も
亦
訓
に
入
ら
ざ
る
者
の
存

す
る
有
る
と
き
は
、
則
ち
彼
の
有
す
る
所
、
此
に
は
必
ず
し
も
有
せ
ず
、
此
に
も
亦
彼
の
無
き
所

な
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
一
訓
の
多
字
に
被
ら
し
む
る
者
有
り
、
一
字
の
多
訓
を
兼
ぬ

か
ふ
む

る
者
有
る
と
き
は
、
則
ち
華
和
の
言
語
、
參
差
と
し
て
互
ひ
に
渉
り
て
、
一
を
以
て
一
に
抵
つ
べ

し
ん

し

あ

か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
仁
義
・
道
德
・
性
命
・
陰
陽
、
和
訓
有
る
こ
と
莫
き
と
き
は
、
則

ち
聖
人
の
邦
、
名
を
命
じ
敎
へ
を
立
つ
る
に
、
自
ら
常
言
の
盡
く
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
の
存
す
る

有
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
異
字
同
訓
、
及
び
訓
の
的
確
な
ら
ざ
る
者
、
猶
ほ
換
ふ
る
に
今
言
を
以

て
し
て
、
以
て
其
の
譯
を
正
す
べ
き
こ
と
有
る
と
き
は
、
則
ち
古
昔
、
和
訓
を
作
る
と
き
、
方
言

尚
ほ
寡
く
、
後
世
彌
文
、
言
語
の
數
、
轉
た
相
倍
蓰
す
る
こ
と
を
知
る
な
り
。

す
く
な

う
た

然
れ
ど
も
其
の
上
下
位
置
、
體
段
脈
勢
、
是
を
大
な
る
者
と
爲
す
。

予
れ
嘗
て
「
文
罫
」
の
一
書
を
作
る
。
具
さ
に
其
の
天
秩
森
然
、
得
て
紊
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を

つ
ぶ

み
だ

言
ふ
。
能
く
讀
む
者
、
玩
索
し
て
得
る
有
ら
ば
、
則
ち
一
悟
瞭
晰
、
左
右
よ
り
原
に
逢
は
ん
。
字

義
は
極
め
て
零
細
、
畢
世
の
力
を
竭
す
と
雖
も
、
未
だ
窮
究
し
易
か
ら
ず
。
其
の
載
せ
て
字
書
に

つ
く

在
る
者
、
特
だ
本
艸
の
藥
性
を
説
く
の
み
。
苟
し
博
く
經
方
を
稽
へ
、
旁
た
應
病
に
騐
み
、
以

も

か
ん
が

か
ん
が

て
君
臣
劑
和
の
用
を
異
に
し
、
炮
炙
湯
散
の
宜
を
殊
に
す
る
こ
と
を
識
る
に
非
ず
ん
ば
、
安
ん
ぞ

し

能
く
曲
さ
に
當
り
洞
か
に
悉
し
て
、
一
も
誤
る
所
無
か
ら
ん
や
。

あ
き
ら

唯
だ
其
の
同
訓
異
義
の
者
の
み
、
予
れ
蒙
生
の
爲
に
苦
口
し
て
辨
析
す
る
、
是
の
編
は
其
の
槩
略

た
め

た
り
。

始
め
更
め
て
新
譯
を
爲
り
、
悉
く
和
訓
迴
環
の
讀
み
を
去
ら
ん
と
欲
す
。
而
る
に
其
の
世
よ
久

あ
ら
た

し
く
相
承
け
て
、
讀
書
の
法
と
爲
る
、
終
に
廢
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
亦
猶
ほ
華
音
の
訛
轉
し
て

國
音
と
爲
れ
ど
も
、
國
音
亦
廢
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
者
な
り
。
故
に
但
だ
和
訓
に
就
き
て
、

附
す
る
に
新
譯
を
以
て
し
て
、
學
者
を
し
て
此
に
據
り
て
推
廣
益
ま
す
精
し
く
し
て
、
以
て
或
い

く
は

は
不
卽
不
離
の
妙
を
和
訓
迴
環
の
讀
み
の
外
に
得
し
む
る
者
、
是
れ
其
の
筌
蹄
な
る
こ
と
爾
り
。

し
か

①
『
魏
略
』（『
三
國
志
』
魏
書
・
鍾
繇
華
歆
王
朗
傳
第
十
三
引
）「
人
有
從
學
者
、
遇
不
肯

教
、
而
云
必
當
先
讀
百
徧
。
言
讀
書
百
徧
而
義
自
見
」。

一
、「
譯
」
の
一
字
、
讀
書
の
眞
訣
た
り
。
蓋
し
書
は
皆
文
字
、
文
字
は
卽
ち
華
人
の
語
言
な
り
。

其
の
荷
蘭
〔
オ
ラ
ン
ダ
〕
等
の
諸
國
、
性
禀
常
に
異
な
る
が
如
き
は
、
當
に
解
し
難
き
語
、
鳥
鳴

獸
叫
の
如
く
、
人
情
に
近
か
ら
ざ
る
者
有
る
べ
し
。
而
る
に
中
華
と
此
の
方
と
は
、
情
態
全
く
同

じ
。
人
多
く
古
今
の
人
相
及
ば
ず
と
言
ふ
も
、
予
れ
三
代
以
前
の
書
を
讀
む
に
、
人
情
世
態
、
符
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契
を
合
は
せ
た
る
が
如
し
。
此
の
人
情
世
態
を
以
て
此
の
語
言
を
作
す
、
更
に
何
の
解
し
難
き
こ

と
か
之
れ
有
ら
ん
。

書
は
、
唯
だ
六
經
の
み
至
つ
て
奥
眇
の
者
と
爲
す
。
而
も
「
詩
」
は
風
謠
歌
曲
、「
典
誥
」
は
榜
諭

告
示
、「
春
秋
」
は
爛
朝
報
、「
禮
」
は
儀
註
た
り
、「
易
」
は
卽
ち
卦
影
發
課
。
假
使
聖
人
、
此
の

も

し

方
に
生
ま
る
と
も
、
豈
に
能
く
此
の
方
の
言
に
外
に
し
て
、
別
に
深
奥
解
し
難
き
語
を
爲
さ
ん
や
。

道
、
高
深
な
り
と
雖
も
、
語
は
唯
だ
是
れ
語
言
の
み
。
其
の
高
深
の
道
の
如
き
は
、
則
ち
其
の
人

に
存
す
。

孺
子
滄
浪
の
歌
を
觀
る
に
、
亦
唯
だ
「
水
淸
ま
ば
以
て
其
の
纓
を
濯
ふ
可
し
、
水
濁
ら
ば
以
て
其

の
足
を
濯
ふ
可
し
」
①
と
言
ふ
の
み
。
語
言
上
、
豈
に
別
に
高
深
の
意
有
ら
ん
や
。
夫
子
之
を
聞

く
に
及
び
て
、
廼
ち
「
自
ら
之
を
取
る
」
と
曰
は
ば
、
以
て
見
る
べ
し
。
若
し
高
深
の
理
を
以

す
な
は

も

て
、
此
の
方
の
語
言
を
解
せ
ば
、
則
ち
吾
が
儕
平
常
言
ふ
所
も
、
亦
當
に
堯
典
三
萬
餘
言
の
解
有

る
べ
き
な
り
。
秪
だ
中
華
と
此
の
方
と
、
語
音
同
じ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
人
奇
特
の
想
を

た

作
す
。
能
く
其
の
語
を
譯
す
る
こ
と
、
此
の
方
の
平
常
の
語
言
の
如
く
ん
ば
、
能
く
書
を
讀
む
者

な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

此
れ
是
の
編
開
卷
第
一
義
な
り
。

①
『
孟
子
』
離
婁
上
「
有
孺
子
歌
曰
、
滄
浪
之
水
清
兮
、
可
以
濯
我
纓
、
滄
浪
之
水
濁
兮
、

可
以
濯
我
足
。
孔
子
曰
、
小
子
聽
之
。
清
斯
濯
纓
、
濁
斯
濯
足
矣
。
自
取
之
也
」。

一
、
曰
く
、
和
訓
、
曰
く
、
譯
、
甚
し
き
差
別
無
し
。
但
だ
和
訓
は
、
古
昔
搢
紳
の
口
よ
り
出
で

て
、
金
馬
玉
堂
の
署
に
侍
讀
し
諷
誦
す
。
故
に
努
め
て
雅
言
を
揀
び
、
鄙
俚
を
簡
び
去
り
て
、
風

え
ら

え
ら

流
都
美
、
誠
に
人
耳
に
宜
し
。
且
つ
時
は
淳

厖
に
屬
し
、
語
言
の
道
未
だ
闡
け
ず
。
此
を
以
て

じ
ゆ
ん
ば
う

ひ
ら

し
て
中
華
の
言
に
求
む
る
に
、
其
の
、
當
時
に
在
り
て
も
、
尚
ほ
已
に
寥
寥
と
し
て
乏
し
き
こ
と

を
覺
へ
ん
。
況
ん
や
世
降
り
時
移
り
、
語
言
の
道
、
益
ま
す
變
り
て
益
ま
す
繁
く
、
益
ま
す
俚
に

し
て
益
ま
す
俗
な
る
を
以
て
す
る
を
や
。

故
に
今
言
を
以
て
し
て
和
訓
に
求
む
れ
ば
、
已
に
古
樸
に
し
て
人
情
に
近
か
ら
ざ
る
を
覺
ゆ
。
和

歌
者
流
の
勢
語
〔
い
せ
も
の
が
た
り
〕・
源
語
の
諸
書
の
如
き
、
此
れ
皆
閨
閤
脂
粉
、
猥
褻
の
語
、

一
に
金
瓶
梅
の
類
に
似
た
り
。
今
之
を
讀
め
ば
、
高
雅
幽
妙
、
大
い
に
注
解
を
費
や
す
こ
と
、
中

華
に
典
謨
有
る
に
似
た
り
。

又
今
言
を
以
て
し
て
中
華
語
に
求
む
る
に
、
其
の
古
に
比
す
れ
ば
、
愈
い
よ
繁
く
し
て
愈
い
よ
細

き
者
、
稍
や
華
言
と
相
近
か
る
べ
し
。
且
つ
俚
俗
な
る
者
は
、
平
易
に
し
て
人
情
に
近
し
。
此
を

以
て
し
て
中
華
文
字
を
譯
す
れ
ば
、
能
く
人
を
し
て
奇
特
の
想
を
生
ぜ
ず
、
卑
劣
の
心
を
生
ぜ
ず
、

而
も
聖
經
・
賢
傳
、
皆
吾
が
分
内
の
事
、
左
・
騷
・
莊
・
遷
、
都
て
佶
屈
な
ら
ず
と
謂
ひ
て
、
遂

す
べ

き
つ
く
つ

に
歷
代
の
古
人
と
臂
を
交
へ
晤
言
し
、
千
載
に
尚
論
せ
し
む
る
こ
と
、
亦
是
れ
に
由
り
て
至
る
べ

き
な
り
。
是
れ
「
譯
」
の
一
字
、
利
益
勘
か
ら
ず
。
孰
か
吾
れ
奇
を
好
む
と
謂
は
ん
や
。

す
く
な

た
れ

一
、
予
れ
講
を
惡
む
。
毎
に
學
者
を
戒
め
て
、
講
説
を
聽
か
ざ
ら
し
む
。
而
も
人
乍
ち
之
を
聞

に
く

た
ち
ま

き
て
、
驚
駭
せ
ざ
る
莫
し
。
一
に
釋
迦
成
道
、
華
嚴
頓
大
の
法
を
説
く
と
き
、
諸
聲
聞
羅
漢
、
聾

の
如
く
瘂
の
如
く
、
席
を
捲
き
て
走
出
す
る
が
如
し
。
吾
れ
豈
に
好
ん
で
高
妙
の
説
を
作
さ
ん
。

此
れ
自
ら
諸
生
、
高
慢
の
心
を
懷
き
、
但
だ
第
一
句
を
聽
き
て
、
第
二
句
を
聽
か
ず
、
稍
や
己
が

い
だ

心
に
合
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
輒
ち
颺
が
り
去
る
な
り
。

あ

予
れ
固
よ
り
懶
惰
な
る
も
、
亦
人
心
有
り
。
豈
に
少
し
く
諸
生
來
問
の
心
に
酬
い
ん
こ
と
を
欲
せ

む
く

ざ
ら
ん
。
況
ん
や
業
已
に
身
を
棄
て
て
、
文
字
堆
中
に
蠹
蟲
と
作
る
、
此
の
事
は
固
よ
り
嗜
む
所
。

す

で

こ
の

懶
惰
な
り
と
雖
も
、
豈
に
吾
が
嗜
む
所
を
推
し
て
、
諸
生
と
之
を
共
に
す
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
ら
ん

や
。
祇
だ
深
く
講
説
の
、
諸
生
を
害
す
る
こ
と
小
小
な
ら
ざ
る
を
知
る
こ
と
甚
だ
稔
め
り
。
故
に

た

一
片
の
婆
心
、
口
業
を
惜
し
ま
ず
、
亦
世
儒
の
帷
を
下
し
耕
に
代
る
者
の
、
忿
恨
を
懷
く
を
顧
る

い
だ

に
暇
あ
ら
ざ
る
な
り
。

い
と
ま

諸
生
、
蓋
し
「
講
習
討
論
、
古
よ
り
之
れ
有
り
。
何
物
の
狂
生
に
し
て
、
是
の
狂
言
を
出
だ
す
」

と
曰
は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。
殊
に
知
ら
ず
、
中
華
の
所
謂
「
講
」
は
、
此
の
方
の
浮
屠
家
の
説

法
、
稍
や
之
に
近
し
と
爲
す
。
其
の
大
要
、
章
句
文
字
に
規
規
た
ら
ず
、
但
だ
務
め
て
道
德
を
揄

揚
し
、
仁
義
を
闡
明
し
、
曲
譬
旁
引
、
人
意
に
飽
厭
し
て
、
能
く
聞
く
者
を
し
て
、
感
發
に
易
く

し
て
、
自
ら
已
む
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
る
、
是
れ
已
な
る
こ
と
を
。
是
れ
以
て
王
公
大
人
、
及
び

武
弁
學
ば
ざ
る
者
の
前
に
施
す
可
く
し
て
、
髦
士
を
造
就
〔
し
た
つ
る
〕
す
る
所
以
の
者
に
非
ず
。

此
の
方
の
講
は
、
則
ち
是
れ
に
異
な
り
。
字
詁
句
意
、
章
旨
篇
法
、
正
義
旁
義
、
註
家
の
同
異
、

以
て
故
事
佳
話
、
文
字
の
來
歷
に
及
ぶ
ま
で
、
凡
そ
本
文
に
關
係
有
る
者
、
叢
然
と
し
て
竝
び
集
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ま
り
、
臚
列
す
る
こ
と
肆
を
開
く
が
如
し
、
連
續
す
る
こ
と
珠
を
貫
く
が
如
し
。
一
物
備
は
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
己
が
恥
ぢ
に
嫌
あ
り
。
一
語
閒
歇
す
れ
ば
、
則
ち
聽
く
者
の
倦
ま
ん
こ
と
を

慮

う

お
も
ん
ぱ
か

る
。
務
め
て
氣
を
美
聲
に
し
て
、
以
て
人
耳
を
悦
ば
し
め
、
甚
だ
し
き
者
は
、
時
に
笑
話
を
閒
へ

ま
じ

て
、
坐
睡
を
警
醒
し
、
動
す
れ
ば
靳
祕
有
り
て
、
束
脩
を
加
へ
ん
こ
と
を
責
む
。
師
、
其
の
仁

や
や
も

を
傷
り
、
弟
子
、
智
を
傷
り
、
流
風
一
た
び
成
り
て
、
滔
滔
と
し
て
反
ら
ず
。

や
ぶ

假
使
其
の
説
く
所
、
精
確
詳
明
、
一
も
差
錯
無
き
も
、
初
學
乍
ち
聽
き
て
、
其
の
叢
然
と
し
て

た

と

ひ

た
ち
ま

竝
び
集
ま
る
者
に
於
て
、
安
ん
ぞ
能
く
一
一
其
の
何
れ
は
字
詁
と
爲
し
、
何
れ
は
句
意
と
爲
し
、

何
れ
は
章
旨
、
何
れ
は
篇
法
、
某
は
正
義
と
爲
し
、
某
は
旁
義
と
爲
す
云
云
と
い
ふ
者
を
識
別
し

て
、
明
白
謬
り
無
か
ら
ん
や
。
勢
ひ
の
必
す
る
所
、
彼
を
認
め
此
を
誤
ま
る
。
其
の
害
、
一
な

あ
や
ま

り
。

學
に
次
第
有
り
、
識
に
淺
深
有
り
。
高
玅
の
論
、
精
微
の
説
、
卒
か
に
蒙
生
を
し
て
之
を
聞
か
し

に
は

め
ば
、
必
ず
如
來
の
圓
敎
を
説
き
て
、
聲
聞
の
二
乘
の
會
を
作
す
が
如
く
、
其
の
臆
私
擬
度
し
て
、

遷
し
て
陋
見
に
就
く
。
其
の
害
、
二
な
り
。

侍
坐
日
に
久
く
し
て
耳
根
旋
や
開
け
、
得
益
漸
く
多
け
れ
ば
、
遂
に
先
生
は
眞
に
聖
人
な
り
、
試

や

み
に
一
た
び
戸
を
閉
ぢ
て
書
を
讀
む
も
、
累
日
の
獲
る
所
は
、
終
に
一
日
の
聞
く
所
、
坐
し
な
が

ら
衆
美
を
收
む
る
に
如
か
ず
と
謂
ひ
、
是
に
由
り
て
漸
く
卑
劣
の
心
を
生
じ
、
耳
を
貴
び
目
を
賤

い
や
し

み
、
讀
を
廢
め
聽
を
務
む
。
其
の

と
し
て
自
ら
攻
め
ん
與
り
は
、
寧
ろ
身
を
講
席
に
終
へ
ん

や

よ

と
す
。
此
の
心
一
た
び
生
じ
て
、
前
途
遂
に
畫
る
。
吾
れ
未
だ
嘗
て
講
帷
下
に
名
士
を
出
だ
す
こ

か
ぎ

と
を
見
ざ
る
は
、
此
れ
に
縁
る
が
故
な
り
。
其
の
害
、
三
な
り
。

萬
卷
の
書
、
豈
に
能
く
一
一
聽
か
ん
や
。
其
の
害
、
四
な
り
。

讀
を
廢
し
聽
を
務
む
る
の
弊
、
必
ず
行
閒
に
副
墨
〔
す
て
が
な
〕
無
き
者
を
讀
む
能
は
ざ
る
に
至

り
て
、
而
る
後
に
極
ま
る
。
其
の
害
、
五
な
り
。

師
の
尚
ぶ
所
、
弟
子
之
に
效
ふ
。
旁
よ
り
筆
を
援
き
て
、
其
の
講
ず
る
所
の
言
を
錄
し
、
前
後
次

な
ら

ひ

第
、
一
字
も
差
へ
ず
。
甚
し
き
は
則
ち
曰
く
、「
師
、
是
の
處
に
お
い
て
一
謦
咳
す
」、「
此
の
句
に

た
が

至
り
て
一
擊
節
す
」
と
。
其
の
聲
音
を
學
び
、
其
の
容
貌
を
擬
し
、
自
ら
謂
へ
り
假
饒
ひ
曾
參
た

た

と

る
こ
と
を
得
ざ
る
も
、
必
ず
有
若
た
ら
ん
と
、
以
て
他
日
西
河
の
民
、
吾
を
夫
子
に
疑
ふ
の
資
と

爲
す
。
其
の
鈍
賊
た
る
こ
と
、
是
れ
よ
り
甚
し
と
爲
す
は
莫
し
。
其
の
害
、
六
な
り
。

講
説
の
閒
、
業
已
に
和
訓
を
廢
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
其
の
字
義
を
説
く
、

且

く
和
訓
に
依

す

で

し
ば
ら
く

傍
し
て
、
勢
ひ
を
趁
ひ
て
義
を
成
す
。
聽
者
但
だ
其
の
説
の
通
ず
べ
き
を
見
て
、
便
ち
本
よ
り
然

お

り
と
謂
ひ
て
、
其
の
本
義
を
離
る
る
こ
と
已
に
遠
き
を
知
ら
ず
。
其
の
害
、
七
な
り
。

講
師
は
多
く
文
章
を
作
ら
ず
。
夫
れ
文
字
の
己
が
用
と
爲
ら
ざ
る
は
、
其
の
實
は
文
字
を
知
ら
ざ

る
に
由
る
。
諸
を
人
を
知
ら
ざ
る
者
の
、
人
を
用
ゐ
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
譬
へ
ん
。
文
字
を
知
ら

ず
ん
ば
、
講
ず
る
所
皆
妄
な
り
。
且
つ
文
字
は
貫
道
の
器
、
何
ぞ
道
に
取
ら
ん
。
其
の
害
、
八
な

り
。

不
朽
の
大
業
、
是
に
由
り
て
遂
に
廢
す
。
宛
乎
と
し
て
其
れ
死
な
ば
、
飄
へ
る
こ
と
艸
木
の
若

た
だ
よ

ご
と

け
ん
。
其
の
害
、
九
な
り
。

其
の
閒
豪
傑
者
有
る
も
、
一
た
び
講
肆
を
開
け
ば
、
弊
風
に
扇
ら
れ
、
貨
を
懸
け
て
售
ら
ん
こ
と

あ
ふ

う

を
求
め
、
門
庭
遂
に
立
つ
。
或
い
は
孔
孟
の
宗
旨
此
に
在
り
と
謂
ひ
、
或
い
は
閩
洛
の
正
脉
焉
に

存
せ
り
と
謂
ふ
。
圏
套
一
た
び
設
け
、
多
少
の
英
才
、
皆
其
の
彀
中
に
入
る
。
夫
れ
學
問
の
道
、

古
よ
り
飛
耳
・
長
目
は
聰
明
を
廣
益
す
と
謂
ひ
て
、
天
の
才
を
生
ず
る
、
艸
木
の
區
り
て
以
て
別

か
ぎ

る
る
が
如
く
す
。
其
れ
を
し
て
才
に
隨
せ
て
自
ら
達
せ
し
め
ば
、
猶
ほ
恐
ら
く
は
風
雨
摧
折
の
患

ま
か

有
ら
ん
こ
と
を
。
而
る
を
況
ん
や
其
の
枝
幹
を
縛
し
、
其
の
根
莖
を
屈
め
ば
、
何
に
緣
り
て
生
長

か
が

し
て
、
以
て
棟
梁
の
良
き
を
成
さ
ん
や
。
其
の
害
、
十
な
り
。

十
害
を
母
と
爲
し
、
百
弊
孳
生
す
。

故
に
予
れ
嘗
て
蒙
生
の
爲
に
學
問
の
道
を
定
む
。
先
づ
崎
陽
之
學
を
爲
し
、
敎
ふ
る
に
俗
語
を
以

た
め

て
し
、
誦
す
る
に
華
音
を
以
て
し
、
譯
す
る
に
此
の
方
の
俚
語
を
以
て
し
、
絶
し
て
和
訓
迴
環
の

讀
み
を
作
さ
ず
。
始
め
は
零
細
な
る
者
を
以
て
す
。
二
字
三
字
も
て
句
を
爲
り
、
後
に
書
を
成
す

な

者
を
讀
ま
し
む
。
崎
陽
之
學
旣
に
成
り
て
、
乃
ち
始
め
て
中
華
人
た
る
こ
と
を
得
、
而
し
て
後
に

稍
稍
に
經
・
子
・
史
・
集
四
部
の
書
を
讀
ま
ば
、
勢
ひ
破
竹
の
如
け
ん
。
是
れ
最
上
乘
な
り
。

然
れ
ど
も
崎
陽
之
學
、
世
に
未
だ
甚
し
く
は
流
布
せ
ず
。
故
に
又
寒
郷
緣
無
き
者
の
爲
に
、
定
め

て
第
二
等
の
法
を
爲
す
。
先
づ
例
に
隨
ひ
て
授
く
る
に
四
書
・
小
學
・
孝
經
・
五
經
・
文
選
の
類

を
以
て
し
、
敎
ふ
る
に
此
の
方
の
讀
法
を
以
て
す
。
時
時
閒
ま
其
の
中
極
め
て
解
し
易
き
者
一
二
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語
を
擇
び
て
、
分
に
隨
ひ
て
俚
言
も
て
解
説
し
て
、
其
れ
を
し
て
自
得
せ
し
め
、
一
日
の
閒
、
一

二
次
に
過
ぎ
ず
。
切
に
章
旨
及
び
道
德
・
性
命
の
理
を
説
く
こ
と
勿
れ
。
大
抵
人
心
開
通
す
る
を

喜
び
て
閉
塞
す
る
を
惡
む
。
蒙
生
と
雖
も
、
日
び
に
但
だ
全
く
分
曉
す
る
こ
と
無
き
語
を
誦
す
れ

ば
、
必
ず
厭
想
を
生
じ
、
惰
氣
之
に
乘
ず
。
僅
か
に
も
解
す
可
き
者
を
得
れ
ば
、
輒
ち
踴
躍
を
生

じ
、
是
れ
に
由
り
て
精
進
す
。
且
つ
其
の
一
二
の
零
細
も
、
後
來
合
凑
し
て
、
必
ず
自
ら
力
を
用

ゐ
る
地
と
爲
り
、
五
經
皆
畢
る
比
ひ
旣
に
自
ら
力
を
得
、
乃
ち
授
く
る
に
史
・
漢
に
和
訓
有
る

こ
ろ
ほ

者
を
以
て
し
、
其
れ
を
し
て
自
ら
讀
ま
し
め
、
副
ふ
る
に
字
書
を
以
て
し
て
、
其
の
考
索
に
備
へ

し
む
。

中
華
と
此
の
方
と
、
年
代
り
世
變
り
、
文
物
・
制
度
、
地
名
・
人
名
、
皆
同
じ
か
ら
ず
。
若
し
先

づ
此
を
讀
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
此
れ
何
の
世
界
な
る
か
を
識
ら
ず
、
局
盤
立
た
ず
、
茫
と
し
て
手
を

措
く
こ
と
無
し
。
嘗
て
一
宿
儒
の
「
大
學
序
」
の
「
宋
德
隆
盛
、
治
敎
休
明
」
と
い
ふ
を
講
ず
る

を
見
る
に
、
輒
ち
謂
ひ
て
三
代
の
盛
時
の
如
く
す
と
。
皆
此
に
坐
す
る
が
故
な
り
。

況
ん
や
道
理
の
精
微
は
、
初
學
の
宜
し
き
所
に
非
ず
。
空
虛
憑
る
無
け
れ
ば
、
臆
度
を
生
じ
易
し
。

よ

事
跡
は
實
を
蹠
み
て
、
便
ち
依
據
有
り
。
故
に
先
づ
授
け
讀
ま
し
め
、
其
の
能
く
解
す
る
と
不
と

ふ

い
な

を
問
は
ず
。
逐
次
に
精
讀
し
て
、
以
て
一
部
を
終
へ
し
む
。
倘
し
未
だ
通
曉
せ
ず
ん
ば
、
更
に
讀

も

む
こ
と
二
三
遍
。
學
者
の
病
は
、
頭
從
り
皆
解
す
る
こ
と
を
求
む
る
に
在
り
。
此
れ
佳
事
に
似
た

り
と
雖
も
、
迺
ち
其
の
心
胸
窄
陋
、
優
柔
厭
飫
す
る
こ
と
能
は
ず
。
讀
書
の
器
に
非
ず
。
切
に
其

の
爲
に
解
説
す
る
こ
と
勿
れ
。

た
め

又
其
の
輒
ち
疑
ふ
所
を
忘
る
る
を
許
さ
ず
、
常
に
蓄
へ
て
胸
中
に
在
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
疑
ひ
畢

り
て
便
ち
忘
る
れ
ば
、
水
に
畫
く
が
如
く
然
り
。
亦
自
得
す
る
の
日
有
る
こ
と
莫
し
。
但
だ
此
の

如
く
書
を
讀
み
て
、
積
む
に
卷
數
を
以
て
せ
ば
、
自
然
に
渙
然
と
し
て
冰
解
せ
ん
。
史
・
漢
各
お

の
二
三
遍
の
後
、
其
の
聰
明
な
る
者
は
、
和
訓
有
る
者
に
於
て
は
、
皆
讀
む
可
か
ら
ざ
る
も
の
有

る
こ
と
莫
け
ん
。

此
の
時
に
至
り
て
、
便
ち
其
れ
を
禁
じ
て
一
も
和
訓
有
る
者
を
ば
、
目
に
經
る
る
こ
と
を
得
ざ
ら

し
め
、
授
く
る
に
溫
公
が
「
資
治
通
鑑
」
の
類
の
和
訓
無
き
者
を
以
て
し
、
之
を
讀
む
こ
と
一
遍

す
れ
ば
、
何
れ
の
書
か
讀
む
可
か
ら
ざ
ら
ん
。
然
る
後
に
始
め
て
中
華
の
諸
生
た
る
こ
と
を
得
た

り
。

予
れ
瞽
の
相
〔
て
び
き
〕
有
る
者
を
觀
る
に
、
多
く
路
を
識
ら
ず
、
其
の
相
無
き
者
は
、
乃
ち

め
し
ひ

し
や
う

能
く
自
ら
行
く
、
是
れ
豈
に
其
の
才
殊
な
り
と
爲
さ
ん
や
。
書
を
讀
む
も
亦
爾
り
。
瞽
は
早
く
相

し
か

を
去
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
書
を
讀
む
に
は
、
速
か
に
和
訓
を
離
れ
ん
こ
と
を
欲
す
。
此
れ
則
ち
眞

正
の
讀
書
の
法
。
其
の
初
め
力
を
得
易
か
ら
ざ
る
が
若
く
、
極
め
て
迂
囘
な
る
が
若
く
な
れ
ど
も
、

其
の
實
は
捷
法
直
徑
、
此
れ
に
過
ぐ
る
者
有
る
こ
と
莫
し
。
其
の
史
・
漢
を
読
む
時
に
方
り
て
、

あ
た

或
い
は
授
く
る
に
是
の
編
及
び
「
文
罫
」
を
以
て
せ
ば
、
亦
力
を
省
く
べ
き
に
似
た
り
。
如
し
他

書
を
讀
ま
ば
、
但
だ
其
の
書
の
體
格
を
指
授
せ
ん
こ
と
を
要
す
。「
詩
」
に
詩
の
體
格
有
り
、「
易
」

に
易
の
體
格
有
り
。
一
た
び
體
格
を
知
れ
ば
、
思
ひ
則
ち
半
ば
に
過
ぐ
。

其
の
高
妙
の
道
理
、
深
遠
の
旨
趣
の
若
き
は
、
則
ち
其
の
資
稟
の
高
下
、
造
詣
の
淺
深
に
隨
ひ
、

其
の
及
ぶ
可
き
を
量
り
て
、
時
に
或
い
は
一
二
の
冷
語
微
言
も
て
、
忽
然
と
し
て
觸
發
せ
ば
、
時

は
か

雨
の
化
の
如
く
、
其
の
學
便
ち
進
む
こ
と
、
諄
諄
と
し
て
敎
誨
す
る
者
に
百
倍
な
ら
ん
。

記
す
、
予
れ
先
大
夫
に
侍
し
て
、
七
八
歳
の
時
な
り
。
先
大
夫
、
予
れ
に
命
じ
て
其
の
日
閒
の
行

事
を
錄
せ
し
む
。
或
い
は
府
に
朝
し
、
或
い
は
客
來
る
、
何
の
事
を
説
き
、
何
の
事
を
作
す
、
及

び
風
雨
・
陰
晴
、
家
人
瑣
細
の
事
ま
で
、
皆
錄
す
。
夜
臥
に
臨
む
毎
に
、
必
ず
口
づ
か
ら
授
け
筆

受
せ
し
む
。
予
れ
十
一
二
の
時
、
旣
に
能
く
自
ら
書
を
讀
み
、
未
だ
嘗
て
句
讀
を
受
け
ざ
り
し
は
、

蓋
し
此
れ
に
由
る
が
故
な
り
。
藤
煥
圖
も
亦
自
ら
謂
へ
ら
く
、
其
の
幼
時
、
林
文
穆
公
の
「
七
武
」

を
看
て
、
是
に
由
り
て
遂
に
他
書
を
読
む
こ
と
を
得
た
り
と
。
此
れ
葢
し
演
史
中
の
有
す
る
所
の

事
、
少
小
よ
り
耳
目
の
熟
す
る
所
、
故
に
讀
む
に
隨
ひ
て
便
ち
解
し
、
講
説
を
煩
は
さ
ざ
る
の
み
。

近
ご
ろ
一
沙
彌
有
り
、
予
が
爲
に
「
峽
中
紀
行
」
を
寫
し
て
、
便
ち
能
く
書
を
讀
む
。
此
れ
亦
日

た
め

常
予
れ
の
昔
游
を
語
る
を
聞
く
、
故
に
寫
す
に
隨
ひ
て
便
ち
解
す
。
此
の
類
も
亦
一
大
捷
徑
法
な

り
。

一
、
中
華
の
人
多
く
言
へ
り
、「
讀
書
、
讀
書
」
と
。
予
れ
は
便
ち
謂
へ
り
、
書
を
讀
む
は
書
を
看

る
に
如
か
ず
と
。
此
れ
中
華
と
此
の
方
と
の
語
音
同
じ
か
ら
ざ
る
に
緣
る
。
故
に
此
の
方
は
耳
口

よ

の
二
者
皆
力
を
得
ず
、
唯
だ
一
雙
の
眼
の
み
、
三
千
世
界
の
人
を
合
は
せ
て
、
總
て
殊
な
る
こ
と

す
べ

有
る
莫
し
。
一
た
び
讀
誦
に
渉
れ
ば
、
便
ち
和
訓
と
迴
環
顚
倒
と
あ
り
。
若
し
或
い
は
從
頭
直
下
、
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浮
屠
の
經
を
念
ず
る
が
如
き
も
、
亦
此
の
方
生
來
の
語
音
に
非
ざ
れ
ば
、
必
ず
思
惟
を
煩
は
す
。

思
惟
纔
か
に
生
ず
れ
ば
、
何
に
緣
り
て
自
然
に
中
心
に
感
發
せ
ん
や
。
詩
話
・
文
評
の
類
に
、
某

よ

の
文
は
高
華
、
某
の
篇
は
偉
麗
、
或
い
は
淸
雅
、
或
い
は
閒
曠
、
或
い
は
雄
深
、
或
い
は
雅
健
と

説
く
が
如
き
、
又
杜
詩
に
聲
有
り
色
有
り
、
味
有
り
力
有
り
と
い
ふ
類
の
如
き
、
如
し
目
の
文
字

に
熟
す
る
こ
と
の
久
し
き
、
義
趣
の
外
に
、
別
に
一
種
の
氣
象
、
來
り
て
吾
が
心
に
接
す
る
者
有

る
を
覺
ゆ
る
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
何
に
由
り
て
識
別
せ
ん
や
。
又
文
章
を
作
る
が
如
き
、
固
よ
り

和
訓
同
じ
く
し
て
義
別
な
る
者
有
り
、
又
義
同
じ
く
し
て
意
味
別
な
る
者
有
り
、
又
意
味
同
じ
く

し
て
氣
象
別
な
る
者
有
り
。
此
れ
耳
根
口
業
の
能
く
辧
ず
る
所
に
非
ず
。
唯
だ
心
と
目
と
雙
な

ふ
た
つ

が
ら
照
ら
し
て
、
始
め
て
其
の
境
界
を
窺
ふ
こ
と
を
得
。
故
に
譯
語
の
力
、
終
に
及
ば
ざ
る
所
の

者
の
存
す
る
有
り
。
譯
以
て
筌
と
爲
す
、
是
れ
が
爲
の
故
な
り
。
然
れ
ど
も
譯
の
眞
正
な
る
者
は
、

必
ず
眼
光
、
帋
背
に
透
る
者
を
須
ち
て
始
め
て
得
。

ま

一
、
是
の
編
、
形
狀
の
字
面
有
り
、
作
用
の
字
面
有
り
、
聲
辭
の
字
面
有
り
、
物
名
の
字
面
有
り
。

詩
家
の
所
謂
虛
實
・
死
活
、
卽
ち
是
の
物
な
り
。「
文
罫
」
中
に
説
く
所
、
上
下
位
置
の
法
、
必
ず

四
者
を
以
て
準
と
爲
す
。
故
に
是
の
編
、
亦
此
の
四
者
を
以
て
部
目
と
爲
す
。
大
抵
天
地
の
閒
、

萬
物
の
目
に
觸
る
る
、
皆
分
析
し
て
四
片
と
爲
す
な
り
。
差
別
家
の
妙
訣
、
本
と
易
の
四
象
の
數

に
自
る
。
予
れ
自
ら
詫
り
て
以
て
中
華
語
言
の
本
來
の
面
目
を
得
た
り
と
謂
ふ
者
、
是
れ
が
爲
の

よ

ほ
こ

は

故
な
り
。
世
儒
に
易
數
及
び
邵
子
の
學
を
以
て
、
聖
人
の
意
に
非
ず
と
爲
す
者
有
り
。
皆
天
を
知

り
人
を
知
る
と
い
ひ
、
中
人
上
下
と
い
ふ
、
聖
人
に
自
ら
兩
種
の
説
有
る
こ
と
を
識
ら
ず
。
陰
陽

・
五
行
は
、
孟
子
・
子
思
の
傳
ふ
る
所
、
漢
儒
之
を
師
授
口
傳
に
得
て
、
始
め
て
書
に
筆
す
。
予

れ
荀
子
の
子
思
・
孟
子
を
非
る
の
言
に
於
て
、
其
の
淵
源
の
自
る
所
を
得
。
更
に
本
始
に

泝

れ

そ
し

よ

さ
か
の
ぼ

ば
、
則
ち
聖
人
諸
を
禮
樂
器
數
の
中
に
寓
す
。
故
に
禮
記
及
び
音
律
の
諸
書
、
此
れ
に
非
ざ
れ
ば

通
ぜ
ず
。
此
れ
是
の
編
の
須
む
る
所
に
非
ず
、
又
蒙
生
の
要
務
に
非
ず
。
但
だ
四
者
を
以
て
部
目

も
と

と
爲
す
に
由
り
て
、
偶
爾
と
し
て
言
ひ
及
ぼ
す
。

一
、
是
の
編
に
出
だ
す
所
は
、
皆
常
用
の
文
字
。
此
の
外
に
詩
家
の
語
有
り
、
文
章
家
の
語
有
り
、

丹
鉛
家
の
語
有
り
、
經
生
家
の
語
有
り
、
官
府
律
令
家
の
語
有
り
、
簡
牘
の
語
有
り
、
四
六
の
語

有
り
、
俗
語
有
り
、
市
井
買
賣
の
語
有
り
。
及
び
易
卜
・
律
曆
・
算
數
・
醫
藥
・
種
樹
・
飮
膳
・

仙
・
佛
・
禪
、
皆
家
言
有
り
。
各
各
當
に
究
む
べ
し
。
頗
る
雜
抄
有
れ
ど
も
、
猶
ほ
未
だ
類
分
せ

き
は

ず
。
學
者
纔
か
に
其
の
各
お
の
家
言
有
る
こ
と
を
識
ら
ば
、
便
ち
當
に
自
得
す
べ
し
。

わ
づ

一
、
詩
家
の
語
、
自
ら
別
な
り
。
予
れ
世
の
詩
を
作
る
者
を
覽
る
に
、
率
ね
皆
淸
弱
枯
槁
に
し

お
ほ
む

て
、
春
風
物
に
著
ひ
て
、
花
木
燁
發
し
、
天
然
に
富
貴
な
る
氣
象
有
る
も
の
少
れ
な
り
。
其
の
弊

あ

ま

由
を
察
す
る
に
、
率
ね
初
學
皆
經
生
な
る
に
緣
る
。
經
生
の
語
、
纔
か
に
詩
中
に
入
れ
ば
、
便

お
ほ
む

よ

わ
づ

ち
寒
乞
の
相
を
覺
ゆ
。
其
の
小
さ
き
識
る
こ
と
有
る
者
は
、
動
す
れ
ば
、
意
味
如
何
と
説
く
。

や
や
も

殊
に
知
ら
ず
、
詩
家
の
語
を
外
に
し
て
、
以
て
詩
家
の
意
味
を
求
む
る
は
、
終
に
是
れ
没
交
渉
な

つ
ひ

る
こ
と
を
。
之
を
語
言
に
求
む
る
は
、
淺
き
に
似
て
實
は
深
し
。
之
を
意
味
に
求
む
る
は
、
深
し

と
雖
も
便
ち
外
道
に
墮
つ
。
其
の
中
華
に
在
り
て
、
唐
・
宋
分
岐
の
處
、
實
に
此
に
在
り
。

お

故
に
唐
人
の
詩
を
學
ば
ん
と
欲
せ
ば
、
便
ち
當
に
唐
詩
の
語
を
以
て
、
分
類
し
抄
出
す
べ
し
。
選

詩
を
學
ば
ん
と
欲
せ
ば
、
便
ち
當
に
選
詩
の
語
を
以
て
、
分
類
し
抄
出
す
べ
し
。
各
お
の
別
に
篋

中
に
貯
へ
て
、
混
雜
す
る
を
得
ず
。
一
語
を
作
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
諸
を
其
の
篋
中
に
取
る
、
無
け

こ
れ

れ
ば
則
ち
已
む
。
更
に
他
處
に
向
ひ
て
搜
究
す
る
を
得
ず
。
此
く
の
如
く
日
久
し
く
し
て
、
自
然

や

に
相
似
る
。
其
の
宋
・
元
及
び
明
の
袁
中
郎
・
徐
文
長
・
鍾
伯
敬
の
諸
家
の
如
き
は
、
愼
み
て
其

の
一
語
片
言
を
學
ぶ
莫
れ
。
此
れ
詩
を
學
ぶ
第
一
の
要
法
な
り
。

但
だ
唐
詩
少
な
き
に
苦
し
む
。
當
に
補
ふ
に
明
の
李
于
鱗
・
王
元
美
等
の
七
才
子
の
詩
を
以
て
す

べ
し
。
此
れ
自
ら
唐
詩
の
正
脉
。
予
れ
近
ご
ろ
「
柏
梁
餘
材
」
を
作
る
、
卽
ち
是
の
物
な
り
。
未

だ
集
を
成
さ
ず
。

一
、
學
者
、
旣
に
能
く
海
舶
來
の
和
訓
無
き
者
を
讀
む
田
地
に
到
ら
ば
、
便
ち
當
に
古
書
を
讀
む

べ
し
。

古
書
は
是
れ
根
本
。
譬
へ
ば
上
游
に
據
り
て
、
泰
山
の
絶
頂
に
登
る
が
如
し
。
眼
力
自
ら
高
く
、

た
と

胸
襟
自
ら
大
い
な
り
。
後
世
百
萬
卷
の
書
籍
、
皆
他
の
兒
孫
、
都
て
力
を
費
や
さ
ず
。
何
と
な
れ

す
べ

ば
則
ち
古
書
の
語
、
皆
簡
短
、
後
世
の
文
辭
、
皆
冗
長
。
簡
短
な
る
者
は
、
當
に
多
少
の
言
語
・

助
字
を
加
ふ
べ
く
し
て
、
義
始
め
て
通
ず
。
冗
長
な
る
者
は
、
其
の
多
少
の
言
語
・
助
字
を
芟
去

し
て
、
乃
ち
古
辭
と
成
る
。
此
れ
其
の
大
略
な
り
。
故
に
古
書
の
辭
、
含
蓄
多
く
餘
味
有
り
。
後

世
の
文
辭
、
義
趣
皆
露
は
れ
て
、
雋
永
有
る
こ
と
莫
し
。
故
に
後
世
の
文
を
讀
む
に
慣
る
る
者
は
、
止た
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だ
一
條
の
路
徑
を
見
、
古
文
辭
を
熟
讀
す
る
者
は
、
毎
に
數
十
の
路
徑
を
有
し
て
、
心
目
の
閒
に

つ
ね

瞭
然
と
し
て
、
條
理
紊
れ
ず
。
讀
み
て
下
方
に
到
る
に
及
ん
で
、
數
十
の
義
趣
、
漸
次
に
用
ゐ
ず
、

み
だ

篇
を
終
ふ
る
に
至
り
て
、
一
路
に
歸
宿
す
。
故
に
胸
襟
闊
大
に
し
て
、
能
く
幾
多
の
義
理
を
含
容

あ

ま

た

し
、
眼
力
精
明
、
能
く
幾
多
の
義
理
を
し
て
、
隱
匿
す
る
を
致
さ
ざ
ら
し
め
、
能
く
幾
多
の
義
理

を
し
て
紊
亂
す
る
を
致
さ
ず
、
忽
忘
す
る
を
致
さ
ざ
ら
し
む
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
決
し
て
讀
む
能

は
ず
。
又
此
の
胸
襟
、
此
の
眼
力
を
以
て
、
後
世
の
文
辭
を
讀
ま
ば
、
何
の
難
事
か
有
ら
ん
。
況

ん
や
道
藝
・
事
物
・
言
語
、
皆
上
古
に
昉
ま
り
、
次
第
に
潤
色
し
、
次
第
に
破
壞
し
、
或
い
は
分

は
じ

れ
或
い
は
合
し
、
或
い
は
盛
ん
に
し
て
或
い
は
衰
へ
、
沿
革
展
轉
す
。
必
ず
古
へ
を
先
に
し
今
を

後
に
し
て
、
然
る
後
に
其
の
源
委
を
明
悉
に
し
て
謬
ら
ざ
る
を
得
る
な
り
。

あ
や
ま

而
る
に
世
の
學
者
、
但
だ
後
世
の
極
め
て
讀
み
易
き
者
を
擇
び
て
以
て
之
を
讀
む
こ
と
を
喜
ぶ
。

皆
是
れ
下
根
・
下
機
、
卑
劣
心
に
使
は
る
。
此
れ
其
の
病
、
一
に
嚮
者
論
ず
る
所
、
但
だ
和
訓
有

さ

き

に

る
者
を
讀
み
て
、
和
訓
無
き
者
に
遇
へ
ば
畏
縮
し
て
、
敢
て
讀
ま
ざ
る
が
如
し
。
其
の
文
章
を
學

ぶ
も
、
亦
但
だ
歐
・
曾
以
下
の
極
め
て
冗
長
卑
弱
な
る
者
を
學
ぶ
。
皆
是
れ
同
一
病
の
み
。

夫
れ
文
章
の
道
、
達
意
・
脩
辭
の
二
派
、
聖
言
自
り
發
す
。
其
の
實
は
、
二
者
相
須
つ
。
辭
を
脩

ま

む
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
意
達
す
る
こ
と
を
得
ず
。
故
に
三
代
の
時
、
二
派
未
だ
嘗
て
分
裂
せ
ず
。

然
れ
ど
も
亦
各
お
の
主
と
す
る
所
有
り
。
孟
・
荀
・
老
・
列
、
韓
・
賈
・
遷
・
固
は
、
意
を
達
す

る
こ
と
を
主
と
す
る
者
な
り
。
左
・
國
・
莊
・
騷
、
相
如
・
揚
雄
は
、
辭
を
脩
む
る
こ
と
を
主
と

す
る
者
な
り
。
東
京
は
偏
に
辭
を
脩
む
、
而
し
て
達
意
の
一
派
寥
寥
た
り
。
六
朝
浮
靡
、
唐
に

ひ
と
へ

至
り
て
極
ま
る
。
故
に
韓
・
柳
、
達
意
を
以
て
之
を
振
ひ
、
宇
宙
一
新
す
。
然
れ
ど
も
韓
・
柳
は

諸
を
古
へ
に
求
む
、
故
に
振
ふ
。
歐
・
蘇
は
諸
を
韓
・
柳
に
求
む
、
故
に
又
衰
ふ
。
降
り
て
元
・

明
に
至
り
て
、
文
皆
語
錄
中
の
語
、
助
字
別
に
一
法
を
作
し
、
夐
か
に
上
古
と
合
せ
ず
。
古
今
の

は
る

閒
、
遂
に
一
大
鴻
溝
を
成
す
。
故
に
李
・
王
、
脩
辭
を
以
て
之
を
振
ふ
。
一
に
古
へ
を
以
て
則
と

爲
す
。
大
豪
傑
と
謂
ふ
べ
し
。

予
れ
嘗
て
西
京
よ
り
下
の
文
人
を
評
隲
し
て
、
唐
に
は
韓
・
柳
を
取
り
、
明
に
は
李
・
王
を
取
る

は
、
是
れ
が
爲
の
故
な
り
。
世
人
、
人
の
舌
頭
を
逐
ひ
て
語
言
を
作
し
、
衆
を
怕
れ
寡
を
欺
く
。
徒

お

い
た
づ

ら
に
宋
・
元
・
明
の
閒
、
世
を
經
る
こ
と
久
し
く
、
歐
・
蘇
を
稱
す
る
者
衆
き
を
觀
て
、
遂
に
爾か

く
眩
惑
し
て
、
以
て
韓
・
柳
・
歐
・
蘇
・
王
・
曾
は
、
是
れ
文
章
の
八
大
家
、
明
世
の
諸
家
何
ぞ

及
ば
ん
と
謂
ふ
。
豈
に
矮
人
看
場
の
比
に
非
ず
や
。

亦
講
師
經
生
、
勉
强
し
て
文
章
を
作
る
に
緣
り
て
、
其
の
平
常
の
言
ふ
所
に
狃
ひ
、
遂
に
文
章
は

な
ら

議
論
に
非
ざ
れ
ば
不
可
と
謂
ふ
の
み
。
殊
に
知
ら
ず
、
議
論
と
敘
事
の
二
者
は
、
是
れ
文
章
の
大

綱
領
な
る
を
。
試
み
に
專
ら
韓
・
柳
・
歐
・
蘇
を
學
ぶ
者
を
觀
よ
。
決
し
て
叙
事
を
作
る
能
は
ざ

る
な
り
。
有
い
は
謂
ふ
、
古
今
自
ら
別
な
り
、
何
を
苦
し
み
て
か
强
ひ
て
上
古
科
斗
の
時
の
語
を

あ
る

模
擬
す
る
と
。
此
れ
大
い
に
道
理
を
知
ら
ざ
る
者
の
言
な
り
。
若
し
模
擬
を
以
て
病
と
爲
さ
ば
、

則
ち
此
の
方
の
人
但
だ
和
語
を
作
り
て
可
な
り
。
何
ぞ
更
に
中
華
の
文
を
學
ぶ
こ
と
を
爲
さ
ん
や
。

且
つ
古
辭
は
簡
に
し
て
文
な
り
、
今
文
は
冗
に
し
て
俚
な
り
。
雅
言
も
亦
簡
に
し
て
文
、
俗
語
も

亦
冗
に
し
て
俚
な
り
。
中
國
の
語
は
又
簡
に
し
て
文
、
此
の
方
の
語
は
又
冗
に
し
て
俚
な
り
。
故

に
此
の
方
の
人
を
以
て
、
諸
を
中
國
に
求
む
る
、
宜
な
り
、
其
の
後
生
の
文
辭
を
喜
ぶ
こ
と
。
其

う
べ

の
近
き
所
を
以
て
、
其
の
喜
ぶ
所
を
求
む
る
、
其
の
冗
な
る
者
は
益
ま
す
冗
、
俚
な
る
者
は
益
ま

す
俚
な
り
。
故
に
中
國
の
人
、
韓
・
柳
を
學
べ
ば
歐
・
蘇
と
爲
る
。
此
の
方
の
人
、
韓
・
柳
を
學

べ
ば
、
則
ち
僅
か
に
歐
・
蘇
の
奴
隸
た
る
こ
と
を
得
る
の
み
。
況
ん
や
其
の
歐
・
曾
を
學
ぶ
者
に

於
て
を
や
。

古
へ
に
云
ふ
、「
古
今
に
通
ず
る
、
之
を
儒
と
謂
ふ
」
①
と
。
又
云
ふ
、「
天
・
地
・
人
に
通
ず
る
、

之
を
儒
と
謂
ふ
」
②
と
。
故
に
華
と
和
と
を
合
し
て
之
を
一
に
す
る
は
、
是
れ
吾
が
譯
學
。
古
今

を
合
せ
て
之
を
一
に
す
る
は
、
是
れ
吾
が
古
文
辭
の
學
。
此
れ
ら
の
議
論
、
大
い
に
是
の
編
と
交

渉
没
き
に
似
て
、
其
の
實
は
亦
大
關
係
の
存
す
る
有
り
。
故
に
此
に
附
言
す
る
こ
と
爾
り
。

な

し
か

①
未
詳
。『
史
記
』
儒
林
傳
に
武
帝
の
「
方
正
博
聞
の
士
を
集
め
て
登
用
す
る
」
詔
に
対
し

て
「
天
人
の
分
際
を
明
ら
か
に
し
、
古
今
の
義
に
通
じ
、
文
章
爾
雅
、
訓
辭
深
厚
に
し

て
、
恩
施
は
甚
だ
美
な
り
」
と
い
う
。

②
『
法
言
』
君
子
「
通
天
地
人
曰
儒
、
通
天
地
而
不
通
人
曰
伎
」。

凡
例
三
則

一
、
是
の
編
は
、
原
と
先
生
一
時
の
口
譚
に
出
づ
。
而
し
て
其
の
輯
錄
し
て
書
を
成
す
者
は
、
迺

も
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ち
僧
天
敎
及
び
不
佞
の
二
手
の
艸
す
る
所
に
係
る
。
後
來
凑
合
し
て
、
遂
に
一
部
と
爲
す
。
然
し

て
其
の
二
稾
皆
有
る
者
は
收
む
。
其
の
一
に
有
り
て
一
に
無
き
者
も
亦
收
む
。
其
の
皆
有
り
て
語

異
な
り
義
同
じ
き
者
は
、
其
の
曉
り
易
き
に
從
ふ
。
語
異
な
り
義
同
じ
く
し
て
互
ひ
に
詳
略
有
る

者
は
、
亦
其
の
詳
に
從
ふ
。
若
し
其
の
語
異
に
し
て
義
微
や
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
迺
ち
不

や

佞
竊
か
に
取
る
こ
と
有
る
の
み
。

ひ
そ

一
、
是
の
編
の
部
目
、
半
虛
字
有
り
、
卽
ち
「
題
言
」
の
中
に
所
謂
、
形
狀
の
字
面
是
れ
な
り
。

虛
字
有
り
、
卽
ち
所
謂
作
用
の
字
面
是
れ
な
り
。
實
字
有
り
、
卽
ち
物
名
の
字
面
是
れ
な
り
。
助

字
有
り
、
卽
ち
聲
辭
の
字
面
是
れ
な
り
。
但
だ
是
の
編
の
主
意
、
元
と
同
訓
異
義
の
辨
に
在
る
と

き
は
、
則
ち
同
訓
に
牽
か
れ
て
、
虛
或
い
は
半
虛
に
入
り
、
半
虛
或
い
は
虛
に
入
り
實
に
入
る
。

助
字
又
た
虛
に
入
る
者
、
往
往
に
し
て
之
れ
有
り
。
而
も
終
に
逐
一
精
遴
し
て
以
て
本
類
に
從
ふ

こ
と
能
は
ざ
る
者
、
是
れ
が
爲
の
故
な
り
。
觀
る
者
其
れ
察
せ
よ
。

一
、「
題
言
十
則
」
は
、
不
佞
の
、
先
生
に
請
ひ
て
以
て
筆
に
載
す
る
所
の
者
、
卷
首
に
附
す
。
其

の
他
方
異
郷
の
、
未
だ
嘗
て
先
生
に
親
炙
し
て
、
其
の
陶
冶
を
受
く
る
を
得
ざ
る
者
、

庶

く

こ
ひ
ね
が
は

は
或
い
は
此
れ
を
藉
り
て
、
以
て
吾
が
黨
の
學
問
の
法
、
大
い
に
流
俗
の
爲
に
殊
な
る
こ
と
を
識

か

る
こ
と
有
ら
ん
者
な
り
。
則
ち
其
の
餘
風
の
被
る
所
、
亦
未
だ
必
ず
し
も
稍
や
拘
攣
の
見
を
破

こ
ほ
む

り
て
、
以
て
私
か
に
其
の
身
を
淑
く
す
る
者
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
と
云
ふ
。

ひ
そ

よ

寛
永
辛
卯
二
月
望

吉
有
鄰
謹
み
て
識
す
。

ア
の
部

１
〇
あ
し

惡

醜

慝

凶

否

莠

歹

兇

（
一
、
三
十
五
号
表
）

【
惡
】
善
の
反
對
な
り
。
好
・
美
の
對
に
も
用
い
る
。
善
惡
の
「
惡
」
は
理
を
以
て
い
う
。「
元
惡
」

①
「
首
惡
」
②
は
惡
の
頭
取
な
り
。「
剛
惡
」「
柔
惡
」
は
、
氣
質
の
あ
し
き
に
、
あ
ら
き
と
柔
な

と
う
ど
り

る
と
の
あ
る
を
い
う
。
又
「
美
惡
」
も
善
惡
の
意
に
用
い
る
こ
と
あ
り
、
形
の
美
惡
に
用
い
る
こ

と
あ
り
。
左
傳
に
「
鬷
蔑
惡
し
」
③
と
あ
る
は
醜
の
字
の
義
な
り
。
器
物
の
あ
し
き
を
も
い
う
。

そ
う

み
に
く

「
器
用
盬
惡
」
④
と
い
う
類
な
り
。
又
「
歳
惡
」
⑤
「
惡
歳
」
⑥
は
凶
年
な
り
。
又
好
の
反
對
の

こ

時
、
か
る
く
使
う
惡
あ
り
。
左
傳
に
「
叔
向
、
夏
姫
を
娶
ら
ん
と
欲
す
。
其
の
母
曰
く
、
甚
だ
美

う
る
は

し
き
は
必
ず
甚
だ
惡
し
き
こ
と
有
り
」
⑦
、
又
王
羲
之
曰
く
、「
中
年
は
哀
樂
に
傷
つ
け
ら
る
。
其

あ

の
親
友
離
別
す
れ
ば
、
懷
抱
輙
ち
惡
し
し
」
⑧
の
類
な
り
。
又
左
傳
に
「
周
鄭

交

惡
し
し
」

す
な
は

あ

こ
も
ご
も

⑨
と
は
、
互
い
に
仲
の
あ
し
き
こ
と
な
り
。
又
「
國
を
亂
し
て
君
王
を

惡

に
す
」
⑩
と
い
う
も
、

わ
る
さ
ま

君
王
の
惡
を
彰
ら
か
に
す
る
こ
と
を
い
え
り
。
又
「
句
踐
、
呉
王
の
爲
に
、
惡
を
嘗
む
」
⑪
、
又

あ
き

た
め

な

「
靑
蠅
の
惡
」
⑫
、
皆
糞
の
こ
と
な
り
。「
惡
詩
」
⑬
な
ど
も
輕
く
用
い
た
る
惡
の
字
な
り
。

①
『
書
經
』
康
誥
「
元
惡
大
憝
、
矧
惟
不
孝
不
友
」。

②
『
公
羊
傳
』
僖
公
二
年
「
虞
師
晉
師
滅
夏
陽
。
虞
、
微
國
也
。
曷
爲
序
乎
大
國
之
上
。

使
虞
首
惡
也
」。

③
『
左
傳
』
昭
公
二
十
八
年
「
賈
辛
將
適
其
縣
、
見
於
魏
子
。
魏
子
曰
、
辛
來
。
昔
叔
向

適
鄭
、
鬷
蔑
惡
、
欲
觀
叔
向
、
從
使
之
收
器
者
、
而
往
立
於
堂
下
、
一
言
而
善
」。

④
『
漢
書
』
蒯
伍
江
息
夫
傳
第
十
五
「
未
聞
將
軍
惻
然
深
以
爲
意
、
簡
練
戎
士
、
繕
修
干

戈
。
器
用
盬
惡
、
孰
當
督
之
。
天
下
雖
安
、
忘
戰
必
危
」。

⑤
『
新
唐
書
』
列
傳
第
八
十
八
柳
公
綽
「
大
和
四
年
、
爲
河
東
節
度
、
遭
歳
惡
、
撙
節
用

度
輟
宴
飮
、
衣
食
與
士
卒
鈞
」。

⑥
『
越
絶
書
』
越
絶
外
傳
沈
中
「
夫
陰
陽
錯
繆
、
即
爲
惡
歳
」。

⑦
『
左
傳
』
昭
公
二
十
八
年
「
其
母
曰
、
子
靈
之
妻
殺
三
夫
、
一
君
、
一
子
、
而
亡
一
國
、

兩
卿
矣
、
可
無
懲
乎
。
吾
聞
之
、
甚
美
必
有
甚
惡
」。

⑧
『
世
説
新
語
』
言
語
第
二
「
謝
太
傅
語
王
右
軍
曰
、
中
年
傷
于
哀
樂
、
與
親
友
別
、
輒

作
數
日
惡
」。

⑨
『
左
傳
』
隱
公
三
年
「
秋
、
又
取
成
周
之
禾
。
周
鄭
交
惡
」。

⑩
『
左
傳
』
昭
公
二
十
六
年
「
子
西
怒
曰
、
是
亂
國
而
惡
君
王
也
。
國
有
外
援
、
不
可
瀆

也
、
王
有
適
嗣
、
不
可
亂
也
」。

33



独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校研究紀要 11(2020)

⑪
『
呉
越
春
秋
』
勾
踐
入
臣
外
傳
第
七
に
「
適
遇
呉
王
之
便
、
太
宰
嚭
奉
溲
惡
以
出
、
逢

戸
中
。
越
王
因
拜
、
請
嘗
代
王
之
溲
、
以
決
吉
凶
。
卽
以
手
取
其
便
與
惡
而
嘗
之
」
と

あ
る
が
、
下
注
⑫
顔
師
古
注
の
「
越
王
句
踐
爲
呉
王
嘗
惡
」
を
意
識
し
た
か
。

⑫
『
漢
書
』
武
五
子
傳
第
三
十
三
「
陛
下
左
側
讒
人
衆
多
、
如
是
青
蠅
惡
矣
。
宜
進
先
帝

大
臣
子
孫
親
近
以
爲
左
右
」、
注
「
師
古
曰
、
惡
卽
矢
也
。
越
王
句
踐
爲
呉
王
嘗
惡
、

亦
其
義
也
」。

⑬
『
唐
國
史
補
』
巻
中
「
杜
太
保
在
淮
南
進
崔
叔
淸
詩
百
篇
、
德
宗
謂
使
者
曰
、
此
惡
詩
、

焉
用
進
、
時
呼
爲
准
敕
惡
詩
」。

【
醜
】
形
の
み
に
く
き
な
り
。
好
・
美
の
反
對
な
り
。「
好
醜
」
①
を
善
惡
の
意
に
用
い
る
こ
と
も

あ
り
。
又
「
桓
公
、
功
を
以
て
醜
を
滅
す
」
②
と
い
う
は
恥
な
り
。

け

①
『
列
子
』
楊
朱
第
七
「
但
伏
羲
已
來
、
三
十
餘
萬
歳
、
賢
愚
好
醜
、
成
敗
是
非
、
無
不

消
滅
」。

②
『
淮
南
子
』
氾
論
訓
「
然
而
周
公
以
義
補
缺
、
桓
公
以
功
滅
醜
、
而
皆
爲
賢
」。

【
慝
】
心
の
あ
し
き
な
り
。
心
に
匿
す
と
い
う
義
な
り
。
淑
の
反
對
な
り
。「
姦
慝
」「
邪
慝
」
な

か
く

ど
連
用
す
。

【
凶
】
い
ま
い
ま
し
き
な
り
。
吉
の
反
對
な
り
。
惡
人
を
「
凶
人
」
①
と
い
う
。
喪
禮
を
「
凶
禮
」

②
と
い
い
、
喪
服
を
「
凶
服
」
③
と
い
い
、
人
の
死
し
た
る
を
し
ら
せ
よ
こ
し
た
る
を
「
凶
問
」

④
と
い
う
。
解
、
吉
の
字
の
下
に
見
え
る
。

①
『
書
經
』
泰
誓
中
「
凶
人
爲
不
善
、
亦
惟
日
不
足
」。

②
『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
「
以
凶
禮
哀
邦
國
之
憂
」。

③
『
周
禮
』
春
官
・
司
服
「
其
凶
服
、
加
以
大
功
小
功
」。

④
『
三
國
志
』
魏
書
・
徐
胡
二
王
傳
第
二
十
七
「
是
歳
、
基
母
卒
、
詔
秘
其
凶
問
」。

【
否
】「
あ
し
し
」
と
よ
む
時
、
惡
の
義
な
り
。
臧
の
反
對
な
り
。
古
書
に
あ
る
こ
と
や
、
稀
な
る

こ
と
な
り
。

【
莠
】「
あ
し
し
」
と
よ
む
時
、
惡
の
義
な
り
。
穀
に
對
す
。「
穀
」
の
下
に
見
え
る
。

【
歹
】
俗
語
に
「
好
歹
」
と
反
對
し
て
用
い
る
。「
好
東
西
〔
よ
き
も
の
〕」「
歹
東
西
〔
あ
し
き

ハ
ウ
ト
ン
ス
イ

タ
イ
ト
ン
ス
イ

も
の
〕」
な
ど
な
り
。「
歹
人
」
は
、
あ
し
き
人
と
い
う
こ
と
な
れ
ど
も
、
賊
の
こ
と
を
い
う
。「
好

歹
に
曉
ら
か
な
ら
ず
」、
よ
し
あ
し
を
も
わ
き
ま
え
ぬ
と
い
う
ほ
ど
の
語
な
り
。

【
兇
】
凶
に
從
い
人
に
從
う
。「
凶
人
」
と
い
う
こ
と
に
て
、
惡
人
を
い
う
。「
元
兇
」
は
謀
叛
人

な
ど
を
い
う
。
後
世
、
俗
語
に
は
「
兇
猛
」「
兇
勇
」
な
ど
と
連
用
し
て
、
猛
惡
の
義
に
用
い
る
。

「
兇
身
」
と
は
、
律
令
の
詞
に
大
罪
を
犯
し
た
る
當
人
を
い
う
な
り
。

２
〇
あ
や

文

紋

綺

斐

絢

彬

斑

駁

縟

（
二
、
八
号
表
）

【
文
】「
あ
や
」
と
訓
じ
る
時
、
質
の
反
對
な
り
。
元
來
「
錯

畫
な
り
」
①
と
注
す
。
え
が
け

ま
じ
へ
え
が
く

る
あ
や
の
入
れ
ち
が
え
た
る
を
い
う
。
こ
の
時
、
紋
と
通
じ
る
。「
文
有
り
て
手
に
在
り
」
②
「
雕

文
刻
鏤
」
③
「
天
文
龜
鶴
の
文
」
④
「
七
星
の
文
」
⑤
「
劍
文
」
⑥
「
星
文
」
⑦
の
類
な
り
。
そ

れ
よ
り
轉
じ
て
、
質
に
對
す
る
文
と
な
る
時
は
、
義
廣
大
に
し
て
、
何
に
て
も
あ
や
あ
り
て
み
ご

と
な
る
を
「
文
」
と
い
う
。「
文
明
に
し
て
以
て
止
む
る
は
人
文
な
り
」
⑧
「
言
は
身
の
文
な
り
」

⑨
「
言
、
文
な
ら
ざ
れ
ば
、
厚
重
に
し
て
文
少
な
し
」
⑩
「
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
か
な
」
⑪
の

類
、
是
れ
な
り
。
又
轉
用
し
て
、
武
に
對
す
る
「
文
」
と
な
る
と
き
は
、
仁
義
禮
樂
の
道
を
い
う
。

又
轉
用
し
て
「
斯
の
文
」
⑫
と
い
う
と
き
は
、
聖
人
の
道
を
い
う
。
俗
語
に
は
、
き
や
し
や
な
る

こ

こ
と
を
「
斯

文
」
と
い
う
。
又
轉
用
し
て
、
文
字
の
こ
と
を
い
う
。「
文
を
同
じ
く
す
」
⑬
「
文

ス
ウ
ウ
エ
ン

を
考
ふ
」「
闕
文
」
な
ど
、
皆
文
字
な
り
。「
古
文
の
尚
書
」「
今
文
の
尚
書
」
は
、
科
斗
の
字
を
「
古

34



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

文
」
と
い
い
、
隸
字
を
「
今
文
」
と
い
う
。
許
愼
曰
く
、「
獨
體
を
文
と
爲
し
、
合
體
を
字
と
爲
す
」

⑭
と
は
、
日
の
字
、
月
の
字
な
ど
は
文
な
り
、
明
の
字
は
字
な
り
。
又
孟
子
に
「
文
を
以
て
辭
を

害
さ
ず
」
⑮
と
は
、
一
字
を
「
文
」
と
い
い
、
一
句
を
「
辭
」
と
い
う
。
又
轉
用
し
て
文
章
な
り
。

詩
と
文
を
合
わ
せ
て
「
文
」
と
い
う
こ
と
あ
り
。
又
詩
と
對
し
て
い
う
も
あ
り
。
こ
の
時
、「
古
文
」

「
時
文
」
と
い
う
は
、
古
體
の
文
と
當
代
の
體
と
の
こ
と
な
り
。
又
轉
用
し
て
、
書
籍
を
「
文
」

と
い
う
。「
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
す
」
⑯
「
文
に
臨
み
て
は
諱
ま
ず
」
⑰
「
孔
子
、
文
を
述
ぶ

る
」
⑱
と
い
う
類
な
り
。
又
轉
用
し
て
、
禮
を
も
い
う
。
詩
經
に
「
文
、
厥
の
祥
を
定
む
」
⑲
と

そ

い
う
類
な
り
。
又
轉
用
し
て
、
刑
法
を
「
文
」
と
い
う
。
蕭
何
が
「
文
無
害
」
⑳
と
い
う
は
、
刑

法
に
誤
り
な
き
を
い
う
。
司
馬
安
が
「
文
惡
」
㉑
と
い
う
は
、
法
を
詮
議
づ
よ
く
あ
つ
か
い
て
、

せ
ん

ぎ

人
を
害
す
る
を
い
う
。「
文
致
す
る
」
㉒
と
い
う
は
、
刑
律
を
む
つ
か
し
く
沙
汰
し
て
、
罪
な
き
人

を
罪
あ
る
よ
う
に
死
な
す
を
い
う
。「
文
を
舞
は
す
」
㉓
と
い
う
は
、
役
人
の
刑
法
を
わ
が
も
の
に

ま

し
て
、
忽
ち
人
を
罪
に
お
と
し
、
賂
を
得
れ
ば
、
忽
ち
そ
の
人
を
罪
な
き
に
し
、
心
ま
ま
に
自
由

に
刑
法
を
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
な
り
。「
深
文
」
㉔
と
い
う
は
、
詮
議
づ
よ
く
刑
法
を
と
り
あ
つ
か

せ
ん

ぎ

う
こ
と
な
り
。「
惠
文
冠
」
㉕
は
御
史
の
か
ぶ
る
冠
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
文
、
錯
畫
也
、
象
交
文
、
凡
本
之
屬
皆
从
文
」。

②
『
左
傳
』
隱
公
元
年
「
宋
武
公
生
仲
子
、
宋
仲
子
生
而
有
文
在
其
手
、
曰
以
魯
夫
人
」。

③
『
漢
書
』
景
帝
紀
第
五
「
夏
四
月
、
詔
曰
、
雕
文
刻
鏤
、
傷
農
事
者
也
、
錦
繡
纂
組
、

害
女
紅
者
也
」。

④
柳
惲
『
擣
衣
』「
泛
豔
回
煙
綵
、
淵
旋
龜
鶴
文
」。

⑤
『
南
史
』
陶
弘
景
傳
「
弘
景
右
膝
有
數
十
黒
子
作
七
星
文
」。

⑥
『
晉
書
』
張
華
傳
第
六
「
詳
觀
劍
文
、
乃
干
將
也
、
莫
邪
何
復
不
至
」。

⑦
『
南
齊
書
』
虞
愿
傳
「
星
文
災
變
、
不
信
太
史
、
不
聽
外
奏
」。

⑧
『
周
易
』
賁
・
彖
「
彖
曰
、
賁
、
亨
、
柔
來
而
文
剛
、
故
亨
、
分
剛
上
而
文
柔
、
故
小

利
有
攸
住
、
天
文
也
、
文
明
以
止
、
人
文
也
。
觀
乎
天
文
、
以
察
時
變
、
觀
乎
人
文
、

以
化
成
天
下
」。

⑨
『
左
傳
』
僖
公
二
十
四
年
「
對
曰
、
言
、
身
之
文
也
。
身
將
隱
、
焉
用
文
之
。
是
求
顯

也
」。

⑩
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
周
勃
重
厚
少
文
。
然
安
劉
氏
者
必
勃
也
。
可
令
爲
大
尉
」。

⑪
『
論
語
』
八
佾
「
子
曰
、
周
監
於
二
代
、
郁
郁
乎
文
哉
。
吾
從
周
」。

⑫
『
論
語
』
子
罕
「
子
畏
於
匡
。
曰
、
文
王
既
没
。
文
不
在
茲
乎
。
天
之
將
喪
斯
文
也
。

後
死
者
不
得
與
於
斯
文
也
。
天
之
未
喪
斯
文
也
。
匡
人
其
如
予
何
」。

⑬
『
禮
記
』
中
庸
「
今
天
下
車
同
軌
、
書
同
文
、
行
同
倫
」。

⑭
『
説
文
解
字
』
序
に
は
な
く
、
鄭
樵
『
通
志
』
巻
三
十
六
、
七
音
略
第
一
、
七
音
序
に

「
獨
體
爲
文
、
合
體
爲
字
」
と
あ
る
。

⑮
『
孟
子
』
萬
章
上
「
故
説
詩
者
、
不
以
文
害
辭
、
不
以
辭
害
志
。
以
意
逆
志
、
是
爲
得

之
」。

⑯
『
論
語
』
子
罕
「
顔
淵
喟
然
歎
曰
、
仰
之
彌
高
、
鑽
之
彌
堅
、
瞻
之
在
前
、
忽
焉
在
後
。

夫
子
循
循
然
善
誘
人
。
博
我
以
文
、
約
我
以
禮
。
欲
罷
不
能
、
既
竭
吾
才
。
如
有
所
立

卓
爾
。
雖
欲
從
之
、
末
由
也
已
」。

⑰
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
詩
書
不
諱
、
臨
文
不
諱
。
廟
中
不
諱
」。

⑱
『
史
記
』
太
史
公
自
序
第
七
十
「
孔
氏
述
文
、
弟
子
興
業
、
咸
爲
師
傅
、
崇
仁
厲
義
。

作
仲
尼
弟
子
列
傳
第
七
」。

⑲
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
・
大
明
「
大
邦
有
子
、
俔
天
之
妹
。
文
定
厥
祥
、
親
迎
于
渭
。

造
舟
爲
梁
、
不
顯
其
光
」。

⑳
『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
第
二
十
三
「
蕭
相
國
何
者
、
沛
豐
人
也
。
以
文
無
害
爲
沛
主
吏

掾
」。

㉑
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
與
汲
黯
倶
爲
忮
、
司
馬
安
之
文
惡
倶
在
二
千
石
列
、

同
車
未
嘗
敢
均
菌
伏
」、
集
解
「
漢
書
音
義
曰
、
以
文
法
傷
害
人
」。

㉒
『
漢
書
』
景
帝
紀
第
五
「
諸
獄
疑
、
若
雖
文
致
於
法
而
於
人
心
不
厭
者
、
輒
讞
之
」。

『
漢
書
』
張
湯
傳
第
二
十
九
「
卽
下
戶
羸
弱
、
時
口
言
、
雖
文
致
法
、
上
裁
察
」。

㉓
『
史
記
』
汲
黯
列
傳
第
六
十
「
好
興
車
、
舞
文
法
、
内
懷
沙
以
御
主
心
、
外
挾
賊
吏
以

爲
威
重
」。
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『
論
衡
』
程
材
第
六
十
「
長
大
成
吏
、
舞
文
巧
法
、
徇
私
爲
己
、
勉
赴
權
利
」。

㉔
『
史
記
』
汲
黯
列
傳
第
六
十
「
而
黯
常
毀
儒
、
面
觸
弘
等
徒
懷
詐
飾
智
以
阿
人
主
取
容
、

而
刀
筆
吏
專
深
文
巧
詆
、
陷
人
於
罪
、
使
不
得
反
其
眞
、
以
勝
爲
功
」。

『
漢
書
』
張
湯
傳
第
二
十
九
「
與
趙
禹
共
定
諸
律
令
、
務
在
深
文
、
拘
守
職
之
吏
」。

㉕
『
漢
書
』
武
五
子
傳
第
三
十
三
「
衣
短
衣
大
絝
、
冠
惠
文
冠
、
佩
玉
環
、
簪
筆
持
牘
趨

謁
」、
注
「
蘇
林
曰
、
治
獄
法
冠
也
。
孟
康
曰
、
今
侍
中
所
著
也
。
服
虔
曰
、
武
冠
也
、

或
曰
趙
惠
文
王
所
服
、
故
曰
惠
文
」。

【
紋
】
織
紋
を
い
う
。
そ
れ
よ
り
何
に
て
も
「
も
ん
」「
あ
や
」
の
こ
と
を
い
う
。
但
し
「
紋
」
と

を
り
も
ん

い
え
ば
と
て
、
和
俗
の
常
紋
の
こ
と
と
思
う
べ
か
ら
ず
。
異
國
に
は
な
き
こ
と
な
り
。
俗
語
に
は

紋
の
こ
と
を
「
花
」
と
い
う
。

【
綺
】
紋
繒
な
り
。
五
色
を
織
り
て
文
を
な
す
を
「
錦
」
と
い
い
、
素
を
織
り
て
文
を
な
す
を
「
綺
」

も
ん
ぎ
ぬ

と
い
う
①
。
轉
用
し
て
、「
狂
言
綺
語
」
②
と
用
い
る
。
外
に
は
用
い
る
こ
と
稀
れ
な
り
。

ほ
か

ま

①
『
六
書
故
』「
織
采
爲
文
曰
錦
、
織
素
爲
文
曰
綺
」。

②
白
居
易
『
香
山
寺
白
氏
洛
中
集
記
』「
願
以
今
生
世
俗
文
字
之
業
、
狂
言
綺
語
之
過
、
轉

爲
將
來
世
世
讚
佛
乘
之
因
、
轉
法
輪
之
緣
也
」。

【
斐
】「
あ
や
」
と
よ
む
時
、
文
章
著
見
の
貌
な
り
。「
萋
斐
」
①
「
貝
斐
」
②
は
讒
言
の
こ
と
な

さ
ま

り
。
詩
經
に
出
づ
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
巷
伯
「
萋
兮
斐
兮
、
成
是
貝
錦
。
彼
譖
人
者
、
亦
已
大
甚
」

②
『
詩
經
』
に
「
貝
斐
」
と
い
う
語
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
貝
錦
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。

【
絢
】「
あ
や
」
と
よ
む
時
、
文
彩
の
貌
な
り
。
五
色
の
織
文
な
り
。

さ
ま

【
彬
】
文
質
①
備
わ
る
貌
な
り
。

さ
ま

①
『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
、
質
勝
文
則
野
、
文
勝
質
則
史
。
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
」。

【
斑
】
こ
れ
よ
り
下
の
三
字
、「
あ
や
」
と
よ
む
に
非
ず
。
彬
の
字
を
「
ま
だ
ら
か
」
と
も
よ
む
ゆ

え
、
こ
こ
に
附
す
る
な
り
。「
斑
」
は
ぶ
ち
な
り
、
ま
だ
ら
な
り
①
。
但
し
玉
に
從
う
字
に
て
、
玉

の
文
の
ま
だ
ら
な
る
よ
り
出
づ
る
字
ゆ
え
、
み
ご
と
な
る
方
に
も
用
い
る
な
り
。「
駁
」
の
字
は
馬

の
毛
の
ま
だ
ら
な
る
を
い
う
故
に
、
美
な
る
意
な
し
。
衆
議
判
の
時
に
衆
に
同
ぜ
ず
、
一
説
を
立

て
て
他
説
を
難
ず
る
を
「
駁
す
」
と
い
う
。

①
『
説
文
解
字
』「
辬
、
駁
文
也
、
从
文
辡
聲
」、
段
注
「
斑
者
辬
之
俗
、
今
乃
斑
行
而
辬

廢
矣
」。

【
縟
】「
ま
だ
ら
か
」
と
よ
む
、「
う
る
は
し
」
と
も
よ
む
。「
繁
采
の
色
な
り
」
①
と
注
す
。「
繁

縟
」
②
「
典
縟
」
③
な
ど
、
或
い
は
文
章
に
用
い
、
或
い
は
禮
數
に
用
い
る
。「
繁
縟
」
は
さ
ま
ざ

ま
文
采
の
多
き
こ
と
な
り
。「
典
縟
」
は
典
重
に
し
て
文
采
多
き
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
縟
、
繁
采
色
也
。
从
糸
辱
聲
」。

②
『
文
心
雕
龍
』
議
對
第
二
十
四
「
文
以
辨
潔
爲
能
、
不
以
繁
縟
爲
巧
」。

③
『
新
唐
書
』
列
傳
第
三
十
九
徐
彦
伯
「
會
郊
祭
、
上
南
郊
賦
、
辭
致
典
縟
」。

３
〇
あ
ざ
や
か

粲

鮮

靚

（
二
、
十
号
表
）

【
粲
】「
あ
ざ
や
か
」
と
よ
む
。
多
く
の
も
の
の
、
一

一
き
つ
ぱ
り
と
ら
ち
わ
け
が
見
え
て
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ

明
ら
か
に
美
な
る
こ
と
な
り
。
元
來
し
ら
げ
米
［
白
米
、
精
白
し
た
米
］
を
い
う
。
米
の
一
粒
ず

よ
ね

つ
く
つ
き
り
と
白
く
分
れ
て
、
見
事
な
る
よ
り
轉
用
す
る
な
り
。「
女
三
を
粲
と
爲
す
」
①
と
い
う

も
、
多
き
も
の
の
皆
美
な
る
意
な
り
。
笑
う
貌
に
用
い
る
も
、
歯
の
つ
ぼ
つ
ぼ
と
白
く
見
え
る
よ

さ
ま

り
用
い
る
。
性
理
家
に
「
渾
然
」「
粲
然
」
を
對
に
し
て
、
一
體
統
の
太
極
と
物
物
各
具
の
太
極
を

い
え
る
②
も
、
萬
象
の
森
羅
し
て
分
明
な
る
意
を
い
え
り
。
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①
『
國
語
』
周
語
上
「
夫
獸
三
爲
群
、
人
三
爲
衆
、
女
三
爲
粲
」。

②
周
敦
頤
『
太
極
圖
説
』「
夫
道
體
之
全
、
渾
然
一
致
、
而
精
麤
本
末
、
内
外
賓
主
之
分
、

粲
然
於
其
中
、
有
不
可
以
毫
釐
差
者
」。

【
鮮
】
元
來
魚
の
ぶ
ゑ
ん
［
無
鹽
、
生
で
あ
る
、
新
鮮
で
あ
る
］
を
「
鮮
」
と
い
う
。「
あ
ざ
ら
け

き
」
と
よ
む
。
轉
用
し
て
、
菓
な
ど
に
も
用
い
る
。
何
に
て
も
新
し
き
に
用
い
る
。
そ
れ
よ
り
轉

用
し
て
、「
あ
ざ
や
か
」
と
よ
む
時
、
色
あ
い
の
く
つ
き
り
と
し
た
る
こ
と
な
り
。
粲
の
字
の
如
く
、

多
き
意
な
し
。「
小
鮮
」
は
小
魚
な
り
。「
烹
鮮
の
職
」
①
は
刺
史
を
い
う
。
老
子
に
出
づ
。

①
『
老
子
』
六
十
章
「
治
大
國
若
烹
小
鮮
。
以
道
莅
天
下
、
其
鬼
神
不
神
、
非
其
鬼
不
神
、

其
神
不
傷
人
。
非
其
神
不
傷
人
、
聖
人
亦
不
傷
人
。
夫
兩
不
相
傷
、
故
德
交
歸
焉
」。

【
靚
】
女
の
假

の
粉
白
く
、

黛

黑
く
、
黑
白
の
あ
ざ
や
か
に
分
か
る
る
を
「
靚

」
①
と
い

ま
ゆ
づ
み

う
。

①
『
正
字
通
』
戌
集
中
「
粉
白
黛
黑
、
謂
之
靚
妝
」。

４
〇
あ
き
ら
か

明

昭

顯

彰

晣

曒

皎

晶

旦

白

灼

耿

曙

諦

覈

煕

（
二
、
十
号

裏
）

【
明
】「
あ
き
ら
か
な
り
」
と
訓
ず
。
廣
き
字
な
り
。
昏
・
闇
・
晦
・
昧
・
暝
の
反
對
な
り
。
日
月
、

道
德
、
才
智
、
義
理
、
耳
目
、
何
に
て
も
用
い
る
。「
大
明
」
①
は
日
の
こ
と
な
り
。
又
中
華
の

い
づ
れ

代
の
名
。
元
の
世
の
次
に
明
の
代
あ
り
。
尊
稱
し
て
「
大
明
」
と
い
う
。「
大
唐
」「
大
明
」、
み
な

み
ん

そ
の
代
の
人
、
そ
の
代
を
敬
え
る
辭
な
る
に
、
今
こ
の
方
の
人
、
そ
の
ま
ね
を
し
て
「
大
唐
」「
大

う
や
ま

明
」
と
い
う
は
文
盲
な
る
こ
と
な
り
。「
啓
明
」
②
は
あ
け
の
明
星
な
り
。「
神
明
」
③
は
神
靈
な

り
。「
且
明
」
④
も
同
じ
。「
天
明
」
は
天
命
な
り
。「
天
の
明
命
」
⑤
を
略
す
る
辭
な
り
。「
明
發
」

し
ん

⑥
は
夜
あ
け
前
な
り
。「
天
將
に
明
け
ん
と
し
、
光
發
動
す
る
な
り
」
⑦
と
注
せ
り
。「
質
明
」
⑧

「
昧
爽
」
⑨
「
犂
明
」
⑩
、
皆
同
じ
。「
厥
明
」
⑪
は
そ
の
あ
く
る
日
な
り
。「
明
年
」「
明
日
」「
明

後
日
」、
中
華
に
て
も
い
う
詞
な
り
。
夜
の
明
け
る
と
い
う
は
「
明
」
の
字
な
り
。
戸
を
あ
け
る
、

蓋
を
あ
け
る
、
目
の
あ
け
る
に
用
い
る
は
非
な
り
。
皆
開
の
字
な
る
べ
し
。
用
事
を
あ
け
る
、
ら

ち
を
あ
け
る
、
ひ
ま
を
あ
け
る
に
は
、
尤
も
用
い
る
べ
か
ら
ず
。
了
事
の
漢
禪
に
て
い
う
、
ひ
ま

あ
け
の
長
老
な
り
⑫
。
又
「
明
を
喪
ふ
」
⑬
「
明
を
失
ふ
」
⑭
、
皆
目
の
つ
ぶ
れ
る
こ
と
な
り
。

う
し
な

「
月
明
」
⑮
は
月
の
あ
か
り
な
り
。
俗
語
に
は
「
月
亮
」
と
い
う
。「
承
明
廬
」
⑯
は
禁
中
の
直

廬

エ

リ
ヤ
ン

と
の
ゐ
ど
こ
ろ

な
り
。

①
『
禮
記
』
禮
器
「
大
明
生
於
東
、
月
生
於
西
」、
鄭
注
「
大
明
、
日
也
」。

②
『
詩
經
』
小
雅
・
谷
風
之
什
・
大
東
「
東
有
啓
明
」、
毛
傳
「
日
且
出
、
謂
明
星
爲
啓
明
」。

③
『
易
經
』
説
卦
「
昔
者
聖
人
之
作
易
、
幽
贊
于
神
明
而
生
耆
」。

『
書
經
』
君
陳
「
又
我
聞
曰
、
至
治
馨
香
感
于
神
明
」。

④
李
白
『
登
單
父
陶
少
府
半
月
臺
』「
水
色
淥
且
明
、
令
人
思
鏡
湖
」。

⑤
『
書
經
』
太
甲
上
「
伊
尹
作
書
、
曰
、
先
王
顧
諟
天
之
明
命
、
以
承
上
下
神
祇
」。

⑥
『
詩
經
』
節
南
山
之
什
・
小
宛
「
明
發
不
寐
、
有
懷
二
人
」。

⑦
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
明
發
不
寐
、
言
天
將
明
、
光
發
動
也
」。

⑧
『
周
禮
』
夏
官
・
大
司
馬
「
各
帥
其
民
而
致
。
質
明
、
弊
旗
」。

⑨
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
質
明
弊
旗
、
竝
與
昧
爽
義
同
」。

⑩
『
史
記
』
呂
后
本
紀
第
九
「
犂
明
、
孝
惠
還
。
趙
王
已
死
」、
注
「
諸
言
犂
明
者
、
將
明

之
時
」。

⑪
『
周
禮
』
地
官
・
郷
大
夫
「
厥
明
、
郷
老
及
郷
大
夫
羣
吏
、
獻
賢
能
之
書
于
王
」、
注
「
厥
、

其
也
、
其
賓
之
明
日
也
」。

⑫
未
詳

⑬
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
子
夏
喪
其
子
、
而
喪
其
明
」。

⑭
『
史
記
』
太
史
公
自
序
第
七
十
「
左
丘
失
明
、
厥
有
國
語
」。

⑮
李
白
『
寄
弄
月
溪
呉
山
人
』「
夫
君
弄
月
明
、
滅
景
淸
淮
裏
」。

⑯
曹
植
『
贈
白
馬
王
彪
』〔『
文
選
』
巻
二
十
四
〕「
謁
帝
承
明
廬
、
逝
將
歸
舊
疆
。
淸
晨
發
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皇
邑
、
日
夕
過
首
陽
」。

【
昭
】「
あ
き
ら
か
」「
あ
き
ら
か
に
す
」
と
よ
む
。「
あ
か
す
」
と
よ
む
こ
と
な
し
。
明
の
字
に
比

す
れ
ば
義
狹
し
。
多
く
は
道
德
の
上
に
用
い
る
。
耳
目
、
日
月
、
火
な
ど
に
用
い
ず
。
景
差
が
賦

に「
青
春
、謝
を
受
け
て
日
月
昭
ら
か
な
り
」①
と
使
い
た
れ
ど
も
、後
世
は
通
用
し
が
た
し
。「
昭
晰
」

せ
つ

②
「
昭
明
」
③
な
ど
連
用
す
。
又
「
昭
穆
」
と
い
う
は
、
宗
廟
の
制
に
、
中
に
太
祖
の
廟
あ
り
て
、

左
に
二
代
目
、
右
に
三
代
目
、
又
左
に
四
代
目
、
又
右
に
五
代
目
と
、
か
く
の
如
く
入
れ
ち
が
え

て
、
左
を
「
昭
」
と
い
い
、
右
を
「
穆
」
と
い
う
。
も
と
先
祖
の
次
第
を
稱
し
て
、
子
孫
を
も
こ

の
次
第
に
て

古

は
分
け
た
り
。
又
中
庸
に
「
天
は
斯
れ
昭
昭
の
多
き
な
り
」
④
と
あ
る
註
に
、

い
に
し
え

「
昭
昭
は
小
明
な
り
」
と
あ
る
は
、
天
に
對
し
て
い
え
り
。
も
の
の
明
ら
か
な
る
を
多
く
聚
め
て

あ
つ

天
と
し
た
る
も
の
な
り
と
い
う
義
な
り
。「
昭
昭
」
に
も
と
小
明
の
義
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
。

①
『
楚
辭
』
大
召
「
青
春
受
謝
白
日
昭
只
、
春
氣
奮
發
萬
物
遽
只
」。

②
『
風
俗
通
』
過
譽
第
四
「
旣
推
獨
車
、
復
表
其
上
、
爲
其
飾
僞
、
良
亦
昭
晰
」。

③
『
書
經
』
堯
典
「
百
姓
昭
明
、
協
和
萬
邦
」。

④
『
禮
記
』
中
庸
「
今
夫
天
、
斯
昭
昭
之
多
、
及
其
無
窮
也
、
日
月
星
辰
系
焉
、
萬
物
覆
焉
」、

鄭
玄
注
「
昭
昭
猶
耿
耿
、
小
明
也
」。

【
顯
】【
彰
】
皆
「
あ
ら
は
る
る
」
と
い
う
が
正
訓
な
り
。
下
に
見
え
る
。

【
晣
】
晢
詩
の
「
庭
燎
晣
晣
た
り
」
①
「
明
星
晢
晢
た
り
」
②
、
皆
「
小
明
の
貌
」
と
注
す
れ
ど

も
、
通
用
し
て
た
だ
明
ら
か
な
る
意
に
用
い
る
。
耳
目
、
心
、
道
理
に
も
用
い
る
。「
昭
晣
」
③
「
明

晢
」
な
ど
連
用
す
。「
あ
き
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
に
は
用
い
ず
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
鴻
雁
之
什
・
庭
燎
「
夜
如
何
其
、
夜
未
艾
。
庭
燎
晣
晣
。
君
子
至
止
、

鸞
聲
噦
噦
」、
毛
傳
「
晣
晣
、
明
也
」。

②
『
詩
經
』
陳
風
・
東
門
之
楊
「
東
門
之
楊
、
其
葉
肺
肺
、
昏
以
爲
期
、
明
星
晢
晢
」。

③
魏
文
帝
（
曹
丕
）『
濟
川
賦
』「
美
玉
昭
晣
以
曜
煇
、
明
珠
灼
灼
而
流
光
」。

【
曒
】【
皎
】【
皦
】
明
に
潔
白
の
意
を
帶
び
る
。
曒
、
皦
は
同
字
な
り
。
皎
は
別
な
れ
ど
も
、
音

同
じ
き
ゆ
え
通
用
す
。「
あ
き
ら
か
に
す
」
と
は
用
い
ず
。

①
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
曒
、
古
巧
切
、
音
皎
、
明
也
、
與
皦
通
」。

【
晶
】
明
に
か
が
や
く
義
を
兼
ね
る
。
古
は
精
と
同
字
な
り
①
。「
水
晶
」
は
水
精
な
り
、「
陽
晶
」

は
陽
精
な
り
。「
晶
輝
」
②
は
精
輝
な
り
。
さ
れ
ど
も
後
世
は
分
か
ち
用
い
て
、
晶
は
專
ら
明
に
し

て
か
が
や
く
意
に
用
い
、
精
の
字
は
又
さ
ま
ざ
ま
の
義
あ
り
。
下
に
見
え
る
。
晶
と
精
と
、
音
も

同
じ
き
に
、
晶
を
ば
「
シ
ヤ
ウ
」
と
よ
み
來
れ
り
。

①
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
通
雅
曰
、
古
精
晶
通
」。

②
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
杜
甫
苦
寒
行
、
楚
人
四
時
皆
麻
衣
、
楚
天
萬
里
無
晶
輝
、
與
精

輝
同
」。

【
旦
】「
あ
し
た
」
な
り
、「
あ
く
る
」
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
「
あ
き
ら
か
な
り
」
と
も
よ

め
り
。「
信
誓
旦
旦
た
り
」
①
「
世
途
旦
に
し
て
復
た
旦
な
り
」
②
の
類
、
ま
れ
な
る
こ
と
な
り
。

尤
も
「
あ
き
ら
か
に
」
と
は
用
い
ず
。

①
『
詩
經
』
衞
風
・
氓
「
信
誓
旦
旦
、
不
思
其
反
。
反
是
不
思
、
亦
已
焉
哉
」。

②
庾
信
『
傷
王
司
徒
褒
』「
世
途
旦
復
旦
、
人
情
玄
又
玄
」。

【
白
】
し
ろ
き
な
り
。
轉
用
し
て
、「
あ
き
ら
か
な
り
」
と
も
用
い
る
。
明
白
の
類
な
り
。
荀
子
に

「
仁
人
の
努
め
て
白
ら
か
に
す
る
所
な
り
」
①
の
類
な
り
。
外
は
皆
し
ろ
き
な
り
。「
月
光
白
き
」

あ
き

ほ
か

な
ど
も
や
は
り
「
し
ろ
し
」
と
見
る
べ
し
。

①
『
荀
子
』
王
霸
「
三
者
明
主
之
所
以
謹
擇
也
、
仁
人
之
所
以
務
白
也
。
善
擇
之
者
制
人
、

不
善
擇
之
者
人
制
之
」。

【
灼
】「
や
く
」
と
よ
む
字
な
り
。
故
に
火
の
明
ら
か
な
る
よ
り
轉
用
し
て
、
何
に
も
用
い
る
。

い
づ
れ
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盛
ん
な
る
意
、
あ
ら
わ
れ
る
意
を
含
む
。「
章
灼
」
①
「
照
灼
」
②
な
ど
と
用
い
る
。「
文
理
灼
か

な
り
」
③
と
も
あ
り
、「
華
灼
灼
な
り
」
④
と
も
あ
り
。

①
『
三
國
志
』
蜀
書
・
劉
彭
廖
劉
魏
楊
傳
第
十
「
亮
具
出
其
前
後
手
筆
書
疏
本
末
、
平
違

錯
章
灼
」。

②
『
文
心
雕
龍
』
頌
讚
第
九
「
約
舉
以
盡
情
、
照
灼
以
送
文
」。

③
『
人
物
志
』
八
觀
第
九
「
集
于
端
質
、
則
令
德
濟
焉
、
加
之
學
、
則
文
理
灼
焉
」。

④
『
詩
經
』
周
南
・
桃
夭
「
桃
之
夭
夭
、
灼
灼
其
華
」。

【
耿
】
小
明
の
貌
な
り
。
形
容
字
な
り
。「
あ
き
ら
か
に
す
」
と
は
用
い
ず
。
詩
に
「
耿
耿
と
し
て
寐

さ
ま

い
ね

ら
れ
ず
」
①
の
注
に
「
耿
耿
は
小
明
な
り
。
心
に
存
す
る
所
有
り
て
、
忘
る
る
能
は
ざ
る
の
貌
」

さ
ま

②
と
あ
り
。
有
明
が
片
心
に
か
か
り
て
ね
ら
れ
ぬ
よ
う
な
る
意
な
り
。
こ
の
外
に
は
大
形
用
い
ず
。

ほ
か

お
お
か
た

又
國
語
に
「
其
の
光
、
民
を
耿
す
」
③
と
あ
り
。
炯
の
字
と
通
ず
。「
炯
」
も
小
明
な
り
。
こ
れ
も

て
ら

多
く
は
形
容
字
に
用
い
る
。

①
『
詩
經
』
邶
風
・
柏
舟
「
泛
彼
柏
舟
、
亦
泛
其
流
。
耿
耿
不
寐
、
如
有
隱
憂
」。

②
『
正
字
通
』
未
集
中
「
詩
邶
風
耿
耿
不
寐
、
耿
耿
小
明
。
心
有
所
存
、
不
能
忘
之
貌
」。

③
『
國
語
』
晉
語
三
「
若
入
、
必
伯
諸
侯
、
以
見
天
子
、
其
光
耿
於
民
矣
」。

【
曙
】「
あ
け
ぼ
の
」「
あ
く
る
」
と
い
う
字
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
あ
き
ら
か
に
す
」「
あ

き
ら
か
な
り
」
と
も
用
い
る
。
く
ら
き
も
の
の
明
ら
か
に
な
り
た
る
に
用
い
る
べ
し
。
轉
用
し
て

も
本
義
を
帶
び
れ
ば
な
り
。

【
諦
】
詳
明
の
義
な
り
。
詳
の
義
を
主
と
し
て
、
明
の
義
を
兼
ね
る
。「
諦
視
」
①
な
ど
と
用
い
る
。

又
佛
書
に
苦
集
滅
道
の
四
諦
あ
り
②
、
又
眞
俗
の
二
諦
あ
り
③
。「
眞
諦
」
は
佛
法
の
理
な
り
、「
俗

諦
」
は
世
法
の
理
な
り
。
も
と
梵
語
よ
り
來
る
語
な
る
ゆ
え
、
諦
の
義
を
用
い
ず
、
た
だ
用
い
來

る
よ
う
に
心
得
る
べ
し
。
こ
の
外
に
「
僧
」
は
衆
の
義
、「
佛
」
は
覚
の
義
な
れ
ど
も
、
衆
の
義
、

ほ
か

覚
の
義
を
用
い
ず
。
た
だ
「
僧
」
は
剃
髪
し
て
佛
法
に
從
事
す
る
人
と
心
得
、「
佛
」
は
こ
の
敎
え

に
て
聖
人
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
、
彼
の
敎
え
に
て
「
佛
」
と
い
う
と
心
得
て
よ
き
類
な
り
。

①
『
魏
略
』（『
三
國
志
』
魏
書
・
明
帝
紀
第
三
引
）「
別
指
齊
王
謂
宣
王
曰
、
此
是
也
、
君

諦
視
之
、
勿
誤
也
」。

②
『
正
字
通
』
酉
集
上
「
釋
典
心
經
、
四
諦
は
苦
集
滅
道
な
り
。
苦
は
生
老
病
死
を
謂
ふ
。

集
は
集
聚
骨
肉
財
帛
の
類
を
謂
ふ
。
滅
は
壞
滅
を
謂
ふ
。
道
は
修
行
を
謂
ふ
。
此
を
四

諦
と
名
づ
く
」。

③
『
正
字
通
』
酉
集
上
「
世
諦
は
世
俗
を
以
て
縁
起
の
事
を
顯
ら
か
に
し
、
諸
法
歷
肰
、

臣
子
に
勸
む
る
に
忠
孝
を
以
て
し
、
家
國
に
勸
む
る
に
和
治
を
以
て
す
。
此
れ
俗
諦
に

依
る
。
眞
諦
は
本
寂
の
理
を
彰
ら
か
に
し
、
一
性
泯
肰
、
是
非
雙
泯
、
能
く
倶
に
亡
ぶ

る
所
。
此
れ
眞
諦
に
依
る
」。

【
覈
】「
あ
き
ら
か
な
り
」
と
は
よ
ま
ず
、「
あ
き
ら
か
に
す
」
と
よ
む
。
但
し
義
各
別
な
る
字
な

り
。「
其
の
情
を
邀
へ
要
め
、
其
の
詭
り
遁
る
る
を
遮
り
止
む
、
實
を
得
る
を
覈
と
曰
ふ
」
①
と
い

む
か

も
と

え
り
。
事
の
入
り
く
み
た
る
を
穿
鑿
し
て
、
ま
ぎ
ら
わ
し
く
隱
れ
た
る
を
さ
ま
ざ
ま
と
抑
し
止
め

て
、
そ
の
實

證
を
見
い
出
す
を
い
う
な
り
。「
名
實
を
總
覈
す
」
②
「
其
の
事
を
檢
覈
す
」
③
「
高

じ
つ
し
や
う

く
十
二
部
を
談
じ
、
細
か
に
五
千
文
を
覈
に
す
」
④
「
玄
玄
を
道
流
に
覈
に
す
」
⑤
の
類
な
り
。

核
の
字
を
も
通
用
す
。
又
「
慘
覈
」
⑥
な
ど
と
用
い
る
時
は
、
詮
議
つ
よ
き
こ
と
な
り
。
礉
の
字
、

せ
ん

ぎ

核
の
字
と
通
ず
。「
尅
覈
」
と
も
連
用
す
。「
刻
核
」
と
同
じ
。
古
書
に
は
「
さ
ね
」
と
い
う
義
の

時
も
核
の
字
と
通
ず
。
後
世
は
多
く
は
さ
ね
に
は
核
の
字
ば
か
り
用
い
る
。
又
「
こ
ご
め
」
を
い

う
。
麧
・
籺
と
通
用
す
。
史
記
の
陳
平
が
傳
に
「
糠
覈
」
⑦
と
い
え
る
、
是
れ
な
り
。

①
『
類
篇
』「
考
事
而
笮
、
邀
遮
其
辭
、
得
實
曰
覈
。
或
曰
、
西
者
人
覆
之
也
。
笮
迫
也
。

邀
要
其
情
、
遮
止
其
詭
遁
、
所
以
得
實
也
」。

②
『
漢
書
』
宣
帝
紀
第
八
「
孝
宣
之
治
、
信
賞
必
罰
、
綜
核
名
實
、
政
事
文
學
法
理
之
士

咸
精
其
能
」。

③
『
後
漢
書
』
朱
景
王
杜
馬
劉
傅
堅
馬
列
傳
第
十
二
「
時
天
下
墾
田
不
以
實
、
又
戸
口
年

紀
互
有
増
減
。
十
五
年
詔
下
州
郡
、
檢
覈
其
事
」。
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④
盧
照
鄰
『
赤
谷
安
禪
師
塔
』「
高
談
十
二
部
、
細
覈
五
千
文
。
如
如
數
冥
昧
、
生
生
理
氛

氳
」。

⑤
孔
稚
圭
『
北
山
移
文
』〔『
文
選
』
巻
四
十
三
〕「
談
空
空
於
釋
部
、
覈
玄
玄
於
道
流
」。

⑥
『
史
記
』
老
子
韓
非
子
列
傳
第
三
「
太
史
公
曰
、
…
…
韓
子
引
繩
墨
、
切
事
情
、
明
是

非
、
其
極
慘
覈
少
恩
」。

⑦
『
史
記
』
陳
丞
相
世
家
第
二
十
六
「
平
爲
人
長
大
美
色
。
人
或
謂
陳
平
曰
、
貧
何
食
而

肥
若
是
。
其
嫂
嫉
平
之
不
視
家
生
産
、
曰
、
亦
食
糠
覈
耳
。
有
叔
如
此
、
不
如
無
有
」。

【
煕
】
光
明
の
義
に
用
い
る
こ
と
あ
り
、
和
樂
の
義
に
用
い
る
こ
と
あ
り
、
廣
大
の
義
に
用
い
る

こ
と
あ
り
。
大
形
は
道
德
政
事
の
上
に
用
い
る
字
な
り
。
三
義
を
合
い
兼
ね
て
見
る
べ
し
。「
緝
煕
」

お
お
か
た

①
は
光
明
の
連
續
し
て
た
え
ぬ
な
り
。「
庶
績
咸
な
煕
ま
る
」
②
「
帝
の
載
を
煕
く
す
」
③
、
皆

ひ
ろ

こ
と

ひ
ろ

三
義
を
兼
ね
た
り
。「
煕
煕
と
し
て
春
臺
に
登
る
が
如
し
」
④
、
和
樂
の
貌
な
り
。「
文
恬
武
煕
」

さ
ま

⑤
と
い
う
は
、
文
官
は
恬
然
と
動
轉
な
く
、
武
官
は
あ
そ
び
た
わ
む
れ
て
居
る
こ
と
に
て
、
文
官

ど
う
て
ん

武
官
と
も
に
怠
り
て
災
の
生
じ
る
を
知
ら
ぬ
こ
と
に
あ
り
。「
木
煕
」
⑥
は
木
の
ぼ
り
、
つ
な
わ
た

り
な
ど
を
す
る
か
る
わ
ざ
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
專
ら
は
戲
の
字
の
代
り
に
用
い
る
。
平
仄
の
異
あ

れ
ど
も
、
音
に
よ
り
て
古
通
用
す
る
と
見
え
た
り
。

①
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
文
王
「
穆
穆
文
王
、
於
緝
熙
敬
止
。
假
哉
天
命
、
有
商

孫
子
」。

②
『
書
經
』
堯
典
「
允
厘
百
工
、
庶
績
咸
熙
」。

③
『
書
經
』
舜
典
「
舜
曰
、
咨
。
四
岳
。
有
能
奮
庸
、
熙
帝
之
載
、
使
宅
百
揆
、
亮
采
惠

疇
」。

④
『
老
子
』
二
十
章
「
衆
人
熙
熙
、
如
享
太
牢
、
如
春
登
臺
」。

⑤
韓
愈
『
平
淮
西
碑
』「
稂
莠
不
蓐
、
相
臣
將
臣
、
文
恬
武
嬉
、
習
熟
見
聞
、
以
爲
當
然
」。

⑥
『
淮
南
子
』
脩
務
訓
「
木
煕
者
、
與
梧
檟
、
據
句
枉
、
蝯
自
縱
、
好
茂
葉
」。

５
〇
あ
た
た
か

暄

暖

溫

熱

暑

炎

煦

喣

燠

嫗

（
二
、
三
十
号
表
）

【
暄
】「
あ
た
た
か
」
と
よ
む
。
暖
と
か
わ
り
な
し
。
但
し
日
の
あ
た
た
か
な
る
と
い
う
字
な
る
ゆ

え
、
氣
候
景
象
の
上
に
用
い
る
。「
物
色
暄
な
り
」
と
い
え
ど
も
、「
物
色
煖
」
と
は
い
わ
ず
。「
寒

暄
」
①
と
は
人
に
逢
い
て
の
常
語
な
り
。

①
李
商
隱
『
留
贈
畏
之
』「
待
得
郎
來
月
已
低
、
寒
暄
不
道
醉
如
泥
」。

【
暖
】
煖
、
同
じ
。「
あ
た
た
か
な
り
」「
あ
た
た
む
る
」。
廣
く
用
い
る
。「
日
暖
な
り
」「
風
暖
な

り
」「
衾
暖
な
り
」「
冬
暖
な
り
」「
酒
を
煖
む
」。「
食
冷
へ
て
復
暖
む
」
①
と
は
、
談
論
し
て
食
を

ひ

ま
た

忘
れ
る
こ
と
な
り
。「
輕
煖
」
②
は
よ
き
衣
服
の
こ
と
を
い
え
り
。「
席
不
煖
」
③
と
は
、
一
處
に

久
し
く
居
ら
ぬ
こ
と
な
り
。「
人
情
冷
煖
」
は
、
え
り
も
と
を
見
る
こ
と
な
り
。「
寒
煖
」
は
「
寒

暄
」
と
同
じ
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
五
十
二
孫
盛
「
盛
嘗
詣
殷
浩
談
論
、
對
食
、
奮
擲
麈
尾
、
毛
悉
落
飯

中
、
食
冷
而
復
暖
者
數
四
、
至
暮
忘
餐
理
竟
不
定
」。

②
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
爲
肥
甘
不
足
於
口
與
、
輕
煖
不
足
於
體
與
」。

③
班
固
『
答
賓
戲
』〔『
文
選
』
巻
四
十
五
〕「
是
以
聖
哲
之
治
、
棲
棲
遑
遑
、
孔
席
不
暖
、

墨
突
不
黔
」。

【
溫
】「
あ
た
た
か
な
り
」「
ぬ
る
し
」「
に
こ
や
か
な
り
」「
あ
た
た
む
」
と
訓
ず
。
元
來
ぬ
る
ま

湯
の
ぬ
る
き
な
り
。
大
抵
暖
の
字
と
同
じ
け
れ
ど
も
、
用
い
か
た
廣
し
。「
顔
色
溫
な
り
」、
に
こ

や
か
な
り
。「
笑
語
溫
な
り
」
と
は
、
溫
和
な
る
な
り
。「
家
溫
」
①
と
は
家
富
む
こ
と
な
り
。「
凉

溫
」
②
は
「
寒
暄
」
と
同
じ
。

①
黄
庭
堅
『
庚
申
宿
觀
音
院
』「
榱
題
相
照
耀
、
其
民
頗
家
溫
」。

②
岑
參
『
潼
關
鎭
國
軍
句
覆
使
院
早
春
寄
王
同
州
』「
各
自
限
官
守
、
何
由
敍
涼
溫
」。

【
熱
】「
あ
つ
し
」。
暑
の
字
と
か
わ
り
て
廣
く
通
ず
。「
熱
中
」
①
は
孟
子
に
見
え
る
。
臣
た
る
も
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の
の
君
の
心
に
か
な
わ
ず
し
て
、
胸
中
憂
悶
し
て
い
き
る
こ
と
な
り
。「
梁
鴻
は
人
の
熱
に
因
ら
ざ

る
者
な
り
」
②
「
手
を
炙
ら
は
熱
か
る
可
し
、
勢
い
絶
倫
な
り
」
③
な
ど
は
、
權
貴
の
勢
い
盛
ん

な
る
を
「
熱
す
る
」
と
い
う
。
俗
語
に
「
熱
腸
」
と
い
う
は
、
眞
實
の
心
入
れ
を
い
う
。

①
『
孟
子
』
萬
章
上
「
人
少
、
則
慕
父
母
、
知
好
色
、
則
慕
少
艾
、
有
妻
子
、
則
慕
妻
子
、

仕
則
慕
君
、
不
得
於
君
則
熱
中
」。

②
『
東
觀
漢
記
』
巻
十
八
、
梁
鴻
傳
「
常
獨
坐
止
、
不
與
人
同
食
、
比
舍
先
炊
已
、
呼
梁

及
熱
釜
炊
。
鴻
曰
、
童
子
鴻
不
因
人
熱
者
也
」。

③
杜
甫
『
麗
人
行
』「
炙
手
可
熱
勢
絶
倫
、
愼
莫
近
前
丞
相
嗔
」。

【
暑
】「
あ
つ
し
」
と
よ
む
。
暑
氣
な
り
。

【
炎
】「
ほ
の
を
」
と
よ
む
。
火
の
盛
ん
な
る
な
り
。
故
に
「
炎
暑｣

「
炎
熱
」
と
用
い
る
。「
炎
上
」

は
火
の
も
え
上
る
な
り
。「
火
、
崑
岡
に
炎
ゆ
」
①
。「
黄
炎
」
②
「
羲
炎
」
③
は
神
農
な
り
。「
炎

も

炎
」
④
は
權
貴
の
勢
い
盛
ん
な
る
な
り
。「
炎
に
附
く
」
⑤
と
は
勢
い
に
附
く
な
り
。｢

炎
凉
」
⑥

は
熱
の
盛
衰
な
り
。

①
『
書
經
』
胤
征
「
火
炎
昆
岡
、
玉
石
倶
焚
、
天
吏
逸
德
、
烈
于
猛
火
」。

②
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
「
兵
所
自
來
者
久
矣
、
黄
炎
故
用
水
火
矣
」、
注
「
黄
、
黄
帝
、
炎
、

炎
帝
也
」。

『
史
記
』
三
皇
本
紀
「
炎
帝
神
農
氏
、
姜
姓
。
…
…
火
德
王
、
故
曰
炎
帝
」。

③
司
馬
光
『
稷
下
賦
』「
奮
髯
横
議
、
投
袂
高
談
、
下
論
孔
墨
、
上
述
羲
炎
」。

④
揚
雄
『
解
嘲
』〔『
文
選
』
巻
四
十
五
〕「
且
吾
聞
之
、
炎
炎
者
滅
、
隆
隆
者
絶
」、
注
「
如

淳
曰
、
周
易
云
、
雷
雨
之
動
滿
盈
、
滿
、
水
也
。
雷
極
則
爲
水
、
火
之
光
炎
炎
不
可
久
、

久
亦
消
滅
爲
灰
炭
之
實
也
」。

⑤
柳
宗
元
『
宋
淸
傳
』「
吾
觀
今
交
乎
人
者
、
炎
而
附
、
寒
而
棄
、
鮮
有
能
類
淸
之
爲
者
」。

⑥
梁
簡
文
帝
『
倡
婦
怨
情
詩
十
二
韻
』｢

含
涕
坐
度
日
、
俄
頃
變
炎
凉
。
玉
關
驅
夜
雪
、
金

氣
落
嚴
霜
」。

【
煦
】【
喣
】「
あ
た
た
む
」
と
よ
む
。
氣
に
て
あ
た
た
め
る
こ
と
な
り
。
故
に
「
溫
潤
」
①
と
も

い
き

注
せ
り
。
樂
記
の
「
煦
嫗
」
の
注
に
「
天
は
氣
を
以
て
之
を
煦
む
。
地
は
形
を
以
て
之
を
嫗
む
」

②
と
あ
り
。
韓
退
之
が
「
煦
煦
た
る
を
仁
と
爲
す
」
③
と
い
う
は
、
小
惠
の
こ
と
な
り
。
息
に
て

あ
た
た
め
る
如
き
の
小
し
き
仁
と
い
う
こ
と
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
煦
、
烝
也
。
一
曰
赤
皃
。
一
曰
、
溫
潤
也
。
从
火
昫
聲
」。

②
『
禮
記
』
樂
記
「
天
地
訢
合
、
陰
陽
相
得
、
煦
嫗
覆
育
萬
物
」、
孔
疏
「
天
以
氣
煦
之
、

地
以
形
嫗
之
、
是
天
煦
覆
而
地
嫗
育
」。

③
韓
愈
『
原
道
』「
彼
以
煦
煦
爲
仁
、
孑
孑
爲
義
」。

【
燠
】「
あ
た
た
か
な
り
」「
あ
た
た
む
」
と
よ
む
。
暖
と
同
じ
。
寒
の
反
對
な
り
。

【
嫗
】「
あ
た
た
む
」
と
よ
む
。
體
に
て
あ
た
た
め
る
こ
と
な
り
。

６
〇
あ
ら
は
る

彰

著

見

現

顯

露

暴

形

彪

旌

甄

表

附

章

（
二
、
二
十
号
表
）

【
彰
】
章
、
通
用
す
。
章
に
二
義
あ
り
。「
あ
や
」
と
よ
む
こ
と
本
義
な
り
。「
あ
ら
は
る
る
」
と

よ
む
時
、
彰
と
通
用
す
。
元
來
「
あ
や
」
と
よ
む
時
、
紋
の
こ
と
な
り
。
虎
の
こ
と
を
「
黄
質
黑

章
」
①
と
い
え
り
。
黄
な
る
色
を
體
に
し
て
黑
き
斑
あ
り
と
い
う
こ
と
な
り
。
又
虞
書
の
「
十
二

ふ

章
」
②
は
衣
服
の
紋
な
り
、
管
子
の
「
九
章
」
③
は
旗
の
紋
な
り
、
考
工
記
に
は
赤
白
二
色
を
交

え
た
る
を
「
章
」
と
い
う
④
、
詩
に
「
倬
た
り
彼
の
雲
漢
、
章
を
天
に
爲
す
」
⑤
、
皆
紋
の
こ
と

に
用
い
る
。
そ
れ
よ
り
轉
じ
て
、
文
章
の
こ
と
な
り
。
羣
臣
よ
り
天
子
に
上
る
書
に
章
・
表
・
奏

・
牋
の
四
つ
あ
り
⑥
。
こ
れ
は
文
の
體
な
り
。
黨
錮
傳
に
「
章
を
刊
し
て
張
儉
等
を
捕
ふ
」
⑦
と

あ
る
は
、
罪
人
を
捕
え
る
に
露
顯
せ
ず
、
人
に
知
ら
せ
ま
じ
き
爲
に
廻
文
を
け
す
こ
と
な
り
。「
飛

た
め

章
」
⑧
は
落
書
な
り
。「
飮
章
」
⑨
も
同
じ
。「
露
章
」
⑩
は
人
の
罪
を
申
し
上
る
に
封
ぜ
ず
、
あ
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ら
わ
し
て
申
す
こ
と
な
り
。
又
樂
の
一
段
を
「
一
章
」
と
い
う
よ
り
轉
用
し
て
、
一
箇
條
を
「
章
」

と
い
う
。「
章
句
」「
篇
章
」、
是
れ
な
り
。「
法
三
章
」
⑪
と
い
う
も
、
法
度
三
箇
條
な
り
。
そ
れ

よ
り
轉
用
し
て
、
大
木
一
本
を
「
一
章
」
と
い
う
。
貨
殖
傳
に
「
木
千
章
」
⑫
と
あ
り
。
材
木
を

主
る
官
を
「
主
章
令
」
⑬
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
こ
の
方
の
箇
條
が
き
の
意
に
て
、
法

度
の
こ
と
を
「
章
」
と
い
う
。「
舊
章
」
は
舊
法
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
の
つ
と
る
」
と

よ
む
。
中
庸
に
「
文
武
を
憲
章
す
」
⑭
、
こ
れ
な
り
。
又
印
の
こ
と
を
「
章
」
と
い
う
。
漢
の
法

に
比
二
千
石
以
上
の
印
を
「
章
」
と
い
い
、
二
百
石
以
上
を
「
印
」
と
い
う
⑮
。
又
論
語
に
「
斐

然
と
し
て
章
を
爲
す
」
⑯
、
孟
子
に
「
章
を
成
さ
ざ
れ
ば
達
せ
ず
」
⑰
と
あ
る
は
、
も
の
の
大
體

成
就
し
て
目
鼻
の
で
き
た
り
と
い
う
ほ
ど
の
語
な
り
。「
周
章
」
⑱
は
あ
わ
て
た
る
こ
と
な
り
。
こ

れ
は
音
よ
り
用
い
た
る
字
に
て
、
字
義
に
て
通
ぜ
ず
。「
平
章
」
⑲
は
書
經
に
出
で
た
る
字
な
り
。

後
世
に
な
り
て
も
の
の
總
體
の
き
り
も
り
を
す
る
こ
と
を
「
平
章
す
」
と
い
う
。
宰
相
の
官
を
唐

宋
に
は
「
平
章
軍
國
重
事
」
⑳
と
い
う
。
遊
仙
窟
に
「
あ
け
つ
ら
ふ
」
と
よ
ま
せ
た
る
も
こ
の
意

な
り
。
以
上
は
彰
の
字
と
通
じ
ず
。「
あ
ら
は
る
る
」
と
よ
む
時
、
彰
・
章
通
用
す
。「
あ
や
」
と

よ
み
、
箇
條
の
意
に
な
る
字
ゆ
え
、
も
の
の
あ
や
紋
ま
で
明
ら
か
に
見
え
る
意
よ
り
轉
用
し
て
、

明
著
の
義
に
用
い
る
。「
彰
著
」「
彰
明
」「
表
章
」「
昭
彰
」
な
ど
連
用
す
。
詩
經
の
「
昄
章
」
㉑

も
彰
の
義
な
り
。

①
『
本
草
綱
目
』
巻
五
十
一
集
解
「
時
珍
曰
、
按
格
物
論
云
、
虎
、
山
獸
之
君
也
。
狀
如

猫
而
大
如
牛
、
黄
質
黑
章
、
鋸
牙
鉤
爪
」。

②
『
書
經
』
益
稷
「
予
欲
觀
古
人
之
象
、
日
、
月
、
星
辰
、
山
、
龍
、
華
蟲
、
作
會
、
宗

彝
、
藻
、
火
、
粉
米
、
黼
、
黻
、
絺
繡
、
以
五
采
彰
施
于
五
色
、
作
服
」、
蔡
傳
「
日

也
、
月
也
、
星
辰
也
、
山
也
、
龍
也
、
華
蟲
也
、
六
者
繪
之
於
衣
、
宗
彝
也
、
藻
也
、

火
也
、
粉
米
也
、
黼
也
、
黻
也
、
六
者
繡
之
於
裳
、
所
謂
十
二
章
也
」。

③
『
管
子
』
兵
法
第
十
七
「
九
章
、
一
曰
舉
日
章
則
晝
行
、
二
曰
舉
月
章
則
夜
行
、
三
曰

舉
龍
章
則
行
水
、
四
曰
舉
虎
章
則
行
林
、
五
曰
舉
鳥
章
則
行
陂
、
六
曰
舉
蛇
章
則
行
澤
、

七
曰
舉
鵲
章
則
行
陸
、
八
曰
舉
狼
章
則
行
山
、
九
曰
舉

章
則
載
食
而
駕
、
九
章
旣
定

而
動
靜
不
過
」。

④
『
周
禮
』
考
工
記
・
畫
繢
「
青
與
赤
、
謂
之
文
、
赤
與
白
、
謂
之
章
、
白
與
黑
、
謂
之

黼
、
黑
與
青
、
謂
之
黻
、
五
采
備
謂
之
繡
」。

⑤
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
棫
樸
「
倬
彼
雲
漢
、
爲
章
于
天
。
周
王
壽
考
、
遐
不
作

人
」。

⑥
蔡
邕
『
獨
斷
』「
凡
羣
臣
上
書
于
天
子
者
四
名
、
一
曰
章
、
二
曰
奏
、
三
曰
表
、
四
曰
駁

議
」。

⑦
『
後
漢
書
』
黨
錮
列
傳
第
五
十
七
「
遂
上
書
告
儉
與
同
郡
二
十
四
人
爲
黨
、
於
是
刊
章

討
捕
」。

⑧
『
後
漢
書
』
李
杜
列
傳
第
五
十
三
「
此
等
既
怨
、
又
希
望
冀
旨
、
遂
共
作
飛
章
、
虛
誣

固
罪
」。

⑨
『
後
漢
書
』
蔡
邕
列
傳
第
五
十
下
「
臣
入
牢
獄
、
當
爲
楚
毒
所
迫
、
趣
以
飮
章
、
辭
情

何
緣
復
聞
」。

⑩
『
漢
書
』
何
武
王
嘉
師
丹
傳
第
五
十
六
「
遷
揚
州
刺
史
、
所
舉
奏
二
千
石
長
吏
必
先
露

章
、
服
罪
者
爲
虧
除
、
免
之
而
已
」。

⑪
『
漢
書
』
高
帝
紀
第
一
「
吾
與
諸
侯
約
、
先
入
關
者
王
之
、
吾
當
王
關
中
。
與
父
老
約
、

法
三
章
耳
、
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盜
抵
罪
」。

⑫
『
史
記
』
貨
殖
列
傳
第
六
十
九
「
衣
食
之
欲
、
恣
所
好
美
矣
。
故
曰
陸
地
牧
馬
二
百
蹄
、

牛
蹄
角
千
、
千
足
羊
、
澤
中
千
足
彘
、
水
居
千
石
魚
陂
、
山
居
千
章
之
材
」。

⑬
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
第
七
上
「
屬
官
有
石
庫
東
園
主
章
、
左
右
前
後
中
校
七
令
丞
、

又
主
章
長
丞
」、
注
「
師
古
曰
、
掌
凡
大
木
也
」。

⑭
『
禮
記
』
中
庸
「
君
子
未
有
不
如
此
而
蚤
有
譽
於
天
下
者
也
。
仲
尼
祖
述
堯
舜
、
憲
章

文
武
、
上
律
天
時
、
下
襲
水
土
」。

⑮
『
漢
官
儀
』「
諸
侯
王
、
黄
金
印
橐
佗
鈕
、
文
曰
玉
。
列
侯
三
公
前
後
左
右
將
軍
、
黄
金

印
龜
鈕
、
文
曰
章
。
中
二
千
石
、
銀
印
龜
鈕
。
千
石
至
二
百
石
、
皆
銅
印
鼻
鈕
、
文
曰

印
」。

⑯
『
論
語
』
公
冶
長
「
子
在
陳
、
曰
、
歸
與
歸
與
、
吾
黨
之
小
子
狂
簡
、
斐
然
成
章
。
不

42



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

知
所
以
裁
之
」。

⑰
『
孟
子
』
盡
心
上
「
流
水
之
爲
物
也
、
不
盈
科
不
行
、
君
子
之
志
於
道
也
、
不
成
章
不

達
」。

⑱
『
楚
辭
』
九
歌
・
雲
中
君
「
龍
駕
兮
帝
服
、
聊
翺
遊
周
章
」。

⑲
『
書
經
』
堯
典
「
克
明
俊
德
、
以
親
九
族
、
九
族
既
睦
、
平
章
百
姓
、
百
姓
昭
明
、
協

和
萬
邦
、
黎
民
於
變
時
雍
」。

⑳
『
宋
史
』
志
第
一
百
一
十
四
職
官
一
「
平
章
軍
國
重
事

元
祐
中
置
、
以
文
彦
博
太
師
、

呂
公
著
守
司
空
相
繼
爲
之
、
序
宰
臣
上
。
所
以
處
老
臣
碩
德
、
特
命
以
寵
之
也
。
故
或

稱
平
章
軍
國
重
事
、
或
稱
同
平
章
軍
國
事
」。

㉑
『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
卷
阿
「
爾
土
宇
皈
章
、
亦
孔
之
厚
矣
。
豈
弟
君
子
、
俾

爾
彌
爾
性
、
百
神
爾
主
矣
」。

【
著
】「
あ
ら
は
る
」「
あ
ら
は
す
」「
い
ち
じ
る
し
」
と
よ
む
。
明
ら
か
に
見
え
る
義
な
り
。
彰
・

顯
と
同
義
な
り
。
又
書
を
作
る
を
「
著
」
と
い
う
。
紙
上
に
あ
ら
わ
す
義
よ
り
轉
用
す
。
又
「
廢

著
」
①
は
「
廢
居
」
②
と
同
じ
、
商
買
の
上
の
こ
と
な
り
。
賤
き
物
を
買
い
居
く
を
「
居
」
と
も

や
す

「
貯
」
と
も
い
い
、
貴
く
な
り
て
賣
る
を
「
廢
」
と
い
う
。
商
人
の
時
節
を
考
え
て
利
を
逐
う
こ

た
か

と
を
畢
竟
し
て
「
廢
著
」
と
い
う
。
貯
と
同
音
ゆ
え
、
貯
え
る
義
を
用
い
た
る
な
り
。
さ
れ
ど
も

古
書
に
「
廢
貯
」
と
い
う
語
な
き
ゆ
え
、
た
だ
著
の
字
を
用
い
る
べ
し
。
又
宁
の
字
と
通
用
し
て
、

朝
廷
に
士
大
夫
の
坐
す
る
定
席
を
い
う
③
。
別
義
な
り
。

①
『
史
記
』
貨
殖
列
傳
第
六
十
九
「
子
贛
旣
學
於
仲
尼
、
退
而
仕
於
衞
、
廢
著
鬻
財
於
曹

魯
之
閒
」、
注
「
徐
廣
曰
、
著
、
猶
居
也
、
著
、
讀
如
貯
」。

②
『
漢
書
』
食
貨
志
第
四
下
「
而
富
商
賈
或
墆
財
役
貧
、
轉
轂
百
數
、
廢
居
居
邑
、
封
君

皆
氐
首
仰
給
焉
」、
注
「
師
古
曰
、
此
言
或
有
廢
置
、
有
所
居
蓄
、
而
居
於
邑
中
、
以

乘
時
射
利
也
」。

③
『
爾
雅
』
釋
宮
「
門
屏
之
閒
、
謂
之
宁
」、
注
「
人
君
視
朝
、
所
宁
立
處
」。

【
見
】
居
宴
の
反
の
時
、「
み
る
」
と
よ
む
。
こ
こ
の
所
用
に
非
ず
。
許
戰
の
反
の
時
、
現
の
字
と

通
用
す
。「
み
ゆ
る
」「
ま
み
ゆ
る
」「
あ
ら
は
る
」
と
よ
む
。
顯
露
の
義
な
り
。
隱
の
字
の
反
對
な

り
。
但
し
「
み
ゆ
る
」「
ま
み
ゆ
る
」
の
時
は
、
居
宴
の
反
を
も
用
い
る
。
顯
露
の
義
の
時
、
專
ら

許
戰
の
切
な
り
。
書
籍
の
中
の
點
發
に
、
去
聲
の
處
に
點
あ
る
は
皆
許
戰
の
切
、
現
の
字
と
通
用

す
る
時
の
こ
と
な
り
。
こ
こ
に
は
顯
露
の
義
の
こ
と
ば
か
り
論
ず
。
中
庸
に
「
隱
よ
り
見
は
る
る

は
莫
し
」
①
、
左
傳
に
「
龍
見
ゆ
」
②
「
火
見
ゆ
」
③
、
或
い
は
「
虹
晝
見
ゆ
」
④
「
南
極
星
見

ゆ
」
⑤
、
莊
子
に
「
衿
を
捉
れ
ば
肘
見
ゆ
」
⑥
、
韓
信
が
傳
に
「
情
見
へ
力
屈
す
」
⑦
、
史
記
に

と

「
錐
の
末
見
ゆ
」
⑧
。
曲
禮
に
「
寡
媍
の
子
、
見
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
與
に
友
と
爲
さ
ず
」
⑨
と

い
う
は
、
才
能
を
人
に
知
ら
れ
た
る
こ
と
な
り
。
又
「
見
在
」
は
現
在
な
り
。「
見
成
」
は
現
成
な

り
。「
現
成
丸
散
」
は
出
來
合
い
た
る
丸
藥
散
藥
な
り
。
こ
の
類
皆
現
の
字
と
通
用
し
て
顯
露
の
義

な
り
。
我
が
目
に
見
え
る
處
を
主
と
し
て
轉
用
し
た
る
字
義
な
り
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
是
故
君
子
戒
慎
乎
其
所
不
睹
、
恐
懼
乎
其
所
不
聞
。
莫
見
乎
隱
、
莫

顯
乎
微
。
故
君
子
慎
其
獨
也
」。

②
『
左
傳
』
昭
公
二
十
九
年
「
秋
、
龍
見
于
絳
郊
」。

『
左
傳
』
桓
公
五
年
「
秋
、
大
雩
。
書
不
時
也
。
凡
祀
、
啓
蟄
而
郊
、
龍
見
而
雩
、
始

殺
而
嘗
、
閉
蟄
而
烝
。
過
則
書
」。

③
『
左
傳
』
昭
公
六
年
「
士
文
伯
曰
、
火
見
、
鄭
其
火
乎
。
火
未
出
、
而
作
火
以
鑄
刑
器
、

藏
爭
辟
焉
。
火
如
象
之
、
不
火
何
爲
」。

『
左
傳
』
莊
公
二
十
九
年
「
冬
、
十
二
月
、
城
諸
及
防
、
書
、
時
也
。
凡
土
功
、
龍
見

而
畢
務
、
戒
事
也
。
火
見
而
致
用
、
水
昏
正
而
栽
、
日
至
而
畢
」。

④
『
後
漢
書
』
志
第
十
七
五
行
五
「
其
殃
禍
起
自
何
氏
」、
注
「
袁
山
松
書
曰
、
是
年
七
月
、

虹
晝
見
御
坐
玉
堂
後
殿
前
庭
中
、
色
靑
赤
也
」。

⑤
『
史
記
』
天
官
書
第
五
「
狼
比
地
有
大
星
、
曰
南
極
老
人
、
老
人
見
、
治
安
。
不
見
、

兵
起
。
常
以
秋
分
時
候
于
南
郊
」。

⑥
『
莊
子
』
讓
王
「
三
日
不
舉
火
、
十
年
不
制
衣
、
正
冠
而
纓
絶
、
捉
衿
而
肘
見
、
納
屨

而
踵
決
」。
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⑦
『
漢
書
』
韓
彭
英
盧
呉
傳
第
四
「
今
足
下
舉
勌
敝
之
兵
、
頓
之
燕
堅
城
之
下
、
情
見
力

屈
、
欲
戰
不
拔
、
曠
日
持
久
、
糧
食
單
竭
」。

⑧
『
史
記
』
平
原
君
虞
卿
列
傳
第
十
六
「
平
原
君
曰
、
夫
賢
士
之
處
世
也
、
譬
若
錐
之
處

囊
中
、
其
末
立
見
」。

⑨
『
禮
記
』
坊
記
「
子
云
、
寡
婦
之
子
、
不
有
見
焉
、
則
弗
友
也
、
君
子
以
辟
遠
也
」、
注

「
有
見
、
謂
才
能
卓
異
、
顯
露
于
外
也
」。

【
顯
】「
あ
ら
は
る
る
」「
あ
ら
は
す
」
と
よ
む
。
隱
微
の
反
對
な
り
。
彰
・
著
・
見
な
ど
と
大
抵

同
意
な
り
。
但
し
明
著
に
光
る
意
を
帶
び
る
。
故
に
「
顯
微
」「
隱
顯
」
と
對
す
る
時
、
大
抵
同
じ

よ
う
な
れ
ど
も
、「
貴
顯
」「
榮
顯
」「

旌

顯
」「
尊
顯
」「
通
顯
」
な
ど
と
用
い
る
時
、
專
ら
高
位

あ
ら
は
し

に
登
り
て
姓
名
を
人
に
知
ら
れ
た
る
こ
と
に
用
い
る
。
孟
子
に
「
顯
れ
た
る
者
」
①
と
あ
る
も
然

る
な
り
。
又
「
天
顯
」
②
は
天
の
明
命
な
り
。

①
『
孟
子
』
離
婁
下
「
其
妻
告
其
妾
曰
、
良
人
出
、
則
必
饜
酒
肉
而
後
反
、
問
其
與
飮
食

者
、
盡
富
貴
也
、
而
未
嘗
有
顯
者
來
、
吾
將
瞯
良
人
之
所
之
也
」。

②
『
書
經
』
康
誥
「
于
弟
弗
念
天
顯
、
乃
弗
克
恭
厥
兄
」、
蔡
傳
「
天
顯
、
猶
孝
經
所
謂
天

明
」。

【
露
】「
あ
ら
は
す
」
と
も
、「
あ
ら
は
る
」
と
も
よ
む
。
元
來
夜
外
に
宿
す
る
を
「
露
」
と
い
う

①
。
露
に
う
た
れ
る
意
よ
り
い
え
り
。
藥
の
こ
し
ら
え
に
「
露
す
る
」
と
い
う
は
、
夜
に
外
へ
出

し
て
一
夜
お
く
な
り
。
露
に
う
た
せ
る
意
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
あ
ら
は
る
る
」
と
よ
む
。

皮
を
む
き
、
お
お
い
を
と
り
て
、
中
を
取
り
出
だ
し
た
る
意
な
り
。
故
に
「
顯
露
」「
露
見
」
と
連

用
し
て
、
彰
・
著
の
字
と
連
用
せ
ず
。「
露
布
」
②
と
い
う
は
、
軍
に
か
ち
た
る
註
進
狀
な
り
。
か

ち
た
る
こ
と
を
人
に
遍
く
知
ら
せ
て
、
味
方
を
勇
ま
せ
ん
爲
に
、
封
じ
ず
露
わ
し
て
、
註
進
す

あ
ま
ね

た
め

る
ゆ
え
名
づ
く
。「
露
臺
」
③
は
屋
を
せ
ぬ
臺
な
り
。「
露
地
」
④
は
家
を
つ
く
ら
ぬ
地
ゆ
え
、
庭

や
ね

な
り
。「
露
井
」
⑤
は
や
ね
を
せ
ぬ
井
な
り
。「
庫
露
格
」
⑥
は
書
格
な
り
。
す
き
と
お
り
た
る
こ

と
を
「
庫
露｣

⑦
と
い
う
。
音
を
用
い
て
義
を
用
い
ぬ
語
な
り
。

①
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
上
第
三
十
四
「
於
是
太
子
乃
還
走
避
舍
、
露
宿
三
日
、
北
面
再

拜
請
死
罪
」。

②
『
後
漢
書
』
禮
儀
志
下
「
弔
臣
請
驛
馬
露
布
」。

『
文
心
雕
龍
』
檄
移
第
二
十
「
明
白
之
文
、
或
稱
露
布
、
露
布
者
、
蓋
露
版
不
封
、
播

諸
視
聽
」。

③
『
漢
書
』
文
帝
紀
第
四
「
嘗
欲
作
露
臺
、
召
匠
計
之
、
直
百
金
」。

④
黄
庭
堅
『
何
造
誠
作
浩
然
堂
陳
義
甚
高
然
頗
喜
度
世
飛
昇
之
説
築
屋
飯
方
士
願
乘
六
氣

遊
天
地
閒
故
作
浩
然
詞
二
章
贈
之
』「
無
鉤
狂
象
聽
人
語
、
露
地
白
牛
看
月
斜
」。

⑤
『
樂
府
詩
集
』
巻
第
二
十
八
相
和
歌
辭
・
相
和
曲
下
・
雞
鳴
「
桃
生
露
井
上
、
李
樹
生

桃
傍
」。

⑥
『
正
字
通
』
戌
集
中
「
今
諺
呼
書
格
曰
庫
露
格
」。

⑦
皮
日
休
『
誚
虛
器
』「
襄
陽
作
髹
器
、
中
有
庫
露
眞
。
持
以
遺
北
虜
、
紿
云
生
有
神｣

、

自
注
「
玲
瓏
空
虛
、
故
曰
庫
露
。
今
俗
出
格
曰
庫
露
格
、
是
也
」。

【
暴
】「
あ
ら
は
す
」
と
よ
む
。「
あ
ら
は
る
」
と
は
よ
ま
ず
。
人
に
見
よ
か
し
と
外
へ
あ
ら
わ
し

出
だ
す
意
な
り
。
元
來
日
に
さ
ら
す
こ
と
を
「
暴
」
と
い
う
。
後
世
「
曝
」
に
作
る
。「
暴
露
」
①

と
い
う
は
、
晝
は
日
に
照
ら
さ
れ
、
夜
は
露
に
う
た
れ
す
る
こ
と
な
り
。
軍
中
の
こ
と
な
ど
に
用

い
る
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
衣
の
う
は
を
そ
ひ
［
上
襲
、
い
ち
ば
ん
表
に
着
る
衣
、
う
わ
が
け
］

を
脱
ぎ
て
、
中
の
衣
の
文
采
を
外
へ
出
し
て
人
に
見
す
る
こ
と
を
も
「
暴
」
と
い
う
。
後
世
「
襮
」

の
字
を
用
い
る
。
こ
れ
ら
よ
り
又
轉
用
し
た
る
も
の
な
り
。
こ
の
條
は
皆
「
ホ
ク
」
の
音
、「
ハ
ク
」

の
音
な
り
。「
ハ
ウ
」
の
音
を
用
い
ず
。

①
『
左
傳
』
襄
公
三
十
一
年
「
不
敢
輸
幣
、
亦
不
敢
暴
露
。
…
…
暴
露
之
、
則
恐
燥
濕
之

不
時
而
朽
蠧
、
以
重
敝
邑
之
罪
」。

【
形
】「
あ
ら
は
る
」
と
よ
む
時
、
見
の
字
の
意
な
り
。
形
の
見
え
る
と
い
う
義
な
る
ゆ
え
、
全
體

見
え
ず
と
も
、
形
の
見
え
る
意
に
用
い
る
。「
謀
未
だ
形
れ
ず
」、
又
「
未
だ
形
れ
ざ
る
の
患
」
な

あ
ら
は

44



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

ど
な
り
。

【
彪
】
文
采
の
外
に
見
え
る
こ
と
な
り
。「
中
に
弸
ち
て
、
外
に
彪
る
」
①
、
是
れ
な
り
。「
と
ら
」

み

あ
ら
は

と
よ
む
字
ゆ
え
、
虎
に
文
采
あ
る
意
を
取
れ
り
。

①
『
法
言
』
君
子
「
君
子
言
成
文
、
動
成
德
、
何
以
也
。
曰
、
以
其
弸
中
、
而
彪
外
也
」。

【
旌
】「
あ
ら
は
す
」
と
よ
む
。「
あ
ら
は
る
る
」
に
非
ず
。
元
「
は
た
」
と
い
う
字
な
り
①
。
旌

を
立
て
て
功
德
あ
る
人
を
諸
人
の
知
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
功
德
を
人
に
知
ら
せ
示
す
こ
と
、
古

に
あ
る
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
②
。
後
世
に
も
道
德
・
忠
節
・
節
義
、
又
は
大
功
あ
る
人
を
ば
、

そ
の
存
生
の
時
は
、
里
門
又
は
そ
の
宅
に
額
を
上
よ
り
賜
い
、
死
後
な
れ
ば
、
そ
の
墳
墓
に
碑
を

賜
い
な
ど
し
て
、
そ
の
善
を
人
に
知
ら
し
む
。
そ
の
時
、
こ
の
旌
の
字
を
か
き
て
、「
旌
忠
」
③
「
旌

孝
」
④
「
旌
節
」
⑤
な
ど
と
い
う
こ
と
あ
り
。
惡
を
旌
に
も
用
い
る
。
と
か
く
奇
貨
と
表
を
立

き

か

し
る
し

て
て
、
そ
の
善
惡
を
人
に
知
ら
せ
る
意
の
字
な
り
。
書
經
に
「
淑
慝
を
旌
別
す
」
⑥
と
あ
り
。
又

甄
の
字
も
通
用
す
。
旌
は
庚
の
韻
、
甄
は
眞
の
韻
に
て
、
各
別
の
よ
う
な
れ
ど
も
、
古
音
通
用
す

る
な
り
。①

『
説
文
解
字
』「
旌
、
游
車
載
旌
、
折
羽
注
旄
首
也
。
所
以
精
進
士
卒
也
。
从

生
聲
」。

②
『
國
語
』
周
語
上
「
故
爲
車
服
旗
章
、
以
旌
之
」。

③
『
新
唐
書
』
列
傳
第
四
十
狄
仁
傑
「
賜
紫
袍
龜
帶
、
后
自
製
金
字
十
二
於
袍
、
以
旌
其

忠
」。

④
『
新
唐
書
』
列
傳
第
百
一
十
六
忠
義
上
「
旌
孝
、
所
以
激
人
倫
也
」。

⑤
『
周
禮
』
地
官
・
掌
節
「
門
關
用
符
節
、
貨
賄
用
璽
節
、
道
路
用
旌
節
」。

⑥
『
書
經
』
畢
命
「
旌
別
淑
慝
、
表
厥
宅
里
、
彰
善
癉
惡
、
樹
之
風
聲
」。

【
表
】「
あ
ら
は
す
」
と
よ
む
。「
あ
ら
は
る
る
」
に
非
ず
。
こ
れ
も
も
と
表
木
と
て
、
し
る
し
の

木
な
り
。
表
木
を
立
て
て
人
に
知
ら
せ
る
意
よ
り
用
い
る
①
。
旌
の
字
と
同
義
に
て
少
し
廣
し
。

「
旌
」
は
人
の
善
惡
を
あ
ら
わ
す
に
限
る
。「
表
」
は
何
に
て
も
奇
貨
と
取
り
出
し
て
人
に
知
ら
せ

き

か

る
こ
と
な
り
。「
六
經
を
表
章
す
」
②
な
ど
な
り
。

①
『
史
記
』
留
侯
世
家
第
二
十
五
「
武
王
入
殷
、
表
商
容
之
閭
、
釋
箕
子
之
拘
、
封
比
干

之
墓
」、
注
「
崔
浩
云
、
表
者
、
標
榜
其
里
門
」。

②
『
漢
書
』
武
帝
紀
第
六
「
孝
武
初
立
、
卓
然
罷
黜
百
家
、
表
章
六
經
」。

７
〇
あ
ら
し

粗

略

暴

荒

蕪

（
二
、
三
十
五
号
表
）

【
粗
】
精
の
反
對
な
り
。
密
の
反
對
な
り
。
精
密
に
な
く
、
あ
ら
き
こ
と
な
り
。
略
の
字
は
詳
の

反
對
な
り
。「
略
」
も
あ
ら
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
あ
し
き
こ
と
に
な
ら
ず
。
粗
は
精
の
反
對
に
て
、

「
精
」
は
も
と
し
ら
げ
米
［
白
米
、
精
白
し
た
米
］
と
い
う
字
な
る
ゆ
え
、
吟
味
の
つ
ま
り
た
る

よ
ね

意
あ
り
。「
粗
」
は
そ
の
う
ら
な
る
ゆ
え
、
粗
末
な
る
意
あ
る
ゆ
え
、
あ
し
き
方
な
り
。「
詳
略
」

は
、
た
だ
こ
ま
か
な
る
と
あ
ら
き
と
な
り
。「
粗
人
」
と
は
、
も
の
の
細
か
な
る
意
味
を
し
ら
ぬ
俗

人
を
い
う
。
又
「
聲
粗
」
と
は
聲
の
ふ
と
き
な
り
。
丸
藥
な
ど
の
「
粗
細
」
は
大
小
な
り
。
竹
葦

な
ど
よ
う
の
長
き
も
の
の
「
粗
細
」
は
ふ
と
き
ほ
そ
き
な
り
。「
膽
粗
」
と
は
、
き
も
の
ふ
と
き
な

り
。
俗
語
に
「
精
細
物
件
」
と
は
、
段
物
類
の
よ
き
道
具
な
り
。「
粗
重
東
西
」
は
あ
ら
道
具
な
り
。

「
心
粗
」
と
は
、
心
の
細
密
に
な
き
こ
と
な
り
。「
膚
粗
」
と
は
、
き
め
の
あ
ら
き
こ
と
な
り
。
又

「
精
粗
」
は
、
元
來
し
ら
げ
米
と
黒
米
の
こ
と
な
り
。
黒
米
を
「
粗
糲
」
①
と
い
う
。
そ
れ
よ
り

よ
ね

轉
用
し
て
、
器
物
の
上
に
て
「
精
粗
」
と
い
う
時
は
、
念
の
入
り
た
る
上
手
物
を
「
精
」
と
い
い
、

て

も
の

粗
相
な
る
も
の
を
「
粗
」
と
い
う
。
又
道
の
「
精
粗
」
と
い
う
は
事
と
理
な
り
。「
粗
」
は
道
の
か

す
と
い
う
意
に
て
、
事
を
い
う
。「
精
」
は
道
の
生
粹
と
い
う
意
に
て
、
理
を
い
う
。「
精
粗
本
末
」

き
つ
す
い

②
な
ど
い
う
語
、
こ
の
意
な
り
。

①
『
宣
和
遺
事
』
後
集
「
但
日
夕
所
食
粗
糲
」。

②
周
敦
頤
『
太
極
圖
説
』「
夫
道
體
之
全
、
渾
然
一
致
、
而
精
麤
本
末
、
内
外
賓
主
之
分
、

粲
然
於
其
中
、
有
不
可
以
毫
釐
差
者
」。
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【
略
】
詳
の
字
の
反
對
な
り
。「
大
略
」「
厓
略
」、
皆
あ
ら
ま
し
な
り
。

【
暴
】「
あ
ら
し
」
と
よ
め
ど
も
、
粗
略
の
義
に
非
ず
。
猛
惡
に
て
も
の
の
め
つ
た
な
る
意
あ
り
。

狼
籍
な
る
こ
と
を
い
え
り
。「
凶
歳
に
は
子
弟
暴
多
し
」
①
、
飢
饉
年
に
は
、
わ
か
き
も
の
ど
も
に

狼
籍
も
の
が
多
い
と
な
り
。「
古
の
關
を
爲
る
は
、
將
に
以
て
暴
を
禦
が
ん
と
す
」
②
、
狼
籍
も
の

つ
く

ふ
せ

を
と
め
る
な
り
。
虎
を
手
ど
ら
ま
え
に
す
る
を
「
暴
虎
」
③
と
い
う
。
こ
れ
も
め
つ
た
な
る
意
よ

り
用
い
た
る
な
り
。
又
「
自
暴
自
棄
」
④
と
い
う
は
、
聖
賢
の
道
は
よ
き
こ
と
と
知
れ
ど
も
、
わ

れ
ら
ご
と
き
の
人
は
及
び
も
な
き
と
、
我
が
身
を
棄
て
た
る
を
「
自
棄
」
と
い
う
。
聖
賢
の
道
は

何
の
や
く
た
い
も
な
き
こ
と
と
い
い
て
、
わ
が
ま
ま
な
る
心
よ
り
學
ば
ざ
る
を
「
自
暴
」
と
い
う
。

こ
れ
も
狼
籍
も
の
の
義
な
り
。
又
「
暴
風
」「
暴
起
」
な
ど
は
、
も
の
の
次
第
も
な
く
序
も
な
く
、

に
わ
か
な
る
こ
と
な
り
。
こ
れ
も
め
つ
た
な
る
意
に
通
う
な
り
。

①
『
孟
子
』
告
子
上
「
富
歳
子
弟
多
賴
、
凶
歳
子
弟
多
暴
」。

②
『
孟
子
』
盡
心
下
「
孟
子
曰
、
古
之
爲
關
也
、
將
以
禦
暴
、
今
之
爲
關
也
、
將
以
爲
暴
」。

③
『
爾
雅
』
釋
訓
「
暴
虎
、
徒
搏
也
」、
疏
「
暴
虎
、
空
手
以
搏
之
」。

④
『
孟
子
』
離
婁
上
「
孟
子
曰
、
自
暴
者
、
不
可
與
有
言
也
、
自
棄
者
、
不
可
與
有
爲
也
」。

【
荒
】
日
本
に
て
「
荒
神
」
①
「
荒
二
郎
」
な
ど
と
て
、
暴
惡
の
義
に
用
い
る
は
、
大
き
な
る
僻
事

あ
ら
が
み

あ
ら

ひ
が
ご
と

な
り
。「
荒
神
」
と
い
う
は
、
現
人
神
と
い
う
よ
り
誤
り
た
る
語
な
り
。
人
と
現
わ
る
れ
ど
も
實

あ
ら
ひ
と
か
み

は
神
な
り
と
い
う
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
和
語
の
上
の
こ
と
に
て
、
こ
こ
に
入
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
も
、

つ
い
で
に
い
う
な
り
。
又
も
の
の
新
し
き
を
「
あ
ら
」
と
い
う
は
、
又
暴
の
字
の
意
に
も
非
ず
。「
荒
」

の
字
は
田
の
あ
れ
る
こ
と
な
り
②
。「
蕪
」
の
字
も
「
あ
る
る
」
と
よ
め
ど
も
、「
蕪
」
は
草
の
は

え
し
げ
る
方
を
主
と
し
て
い
え
り
。「
荒
」
は
打
ち
す
て
て
耕
や
さ
ぬ
方
を
主
と
し
て
い
え
り
。
又

飢
饉
年
を
「
荒
年
」
と
い
う
。
田
の
あ
れ
た
る
年
と
い
う
こ
と
な
り
。
樂
記
に
「
武
王
の
志
荒
れ

ぬ
」
③
と
い
う
は
、
老
耄
し
た
ま
え
る
こ
と
な
り
。
老
耄
す
れ
ば
事
を
治
め
ぬ
ゆ
え
、
田
を
耕
や

さ
ぬ
に
喩
え
る
な
り
。「
聖
人
の
道
荒
れ
ぬ
」
④
と
は
、
治
め
る
人
な
き
を
い
う
な
り
。
書
經
に
「
内
、

色
の
荒
み
を
作
す
」
⑤
と
は
、
女
色
に
耽
り
て
政
事
を
う
ち
す
て
治
め
ぬ
こ
と
な
り
、「
外
、
禽

す
さ

ひ
た

え
も
の

の
荒
み
を
作
す
」
⑤
と
は
、
獵
に
耽
り
て
政
事
に
怠
る
な
り
。
皆
田
を
耕
や
さ
ず
荒
す
に
喩
え
た

す
さ

り
。「
洪
荒
の
世
」
⑥
と
は
、
大
古
の
時
分
、
君
臣
上
下
も
立
た
ず
、
禮
儀
作
法
も
な
き
世
を
い
う
。

「
荒
服
」
⑦
と
い
う
は
、
王
都
を
去
り
て
甚
だ
遠
き
夷
の
地
を
い
う
。
皆
荒
廢
の
義
よ
り
出
づ
。

①
「
荒
神
」
は
民
間
信
仰
に
お
け
る
台
所
の
神
。

②
『
韓
詩
外
傳
』
八
「
四
穀
不
升
、
謂
之
荒
」。

『
爾
雅
』
釋
天
「
果
不
熟
爲
荒
」。

③
『
禮
記
』
樂
記
「
子
曰
、
若
非
武
音
、
則
何
音
也
。
對
曰
、
有
司
失
其
傳
也
。
若
非
有

司
失
其
傳
、
則
武
王
之
志
荒
矣
」、
注
「
耄
也
」。

④
「
聖
人
之
道
荒
矣
」
未
詳

⑤
『
書
經
』
五
子
之
歌
「
其
二
曰
、
訓
有
之
内
作
色
荒
、
外
作
禽
荒
。
甘
酒
嗜
音
、
峻
宇

雕
墻
。
有
一
于
此
、
未
或
不
亡
」、
孔
傳
「
迷
亂
曰
荒
。
色
、
女
色
。
禽
、
鳥
獸
」。

⑥
『
法
言
』
問
道
巻
第
四
「
鴻
荒
之
世
、
聖
人
惡
之
、
是
以
法
始
乎
伏
犧
、
而
成
乎
堯
」。

⑦
『
書
經
』
禹
候
「
五
百
里
、
荒
服
」、
孔
傳
「
要
服
之
五
百
里
、
言
荒
」、
蔡
傳
「
荒
服
、

去
王
畿
益
遠
、
以
其
荒
野
、
故
謂
之
荒
服
」。

【
蕪
】「
あ
る
る
」
と
よ
め
ど
も
、
草
の
は
え
し
げ
る
を
主
と
す
る
字
な
り
。
故
に
「
荒
蕪
」「
蕪

穢
」
の
時
は
あ
れ
る
な
り
。「
其
の
繁
蕪
を
剪
る
」
①
と
は
、
書
籍
な
ど
の
無
用
の
重
言
な
ど
あ
り

き

て
、
ま
ぎ
ら
わ
し
き
を
去
る
こ
と
な
り
。「
靑
蕪
」
②
「
綠
蕪
」
③
「
春
蕪
」
④
な
ど
と
詩
に
使
う

は
、
草
の
は
え
し
げ
れ
る
を
指
し
て
い
う
ま
で
に
て
、
荒
廢
の
義
は
な
き
な
り
。

①
唐
玄
宗
『
孝
經
序
』「
安
得
不
翦
其
繁
蕪
而
撮
其
樞
要
也
」。

②
司
空
曙
『
送
嚴
使
君
遊
山
詩
』「
赤
燒
兼
山
遠
、
靑
蕪
與
浪
連
」。

③
白
居
易
『
東
南
行
一
百
韻
』「
九
派
呑
靑
草
、
孤
城
覆
綠
蕪
」。

④
劉
長
卿
『
登
遷
仁
樓
訓
子
婿
李
穆
詩
』「
春
蕪
生
楚
國
、
古
樹
過
隋
朝
」。

８
〇
あ
た
る

中

當

應

亢

敵

抗

抵

（
二
、
六
十
六
号
表
）
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【
中
】
矢
の
的
に
あ
た
る
な
り
。
故
に
ほ
し
に
あ
た
る
意
な
り
。「
百
發
百
中
」
①
は
、
矢
を
百
度

ま
と

は
な
ち
て
百
度
な
が
ら
的
に
あ
た
る
な
り
。
借
用
し
て
毉
卜
の
効
し
な
ど
に
用
い
る
。「
億
す
れ
ば

則
ち
屢
し
ば
中
る
」
②
「
禍
福
皆
中
ら
ざ
る
無
し
」
③
、
皆
言
の
ほ
し
に
あ
た
る
な
り
。「
奇
中
」

④
は
ふ
し
ぎ
な
る
あ
た
り
な
り
。「
律
、
太
簇
に
中
る
」
⑤
な
ど
は
、
音
律
に
調
子
の
最
中
と
い
う

あ
た

も

な
か

こ
と
あ
り
、
毫
釐
の
差
を
皆
用
い
ず
。
故
に
何
れ
の
律
に
あ
た
る
と
い
う
に
は
、
中
の
字
を
用
い

い
づ

る
。「
中
る
こ
と
を
命
す
」
⑥
と
い
う
は
、
名
乘
り
か
け
て
あ
た
る
こ
と
な
り
。「
偶
中
」
は
ま
ぐ

あ
た

れ
あ
た
り
な
り
。「
家
貧
し
く
し
て
、
訾
に
中
ら
ず
」
⑦
と
い
う
は
、
漢
の
時
に
三
百
萬
以
上
の
富

家
を
茂
陵
と
い
う
と
こ
ろ
へ
移
さ
れ
た
る
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
富
に
滿
た
ぬ
を
い
う
。
こ
れ
は
「
中

二
千
石
」
⑧
な
ど
の
中
の
意
な
り
。
又
「
中
る
に
漢
の
法
を
以
て
す
」
⑨
と
い
う
は
、
我
れ
に
く

し
と
思
う
も
の
を
、
咎
も
な
き
に
巧
み
に
い
い
か
け
を
し
て
、
法
度
を
犯
し
た
る
に
し
な
し
て
罪

と
が

科
に
落
と
す
を
い
う
。
こ
れ
は
矢
を
射
中
て
物
を
傷
う
よ
り
義
を
取
れ
り
。
又
「
風
に
中
ら
れ
」

い

あ
て

そ
こ
な

「
暑
に
中
ら
れ
」「
寒
に
中
ら
れ
」
⑩
「
毒
に
中
ら
れ
」
⑪
「
惡
に
中
ら
る
」
と
い
う
も
傷
つ
け
ら

る
る
意
あ
れ
ど
も
、
さ
れ
ど
も
矢
の
的
に
あ
た
る
意
よ
り
、
深
く
藏
府
に
あ
た
る
意
に
用
い
て
、

皆
卒
倒
す
る
病
症
を
い
う
な
り
。
和
語
の
食
あ
た
り
な
ど
と
は
殊
な
り
。「
酒
に
中
ら
る
」
⑫
「
聖

に
中
ら
る
」
⑬
、
皆
酒
を
飮
み
て
沈
醉
す
る
を
い
う
。
こ
れ
も
昏
倒
の
義
を
取
れ
り
。
韻
瑞
に
仄

聲
の
「
中
」
の
字
の
條
に
「
中
酒
」
を
舉
げ
て
、「
半
醒
半
醉
」
と
注
す
る
⑭
は
非
な
り
。
上
林
賦

の
「
酒
中
」
⑮
と
い
う
は
、
平
聲
に
て
半
醉
半
醒
の
義
な
り
。
又
周
禮
に
「
治
中
」
⑯
と
い
う
は
、

「
治
職
簿
書
の
要
」
と
注
せ
り
。
的
中
す
る
意
を
肝
要
の
義
に
用
い
た
る
な
り
。
又
「
老
子
、
其

か
ん
よ
う

の
説
に
中
ば
に
し
て
、
太
だ
謾
つ
か
は
し
と
曰
ふ
」
⑰
と
い
う
を
去
聲
の
條
に
引
き
た
る
は
非

な
か

は
な
は

い
た

な
り
。

①
『
戰
國
策
』
西
周
策
「
夫
射
柳
葉
者
、
百
發
百
中
、
而
不
已
善
息
、
少
焉
氣
力
倦
、
弓

撥
矢
鉤
、
一
發
不
中
、
前
功
盡
矣
」。

②
『
論
語
』
先
進
「
子
曰
、
回
也
其
庶
乎
。
屡
空
。
賜
不
受
命
、
而
貨
殖
焉
。
億
則
屢
中
」。

③
錢
泳
『
履
園
叢
話
』
巻
十
六
・
精
怪
・
張
氏
怪
「
怪
亦
談
人
禍
福
、
無
不
中
者
」。

④
『
史
記
』
封
禪
書
第
六
「
少
君
資
好
方
、
善
爲
巧
發
奇
中
」。

⑤
『
禮
記
』
月
令
「
孟
春
之
月
、
日
在
營
室
、
昏
參
中
、
旦
尾
中
。
其
日
甲
乙
。
其
帝
大

皞
、
其
神
句
芒
。
其
蟲
鱗
。
其
音
角
、
律
中
大
蔟
」。

⑥
「
命
中
」
未
詳

⑦
『
史
記
』
游
俠
列
傳
第
六
十
四
「
及
徙
豪
富
茂
陵
也
、
解
家
貧
、
不
中
訾
、
吏
恐
、
不

敢
不
徙
。
衞
將
軍
爲
言
、
郭
解
家
貧
不
中
徙
。
上
曰
、
布
衣
權
至
使
將
軍
爲
言
、
此
其

家
不
貧
。
解
家
遂
徙
」、
索
隱
「
訾
不
滿
三
百
萬
已
上
爲
不
中
」。

⑧
『
漢
書
』
宣
帝
紀
第
八
「
其
秩
成
中
二
千
石
、
賜
爵
關
内
侯
」。

⑨
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
竇
太
後
乃
竟
中
都
以
漢
法
。
景
帝
曰
、
都
忠
臣
。
欲

釋
之
」。

⑩
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
傳
第
四
十
五
「
夫
藥
石
者
、
有
陰
陽
水
火
之
齊
、
故
中
熱
、
卽

爲
陰
石
柔
齊
治
之
、
中
寒
、
卽
爲
陽
石
剛
齊
治
之
」。

⑪
『
三
國
志
』
呉
書
・
王
樓
賀
韋
華
傳
第
二
十
「
飮
之
醇
酒
、
中
毒
隕
命
」。

⑫
杜
牧
『
睦
州
四
韻
』「
殘
春
杜
陵
客
、
中
酒
落
花
前
」。

⑬
「
中
聖
人
」
の
略
。『
三
國
志
』
魏
書
・
徐
胡
二
王
傳
第
二
十
七
「
邈
曰
、
中
聖
人
。
達

白
之
太
祖
、
太
祖
甚
怒
」。

『
書
言
故
事
』
酒
類
「
中
酒
、
曰
中
聖
」。

⑭
「
韻
瑞
」
は
『
五
車
韻
瑞
』
一
百
六
十
巻
、
明
の
淩
稚
隆
撰
で
あ
ろ
う
が
未
見
。

⑮
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
・
上
林
賦
「
於
是
酒
中
樂
酣
、
天
子
芒
然
而
思
、

似
若
有
亡
」。

⑯
『
周
禮
』
春
官
・
天
府
「
凡
官
府
郷
州
及
都
鄙
之
治
中
、
受
而
藏
之
、
以
詔
王
察
群
吏

之
治
」、
鄭
注
「
治
中
、
謂
其
治
職
簿
書
之
要
」。

⑰
『
莊
子
』
天
道
「
老
聃
中
其
説
曰
、
太
謾
、
願
聞
其
要
」。

【
當
】「
あ
た
る
」
と
よ
む
。
正
面
に
あ
り
て
少
し
も
ゆ
が
ま
ぬ
こ
と
な
り
。「
南
山
、
戸
に
當
る
」

①
「
門
に
當
り
て
蘭
を
種
ゆ
」
②
類
な
り
。
又
正
面
へ
ま
か
り
出
で
て
、
わ
き
へ
よ
け
ず
受
け
る

こ
と
な
り
。
馮
昭
儀
「
熊
に
當
る
」
③
、
風
の
賦
に
「
楚
王
、
襟
を
披
り
て
以
て
之
に
當
る
」
④
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「
一
夜
水
高
き
こ
と
二
尺
强
、
數
日
な
ら
ば
更
に
禁
當
す
可
か
ら
ず
」
⑤
「
文
王
に
は
何
ぞ
當
る

可
け
ん
や
」
⑥
「
彼
烏
ぞ
敢
て
我
に
當
ら
ん
や
」
⑦
「
雷
霆
の
下
、
獨
り
當
る
可
か
ら
ず
」
⑧
。

又
人
の
我
れ
を
贊
嘆
し
、
或
い
は
尊
敬
す
る
時
、
こ
の
方
よ
り
卑
下
し
て
「
不
敢
當｣

⑨
と
い
い
、

ホ

カ
ン
タ
ン

又
も
の
を
心
得
た
と
う
け
あ
う
こ
と
を
「
滿
口
承
當
す
」
と
い
う
。
又
重
き
荷
物
を
よ
く
も
ち
こ

な
す
を
も
、
大
事
を
よ
く
あ
ぐ
ま
ず
取
り
行
う
を
も
「
擔
當
」
と
い
う
、
皆
こ
の
意
な
り
。
又
そ

の
は
づ
な
る
こ
と
を
「
當
る
」
と
い
う
。
又
軍
中
に
て
人
數
の
相
應
に
過
ぎ
た
る
功
を
「
過
當
」

⑩
と
い
う
。
又
罪
人
の
罪
を
定
め
る
に
、
罪
の
輕
重
と
刑
の
輕
重
と
相
應
じ
る
を
よ
し
と
す
る
ゆ

え
、
こ
の
罪
人
は
何
の
刑
と
定
め
る
こ
と
を
「
當
す
」
と
い
う
。
こ
れ
皆
正
面
に
あ
た
り
て
少
し

も
ゆ
が
ま
ぬ
意
よ
り
轉
用
す
る
な
り
。｢
正
當
」「
至
當
」「
合
當
」「
精
當｣

の
類
、
皆
是
れ
な
り
。

又
「
勾
當
」
⑪
は
官
名
な
り
。
俗
語
に
事
を
す
る
こ
と
を
「
勾
當
」
⑫
と
い
う
。
又
去
聲
の
時
も

「
あ
た
る
」
と
よ
む
。
道
理
の
的
當
な
る
こ
と
、
算
計
の
合
い
た
る
こ
と
。「
過
當
」「
當
罪
」
な

ど
も
去
聲
に
も
用
い
る
。
も
の
を
後
へ
ま
わ
し
て
、
我
が
身
を
か
げ
に
し
て
、
人
に
見
せ
ぬ
よ
う

に
す
る
こ
と
を
「
屏
當
す
」
⑬
と
い
う
。
又
「
茶
、
酒
に
當
つ
」
⑭
「
花
、
夫
人
に
當
つ
」
⑮
な

ど
、
か
わ
り
に
す
る
こ
と
な
り
。
か
わ
り
の
意
よ
り
質
物
を
し
て
錢
を
か
る
を
「
當
」
と
い
う
。

儅
に
も
作
る
。「
巵
の
當
」
⑯
、「
瓜
の
當
」、
亦
去
聲
な
り
。

そ
こ

へ
た

①
祖
詠
『
蘇
氏
別
業
』「
南
山
當
戸
牖
、
灃
水
映
園
林
」。

②
『
南
史
』
列
傳
第
十
六
袁
淑
「
淑
乃
賦
詩
曰
、
種
蘭
忌
當
門
、
懷
璧
莫
向
楚
」。

③
『
漢
書
』
外
戚
傳
第
六
十
七
下
「
左
右
貴
人
傅
昭
儀
等
皆
驚
走
、
馮
倢
伃
直
前
當
熊
而

立
、
左
右
格
殺
熊
」。

④
宋
玉
『
風
賦
』〔『
文
選
』
巻
十
三
〕「
王
廼
披
襟
而
當
之
曰
、
快
哉
此
風
」。

⑤
杜
甫
『
春
水
生
』「
一
夜
水
高
二
尺
强
、
數
日
不
可
更
禁
當
」。

⑥
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
「
今
言
王
若
易
然
、
則
文
王
不
足
法
與
。
曰
、
文
王
何
可
當
也
」。

⑦
『
孟
子
』
梁
惠
王
下
「
夫
撫
劍
疾
視
曰
、
彼
惡
敢
當
我
哉
。
此
匹
夫
之
勇
、
敵
一
人
者

也
」。

⑧
「
雷
霆
之
下
不
可
獨
當
」
未
詳

⑨
『
史
記
』
刺
客
列
傳
第
二
十
六
「
親
供
養
備
、
不
敢
當
仲
子
三
賜｣

。

⑩
『
史
記
』
衞
將
軍
驃
騎
列
傳
第
五
十
一
「
匈
奴
左
賢
王
將
數
萬
騎
圍
郎
中
令
、
郎
中
令

與
戰
二
百
、
死
者
過
半
、
所
殺
亦
過
當
」。

⑪
『
官
訓
位
』
四
「
勾
當
内
侍
と
申
す
は
、
内
侍
掌
の
内
の
第
一
﨟
を
云
ふ
也
」。

⑫
『
北
史
』
列
傳
第
八
十
八
序
傳
「
事
無
大
小
、
士
彦
一
委
仲
舉
、
推
尋
勾
當
、
絲
髪
無

遺
、
於
軍
用
甚
有
助
焉
」。

⑬
『
晉
書
』
列
傳
第
十
九
阮
籍
「
有
詣
約
、
見
正
料
財
物
、
客
至
、
屏
當
不
盡
、
餘
雨
小

簏
、
以
著
背
後
、
傾
身
障
之
、
意
未
能
平
」。

⑭
『
三
國
志
』
呉
書
、
王
樓
賀
韋
華
傳
第
二
十
「
孫
皓
毎
飮
群
臣
酒
、
以
七
升
爲
限
。
曜

素
飮
酒
不
過
二
升
、
初
見
禮
異
時
、
常
爲
裁
減
、
或
賜
茶
茗
以
當
酒
」。

⑮
「
花
當
夫
人
」
未
詳

⑯
『
集
韻
』「
當
、
底
也
」、『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
上
「
有
白
玉
之
巵
、
而
無
當
」。

【
應
】「
郎
官
、
列
宿
に
應
ず
」
①
「
聲
、
黄
鍾
に
應
ず
」
な
ど
、「
あ
た
る
」
と
心
得
る
人
あ
れ

ど
も
、「
あ
た
る
」
に
は
非
ず
、
ひ
び
く
な
り
。「
こ
た
ゆ
る
」
の
條
に
見
え
る
。

①
『
後
漢
書
』
顯
宗
孝
明
帝
紀
第
二
「
謂
羣
臣
曰
、
郎
官
上
應
列
宿
、
出
宰
百
里
、
有
非

其
人
、
則
民
受
其
殃
、
是
以
難
之
」。

【
亢
】
去
聲
の
時
、
抗
と
通
ず
。

【
敵
】
敵
對
す
る
意
に
て
、「
あ
た
る
」
と
よ
む
。
力
の
ひ
と
し
き
、
勢
い
の
ひ
と
し
き
、
皆
あ
た

る
意
あ
り
。

【
抗
】「
抗
禮
」
①
は
、
は
り
あ
い
て
少
し
も
か
が
ま
ず
、
對
待
の
禮
に
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
史
記
』
刺
客
列
傳
第
二
十
六
「
舉
坐
客
皆
驚
、
下
與
抗
禮
、
以
爲
上
客
」。

『
史
記
』
叔
孫
通
劉
敬
列
傳
第
三
十
九
「
冒
頓
在
、
固
爲
子
婿
、
死
、
則
外
孫
爲
單
于
。

豈
嘗
聞
外
孫
敢
與
大
父
抗
禮
者
哉
。
兵
可
無
戰
以
漸
臣
也
」。
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【
抵
】
當
の
字
と
同
義
な
り
。「
罪
に
抵
る
」
①
「
家
書
、
萬
金
に
抵
る
」
②
類
な
り
。

①
『
戰
國
策
』
趙
策
「
奢
嘗
抵
罪
居
燕
、
燕
以
奢
以
上
谷
守
」。

『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
與
父
老
約
、
法
三
章
耳
、
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盜
抵
罪
。

餘
悉
除
去
秦
法
」。

②
杜
甫
『
春
望
』「
烽
火
連
三
月
、
家
書
抵
萬
金
」。

９
〇
あ
や
し

奇

異

偉

珍

畸

怪

妖

詭

（
三
、
十
五
号
表
）

【
奇
】「
あ
や
し
」
と
よ
む
。
常
の
反
對
、
正
の
反
對
な
り
。
常
の
反
對
の
時
は
、
常
體
に
な
き
こ

と
な
り
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
な
り
。「
奇
異
」
と
連
用
す
れ
ど
も
、
異
は
同
の
反
對
の
時
、「
こ
と

な
り
」
と
よ
め
ど
も
、
奇
は
そ
の
意
な
し
。「
神
奇
」「
奇
妙
」「
奇
秀
」「
奇
逸
」「
珍
奇
」「
奇
怪
」

「
奇
計
」「
奇
句
」「
奇
才
」「
風
景
奇
な
り
」「
興
を
發
す
る
こ
と
奇
な
り
」
①
な
ど
、
皆
め
づ
ら

か
な
る
意
を
帶
び
た
り
。
そ
れ
ゆ
え
に
異
の
字
の
「
災
異
」「
變
異
」
な
ど
と
連
用
す
る
意
な
き
な

り
。
正
の
反
對
の
時
に
、
陣
の
こ
と
な
り
、
軍
の
備
立
な
り
。「
正
兵
」
は
敵
に
向
う
兵
な
り
、「
奇

兵
」
②
は
或
い
は
横
を
入
れ
、
或
い
は
伏
と
な
り
て
、
變
を
爲
す
兵
な
り
。
史
記
に
「
呂
公
、
其

の
女
を
奇
と
し
て
貴
人
に
與
へ
ん
と
欲
す
」
③
と
い
う
こ
と
あ
り
。
後
人
こ
の
奇
の
字
の
意
を
解

あ
た

さ
ず
、「
文
字
顚
倒
せ
り
、
欲
の
字
を
女
の
字
の
下
に
置
く
べ
し
」
④
と
い
え
り
。
こ
れ
た
だ
奇
の

字
を
あ
や
し
ん
で
と
い
う
意
に
見
る
ゆ
え
す
ま
ぬ
な
り
、
珍
物
に
す
る
意
な
り
。
貴
人
に
與
え
れ

ば
珍
物
に
な
る
、
さ
よ
う
に
せ
ま
く
思
う
と
い
う
意
な
り
。
近
年
、
伊
藤
が
用
字
格
と
や
ら
ん
い

う
物
に
「
顚
倒
な
り
」
と
い
え
る
⑤
は
、
史
記
を
し
ら
ぬ
故
な
り
。
右
は
皆
渠
宜
の
切
に
て
、
唐

音
に
て
は
濁
音
の
時
の
こ
と
な
り
。
淸
音
の
時
、
偶
の
反
對
な
り
。「
奇
」
は
半
、「
偶
」
は
丁
な

り
。
又
數
の
あ
ま
り
は
し
た
を
も
「
奇
」
と
い
う
。
易
に
「
奇
を
扐
に
歸
す
」
⑥
と
い
え
り
。
又

「
數
奇
」
⑦
は
不
仕
合
せ
の
こ
と
な
り
。「
數
」
は
運
數
な
り
、「
奇
」
は
は
な
れ
も
の
の
意
あ
る

ゆ
え
、
合
わ
ぬ
意
に
て
、
不
仕
合
せ
を
い
う
な
り
。

①
杜
甫
『
宴
戎
州
揚
使
君
東
樓
』「
勝
絶
驚
身
老
、
情
忘
發
興
奇
」。

②
『
老
子
』
五
十
七
「
以
正
治
國
、
以
奇
用
兵
」。

『
史
記
』
廉
頗
藺
相
如
列
傳
第
二
十
一
「
秦
將
白
起
聞
之
、
縱
奇
兵
、
詳
敗
走
」。

③
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
酒
罷
、
呂
媼
怒
呂
公
曰
、
公
始
常
欲
奇
此
女
、
與
貴
人
。

沛
令
善
公
、
求
之
不
與
、
何
自
妄
許
與
劉
季
。
呂
公
曰
、
此
非
兒
女
子
所
知
也
。
卒
與

劉
季
」。

④
『
漢
書
評
林
』
巻
一
高
帝
紀
該
文
の
眉
注
に
「
朱
子
文
曰
、
欲
字
宜
在
女
字
之
下
、
當

曰
公
始
常
奇
此
女
、
欲
與
貴
人
、
於
文
爲
順
」（
朱
子
の
文
に
曰
く
、
欲
の
字
宜
し
く

女
の
字
の
下
に
在
る
べ
し
、
當
に
公
始
常
奇
此
女
、
欲
與
貴
人
と
曰
ふ
べ
し
、
文
に
於

て
順
と
爲
す
）
と
あ
る
。
た
だ
「
朱
子
文
」
は
未
詳
。

⑤
「
用
字
格
」
未
詳

⑥
『
周
易
』
繫
辭
上8

「
大
衍
之
數
五
十
、
其
用
四
十
有
九
。
分
而
爲
二
以
象
兩
、
掛
一
以

象
三
、
揲
之
以
四
以
象
四
時
、
歸
奇
於
仂
以
象
閏
、
五
歳
再
閏
、
故
再
仂
而
後
掛
」。

⑦
『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
第
二
十
四
「
大
將
軍
陰
受
上
指
、
以
爲
李
廣
數
奇
、
毋
令
當
單

于
、
恐
不
得
所
欲
」、
注
「
師
古
曰
、
言
廣
命
隻
不
偶
合
也
」。

【
異
】「
あ
や
し
」
と
よ
む
時
、
奇
に
似
た
り
。
常
の
反
對
な
り
。「
こ
と
な
り
」
と
よ
む
時
、
殊

に
似
た
り
。
同
の
反
對
な
り
。「
こ
と
な
り
」
と
よ
む
意
は
、
前
の
「
殊
」
の
條
に
見
え
る
。「
あ

や
し
」
と
よ
む
時
、「
秀
異
」「
異
才
」
な
ど
、「
秀
奇
」「
奇
才
」
な
ど
と
通
じ
れ
ど
も
、
奇
の
字

の
如
く
、
め
づ
ら
か
な
る
意
な
き
ゆ
え
、「
妖
異
」「
變
異
」「
災
異
」
な
ど
は
け
ち
［
縁
起
が
悪
い

こ
と
、
不
吉
な
こ
と
］
の
こ
と
、「
神
異
」「
怪
異
」
な
ど
、
皆
よ
き
こ
と
に
非
ず
。
類
推
す
べ
し
。

け
ち

【
偉
】「
あ
や
し
」
と
よ
む
。
奇
に
美
大
の
義
を
帶
び
た
り
。「
偉
人
」「
俊
偉
」「
魁
偉
」「
衣
冠
偉

な
り
」
①
の
類
。

①
『
漢
書
』
張
陳
王
周
傳
第
十
「
四
人
者
從
太
子
、
年
皆
八
十
有
餘
、
須
眉
皓
白
、
衣
冠
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甚
偉
」。

【
珍
】「
め
づ
ら
し
」
と
よ
む
。
貴
び
重
ん
じ
て
寳
と
す
る
意
あ
り
。
あ
な
が
ち
に
ま
れ
な
る
意
あ

る
に
非
ず
。
玉
よ
り
出
で
た
る
字
な
れ
ど
も
、
食
物
に
も
用
い
る
。「
八
珍
」
①
「
珍
を
食
せ
ず
」

②
「
味
、
珍
を
禁
ず
」
③
な
ど
の
類
な
り
。「
珍
を
懷
く
」
④
「
川
、
珍
を
效
す
」
⑤
な
ど
、
直
ち

い
だ

い
た

に
寳
と
い
う
義
に
用
い
れ
ど
も
、
貴
重
す
る
意
あ
り
。「
席
上
の
珍
」
⑥
よ
り
し
て
、
人
才
の
こ
と

に
用
い
る
。

①
『
周
禮
』
天
官
・
膳
夫
「
凡
王
之
饋
、
食
用
六
穀
、
膳
用
六
牲
、
飲
用
六
清
、
羞
用
百

有
二
十
品
、
珍
用
八
物
、
醬
用
百
有
二
十
罋
」。

『
三
國
志
』
魏
書
・
王
衞
二
劉
傅
傳
第
二
十
一
「
天
子
之
器
、
必
有
金
玉
之
飾
、
飮
食

之
肴
、
必
有
八
珍
之
味
」。

②
『
禮
記
』
王
制
「
庶
人
無
故
不
食
珍
」。

③
『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
紀
第
九
順
民
「
身
親
耕
而
食
、
妻
親
織
而
衣
。
味
禁
珍
、
衣
禁
襲
、

色
禁
二
」。

④
蔡
邕
『
陳
太
丘
碑
文
』〔『
文
選
』
巻
五
十
八
〕「
於
皇
先
生
、
抱
寶
懷
珍
。
如
何
昊
穹
、

旣
喪
斯
文
」。

⑤
班
固
『
寶
鼎
詩
』〔『
文
選
』
巻
一
〕「
嶽
修
貢
兮
川
效
珍
、
吐
金
景
兮
敲
浮
雲
」。

⑥
『
禮
記
』
儒
行
「
哀
公
命
席
。
孔
子
侍
曰
、
儒
有
席
上
之
珍
以
待
聘
、
夙
夜
強
學
以
待

問
」。

【
畸
】
も
と
奇
偶
の
奇
よ
り
出
で
て
、
は
し
た
も
の
、
は
な
れ
も
の
を
い
う
。「
畸
人
」
①
は
屬
す

る
と
こ
ろ
な
く
、
交
わ
る
人
な
き
も
の
を
い
う
。「
畸
甸
」
は
屬
す
る
と
こ
ろ
な
き
地
な
り
。「
畸

零
」
②
は
數
の
あ
ま
り
な
り
。

①
『
莊
子
』
大
宗
師
「
畸
人
者
、
畸
於
人
而
侔
於
天
」、
成
玄
英
疏
「
畸
者
、
不
耦
之
名
也
。

修
行
無
有
而
疎
外
形
體
、
乖
異
人
倫
、
不
耦
於
俗
」。

②
『
正
字
通
』
午
集
上
「
井
田
爲
正
、
零
田
不
可
井
者
爲
畸
、
地
勢
多
邪
曲
、
井
田
取
正
、

則
必
有
畸
零
、
畫
井
必
計
零
以
其
數
」。

【
怪
】「
あ
や
し
」
と
よ
む
。
異
の
字
に
似
て
、
同
に
對
せ
ず
。
こ
れ
も
當
〔
常
〕
①
の
反
對
な
り
。

異
の
字
よ
り
は
極
め
て
あ
し
き
方
に
用
い
る
。「
靈
怪
」「
神
怪
」「
鬼
怪
」「
幽
怪
」
な
ど
、
皆
ば

け
も
の
な
り
。「
水
怪
」
は
水
中
の
ば
け
も
の
な
り
。「
怪
異
」「
怪
事
」、
け
ち
［
縁
起
が
悪
い
こ

と
、
不
吉
な
こ
と
］
な
り
。「
あ
や
し
」
と
よ
む
と
き
、
訝
る
な
ど
よ
り
語
意
重
し
。
俗
語
に
は

い
ぶ
か

「
嗔
怪
」
と
連
用
す
。
又
「
怪
他
」
は
彼
を
い
か
る
な
り
。「
勿
怪
」
は
、
い
か
る
こ
と
な
か
れ
と

い
う
こ
と
な
り
。
但
し
無
禮
ふ
と
ど
き
を
と
が
め
て
怒
る
こ
と
に
用
い
る
。

①
原
文
は
「
當
」
で
あ
る
が
、「
常
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

【
妖
】
ば
け
も
の
な
り
。
怪
の
字
よ
り
又
甚
し
。「
怪
」
の
字
の
ば
け
も
の
は
、
或
い
は
三
足
の
雞
、

角
あ
る
鳥
、
足
あ
る
魚
な
ど
の
類
、
つ
が
も
な
き
［
途
方
も
な
い
、
と
て
つ
も
な
い
］
異
形
の
も

の
な
り
。「
妖
」
の
字
は
鳥
獸
草
木
の
精
化
し
て
人
と
な
り
て
、
人
を
誑
か
す
類
の
こ
と
を
い
う
。

た
ぶ
ら

「
奇
人
」
は
常
體
な
ら
ぬ
人
と
い
う
こ
と
に
て
、
す
ぐ
れ
た
る
人
を
も
い
う
べ
し
。「
異
人
」
は
平

人
と
樣
子
の
ち
が
い
た
る
人
と
い
う
こ
と
に
て
、
山
林
道
術
の
士
な
ど
を
い
う
。「
怪
人
」
は
け
し

か
ら
ぬ
人
と
い
う
こ
と
に
て
、
つ
が
も
な
き
體
を
す
る
人
な
り
。「
妖
人
」
は
幻
術
を
し
て
人
を
誑

て
い

か
す
人
を
い
う
。
こ
れ
に
て
字
義
す
む
べ
し
。
又
一
種
「
妖
冶
」「
妖
美
」「
妖
麗
」
の
妖
は
美
色

甚
し
く
て
、
人
の
心
を
と
ろ
か
す
べ
き
體
を
い
う
。

て
い

【
詭
】「
あ
や
し
」
と
よ
み
、「
た
が
ふ
」
と
よ
み
、「
い
つ
わ
る
」
と
よ
め
ど
も
、
畢
竟
な
に
と
し

た
る
こ
と
や
ら
ん
、
子
細
の
し
ら
れ
ぬ
替
り
た
る
體
を
い
う
な
り
。「
衣
冠
詭
偉
」
①
「
踪
跡
詭
祕
」

て
い

②
「
詭
形
異
狀
」
③
「
卓
詭
」
④
「
奇
詭
」
⑤
「
人
漸
く
澆
詭
」
⑥
「
亭
閤
華
詭
」
⑦
「
大
廈
雲

譎
波
詭
」
⑧
「
制
度
を
詭
辟
に
す
」
⑨
、
皆
こ
の
意
な
り
。
孫
子
に
「
兵
は
詭
道
な
り
」
⑩
と
い

え
る
も
、
古
來
「
い
つ
わ
る
」
と
よ
め
ど
も
、
兵
の
道
、
敵
の
何
と
も
測
り
え
ぬ
こ
と
を
し
て
、

敵
の
視
聽
を
變
亂
し
、
う
ろ
た
え
さ
せ
る
こ
と
な
り
。
詩
經
の
「
詭
隨
」
⑪
、
孟
子
の
「
詭
隨
」

⑫
も
、
常
法
を
守
ら
ず
、
仕
形
を
變
亂
し
て
他
に
隨
う
意
な
り
。
大
抵
「
ま
ぎ
ら
か
す
」
と
い
う

50



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

譯
、
然
る
べ
し
。

①
「
衣
冠
詭
偉
」
未
詳

②
『
順
宗
實
錄
』「
交
游
蹤
跡
詭
祕
、
莫
有
知
其
端
者
」。

③
『
宣
和
畫
譜
』「
好
畫
古
僻
人
物
、
詭
形
殊
狀
、
格
雖
高
古
、
高
務
新
奇
」。

④
『
漢
書
』
蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
毋
何
傳
第
四
十
七
「
此
其
言
必
有
卓
詭
切
至
、
當
聖
心
者
」。

⑤
『
新
唐
書
』
列
傳
第
八
十
二
陸
贄
「
權
以
紓
難
、
暫
以
應
機
、
事
有
便
宜
、
謀
有
奇
詭
」。

⑥
『
新
唐
書
』
列
傳
第
二
十
二
魏
徴
「
三
代
之
後
、
澆
詭
日
滋
。
秦
任
法
律
、
漢
雜
霸
道
、

皆
欲
治
不
能
、
非
能
治
不
欲
」。

⑦
『
新
唐
書
』
列
傳
第
八
長
寧
公
主
「
魏
王
泰
故
第
、
東
西
盡
一
坊
、
瀦
沼
三
百
畝
、
泰

薨
、
以
與
民
。
至
是
、
主
丐
得
之
、
亭
閣
華
詭
、
埓
西
京
」。

⑧
楊
雄
『
甘
泉
賦
』〔『
文
選
』
巻
七
〕「
於
是
大
廈
雲
譎
波
詭
、
摧
嗺
而
成
觀
」。

⑨
『
漢
書
』
王
莽
傳
第
六
十
九
上
「
上
下
壹
心
、
讒
賊
交
亂
、
詭
辟
制
度
、
遂
成
簒
號
、

斥
逐
仁
賢
、
誅
殘
戚
屬
」。

⑩
『
孫
子
』
始
計
「
兵
者
詭
道
也
。
故
能
而
示
不
能
」。

⑪
『
詩
經
』
大
雅
・
民
勞
「
無
縱
詭
隨
、
以
謹
無
良
。
式
遏
寇
虐
、
憯
不
畏
明
」、
集
傳
「
危

隨
、
不
顧
是
非
而
妄
隨
人
也
」。

⑫
『
孟
子
』
に
は
「
詭
隨
」
な
し
。

〇
あ
ふ

10合

會

逢

遭

遇

値

晤

姤

媾

覯

遘

邂
逅

配

併

遝

戮

（
三
、
十

九
号
裏
）

【
合
】
は
離
・
析
・
判
の
反
對
な
り
。
は
な
れ
わ
か
れ
た
る
も
の
の
一
つ
に
な
る
な
り
。
又
割
り

符
を
あ
わ
せ
た
る
ご
と
き
、
男
女
交
合
の
ご
と
き
、
元
來
別
な
る
も
の
に
て
も
、
合
し
て
一
つ
と

な
る
を
い
う
な
り
。
形
の
合
う
は
夫
婦
な
り
、
心
の
合
い
德
の
合
う
は
君
臣
朋
友
な
り
。「
好
合
」

①
は
妻
子
の
心
和
す
る
を
い
い
、「
作
合
」
②
は
媒
を
す
る
こ
と
を
い
い
、「
牉
合
」
③
は
夫
婦
の

形
を
合
す
る
を
い
い
、「
野
合
」
④
は
老
夫
、
幼
妻
を
得
る
を
い
う
。
皆
夫
婦
の
合
な
り
。「
遇
合
」

⑤
は
仕
合
せ
の
よ
き
こ
と
な
り
。「
婾
合
」
⑥
は
、
君
臣
朋
友
の
上
に
て
心
も
道
も
異
な
る
に
、
强

い
て
外
む
き
に
て
合
わ
せ
る
な
り
。「
合
ふ
こ
と
寡
し
」
⑦
は
同
志
の
す
く
な
き
な
り
。「
晩
合
」

⑧
は
老
後
に
交
り
親
し
き
な
り
。
又
「
天
下
を
九
合
す
」
⑨
「
瓦
合
」
⑩
な
ど
は
、
見
方
と
な
す

こ
と
を
「
合
」
と
い
う
。「
道
に
合
す
」「
理
に
合
す
」
な
ど
は
、
割
り
符
を
合
わ
せ
た
る
ご
と
く
、

ひ
し
と
か
な
う
こ
と
な
り
。「
苟
合
」
⑪
は
、
論
語
に
は
家
を
持
ち
た
る
始
め
、
家
内
の
諸
道
具
類

の
大
形
に
あ
つ
ま
る
こ
と
な
り
。
漢
書
に
は
「
婾
合
」
の
義
に
用
い
た
り
⑫
。「
雲
合
霧
集
」
⑬
「
芳

草
合
」「
紅
塵
合
」、
皆
一
つ
に
な
る
意
な
り
。「
氷
合
」
も
氷
の
一
面
に
な
り
た
る
こ
と
、「
六
合
」

⑭
は
天
地
上
下
を
い
う
。「
合
子
」
は
香
箱
食
籠
の
類
を
い
う
。「
合
同
」
⑮
は
割
り
符
の
こ
と
な

り
。
周
禮
に
出
づ
。
俗
語
に
も
用
い
る
。
又
「
一
合
一
升
」
⑯
の
合
、「
合
藥
」
の
合
、
音
別
な
り
。

但
し
和
音
に
て
は
別
な
し
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
・
常
棣
「
妻
子
好
合
、
如
鼓
琴
瑟
。
兄
弟
既
翕
、
和
樂
且

湛
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
大
明
「
文
王
初
載
、
天
作
之
合
。
在
洽
之
陽
、
在
渭
之

涘
」。

③
『
儀
禮
』
喪
服
傳
「
故
父
子
首
足
也
、
夫
妻
牉
合
也
、
昆
弟
四
體
也
」。

④
『
史
記
』
孔
子
世
家
第
十
七
「
紇
與
顏
氏
女
野
合
而
生
孔
子
、
禱
於
尼
丘
得
孔
子
。
魯

襄
公
二
十
二
年
而
孔
子
生
」。

⑤
『
呂
氏
春
秋
』
孝
行
覽
第
二
、
遇
合
「
宗
廟
之
滅
、
天
下
之
失
、
亦
由
此
矣
。
故
曰
、

遇
合
也
無
常
、
説
適
然
也
」。

『
史
記
』
佞
幸
列
傳
第
六
十
五
「
諺
曰
、
力
田
不
如
逢
年
、
善
仕
不
如
遇
合
、
固
無
虛

言
」。

⑥
『
漢
書
』
元
帝
紀
第
九
「
婾
合
苟
從
、
未
肯
極
言
、
朕
甚
閔
焉
」。

⑦
歐
陽
脩
『
歸
田
録
』「
楊
億
以
文
章
擅
天
下
、
然
剛
勁
寡
合
、
有
惡
之
者
」。

⑧
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
九
謝
萬
「
太
原
王
述
、
萬
之
妻
父
也
。
…
…
述
曰
、
非
無
此
論
、

但
晩
合
耳
」。
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⑨
『
左
傳
』
襄
公
十
一
年
「
八
年
之
中
、
九
合
諸
侯
、
諸
侯
無
慝
、
君
之
靈
也
、
二
三
子

之
勞
也
、
臣
何
力
之
有
焉
」。

『
論
語
』
憲
問
「
子
路
曰
、
桓
公
殺
公
子
糾
。
召
忽
死
之
。
管
仲
不
死
。
曰
、
未
仁
乎
。

子
曰
、
桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲
之
力
也
。
如
其
仁
。
如
其
仁
」。

⑩
『
禮
記
』
儒
行
「
儒
有
博
學
而
不
窮
、
篤
行
而
不
倦
、
幽
居
而
不
淫
、
上
通
而
不
困
、

禮
之
以
和
爲
貴
、
忠
信
之
美
、
優
游
之
法
、
慕
賢
而
容
衆
、
毀
方
而
瓦
合
」。

⑪
『
論
語
』
子
路
「
子
謂
衛
公
子
荊
善
居
室
。
始
有
。
曰
、
苟
合
矣
」。

⑫
『
漢
書
』
蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
毋
將
何
傳
「
今
以
四
海
之
大
、
曾
無
伏
節
死
誼
之
臣
、
率
盡

苟
合
取
容
、
阿
黨
相
爲
、
念
私
門
之
利
、
忘
國
家
之
政
」。

⑬
『
史
記
』
淮
陰
侯
列
傳
第
三
十
二
「
蒯
通
曰
、「
天
下
初
發
難
也
、
俊
雄
豪
桀
建
號
壹
呼
、

天
下
之
士
雲
合
霧
集
、
魚
鱗
襍
遝
、
熛
至
風
起
」。

⑭
『
莊
子
』
齊
物
論
「
六
合
之
外
、
聖
人
存
而
不
論
、
六
合
之
内
、
聖
人
論
而
不
議
」

⑮
『
周
禮
』
夏
官
・
合
方
氏
「
合
方
氏
、
掌
達
天
下
之
道
路
、
通
其
財
利
、
同
其
數
器
、

壹
其
度
量
、
除
其
怨
惡
、
同
其
好
善
」。

⑯
『
漢
書
』
律
曆
志
第
一
上
「
十
龠
爲
合
、
十
合
爲
升
、
十
升
爲
斗
、
十
斗
爲
斛
、
而
五

量
嘉
矣
」。

【
會
】
聚
に
す
べ
る
意
を
帶
び
た
り
。「
會
合
」
と
連
用
し
て
合
す
る
意
も
あ
れ
ど
も
、
一
つ
に
な

る
意
な
し
。
こ
れ
合
の
字
と
異
な
る
處
な
り
。「
歳
會
」
は
一
年
の
總
筭
用
な
り
。「
司
會
」
①
と

い
う
官
は
も
と
じ
め
役
の
如
し
。「
要
會
」
と
い
う
は
諸
役
人
勤
方
の
帳
面
を
い
う
。「
會
計
」
は

總
筭
用
の
こ
と
な
り
。「
頭
會
」
は
百
姓
の
頭
數
に
て
米
錢
を
出
さ
せ
る
こ
と
な
り
。「
期
會
」
は

官
人
の
勤
方
の
上
に
て
い
う
こ
と
に
て
、「
期
」
は
勤
方
に
各
お
の
限
る
と
こ
ろ
あ
る
を
い
い
、「
會
」

は
す
べ
る
處
あ
る
を
い
う
。「
土
會
の
法
」
②
は
、
諸
國
を
よ
せ
て
土
性
を
吟
味
す
る
こ
と
な
り
。

「
都
會
」
は
諸
方
の
人
の
聚
ま
る
地
を
い
う
。
こ
れ
も
す
べ
る
意
あ
り
。「
傅
會
」
③
と
は
、
あ
ち

ふ

こ
ち
の
先
例
古
語
を
引
き
合
わ
せ
て
、
合
わ
ぬ
こ
と
を
と
り
つ
く
る
こ
と
、
こ
れ
も
總
る
意
こ
も

れ
り
。
醫
書
の
灸
穴
に
「
募
會
」
と
い
う
こ
と
あ
る
も
、
氣
血
の
く
く
る
處
を
い
う
。「
朝
會
」
④

「
會
同
」
⑤
は
諸
侯
の
天
子
に
見
え
、
又
諸
侯
の
互
い
に
見
え
る
を
い
う
。
こ
れ
も
く
く
り
す
べ

ま
み

る
意
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
。
こ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
後
世
に
は
人
の
い
で
あ
い
、
よ
り
あ
い
を

「
會
」
と
い
う
。
又
「
運
會
」
⑥
と
い
う
は
、
氣
運
の
上
に
て
、
或
い
は
盛
ん
に
な
り
、
或
い
は

衰
え
災
あ
る
、
そ
の
時
節
に
あ
た
る
を
い
う
。
つ
が
い
の
意
あ
り
。「
筋
骨
の
會
」
も
つ
が
い
な
り
。

「
事
會
」
も
人
事
の
具
合
な
り
。「
機
會
」
も
よ
き
具
合
の
處
を
い
う
。「
識
會
」
⑦
と
は
人
の
器

量
を
よ
く
知
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
も
具
合
の
よ
き
處
に
あ
た
る
意
よ
り
用
い
た
る
な
る
べ
し
。

さ
れ
ど
も
用
い
た
る
上
は
、
た
だ
風
鑒
・
識
鑒
の
類
な
り
。
又
轉
用
し
て
、「
領
會
」「
會
得
」「
理

會
」、
皆
合
點
す
る
こ
と
な
り
。「
會
寫
」
は
能
書
な
り
。「
會
彈
琴
」
は
琴
の
上
手
な
り
。「
會
畫
」

は
畫
の
上
手
な
り
。「
會
做
詩
文
」
は
詩
文
の
上
手
な
り
。
類
推
す
べ
し
。「
會
當
凌
絶
頂
」
⑧
と

い
え
る
類
、「
た
ま
た
ま
」
と
い
う
訓
、
大
い
に
誤
れ
り
。
偶
の
字
の
注
に
見
え
る
。
又
「
會
稽
山
」

の
會
の
字
、
唐
音
よ
の
つ
ね
と
別
な
り
、
古
外
の
切
。
つ
ね
の
會
の
字
は
黄
外
の
切
な
り
。「
會
計
」

の
會
も
古
外
の
切
の
説
多
し
。

①
『
周
禮
』
天
官
・
司
會
「
司
會
、
掌
邦
之
六
典
、
八
法
、
八
則
之
貳
、
以
逆
邦
國
、
都

鄙
、
官
府
之
治
」。

②
『
周
禮
』
地
官
・
大
司
徒
「
以
土
會
之
灋
、
辨
五
地
之
物
生
」。

③
『
史
記
』
袁
盎
鼂
錯
列
傳
第
四
十
一
「
雖
不
好
學
、
亦
善
傅
會
、
仁
心
爲
賢
、
引
義
忼

慨
」。

④
『
左
傳
』
昭
公
十
三
年
「
再
朝
而
會
以
示
威
」、
注
「
三
年
而
一
朝
、
六
年
而
一
會
」。

⑤
『
詩
經
』
小
雅
・
車
攻
「
赤
芾
金
舄
、
會
同
有
繹
」、「
時
見
曰
會
、
殷
見
曰
同
」。

⑥
『
晉
書
』
列
傳
第
四
羊
祜
「
今
臣
身
托
外
戚
、
事
連
運
會
、
誠
在
過
寵
、
不
患
見
遺
」。

⑦
任
昉
『
王
文
憲
集
序
』〔『
文
選
』
巻
四
十
六
〕「
李
重
之
識
會
、
兼
之
者
公
也
」、
注
「
良

曰
、
識
會
、
謂
識
鑒
也
」。

⑧
杜
甫
『
望
嶽
』「
會
當
臨
絶
頂
、
一
覽
衆
山
小
」。

【
逢
】【
遭
】【
遇
】【
値
】
こ
の
四
字
、
大
抵
同
意
な
り
。
人
に
あ
う
、
時
に
あ
う
な
ど
の
「
あ
う
」

な
り
。
會
の
字
も
人
に
あ
う
こ
と
な
れ
ど
も
、「
會
」
は
あ
つ
ま
る
意
あ
り
て
、
こ
れ
は
あ
い
み
る
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意
な
り
。
そ
の
内
、「
遇
」
の
字
は
期
せ
ず
し
て
逢
う
意
あ
り
①
。
思
い
が
け
ず
ふ
と
逢
う
こ
と
な

り
。
偶
の
字
と
通
じ
る
故
な
り
。
さ
れ
ど
も
そ
の
差
別
な
く
用
い
る
こ
と
多
し
。
又
轉
用
し
て
、

待
遇
の
時
、
あ
し
ら
い
の
こ
と
な
り
。「
寵
遇
」
②
は
寵
愛
し
て
よ
く
あ
し
ら
う
こ
と
な
り
。「
恩

遇
」
③
も
同
じ
。「
常
兒
と
作
し
て
遇
す
る
こ
と
莫
れ
」
④
、
常
體
の
子
共
の
よ
う
に
あ
し
ら
う
な

と
い
う
こ
と
な
り
。「
殊
遇
」
⑤
は
常
體
に
な
き
あ
し
ら
い
な
り
。「
國
士
の
遇
」
⑥
は
、
一
國
に

一
人
の
士
と
は
す
ぐ
れ
た
る
人
を
い
う
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
る
人
を
あ
し
ら
う
結
搆
な
る
あ
ひ
し
ら

い
を
「
國
士
の
遇
」
と
い
う
。
又
「
不
遇
」
⑦
は
不
仕
合
せ
の
こ
と
な
り
。
又
逢
の
字
、「
逢
迎
」

の
時
、
む
か
え
る
な
り
。「
君
の
惡
を
逢
ふ
」
⑧
と
い
う
は
、
君
の
惡
事
を
引
き
出
す
こ
と
な
り
。

客
を
迎
え
て
來
る
に
喩
え
る
。
又
値
の
字
は
「
あ
た
る
」
と
よ
む
こ
と
本
義
な
り
。
直
の
字
も
通

用
す
。
そ
の
時
節
に
お
り
し
も
あ
た
る
意
あ
り
。
故
に
「
正
に
値
る
」「
適
に
値
る
」
と
連
用
す
る

こ
と
あ
り
。
又
遭
の
字
、「
遭
遇
」
と
い
う
時
は
、
仕
合
せ
の
こ
と
な
り
。
よ
き
時
節
に
出
合
い
た

る
意
な
り
。「
周
遭
」
⑨
は
と
り
ま
わ
し
め
ぐ
る
こ
と
な
り
。「
幾
遭
」
は
い
く
た
び
な
り
。
又
被

の
字
の
意
に
用
い
て
、「
ら
る
る
」
と
よ
む
⑩
こ
と
、
人
知
ら
ず
。

①
『
春
秋
穀
梁
傳
』
隱
公
八
年
「
不
期
而
會
曰
遇
」。

②
『
後
漢
書
』
文
苑
列
傳
第
七
十
上
「
在
位
多
所
薦
達
、
寵
遇
甚
盛
、
識
者
譏
其
過
倖
」。

③
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
「
顯
宗
卽
位
、
況
與
帝
舅
陰
識
陰
就
竝
爲
特
進
、
數
授
賞

賜
、
恩
遇
倶
渥
」。

④
『
南
史
』
列
傳
第
九
謝
靈
運
「
惠
連
幼
有
奇
才
、
不
爲
父
方
明
所
知
。
…
…
靈
運
謂
方

明
曰
、
阿
連
才
悟
如
此
、
而
尊
作
常
兒
遇
之
」。

⑤
『
三
國
志
』
蜀
書
・
諸
葛
亮
傳
第
五
・
出
師
表
「
蓋
追
先
帝
之
殊
遇
、
欲
報
之
於
陛
下

也
」。

⑥
『
史
記
』
刺
客
列
傳
第
二
十
六
「
豫
讓
曰
、
臣
事
范
、
中
行
氏
、
范
、
中
行
氏
皆
衆
人

遇
我
、
我
故
衆
人
報
之
。
至
於
智
伯
、
國
士
遇
我
、
我
故
國
士
報
之
」。

⑦
『
詩
經
』
邶
風
・
柏
舟
序
「
仁
人
不
遇
、
小
人
在
側
」。

⑧
『
孟
子
』
告
子
下
「
長
君
之
惡
、
其
罪
小
、
逢
君
之
惡
、
其
罪
大
」。

⑨
劉
禹
錫
『
石
頭
城
』「
山
圍
故
國
周
遭
在
、
湖
打
空
城
寂
寞
回
」。

⑩
『
漢
書
』
惠
帝
紀
第
二
「
遭
呂
太
后
虧
損
至
德
」。

【
晤
】「
人
相
見
る
を
晤
と
曰
ふ
」
①
と
注
せ
り
。
蘭
亭
記
の
「
晤
言
」
を
「
悟
」
に
作
る
②
は
誤

り
な
り
。
寤
に
作
る
、
古
字
通
用
な
り
。

①
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
晤
、
人
相
見
曰
晤
」。

②
王
羲
之
『
蘭
亭
序
』「
或
取
諸
懷
抱
、
悟
言
一
室
之
内
」。

【
姤
】【
媾
】【
覯
】【
遘
】
四
字
同
音
な
り
。
も
と
同
字
な
れ
ど
も
、
後
來
偏
傍
を
殊
に
し
て
、
用

處
亦
別
な
り
。「
姤
」
は
「
男
女
相
遇
ふ
な
り
」
①
と
注
せ
り
。
別
に
用
處
な
し
。「
媾
」
は
「
重

婚
な
り
」
②
と
注
せ
り
。
再
娶
な
り
。「
婚
媾
」
③
と
連
用
す
。「
交
媾
」
④
は
交
接
な
り
。
構
の

字
を
も
用
い
る
。
易
に
「
男
女
、
精
を
構
ふ
」
⑤
と
い
え
り
。
又
「
媾
和
」
⑥
と
は
、
鄰
國
和
談

し
て
好
み
を
結
ぶ
を
い
う
。
講
の
字
を
も
用
い
る
。
こ
れ
皆
字
義
、
合
の
字
に
類
し
て
、
逢
・
遇

な
ど
の
字
と
殊
な
り
。
覯
・
遘
皆
「
遇
見
な
り
」
⑦
と
注
し
て
、
逢
・
遇
な
ど
の
字
と
同
類
な
り
。

又
遘
を
逅
に
も
作
る
。「
邂
逅
」
は
「
行
き
て
適
に
相
値
ふ
な
り
」
⑧
と
注
し
て
、
思
わ
ず
に
ゆ
く

先
に
て
逢
う
こ
と
な
り
。「
た
ま
さ
か
」
と
訓
ず
、
誤
ま
れ
り
。

①
『
正
字
通
』
辰
集
下
「
姤
、
男
女
相
遇
也
」。

②
『
説
文
解
字
』「
媾
、
重
婚
也
。
从
女
冓
聲
」。

③
『
易
經
』
屯
六
二
「
乘
馬
班
如
、
匪
寇
婚
媾
」。

『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公
十
一
年
「
惟
我
鄭
國
之
有
請
謁
焉
、
如
舊
婚
媾
」、
注
「
重
婚
曰

媾
」。

④
李
白
「
草
創
大
還
贈
柳
官
迪
」「
造
化
合
天
符
、
交
媾
騰
精
魄
」。

⑤
『
易
經
』
繫
辭
傳
下
「
天
地
絪
縕
、
萬
物
化
醇
、
男
女
構
精
、
萬
物
化
生
」。

⑥
『
唐
書
』
張
説
傳
「
講
和
以
休
息
鄣
塞
」。

⑦
『
説
文
解
字
』「
覯
、
遇
見
也
。
从
見
冓
聲
」。

『
説
文
解
字
』「
遘
、
遇
也
。
从
辵
冓
聲
」。

⑧
『
正
字
通
』
辰
集
下
「
邂
逅
、
行
適
相
直
也
」。
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【
配
】「
あ
わ
す
」
と
よ
む
。
配
合
の
義
な
り
。
も
と
妃
の
字
な
り
。「
ヒ
」
と
「
ハ
イ
」
と
、
古

音
通
ず
。
女
を
男
に
あ
わ
せ
る
を
い
う
。
故
に
な
ら
ぶ
意
、
對
す
る
意
、
合
す
る
意
あ
り
て
、
對

待
よ
り
は
片
方
は
卑
し
き
意
あ
り
。「
前
人
に
追
配
す
」
①
と
い
う
も
、
そ
の
德
の
先
祖
と
な
ら
ぶ

か
た
か
た

意
あ
り
。
こ
れ
も
一
尊
一
卑
な
り
。
又
從
祀
を
「
配
祀
」
と
い
う
も
、
一
尊
一
卑
の
意
あ
り
。
又

流
罪
を
「
配
」
と
い
う
。
各
別
の
こ
と
な
り
。

①
『
書
經
』
君
牙
「
爾
惟
敬
明
乃
訓
、
用
奉
若
于
先
王
。
對
揚
文
、
武
之
光
命
、
追
配
于

前
人
」。

【
併
】「
あ
わ
す
」
と
よ
む
。
物
を
二
つ
あ
わ
せ
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
兼
・
併
・
並
・
合
の
差
別
、

「
兼
」
は
一
つ
を
主
と
し
て
一
つ
を
か
ね
る
。「
兼
官
」
の
如
し
。「
並
」
は
兩
方
た
ち
な
ら
ぶ
意

な
り
。「
合
」
は
ひ
し
と
二
つ
を
一
に
す
る
な
り
。「
併
」
は
二
つ
を
一
つ
に
し
て
合
す
る
意
な
し
。

【
遝
】「
雜
遝
」
①
と
連
用
す
。
衆
く
の
も
の
の
混
雜
し
て
合
し
聚
ま
る
こ
と
な
り
。

お
お

あ
つ

①
『
史
記
』
淮
陰
侯
列
傳
第
三
十
二
「
天
下
初
發
難
也
、
俊
雄
豪
桀
建
號
壹
呼
、
天
下
之

士
雲
合
霧
集
、
魚
鱗
襍
遝
、
熛
至
風
起
」。

【
戮
】
力
を
あ
わ
せ
、
志
を
あ
わ
せ
る
に
用
い
る
。
助
け
と
な
る
意
な
り
。

〇
あ
つ
ま
る

11聚

集

輯

攢

叢

鍾

萃

纂

裒

屯

團

摶

積

湊

輳

（
三
、
廿
三
号
表
）

【
聚
】
は
ひ
ろ
き
字
な
り
。
散
の
反
對
、
分
の
反
對
な
り
。
訓
の
と
お
り
に
て
よ
し
。
左
傳
に
「
十

年
生
聚
」
①
と
い
う
こ
と
あ
り
。
大
亂
の
後
、
人
民
或
い
は
戰
死
し
、
或
い
は
遠
方
へ
浪
落
す
。

十
年
の
閒
、
民
を
撫
育
し
て
、
民
の
老
い
た
る
は
子
を
生
じ
、
流
落
す
る
は
還
り
聚
ま
り
て
、
國

も
と
の
如
く
に
な
る
を
い
う
な
り
。

①
『
左
傳
』
哀
公
元
年
「
退
而
告
人
曰
、
越
十
年
生
聚
、
而
十
年
教
訓
、
二
十
年
之
外
、

呉
其
爲
沼
乎
」。

【
集
】「
あ
つ
ま
る
」
と
よ
み
、「
つ
ど
ふ
」
と
よ
み
、「
ゐ
る
」
と
よ
む
。
元
來
「
雧
」
に
作
る
。

衆
鳥
の
木
に
と
ま
る
こ
と
な
り
①
。
故
に
「
ゐ
る
」
と
訓
ず
。「
翔
し
て
後
に
集
る
」
②
の
類
、
總

じ
て
鳥
な
ど
羽
あ
る
も
の
の
と
ま
る
こ
と
を
い
い
、
又
「
雨
集
」「
坌
集
」
な
ど
、
多
く
飛
び
來
る

こ
こ
ろ
あ
り
。
人
の
會
す
る
を
い
う
も
、
飛
び
來
る
こ
こ
ろ
に
他
處
よ
り
來
り
會
す
る
意
を
い
う

な
り
。
汎
用
し
て
聚
の
字
の
義
に
同
じ
き
こ
と
あ
れ
ど
も
、
大
抵
右
の
意
な
り
。
又
「
安
集
」
③

と
連
用
し
て
、
民
を
安
ん
じ
和
す
る
こ
と
に
用
い
る
。
輯
と
通
ず
。

①
『
説
文
解
字
』「
雧
、
羣
鳥
在
木
上
也
、
从
雥
木
、
集
、
雧
或
省
」。

②
『
呉
越
春
秋
』
闔
閭
内
傳
第
四
「
同
病
相
憐
、
同
憂
相
救
、
驚
翔
之
鳥
、
相
隨
而
集
、

瀬
下
之
水
、
因
復
倶
流
」。

③
『
史
記
』
曹
相
國
世
家
第
二
十
四
「
其
治
要
用
黄
老
術
、
故
相
齊
九
年
、
齊
國
安
集
、

大
稱
賢
相
」。

【
攢
】
聚
と
同
意
な
り
。「
羣
峰
攢
ま
る
」「
劒
刃
攢
ま
る
」「
毛
髪
攢
ま
る
」。
又
「
攢
竹
杖
」
を

あ
つ

「
殳
」
と
い
う
①
な
ど
、
多
く
は
長
き
も
の
の
あ
つ
ま
る
に
用
い
る
。「
攢
竹
杖
」
②
は
、
今
時
い

う
鎗
の
打
柄
な
り
。

う

ち

え

①
『
説
文
解
字
』「
欑
、
積
竹
杖
、
从
木
贊
聲
」。

『
説
文
解
字
』「
殳
、
以
杖
殊
人
也
。
周
禮
、
殳
以
積
竹
、
八
觚
、
長
丈
二
尺
、
建
於
兵

車
、
旅
賁
以
先
驅
、
从
又
几
聲
」。

②
『
漢
書
』
五
武
子
傳
第
三
十
三
「
賀
到
濟
陽
、
求
長
鳴
雞
、
道
買
積
竹
杖
」、
注
「
文
穎

曰
、
合
竹
作
杖
也
」。

【
叢
】「
く
さ
む
ら
」
と
も
よ
む
。
草
の
か
ぶ
の
こ
と
な
り
。「
叢
生
す
」
と
は
、
草
木
に
よ
ら
ず
、

か
ぶ
に
て
生
じ
る
を
い
う
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
聚
の
義
に
用
い
る
。「
内
家
叢
」
①
は
宮
女
の
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家
の
あ
つ
ま
り
た
る
處
な
り
。「
人
叢
裏
」
は
人
ご
み
の
な
か
な
り
。

①
薛
能
『
呉
姫
十
首
』
之
十
「
身
是
三
千
第
一
名
、
内
家
叢
裏
獨
分
明
」。

【
鍾
】
聚
の
義
に
用
い
れ
ど
も
、
多
く
は
虛
字
に
用
い
る
。「
天
、
美
を
此
に
鍾
む
」
①
「
情
の
鍾

あ
つ

ま
る
所
」
②
「
造
化
鍾
ま
る
」
③
「
秀
氣
鍾
ま
る
」
な
ど
な
り
。「
水
鍾
ま
る
」
と
使
い
た
る
外
は
、

ほ
か

實
字
に
用
い
る
少
れ
な
り
。「
命
の
鍾
ま
る
所
」
④
、
又
「
嶽
瀆
、
靈
を
鍾
む
」
⑤
な
ど
、
凝
の
義

ま

に
近
し
。①

『
左
傳
』
昭
公
二
十
八
年
「
子
貉
早
死
無
後
、
而
天
鍾
美
於
是
、
將
必
以
是
大
有
敗
也
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
王
衍
「
聖
人
忘
情
、
最
下
不
及
於
情
。
然
則
情
之
所
鍾
、
正
在

我
輩
」。

③
杜
甫
『
望
嶽
』「
造
化
鍾
神
秀
、
陰
陽
割
昏
曉
」。

④
曹
植
『
盤
石
篇
』〔『
樂
府
詩
集
』
巻
六
十
四
〕「
經
危
履
險
阻
、
未
知
命
所
鍾
、
常
恐
沈

黄
壚
、
下
與
黿
鼈
同
」。

⑤
「
嶽
瀆
鍾
靈
」
未
詳

【
萃
】
聚
と
同
義
な
り
。

【
纂
】
糸
を
組
む
こ
と
な
り
。
故
に
文
章
な
ど
を
つ
づ
り
聚
め
る
に
用
い
る
。

【
裒
】
聚
な
り
。
以
上
八
字
、
鍾
の
字
少
し
く
異
あ
る
を
除
き
て
は
、
皆
大
抵
同
意
な
り
。

【
屯
】
軍
兵
の
聚
ま
り
陳
す
る
を
「
屯
す
」
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
屯
聚
」
①
と
用

ぢ
ん

た
む
ろ

い
る
。「
雲
屯
」「
蜂
屯
」「
獸
屯
」
な
ど
用
い
る
。

①
『
史
記
』
呉
王
濞
列
傳
第
四
十
六
「
田
祿
伯
曰
、
兵
屯
聚
而
西
、
無
佗
奇
道
、
難
以
就

功
」。

【
團
】
ま
る
め
る
こ
と
な
り
、
一
と
こ
ろ
へ
か
た
ま
る
こ
と
な
り
。「
一
團
の
和
氣
」
は
ひ
と
か
た

ま
り
の
和
氣
な
り
。「
團
聚
」「
團
結
」
は
「
屯
聚
」「
屯
結
」
と
義
近
し
。「
飯
團
」
は
に
ぎ
り
め

し
な
り
。
禪
語
に
「
赤
肉
團
」
①
は
、
こ
の
身
を
い
う
。
こ
の
身
は
赤
き
肉
の
か
た
ま
り
な
り
。「
疑

團
」
②
は
胸
中
に
疑
い
の
心
こ
り
か
た
ま
り
て
あ
る
を
い
う
。

①
『
臨
濟
錄
』
第
三
十
二
則
「
定
上
座
問
臨
濟
」「
赤
肉
團
上
有
一
無
位
眞
人
、
常
從
汝
諸

人
面
門
出
入
」。

②
『
景
德
傳
燈
錄
』「
疑
團
猶
在
也
」。

【
摶
】「
ま
ろ
ば
す
」
と
よ
む
。「
摶
黍
」
は
、
黍
飯
は
も
ち
き
び
の
め
し
な
り
、
今
の
赤
飯
の
ご

と
し
。
粘
る
も
の
な
り
。
箸
に
て
食
し
に
く
き
故
、
手
に
て
に
ぎ
り
か
た
め
て
食
す
る
を
「
摶
」

と
い
う
。「
摶
埴
」
は
粘
土
細
工
な
り
。
こ
れ
も
埴
を
「
ま
ろ
ば
す
」
と
よ
み
て
、
手
に
て
に
ぎ
り

へ
な
つ
ち

て
器
を
作
る
。
こ
れ
ら
は
大
抵
團
の
意
な
り
。
音
同
じ
き
故
、
義
も
通
じ
る
な
り
。「
鵬
摶
扶
搖
」

①
の
時
は
「
う
つ
」
と
よ
む
。
義
別
な
り
。

①
『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
諧
之
言
曰
、
鵬
之
徙
於
南
冥
也
、
水
擊
三
千
里
、
摶
扶
搖
而
上
者

九
萬
里
、
去
以
六
月
息
者
也
」。

【
積
】
つ
む
。
訓
の
如
し
。「
襞
積
」
は
衣
服
の
ひ
だ
な
り
。「
香
積
」
①
は
香
積
如
來
衆
香
を
鉢

に
盛
り
て
食
せ
し
め
た
る
よ
り
僧
厨
を
い
う
。
算
家
の
語
に
「
積
羃
」
②
と
い
う
は
、
開
平
の
坪

を
「
羃
」
と
し
、
開
立
の
坪
を
「
積
」
と
す
。
又
「
シ
」
の
音
に
て
、
去
聲
の
時
、「
つ
も
る
」
と

よ
む
と
い
う
は
非
な
り
。「
積
雪
」「
積
水
」
な
ど
、
や
は
り
「
セ
キ
」
な
り
。
た
だ
「
委
積
」
③

な
ど
、
財
穀
の
上
に
て
つ
む
は
「
セ
キ
」、
つ
み
て
あ
る
は
「
シ
」
な
り
。

①
『
維
摩
經
』「
維
摩
居
士
遣
八
菩
薩
往
衆
香
國
、
禮
佛
言
願
得
世
尊
所
食
之
餘
、
于
是
香

積
如
來
以
衆
香
鉢
盛
飯
舉
之
」。

②
『
隋
書
』
志
第
十
一
律
曆
上
「
四
曰
少
廣
、
以
御
積
羃
方
圓
」。

③
『
周
禮
』
天
官
・
宰
夫
「
掌
其
牢
禮
・
委
積
・
膳
獻
・
飮
食
・
賓
賜
之
飱
牽
、
與
其
陳

數
」。
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【
湊
】【
輳
】「
あ
つ
ま
る
」
と
よ
む
。
一
處
へ
多
く
の
も
の
の
つ
ど
い
よ
る
こ
と
な
り
。「
輻
湊
」

の
類
な
り
。
俗
語
に
「
湊
巧
」
と
い
う
は
、
よ
き
ぐ
あ
い
に
出
合
い
た
る
こ
と
な
り
。「
湊
錢
」
は

錢
を
出
し
合
う
こ
と
な
り
。
水
傍
、
車

傍
、
通
用
す
。

さ
ん
ず
い

く
る
ま
へ
ん

〇
あ
ま
る

12餘

剩

賸

饒

衍

羨

贏

冗

長

零

奇

畸

（
三
、
三
十
九
号
表
）

【
餘
】
み
ち
あ
ま
る
に
も
、
殘
の
義
に
も
、「
餘
外
」「
他
餘
」
の
義
に
も
用
い
る
。
ひ
ろ
き
字
な

り
。
閏
は
月
日
の
あ
ま
り
な
る
ゆ
え
、
閏
の
こ
と
を
「
閏
餘
」
①
と
い
う
。「
三
餘
」
②
の
故
事
よ

り
、
冬
を
「
歳
餘
」
と
い
う
。
宦
者
を
「
刑
餘
」
③
と
い
う
。
刑
せ
ら
れ
た
る
餘
り
の
身
と
い
う

こ
と
な
り
。「
詩
餘
」
と
い
う
樂
曲
の
一
體
と
い
う
詩
、
變
じ
て
詩
餘
と
な
る
。
又
詞
と
も
い
う
。

「
唐
詩
・
宋
詞
・
元
曲
」、
是
れ
な
り
。
曲
は
又
別
な
り
。
又
「
緒
餘
」
は
も
の
の
は
し
は
づ
れ
の

こ
と
な
り
。
緒
音
奢
、
餘
は
以
遮
の
切
。

①
『
史
記
』
曆
書
第
四
「
蓋
黄
帝
考
定
星
曆
、
建
立
五
行
、
起
消
息
、
正
閏
餘
」、
注
「
漢

書
音
義
曰
、
以
歳
之
餘
爲
閏
」。

②
『
魏
略
』（『
三
國
志
』
巻
十
三
、
鍾
繇
華
歆
王
朗
傳
第
十
三
引
）「
從
學
者
云
、
苦
渴
無

日
。
遇
言
當
以
三
餘
。
或
問
三
餘
之
意
、
遇
言
、
冬
者
歳
之
餘
、
夜
者
日
之
餘
、
陰
雨

者
時
之
餘
也
」。

③
『
漢
書
』
蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
毋
將
何
傳
第
四
十
七
「
方
今
聖
道

廢
、
儒
術
不
行
、
以
刑

餘
爲
周
召
、
以
法
律
爲
詩
書
」、「
師
古
曰
、
言
使
奄
人
當
權
軸
也
」。

【
剩
】
も
の
の
多
く
て
あ
ま
り
た
る
を
い
う
。「
剩
材
」「
剩
貨
」
の
類
な
り
。
賸
、
同
字
な
り
。

一
に
賸
は
「
ヨ
ウ
」
の
音
な
り
。「
假
山
剩
水
」
と
い
う
時
は
、「
剩
水
」
①
は
せ
ん
す
い
な
り
。

①
杜
甫
『
陪
鄭
廣
文
遊
何
將
軍
山
林
四
』「
剩
水
滄
江
破
、
殘
山
碣
石
開
」。

【
饒
】
あ
ま
り
多
き
意
な
り
。

【
衍
】【
羨
】
二
字
通
用
す
。
こ
れ
も
あ
ま
り
多
き
意
な
り
。「
衍
文
」
と
い
う
時
は
、
あ
ま
り
入

ら
ぬ
い
や
字
［
彌
字
、
補
い
加
え
た
字
］
な
り
。

【
贏
】
こ
れ
も
み
ち
て
あ
ま
る
意
よ
り
、
商
の
利
を
い
う
。
利
息
の
こ
と
に
は
非
ず
。
農
商
と
も

に
生
産
の
餘
計
を
い
う
。

よ

け
い

【
冗
】【
長
】
二
字
と
も
に
役
に
た
た
ぬ
あ
ま
り
物
な
り
。「
冗
官
」「
長
物
」
な
ど
な
り
。
こ
の
時

は
長
の
字
、
去
聲
。

【
零
】
奇
・
零
と
も
に
數
の
端
な
り
①
。
も
と
「
餘
雨
」
②
と
注
し
て
、
雨
の
し
づ
く
を
い
う
ゆ

は

え
な
り
。「
零
細
」「
零
星
」
な
ど
、
皆
も
の
の
ち
ら
ほ
ら
と
し
た
る
僅
か
な
る
こ
と
を
い
う
。

①
『
正
字
通
』
戌
集
中
「
畸
零
、
凡
數
之
餘
也
」。

②
『
説
文
解
字
』「
零
、
餘
雨
也
。
从
雨
令
聲
」。

【
奇
】「
奇
偶
」
①
の
時
は
、
丁
に
對
す
る
半
な
り
。
そ
れ
よ
り
「
三
丈
有
奇
」
な
ど
、
又
「
奇
零
」

と
い
う
時
、
數
の
端
を
い
う
。
畸
に
も
作
る
②
。「
畸
」
は
も
と
井
田
に
し
た
る
田
の
わ
り
あ
ま
り

を
い
う
③
よ
り
轉
用
す
。

①
『
正
字
通
』
丑
集
下
「
一
者
奇
也
、
二
者
偶
也
。
陽
奇
而
陰
偶
。
一
三
五
七
九
爲
奇
、

二
四
六
八
十
爲
偶
」。

②
『
正
字
通
』
午
集
上
「
凡
數
之
零
餘
者
皆
曰
畸
」。

③
『
説
文
解
字
』「
畸
、

田
也
、
从
田
奇
聲
」。

〇
あ
や
ふ
し

13
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

危

殆

（
三
、
五
十
号
表
）

【
危
】【
殆
】
二
字
共
「
あ
や
う
し
」「
あ
や
ぶ
む
」「
あ
や
う
く
す
」、
皆
用
い
る
。
危
、
も
と
屋

の
棟
①
よ
り
出
で
た
る
字
ゆ
え
、
高
峻
の
義
あ
り
て
、「
危
峰
」
②
「
危
樓
」
③
、
皆
す
ぐ
れ
て
高

き
を
い
う
。「
言
を
危
く
す
」「
行
を
危
く
す
」、
皆
高
峻
に
す
る
意
な
り
。
又
「
危
坐
」
④
は
か
し

こ
ま
る
こ
と
な
り
。「
殆
」
は
「
ほ
と
ん
ど
」
と
よ
み
、
又
「
死
に
殆
し
」「
亡
ぶ
る
に
殆
し
」
な

ち
か

ど
と
用
い
る
。

①
『
禮
記
』
喪
大
記
「
皆
升
自
東
榮
、
中
屋
履
危
」、
注
「
危
、
棟
上
也
」。

②
謝
靈
運
『
山
居
賦
』「
傍
危
峰
、
立
禪
室
」。

③
徐
悱
『
古
意
酬
長
史
漑
登
琅
邪
城
』「
修
篁
壯
下
屬
、
危
樓
峻
上
干
」。

④
『
管
子
』
弟
子
職
「
危
坐
郷
師
、
顔
色
毋
怍
」。

〇
あ
ま
ね
し

14普

溥

周

遍

汎

旁

浹

洽

（
四
、
十
七
号
裏
）

【
普
】【
溥
】
は
ひ
ろ
き
意
あ
り
。

【
周
】【
遍
】
は
、
片
釣
［
不
釣
り
合
い
］
な
く
ゆ
き
わ
た
る
意
あ
り
。

か
た
づ
り

【
汎
】
は
「
う
か
ぶ
」
と
よ
む
字
①
に
て
、
根
な
き
意
あ
る
ゆ
え
、
と
り
し
め
ぬ
義
あ
り
。「
汎
愛
」

②
と
は
、
ひ
ろ
く
た
れ
を
も
か
を
も
愛
す
る
な
り
。「
汎
言
」
は
、
た
だ
總
體
に
て
ひ
ろ
く
い
う
な

り
。
切
の
反
對
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
汎
、
浮
皃
、
从
水
凡
聲
」。

②
『
論
語
』
學
而
「
子
曰
、
弟
子
入
則
孝
、
出
則
悌
。
謹
而
信
、
汎
愛
衆
而
親
仁
。
行
有

餘
力
、
則
以
學
文
」。

【
旁
】
は
「
か
た
は
ら
」
と
い
う
字
に
て
、
か
た
は
ら
、
か
た
わ
き
ま
で
も
わ
た
る
意
に
て
、
普

・
溥
の
字
に
近
し
。

【
浹
】【
洽
】
は
、
水
の
む
ら
な
く
し
み
わ
た
る
よ
り
出
で
た
る
字
に
て
、
ま
ん
べ
ん
に
し
み
わ
た

る
こ
と
な
り
。

〇
あ
さ
し

15淺

薄

菲

涼

漓

澆

稀

淡

（
五
、
十
号
裏
）

【
淺
】「
あ
さ
し
」。
訓
の
如
し
。
深
の
反
對
な
り
。
又
「
淺
屬
」
と
い
う
は
、
虎
の
類
の
獸
を
い

う
。
毛
の
あ
さ
き
獸
な
り
。

【
薄
】「
う
す
し
」。
訓
の
如
し
。
敦
・
厚
の
反
對
な
り
。
義
ひ
ろ
し
。

【
菲
】
薄
惡
の
義
な
り
。
進
物
な
ど
の
粗
相
な
る
を
い
う
。

【
涼
】「
う
す
し
」
①
。「
涼
薄
」
と
連
用
す
。「
人
情
涼
薄
」
な
ど
。「
法
を
涼
に
作
す
」
②
な
ど
、

古
語
に
あ
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
涼
、
薄
也
、
从
水
京
聲
」。

②
『
左
傳
』
昭
公
四
年
「
君
子
作
法
於
涼
、
其
敝
猶
貪
。
作
法
於
貪
、
敝
將
若
之
何
」。

【
漓
】【
澆
】「
う
す
し
」
と
よ
む
。
淳
の
反
對
な
り
。
風
俗
の
う
す
き
に
用
い
る
。

【
稀
】
粥
や
膏
藥
な
ど
の
う
す
き
に
用
い
る
①
。
稠
の
反
對
な
り
。

①
蘇
軾
『
次
韻
田
國
博
部
夫
南
京
見
寄
二
絶
』
之
二
「
火
冷
餳
稀
杏
粥
稠
」。
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【
淡
】「
あ
わ
し
」。
色
の
あ
わ
き
、
味
の
あ
わ
き
な
り
①
。
濃
の
反
對
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、

廣
く
用
い
る
。
あ
つ
さ
り
と
し
た
る
こ
と
な
り
。
又
「
食
淡
」
②
と
は
あ
ぢ
な
き
物
を
食
す
る
こ

と
な
り
。
史
記
に
見
え
る
。
鹽
を
く
わ
ぬ
こ
と
を
い
う
③
こ
と
も
あ
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
淡
、
薄
味
也
、
从
水
炎
聲
」。

②
『
史
記
』
劉
敬
叔
孫
通
列
傳
第
三
十
九
「
今
太
子
仁
孝
、
天
下
皆
聞
之
、
呂
后
與
陛
下

攻
苦
食
啖
、
其
可
背
哉
」、
集
解
「
徐
廣
曰
、
啖
、
一
作
淡
」。

③
『
宋
史
』
列
傳
第
一
百
一
十
五
張
根
「
根
性
至
孝
、
父
病
蠱
戒
鹽
、
根
爲
食
淡
」。

〇
あ
つ
し

16厚

敦

篤

淳

醇

腆

渥

濃

（
五
、
十
一
号
表
）

【
厚
】「
あ
つ
し
」。
訓
の
如
し
。
薄
の
反
對
。
義
ひ
ろ
し
。「
情
厚
し
」
と
は
た
の
も
し
き
な
り
。

「
情
薄
き
」
は
水
く
さ
き
な
り
。「
禮
厚
し
」
と
は
ね
ん
ご
ろ
に
丁
寧
な
る
こ
と
な
り
。
も
の
な
ど

を
塗
る
に
、
い
や
が
う
え
に
塗
り
た
る
は
厚
き
故
、「
あ
つ
し
」
と
い
う
は
、
く
り
か
へ
し
ね
ん
ご

ろ
に
親
切
な
る
こ
と
な
り
。「
風
俗
厚
し
」「
民
德
厚
し
」、
皆
人
の
風
義
の
水
く
さ
く
な
く
、
た
の

も
し
く
親
切
な
る
こ
と
な
り
。「
重
厚
」「
温
厚
」
な
ど
、
皆
性
質
の
上
に
て
い
う
。

【
敦
】「
あ
つ
し
」
と
よ
み
、「
敦
厚
」「
敦
篤
」
と
連
用
し
、
薄
の
反
對
な
り
。
厚
の
字
の
ご
と
く

廣
く
用
い
ず
。
德
行
性
質
の
上
ば
か
り
に
用
い
る
。
厚
の
甚
し
き
な
り
。「
敦
く
喩
す
」
①
「
敦
く

迫
る
」「
敦
く
勉
む
」
②
、
皆
く
り
か
え
し
て
や
ま
ぬ
こ
と
な
り
。
く
り
か
え
し
て
喩
し
、
く
り
か

え
し
て
催
促
し
、
く
り
か
え
し
て
勸
勉
し
て
す
て
お
か
ぬ
こ
と
な
り
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
十
四
李
胤
「
帝
不
聽
、
遣
侍
中
宣
旨
、
優
詔
敦
諭
、
絶
其
章
表
」。

②
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
第
六
「
皆
遵
度
軌
、
和
安
敦
勉
、
莫
不
順
令
」。

【
篤
】「
あ
つ
し
」
と
よ
む
。
薄
の
反
對
に
非
ず
。
敦
の
字
よ
り
も
今
一
き
わ
重
き
樣
な
り
。「
天

性
篤
至
」
①
と
い
う
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
極
信
［
実
直
な
こ
と
］
な
る
こ
と
な
り
。「
論
篤
」
と
い

ご
く
し
ん

う
は
、
議
論
の
極
信
な
る
こ
と
な
り
。「
篤
敬
」
②
は
極
信
に
て
、
も
の
を
粗
末
に
せ
ぬ
こ
と
な

ご
く
し
ん

ご
く
し
ん

り
。「
病
篤
」
③
と
は
病
氣
の
と
り
つ
め
た
る
［
切
迫
す
る
］
こ
と
な
り
。

①
『
句
容
縣
志
』「
李
長
標
、
字
出
林
、
別
號
止
庵
、
邑
李
文
定
曾

孫
。
天
性
篤

至
、
孩
提
即
知
順
親
」。

②
『
論
語
』
衞
靈
公
「
子
曰
、
言
忠
信
、
行
篤
敬
。
雖
蠻
貊
之
邦
行
矣
」。

③
『
史
記
』
范
雎
蔡
澤
列
傳
第
十
九
「
昭
王
彊
起
應
侯
、
應
侯
遂
稱
病
篤
」。

【
淳
】「
あ
つ
し
」
と
よ
む
。
厚
く
て
ま
さ
り
な
き
意
あ
り
。
漓
の
反
對
な
り
。
風
俗
又
は
性
質
の

上
に
用
い
る
。
醇
と
同
字
な
り
。

【
醇
】「
醇
酒
」
①
は
、
ま
さ
り
な
き
厚
き
酒
な
り
。

①
『
史
記
』
宋
微
子
世
家
第
八
「
陳
人
使
婦
人
飮
之
醇
酒
、
以
革
裹
之
、
歸
宋
」。

【
腆
】
菲
の
反
對
な
り
。
進
物
の
上
に
て
念
を
入
れ
た
る
よ
き
物
を
い
う
。「
不
腆
」
①
は
謙
辭
に

て
、
自
分
の
進
物
を
い
う
。

①
『
左
傳
』
成
公
二
年
「
不
腆
敝
賦
」、
注
「
言
不
厚
也
」。

【
渥
】
う
る
お
い
の
洽
ね
き
を
い
う
。「
霑
濡
霶
沛
な
り
」
①
と
注
せ
る
字
な
り
。
故
に
「
至
渥
」

あ
ま

②
と
い
い
、「
殊
渥
」
③
と
い
い
、「
帝
渥
」
④
と
い
う
は
、
皆
恩
の
字
の
意
に
な
る
な
り
。「
あ
つ

し
」
と
よ
む
は
誤
り
な
り
。
又
「
渥
丹
」
⑤
は
う
る
お
え
る
丹
な
り
。

①
『
正
字
通
』
巳
集
上
「
烏
角
切
、
音
握
、
霑
濡
霶
沛
也
、
洽
也
、
潤
也
」。

②
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
高
皇
帝
以
明
聖
威
武
即
天
子
位
、
割
膏
腴
之
地
以
王
諸
公
、

多
者
百
餘
城
、
少
者
乃
三
四
十
縣
、
德
至
渥
也
」。

③
杜
甫
『
寄
李
十
二
白
二
十
韻
』「
文
彩
承
殊
渥
、
流
傳
必
絶
倫
」。

④
蘇
頲
『
奉
和
聖
製
送
張
説
上
集
賢
學
士
賜
宴
得
茲
字
』「
下
際
天
光
近
、
中
來
帝
渥
滋
」。

⑤
『
詩
經
』
秦
風
・
終
南
「
君
子
至
止
、
錦
衣
狐
裘
、
顏
如
渥
丹
、
其
君
也
哉
」。

58



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

【
濃
】
淡
の
反
對
。
こ
き
な
り
。
味
の
こ
き
に
も
、
色
の
こ
き
に
も
、
情
の
こ
き
に
も
皆
用
い
る
。

「
こ
ま
や
か
」
と
い
う
和
訓
に
ひ
か
れ
て
、
世
俗
こ
ま
か
な
る
意
を
帶
び
た
る
よ
う
に
思
う
は
文

盲
至
極
な
り
。

〇
あ
た
ら
し

17新

鮮

改

悛

更

（
五
、
十
四
号
表
）

【
新
】「
あ
た
ら
し
」。
陳
・
舊
・
故
の
反
對
な
り
。「
嘗
新
」
①
は
、
は
つ
も
の
を
食
う
な
り
。「
薦

新
」
②
は
、
は
つ
も
の
を
神
に
進
め
る
な
り
。「
新
人
」
は
、
す
て
ら
れ
た
る
妻
の
新
妻
を
い
い
た

る
な
り
。
詩
に
は
多
く
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
い
え
り
。

①
『
禮
記
』
月
令
「
孟
秋
、
農
乃
登
穀
天
子
嘗
新
先
薦
寢
病
」。

②
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
有
薦
新
、
如
朔
奠
」、
疏
「
薦
新
、
謂
未
葬
中
閒
得
新
味
而
薦
亡
者
」。

【
鮮
】
ぶ
え
ん
［
無
鹽
、
生
で
あ
る
、
新
鮮
で
あ
る
］
の
魚
を
い
う
①
。
轉
用
し
て
味
の
新
し
き

を
も
、
色
の
く
つ
き
り
と
し
て
さ
め
ぬ
を
も
い
う
。

①
『
禮
記
』
内
則
「
冬
宜
鮮
」、
注
「
生
魚
也
」。

【
改
】「
あ
ら
た
む
る
」
と
は
、
も
の
を
な
お
す
こ
と
な
り
。
和
語
に
は
吟
味
す
る
こ
と
の
よ
う
に

思
う
は
非
な
り
。

【
悛
】
惡
を
な
お
し
、
過
ち
を
な
お
す
に
限
る
。
但
し
「
な
ほ
す
」
と
い
う
に
も
少
し
差
別
あ

あ
や
ま

り
。
人
の
あ
し
き
を
な
お
す
は
、「
糺
す
」「
正
す
」「
董
す
」
の
類
な
り
。「
悛
改
」
①
は
、
皆
と

た
だ

た
だ

く
と
な
お
す
こ
と
な
る
ゆ
え
、
今
な
お
し
に
か
か
る
こ
と
に
は
用
い
ず
。
故
に
人
の
過
惡
を
改
め

る
と
い
う
こ
と
は
な
き
な
り
、
我
が
過
惡
を
な
お
す
こ
と
に
用
い
る
な
り
。

①
『
續
列
女
傳
』
張
湯
母
「
母
數
責
怒
、
性
不
能
悛
改
」。

【
更
】
改
の
字
の
義
と
同
じ
。「
更
始
」
①
「
更
新
」
②
な
ど
と
連
用
し
て
、
き
り
か
え
し
な
お
す

意
多
し
。①

『
禮
記
』
月
令
「
數
將
幾
終
、
歳
且
更
始
」。

②
『
新
唐
書
』
列
傳
第
二
十
八
孫
伏
伽
「
此
非
直
赦
有
罪
、
是
亦
與
天
下
更
新
辭
也
」。

〇
あ
を
し

18靑

碧

綠

紺

翠

縹

緗

蒼

（
五
、
二
十
八
号
表
）

【
靑
】「
あ
を
し
」。
訓
の
如
し
。
さ
れ
ど
も
た
だ
靑
色
と
い
う
色
、
い
か
な
る
色
と
も
と
く
と
定

め
が
た
し
。
も
え
ぎ
の
黄
な
る
と
こ
ろ
な
く
、
紺
の
あ
か
き
光
な
き
に
て
思
い
合
わ
す
べ
き
な
り
。

「
靑
年
」
①
は
少
年
な
り
。「
靑
衿
」
②
は
諸
生
な
り
。「
靑
衣
」
③
は
奴
婢
な
り
。「
丹
靑
」
④
は

畫
な
り
。
但
し
彩
色
畫
な
り
。

①
牟
融
『
寄
張
源
』「
靑
年
倶
未
達
、
白
社
獨
離
羣
」。

②
『
詩
經
』
鄭
風
・
子
衿
「
靑
靑
子
衿
、
悠
悠
我
心
」、
傳
「
靑
衿
、
靑
領
也
。
學
子
之
所

服
」。

③
蔡
邕
『
靑
衣
賦
』〔『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
五
〕「
停
停
溝
側
、
噭
噭
靑
衣
、
我
思
遠
逝
」。

④
『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
第
二
十
四
「
雖
古
竹
帛
所
載
、
丹
靑
所
畫
、
何
以
過
子
卿
」。

【
碧
】
靑
と
白
と
合
す
る
色
と
い
え
り
①
。
さ
れ
ど
も
あ
さ
ぎ
の
こ
と
に
は
非
ず
、
こ
き
は
な
い

ろ
な
り
。「
金
碧
」
②
と
い
う
は
、
彩
色
に
金
泥
金
靑
を
使
う
を
い
う
。
さ
れ
ば
金
靑
な
ど
の
色
の

如
く
な
る
を
い
う
。
靑
色
の
内
に
瑩
潔
の
色
あ
る
を
「
靑
と
白
と
合
す
る
」
と
い
う
な
る
べ
し
、

淺
靑
色
に
非
ず
。

①
『
論
語
』
陽
貨
「
子
曰
、
惡
紫
之
奪
朱
也
、
惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
也
。
惡
利
口
之
覆
邦
家

者
」、
疏
「
金
色
白
、
金
刻
木
故
碧
、
色
靑
白
也
」。

②
江
淹
『
雜
體
詩
序
』「
故
玄
黄
經
緯
之
辨
、
金
碧
浮
沈
之
殊
」。
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【
綠
】
靑
黄
の
合
色
①
。
も
え
ぎ
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
綠
、
帛
靑
黄
色
也
、
从
糸
彔
聲
」。

【
紺
】
深
靑
揚
赤
色
①
と
て
、
し
ん
に
靑
き
、
内
に
あ
か
び
か
り
の
あ
る
を
い
う
。
今
の
紺
色
な

り
。

①
『
説
文
解
字
』「
紺
、
帛
深
靑
揚
赤
色
也
。
从
糸
甘
聲
」。

『
釋
名
』「
紺
含
也
。
謂
靑
而
含
赤
色
也
」。

【
翠
】
か
わ
せ
み
と
い
う
鳥
の
羽
の
色
な
り
①
。
紺
と
同
色
な
る
べ
し
。「
珠
翠
」
②
と
い
う
は
婦

人
の
服
飾
な
り
。

①
『
增
韻
』「
赤
羽
曰
翡
、
靑
羽
曰
翠
、
翠
小
如
燕
毛
靑
黒
色
」。

②
傅
毅
『
舞
賦
』〔『
文
選
』
巻
十
七
〕「
珠
翠
的
皪
而
炤
燿
兮
、
華
袿
飛
髾
而
雜
纎
羅
」、
注

「
善
曰
、
珠
翠
、
珠
及
翡
翠
也
。
銑
曰
、
翠
、
謂
畫
翡
翠
羽
也
。
的
皪
、
照
曜
、
珠
翠

之
光
色
也
」。

【
縹
】
あ
さ
ぎ
な
り
。

【
緗
】
も
え
ぎ
の
き
ば
み
た
る
な
り
。

【
蒼
】「
あ
を
し
」
と
よ
め
ど
も
、
前
の
諸
色
と
大
い
に
殊
な
り
。「
鬢
毛
蒼
た
り
」
①
と
は
、
斑

白
の
人
の
鬢
毛
黑
白
雜
り
た
る
を
い
う
。
五
十
を
「
艾
」
と
い
う
②
も
、
髪
蒼
白
に
し
て
艾
色

ま
ぢ

よ
も
ぎ

の
如
し
と
い
え
り
。
天
を
「
彼
蒼
」
③
と
い
い
、
天
の
色
を
「
蒼
々
然
た
り
」
④
と
い
い
、
又
原

野
の
草
色
を
遠
く
望
み
た
る
と
こ
ろ
を
「
莽
蒼
」
⑤
と
い
う
。
た
だ
か
す
み
の
色
な
ど
の
靑
き
に

も
非
ず
、
黑
き
に
も
非
ず
、
か
す
は
げ
た
る
よ
う
な
る
色
を
い
う
と
見
え
た
り
。「
月
蒼
蒼
」
⑥
「
蒼

涼
た
り
」
⑦
な
ど
、
皆
さ
だ
か
な
ら
ぬ
よ
り
す
さ
ま
じ
き
體
を
い
う
な
り
。「
蒼
鷹
」
⑧
「
蒼
狗
」

て
い

⑨
な
ど
、
皆
か
す
は
げ
た
る
よ
う
な
る
色
を
い
う
と
見
え
た
り
。

①
岑
參
『
陪
狄
員
外
早
秋
登
府
西
樓
因
呈
院
中
諸
公
』「
知
己
猶
未
報
、
鬢
毛
颯
已
蒼
」。

杜
甫
『
承
沈
八
丈
東
美
除
膳
部
員
外
阻
雨
未
遂
馳
賀
奉
寄
此
詩
』「
徒
懷
貢
公
喜
、
颯
颯

鬢
毛
蒼
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
「
五
十
曰
艾
、
服
官
政
」、
疏
「
髪
蒼
白
色
如
艾
也
」。

③
『
詩
經
』
秦
風
・
黄
鳥
「
彼
蒼
者
天
、
殲
我
良
人
」。

④
『
詩
經
』
王
風
・
黍
離
「
悠
悠
蒼
天
、
此
何
人
哉
」、
傳
「
據
遠
視
之
蒼
蒼
然
、
則
稱
蒼

天
」。

⑤
『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
適
莽
蒼
者
三
飧
而
反
」、
注
「
艸
野
之
色
也
」。

⑥
許
渾
『
洛
東
蘭
若
夜
歸
』「
又
歸
何
處
去
、
塵
路
月
蒼
蒼
」。

⑦
皎
然
『
集
湯
評
事
衡
湖
上
望
微
雨
』「
蒼
涼
遠
景
中
、
雨
色
綠
山
有
」。

⑧
『
戰
國
策
』
魏
策
四
「
要
離
之
刺
慶
忌
也
、
倉
鷹
擊
於
殿
上
」。

⑨
杜
甫
『
可
歎
』「
天
上
浮
雲
如
白
衣
、
斯
須
改
變
如
蒼
狗
」。

〇
あ
か
し

19赤

紅

丹

絳

緋

殷

騂

朱

（
五
、
廿
九
号
表
）

【
赤
】「
あ
か
し
」。
訓
の
如
し
。

【
紅
】「
く
れ
な
ゐ
」。「
赤
白
の
合
色
」
①
と
い
え
り
。
さ
れ
ば
も
も
色
な
り
。
さ
れ
ど
も
淺
赤
を

い
う
に
は
非
ず
、
今
い
う
も
み
の
色
な
り
。
赤
色
の
内
に
は
え
た
る
と
こ
ろ
あ
る
を
「
赤
白
の
合

色
」
と
い
う
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
紅
、
帛
赤
白
色
也
。
从
糸
工
聲
」。

【
丹
】「
あ
か
し
」
と
よ
む
。
丹
砂
の
色
な
り
①
、
大
赤
な
り
。「
淺
丹
」「
微
丹
」
な
ど
と
用
い
る

こ
と
な
し
。
又
丹
砂
を
「
丹
」
と
い
う
よ
り
、
仙
藥
の
總
名
を
い
う
。「
外
丹
」
②
は
藥
物
を
い
う
。
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「
内
丹
」
③
は
、
氣
を
服
し
津
を
呑
み
て
神
仙
の
術
に
す
る
を
い
う
。「
大
丹
」
④
は
、
仙
藥
を
貴

重
す
る
詞
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
丹
、
巴
越
之
赤
石
也
。
象
采
丹
井
、
象
丹
形
」。

②
『
書
言
故
事
』
神
仙
類
「
道
家
以
烹
鼎
金
石
爲
外
丹
」。

③
蘇
軾
『
送
蹇
道
士
歸
瀘
山
』「
緜
緜
不
絶
微
風
裏
、
内
外
丹
成
一
彈
指
」、
注
「
道
家
以

烹
錬
金
石
爲
外
丹
、
龍
虎
胎
息
、
吐
息
納
新
以
内
丹
」。

④
『
唐
書
』
藝
文
志
「
李
林
甫
唐
朝
煉
大
丹
感
應
頌
一
卷
、
嚴
靜
大
丹
至
論
一
卷
」。

【
絳
】
大
赤
色
な
り
①
。
染
色
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
絳
、
大
赤
也
、
从
糸
夅
聲
」。

【
緋
】
深
紅
色
な
り
①
。
こ
れ
も
染
色
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
帛
赤
色
也
、
从
糸
非
聲
」。

【
殷
】
赤
黑
色
な
り
。
血
の
も
の
に
染
め
て
、
ふ
る
く
な
り
た
る
色
に
用
い
た
る
こ
と
あ
り
。

【
騂
】
赤
馬
な
り
①
。「
面
騂
然
た
り
」
②
と
は
赤
面
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
説
文
新
附
』「
騂
、
馬
赤
色
也
」。

②
韓
愈
『
初
南
食
』「
腥
臊
始
發
越
、
咀
呑
面
汗
騂
」。

【
朱
】
朱
砂
な
り
。「
朱
衣
」「
朱
冠
」「
朱
色
」、
皆
あ
か
き
こ
と
な
り
。「
あ
か
し
」
と
用
い
た
る

こ
と
は
罕
な
り
。

ま
れ

〇
あ
そ
ぶ

20游

遨

熙

戲

劇

謔

淫

慰

（
六
、
十
号
裏
）

【
游
】
遊
と
同
字
な
り
。「
あ
そ
ぶ
」
と
訓
ず
。
嬉
・
戲
の
義
と
心
得
る
は
非
な
り
。「
游
戲
」
①

と
連
用
す
る
と
き
も
、
游
行
の
義
な
り
。
行
の
字
と
の
別
は
、「
遊
」
は
遊
山
に
あ
る
く
こ
と
な
り
。

「
盤
遊
」「
慢
遊
」「
遨
遊
」「
神
遊
」「
天
遊
」「
遠
遊
」
の
類
、
是
れ
な
り
。
皆
緊
要
な
る
用
事
も

な
く
し
て
、
ふ
ら
つ
き
あ
る
く
こ
と
な
り
。「
藝
に
游
ぶ
」
②
も
こ
の
意
な
り
。
故
に
「
游
暇
」
と

連
用
す
。「
貴
游
子
弟
」
③
と
い
う
は
、
貴
人
の
子
弟
の
游
學
す
る
を
い
う
。
こ
の
外
、「
某
人
に

從
ひ
て
遊
ぶ
」
と
い
う
は
遊
學
な
り
。
古
は
皆
遠
國
を
か
け
あ
る
き
て
學
ぶ
故
な
り
。「
游
暇
」「
遠

游
」「
交
游
」
の
義
を
兼
ね
る
。「
交
游
」
④
も
郷
里
の
人
に
交
わ
る
に
非
ず
、
多
く
は
他
州
他
郡

の
人
に
交
わ
る
故
、「
交
游
」
と
い
う
。「
游
説
」「
游
俠
」、
皆
こ
れ
な
り
。
孟
子
に
は
游
説
の
こ

と
を
「
游
」
と
い
え
り
⑤
。「
宦
游
」
⑥
と
は
遠
國
へ
奉
公
す
る
こ
と
な
り
。
遊
山
が
て
ら
に
遠
國

ゆ

さ
ん

に
仕
え
る
よ
り
通
し
て
、
遠
宦
を
「
宦
遊
」
と
い
う
。
司
馬
長
卿
が
「
倦
游
」
⑦
と
い
う
は
、
奉

公
に
退
屈
し
た
る
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
「
宦
游
」
と
い
う
よ
り
、
宦
の
こ
と
を
「
游
」
と
い
い
た

る
な
り
。「
游
女
」
⑧
と
い
う
は
、
う
か
れ
あ
る
く
女
と
い
う
こ
と
な
り
。「
優
游
」
⑨
は
自
得
の
貌
。

さ
ま

こ
の
時
は
遊
の
字
を
用
い
ず
。「
游
泳
」「
遡
游
」
は
お
よ
ぐ
な
り
。
こ
の
時
も
遊
の
字
を
用
い
ず
。

「
遊
旅
」「
西
遊
」「
東
遊
」
な
ど
專
ら
遠
行
を
い
う
。

①
『
史
記
』
韓
長
孺
列
傳
第
四
十
八
「
出
入
游
戲
、
僭
於
天
子
」。

②
『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
志
於
道
、
據
於
德
、
依
於
仁
、
游
於
藝
」。

③
『
周
禮
』
師
氏
「
凡
國
之
貴
遊
子
弟
學
焉
」、
注
「
王
公
之
子
弟
遊
無
官
司
者
」、
疏
「
以

其
未
仕
而
在
學
遊
暇
習
業
」。

④
『
戰
國
策
』
齊
策
六
「
燕
王
必
喜
。
士
民
見
公
如
見
父
母
、
交
游
擾
臂
、
而
議
於
世
、

功
業
可
明
矣
」。

⑤
『
孟
子
』
盡
心
上
「
吾
語
子
遊
」、
集
注
「
遊
、
遊
説
也
」。

⑥
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
「
吉
曰
、
長
卿
久
宦
遊
不
逐
、
而
來
過
我
」。

⑦
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
「
今
文
君
已
失
身
於
司
馬
長
卿
、
長
卿
故
倦
游
、

雖
貧
、
其
人
材
足
依
也
、
且
又
令
客
、
獨
柰
何
相
辱
如
此
」。

⑧
『
詩
經
』
周
南
・
漢
廣
「
漢
有
游
女
、
不
可
求
思
」。

⑨
『
詩
經
』
小
雅
・
鴻
鳫
之
什
・
白
駒
「
愼
爾
優
游
、
勉
爾
遁
思
」。
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【
遨
】
敖
と
同
字
な
り
。
敖
は
傲
に
も
通
ず
。
遨
、「
あ
そ
ぶ
」
と
よ
む
時
は
、
遊
の
字
と
同
義
な

り
。
遊
山
に
あ
る
く
こ
と
ば
か
り
に
用
い
る
。
遊
の
字
の
如
く
に
廣
く
は
用
い
ず
。

ゆ

さ
ん

【
熙
】
戲
・
嬉
の
二
字
と
同
じ
く
、
あ
そ
び
た
わ
む
れ
る
こ
と
な
り
。
上
に
見
え
る
。
和
語
の
「
あ

そ
ぶ
」
は
こ
の
字
な
り
。

【
戲
】
お
ど
け
座
興
な
り
。
又
あ
そ
び
な
り
。「
兒
戲
」
は
こ
ど
も
あ
そ
び
な
り
。
相
撲
を
「
角
抵
」

①
と
い
う
。
博
奕
を
「
博
戲
」
②
と
い
う
。
軽
業
を
「
都
盧
戲
」
③
と
い
う
類
な
り
。「
戲
場
」
は

歌
舞
伎
の
舞
臺
な
り
。「
戲
子
」
は
か
ぶ
き
す
る
人
な
り
。「
戲
馬
」
は
曲
馬
な
り
。

①
『
漢
書
』
武
帝
紀
第
六
「
三
年
春
、
作
角
抵
戲
、
三
百
里
内
皆
觀
」。
本
文
は
「
戲
」
字

が
脱
す
る
か
。

②
『
史
記
』
貨
殖
列
傳
第
六
十
九
「
博
戲
馳
逐
、
鬪
雞
走
狗
、
作
色
相
矜
」。

③
『
漢
書
』
西
域
傳
第
六
十
六
下
「
設
酒
池
肉
林
以
饗
四
夷
之
客
、
作
巴
兪
都
盧
、
海
中

碭
據
句
、
漫
衍
魚
龍
、
角
抵
之
戲
以
觀
使
之
」。

【
劇
】「
戲
劇
」
と
連
用
し
て
、
お
ど
け
く
る
う
こ
と
な
り
。「
雜
劇
」
と
い
う
は
今
世
の
狂
言
な

り
。

【
謔
】
こ
は
ぢ
や
れ
を
い
う
。「
謔
浪
」
①
「
笑
謔
」
②
。

①
陸
機
『
七
微
』〔『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
七
〕「
關
雎
以
寤
寐
爲
戚
、
溱
洧
以
謔
浪
爲
歡
」。

②
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
「
后
在
位
恭
儉
、
少
嗜
玩
、
不
喜
笑
謔
、
性
仁
孝
、
多
矜

慈
」。

【
淫
】「
た
は
る
る
」
と
よ
む
。「
た
は
ふ
る
る
」
と
は
よ
ま
ず
。
淫
亂
な
り
。
な
に
に
て
も
深
く

好
ん
で
、
溺
れ
過
る
を
淫
と
い
う
。「
書
淫
」「
茗
淫
」「
酒
に
淫
す
」
①
の
類
な
り
。「
婬
」
に
作

る
と
き
は
、
女
色
の
淫
亂
に
か
ぎ
る
。
佛
書
に
は
交
接
を
「
婬
」
と
い
う
。

①
『
晉
書
』
載
記
第
三
劉
曜
「
曜
少
而
淫
酒
、
末
年
尤
甚
」。

【
慰
】
人
を
な
ぐ
さ
め
る
な
り
。
人
の
憂
い
に
沈
み
、
不
仕
合
せ
な
る
を
い
い
、
な
ぐ
さ
め
又
勞

苦
す
る
を
な
ご
む
る
な
り
。「
弔
慰
」
①
「
勞
慰
」
②
と
連
用
す
。
又
書
柬
に
人
の
息
災
な
る
を
き

き
て
は
「
欣
慰
少
な
か
ら
ず
」
と
い
う
は
、
我
が
き
づ
か
う
心
を
な
ぐ
さ
め
る
な
り
。
和
語
の
「
な

ぐ
さ
む
」
に
用
い
る
べ
か
ら
ず
。

①
『
梁
書
』
列
傳
第
四
十
三
、
文
學
上
、
劉
曜
「
祖
伯
龍
、
居
父
憂
以
孝
聞
、
宋
武
帝
敕

皇
太
子
諸
王
、
竝
往
弔
慰
」。

②
『
後
漢
書
』
任
李
萬
邳
劉
耿
列
傳
第
十
一
「
乃
復
遣
純
、
持
節
、
行
赦
、
令
於
幽
冀
、

所
過
並
使
勞
慰
王
侯
」。

〇
あ
ざ
む
く

21欺

詒

紿

謾

瞞

誕

譸

誑

誣

罔

矯

侮

易

强

陵

掠

（
六
、
三
十

七
号
表
）

【
欺
】
あ
な
ど
り
て
だ
ま
す
こ
と
な
り
。
あ
な
ど
る
方
を
主
と
し
て
用
い
る
こ
と
あ
り
。「
松
柏
、

霜
雪
を
欺
く
」
①
の
類
な
り
。
だ
ま
す
方
を
主
と
し
て
用
い
る
こ
と
あ
り
。「
君
子
を
ば
欺
く
可
く

し
て
罔
ふ
可
か
ら
ず
」
②
の
類
な
り
。

①
「
松
柏
欺
霜
雪
」
未
詳

②
『
論
語
』
雍
也
「
宰
我
問
曰
、
仁
者
、
雖
告
之
曰
、
井
有
仁
焉
。
其
從
之
也
。
子
曰
、

何
爲
其
然
也
。
君
子
可
逝
也
、
不
可
陷
也
。
可
欺
也
、
不
可
罔
也
」。

【
詒
】【
紿
】【
謾
】【
瞞
】「
あ
ざ
む
く
」
と
訓
ず
。
だ
ま
す
こ
と
な
り
。
詒
・
紿
と
同
字
な
り
。

謾
・
瞞
と
同
字
な
り
。
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【
誕
】
大
言
な
り
①
。
故
に
「
あ
ざ
む
く
」
と
も
よ
む
。
過
大
の
言
は
あ
な
ど
る
意
あ
り
て
、
だ

ま
す
に
な
る
ゆ
え
な
り
。

①
『
漢
書
』
嚴
朱
吾
丘
主
父
徐
嚴
終
王
買
傳
三
十
四
上
「
皆
醉
、
大
呼
曰
、
妄
誕
耳
」、

注
「
師
古
曰
、
誕
、
大
言
也
」。

【
譸
】【
誑
】「
た
ぶ
ら
か
す
」
と
よ
む
。
ひ
と
を
だ
ま
し
て
ま
ど
わ
す
な
り
。

【
誣
】「
し
ゐ
る
」
と
よ
む
。
言
い
掠
め
る
［
ご
ま
か
す
］
な
り
、
非
を
是
の
よ
う
に
い
い
ま
げ
る

か
す

な
り
。

【
罔
】「
し
ゆ
」
と
よ
む
。
な
き
も
の
に
す
る
意
な
り
。「
上
を
罔
ゆ
」「
君
長
を
罔
ゆ
」
①
。

し

①
『
三
國
志
』
魏
書
・
武
帝
紀
第
一
「
此
皆
以
白
爲
黑
、
欺
天
罔
君
者
也
」。

【
矯
】
上
に
見
え
る
。「
し
ゆ
」
と
よ
む
に
非
ず
。「
つ
く
る
」「
い
つ
は
る
」
と
よ
む
。
義
近
き
故

に
こ
こ
に
附
す
。

【
侮
】「
あ
な
ど
る
」
と
訓
ず
。
輕
ん
じ
な
ぶ
る
こ
と
な
り
。

【
易
】「
あ
な
ど
る
」
と
訓
ず
。
心
や
す
く
あ
し
ら
う
こ
と
な
り
。

【
强
】「
し
ゆ
」
と
よ
め
ど
も
、
罔
の
字
の
義
に
非
ず
。
人
に
も
の
を
し
い
る
な
り
。
勸
め
る
意
な

り
。

【
陵
】「
し
の
ぐ
」
と
訓
ず
。
も
の
を
お
し
つ
け
る
こ
と
な
り
。「
陵
侮
」
①
「
陵
易
」
②
な
ど
と

連
用
す
。
日
常
語
に
「
暑
氣
を
し
の
ぐ
」「
寒
氣
を
し
の
ぐ
」
な
ど
と
心
得
る
は
大
い
に
非
な
り
。

①
『
六
韜
』
文
韜
・
上
賢
「
六
曰
、
强
宗
侵
奪
陵
侮
貧
弱
者
、
傷
庶
人
之
業
」。

②
『
後
漢
書
』
西
羌
傳
第
七
十
七
「
滇
良
父
、
積
見
陵
易
、
憤
怒
」。

【
掠
】「
か
す
む
る
」
と
よ
む
。
人
の
物
を
脇
よ
り
さ
ら
い
て
取
る
な
り
。
日
常
語
に
欺
侮
の
義
に

心
得
る
は
大
い
に
非
な
り
。

〇
あ
や
ま
る

22誤

謬

錯

差

訛

詿

躛

愆

過

失

眚

（
六
、
四
十
五
号
裏
）

【
誤
】「
あ
や
ま
る
」「
あ
や
ま
り
」
と
訓
ず
。
し
ぞ
こ
な
い
な
り
、
手
あ
や
ま
ち
［
あ
や
ま
ち
、

過
失
］
な
り
、
と
り
は
ず
し
［
失
敗
、
し
く
じ
り
］
な
り
。「
誤
り
て
同
舍
郎
の
金
を
持
し
去
る
」

①
と
は
、
と
り
ち
が
え
て
相
部
屋
の
金
を
持
ち
て
ゆ
く
な
り
。「
誤
寫
」
は
か
き
ぞ
こ
な
い
な
り
。

ま
た
「
天
下
の
蒼
生
を
誤
る
者
は
必
ず
こ
の
人
な
ら
ん
」
②
「
儒
冠
多
く
身
を
誤
る
」
③
な
ど
は

皆
し
そ
こ
な
う
な
り
。

①
『
史
記
』
萬
石
張
叔
列
傳
第
四
十
三
「
其
同
舍
有
告
歸
、
誤
持
同
舍
郎
金
去
、
已
而
金

主
覺
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
王
衍
「
何
物
老
嫗
、
生
寧
馨
兒
。
然
誤
天
下
蒼
生
者
、
未
必
非

此
人
也
」。

③
杜
甫
『
奉
贈
韋
左
丞
丈
二
十
二
韻
』「
執
袴
不
餓
死
、
儒
冠
多
誤
身
」。

【
謬
】「
あ
や
ま
る
」「
あ
や
ま
り
」
と
訓
ず
。
誤
の
字
と
同
義
な
り
。
繆
の
字
と
通
用
す
。「
繆
」

は
織
物
の
絲
す
ぢ
の
ち
が
い
た
る
な
り
①
。「
紕
繆
」
と
連
用
す
。「
紕
」
は
織
物
の
絲
の
う
き
た

る
な
り
②
。
轉
用
し
て
、
多
き
内
に
覺
え
ず
し
て
す
ぢ
の
ち
が
い
た
る
こ
と
の
あ
る
を
「
紕
繆
」

③
と
い
う
。「
謬
」
は
「
狂
者
の
妄
言
な
り
」
④
と
注
し
て
、
詞
の
理
す
ぢ
の
と
り
ち
が
え
あ
る
こ

と
を
い
う
。
故
に
通
用
し
て
、「
謬
誤
」「
訛
謬
」「
錯
謬
」
な
ど
連
用
し
て
同
意
な
り
。
さ
れ
ど
も

用
法
自
ら
別
な
り
。「
繆
り
て
恭
敬
を
爲
す
」
⑤
と
い
う
は
、
す
ぢ
を
ち
が
え
て
慇
懃
に
あ
ひ
し
ら

う
な
り
。
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①
『
後
漢
書
』
輿
服
志
上
「
貳
轂
兩
轄
、
金
薄
繆
爲
輿
倚
較
」、
注
「
徐
廣
曰
、
繆
、
交
錯

之
形
也
」。

②
『
六
書
故
』「
經
緯
不
相
持
曰
紕
、
錯
亂
曰
繆
」。

③
『
禮
記
』
大
傳
「
五
者
一
物
紕
繆
、
民
莫
得
其
死
」、
注
「
五
者
上
文
治
親
報
功
舉
賢
使

能
在
愛
也
、
物
、
事
也
。
紕
繆
、
舛
戻
也
」。

④
『
説
文
解
字
』「
謬
、
狂
者
之
妄
言
也
。
从
言
翏
聲
」。

⑤
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
「
臨
卭
令
繆
爲
恭
敬
、
日
往
朝
相
如
」。

【
錯
】「
あ
や
ま
る
」「
あ
や
ま
り
」
と
訓
ず
。
も
と
や
す
り
の
類
な
り
①
。
齒
入
れ
ち
が
い
て
あ

る
よ
り
轉
用
し
て
、
も
の
の
入
れ
ち
が
い
て
あ
る
こ
と
を
「
交
錯
」
②
「
錯
互
」
③
と
い
う
。
く

い
ち
が
い
て
あ
わ
ぬ
よ
り
轉
用
し
て
、
も
の
の
と
り
ち
が
え
を
「
差
錯
」
④
「
錯
誤
」
⑤
と
い
う
。

俗
語
に
は
誤
の
字
の
代
り
に
、
皆
錯
の
字
を
用
い
る
。

①
『
廣
雅
』
釋
器
「
鑢
謂
之
錯
」。

②
『
詩
經
』
小
雅
・
谷
風
之
什
・
楚
茨
「
獻
醻
交
錯
、
禮
儀
卒
度
、
笑
語
卒
獲
」。

③
『
書
經
』
舜
典
「
濬
哲
文
明
溫
恭
、
允
塞
」、
疏
「
堯
舜
道
同
、
德
亦
如
一
、
史
官
錯
互

爲
文
」。

④
『
漢
書
』
司
馬
相
如
傳
第
五
十
七
「
紛
湛
湛
其
差
錯
兮
、
雜
遝
膠
輵
以
方
馳
」、
注
「
師

古
曰
、
差
錯
、
交
互
也
」。

⑤
王
叡
『
三
感
論
』「
過
繆
錯
誤
、
莫
得
知
矣
」。

【
差
】「
た
が
ふ
」
と
い
う
字
よ
り
、「
過
差
」
①
「
差
誤
」
②
「
差
錯
」
な
ど
連
用
す
。
さ
れ
ど

も
誤
の
字
の
意
に
は
用
い
ず
。
多
く
は
過
の
字
の
意
に
用
い
る
。
覺
え
ぬ
と
こ
ろ
を
主
と
せ
ず
、

た
が
う
と
こ
ろ
を
主
と
す
る
故
な
り
。

①
『
漢
書
』
五
行
志
第
七
中
之
上
「
言
上
號
令
不
順
民
心
、
虛
譁
憒
亂
、
則
不
能
海
内
、

失
在
過
差
」。

②
『
韓
非
子
』
制
分
第
五
十
五
「
是
以
賞
罰
擾
亂
、
邦
道
差
誤
、
刑
賞
之
不
分
白
也
」。

【
訛
】「
あ
や
ま
り
」
と
訓
ず
。
上
下
の
諸
字
と
大
い
に
殊
な
り
。
世
閒
一
同
の
習
わ
し
に
て
あ
や

ま
る
な
り
。
も
と
「
訛
言
」
①
と
い
う
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
。「
訛
言
」
は
世
閒
一
同
に
い
い
ふ

ら
す
、
世
話
に
て
も
、
風
説
に
て
も
、
又
は
や
り
う
た
に
て
も
、
皆
「
訛
言
」
な
り
。「
訛
字
」
は
、

字
の
點
畫
を
中
比
よ
り
い
つ
と
な
く
か
き
ち
が
え
た
る
を
い
う
。「
訛
音
」
は
な
ま
り
な
り
。

な
か
ご
ろ

①
『
詩
經
』
小
雅
・
鴻
鴈
之
什
・
沔
水
「
鴪
彼
飛
隼
、
率
彼
中
陵
。
民
之
訛
言
、
寧
莫
之

懲
」。

【
詿
】「
あ
や
ま
る
」
と
訓
ず
。
他
を
誤
ま
る
こ
と
な
り
。「
天
下
を
詿
誤
す
」
①
「
天
下
を
詿
亂

す
」
②
。①

『
戰
國
策
』
韓
策
一
「
夫
不
顧
社
稷
之
長
利
、
聽
須
臾
之
説
、
詿
誤
人
主
者
、
無
過
於

此
者
矣
」。

②
『
史
記
』
呉
王
濞
列
傳
第
四
十
六
「
絶
先
帝
功
臣
、
進
任
姦
宄
、
詿
亂
天
下
、
欲
危
社

稷
」。

【
躛
】
過
差
の
言
な
り
。

①
『
左
傳
』
哀
公
二
十
四
年
「
又
焉
能
進
、
是
躛
言
也
」、
杜
注
「
躛
、
過
也
」、
釋
文
「
躛
、

戸
快
反
、
謂
過
謬
之
言
」。

【
愆
】「
あ
や
ま
ち
」
と
訓
ず
。「
罪
愆
」「
愆
失
」
①
「
過
愆
」
な
ど
連
用
す
。
過
失
の
義
な
り
。

重
き
字
な
り
。

①
『
漢
書
』
王
莽
傳
第
六
十
九
下
「
至
於
黄
髪
、
靡
有
愆
失
」。

【
過
】「
あ
や
ま
ち
」
と
訓
ず
。
惡
の
心
な
き
を
「
過
」
と
い
い
、
過
ち
の
心
あ
る
を
「
惡
」
と
い

う
①
。

①
『
正
字
通
』
酉
集
下
「
過
、
失
誤
也
。
無
心
之
失
、
謂
之
過
、
有
心
之
過
、
謂
之
惡
」。
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【
失
】「
あ
や
ま
ち
」
と
訓
ず
。「
失
誤
」「
過
失
」
と
連
用
す
。「
手
を
失
す
」
①
と
は
、
覺
え
ず

取
り
落
と
す
こ
と
な
り
。「
失
笑
」
は
、
覺
え
ず
吹
き
出
し
て
笑
う
な
り
。
故
に
覺
え
ず
ふ
と
し
た

る
し
そ
こ
な
い
を
い
う
。
又
「
得
失
」
と
反
對
す
。
過
の
字
に
似
た
れ
ど
も
、
あ
な
が
ち
に
有
心

無
心
に
限
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
自
然
と
出
づ
る
不
足
の
と
こ
ろ
を
い
う
。

①
方
干
『
題
贈
李
校
書
』「
名
場
失
手
一
年
年
、
月
桂
嘗
聞
到
手
」。

【
眚
】「
あ
や
ま
ち
」「
わ
ざ
は
い
」
と
訓
ず
。
元
來
目
の
星
を
「
眚
」
と
い
う
①
よ
り
、
瑕
を
「
眚
」

と
い
う
。
故
に
過
失
の
義
に
用
い
る
。
又
「
わ
ざ
は
い
」
と
い
う
は
、
内
妖
を
「
眚
」
と
い
い
、

外
妖
を
「
祥
」
と
い
う
②
。
内
に
生
ず
る
妖
怪
な
り
。
又
赦
宥
の
義
に
用
い
る
こ
と
あ
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
眚
、
目
病
生
翳
也
。
从
目
生
聲
」。

②
『
漢
書
』
五
行
志
第
七
中
之
上
「
時
則
有
靑
眚
靑
祥
」、
注
「
李
奇
曰
、
内
曰
眚
、
外
曰

祥
」。

〇
あ
ら
そ
ふ

23爭

竸

（
後
一
、
十
八
号
裏
）

【
爭
】「
あ
ら
そ
ふ
」
と
よ
む
。
元
來
爪
に
從
い
曳
の
省
に
從
う
。
爪
に
て
ひ
く
意
な
り
。
故
に
も

の
を
ひ
き
あ
い
て
、
と
ら
れ
ま
じ
と
す
る
を
い
う
。
書
經
に
「
天
下
、
汝
と
能
を
爭
ふ
莫
し
」
①
、

詩
經
に
「
時
に
爭
ひ
有
る
靡
し
」
②
、
論
語
に
「
其
の
爭
ふ
や
君
子
」
③
、
禮
記
に
「
紛
爭
竸
訟
、

な

禮
に
非
ざ
れ
ば
决
せ
ず
」
④
、
晉
語
に
「
心
竸
ひ
て
力
爭
は
ず
」
⑤
な
ど
な
り
。

①
『
書
經
』
大
禹
謨
「
汝
惟
不
矜
、
天
下
莫
與
汝
爭
能
、
汝
惟
不
伐
、
天
下
莫
與
汝
爭
功
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
江
漢
「
四
方
既
平
、
王
國
庶
定
。
時
靡
有
爭
、
王
心
載
寧
」。

『
詩
經
』
商
頌
・
烈
祖
「
鬷
假
無
言
、
時
靡
有
爭
。
綏
我
眉
壽
、
黄
耇
無
疆
」。

③
『
論
語
』
八
佾
「
子
曰
、
君
子
無
所
爭
。
必
也
射
乎
。
揖
讓
而
升
、
下
而
飲
。
其
爭
也

君
子
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
道
德
仁
義
、
非
禮
不
成
、
教
訓
正
俗
、
非
禮
不
備
。
分
爭
辨
訟
、

非
禮
不
決
。
君
臣
上
下
父
子
兄
弟
、
非
禮
不
定
」。

⑤
『
國
語
』
晉
語
八
「
平
公
聞
之
曰
、
晉
其
庶
乎
。
吾
臣
之
所
爭
者
大
。
師
曠
侍
、
曰
、

公
室
懼
卑
、
其
臣
不
心
競
而
力
爭
」。

【
竸
】「
あ
ら
そ
ふ
」
と
も
、「
き
そ
ふ
」
と
も
よ
む
。
二
人
立
ち
な
ら
ぶ
に
從
う
な
り
。
故
に
人

よ
り
先
へ
出
よ
う
と
す
る
を
い
う
。
左
傳
に
「
鄭
其
れ
災
あ
ら
ん
か
。
師
竸
ふ
こ
と
已
に
甚
し
」

①
、
又
「
心
は
則
ち
竸
は
ず
」
②
、
又
「
南
風
竸
は
ず
、
楚
必
ず
功
無
し
」
③
な
ど
な
り
。「
竸
渡
」

④
は
、
五
月
五
日
、
汨
羅
に
て
舟
を
な
ら
べ
て
遲
速
を
あ
ら
そ
う
な
り
。
人
の
舟
よ
り
先
へ
の
り

こ
さ
ん
と
す
る
ゆ
え
、
竸
の
字
を
用
い
る
。「
奔
竸
」「
趨
竸
」「
爭
竸
」
と
連
す
。

①
『
左
傳
』
襄
公
十
年
「
孟
獻
子
曰
、
鄭
其
有
災
乎
。
師
競
已
甚
。
周
猶
不
堪
競
、
況
鄭

乎
」。

②
『
左
傳
』
僖
公
七
年
「
孔
叔
言
於
鄭
伯
曰
、
諺
有
之
曰
、
心
則
不
競
、
何
憚
於
病
」。

③
『
左
傳
』
襄
公
十
八
年
「
師
曠
曰
、
不
害
。
吾
驟
歌
北
風
、
又
歌
南
風
、
南
風
不
競
、

多
死
聲
。
楚
必
無
功
」。

④
『
隋
書
』
地
理
志
「
屈
原
五
月
望
日
を
以
て
汨
羅
に
赴
く
。
工
人
追
ひ
て
洞
庭
に
至
る

も
見
へ
ず
。
湖
大
に
し
て
舡
小
な
り
、
濟
る
を
得
る
者
莫
し
。
乃
ち
歌
ひ
て
曰
く
、
何

に
由
り
て
湖
を
渡
る
を
得
ん
と
。
因
り
て
爾
櫂
を
鼓
し
て
爭
ひ
て
歸
り
、
亭
上
に
會
す
。

習
ひ
て
相
傳
へ
て
、
競
渡
の
戲
を
爲
す
」。

〇
あ
ぐ
る

24舉

揚

抗

扛

（
後
二
、
十
七
号
表
）

【
舉
】
措
と
對
す
。
下
に
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
な
り
。
故
に
す
た
れ
た
る
を
あ
げ
る
こ
と
に
も
用

い
る
。
下
に
お
き
た
る
は
す
た
れ
た
る
意
な
り
。「
措
」
の
字
は
下
に
お
く
こ
と
な
り
。
又
「
盛
舉
」

①
「
不
朽
の
舉
」
な
ど
は
、
く
わ
だ
て
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。「
く
わ
だ
て
る
」
と
は
、
今
事
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を
と
り
お
こ
す
こ
と
な
り
。
然
れ
ば
地
に
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
意
な
り
。
又
「
人
を
舉
ぐ
」「
才
を

舉
ぐ
」
な
ど
は
、
召
し
出
す
こ
と
な
り
。「
舉
子
」
と
い
う
は
、
奉
公
か
せ
ぎ
す
る
も
の
と
い
う
こ

と
な
り
。
但
し
西
土
後
代
は
進
士
及
第
を
以
て
官
人
と
な
る
故
に
、
及
第
の
た
め
に
す
る
學
問
す

る
も
の
を
「
舉
子
」
②
と
い
う
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
二
劉
琨
「
遂
使
南
北
顧
慮
、
用
愆
盛
舉
、
臣
所
以
泣
血
宵
吟
、

扼
腕
長
歎
者
也
」。

②
『
舊
唐
書
』
列
傳
第
六
十
一
高
適
「
右
相
李
林
甫
、
檀
權
薄
于
文
雅
、
唯
以
舉
子
待
之
」。

【
揚
】
抑
と
對
す
。
高
く
あ
げ
る
こ
と
な
り
。
舉
の
字
の
如
く
下
に
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
意
な
し
。

「
抑
」
は
お
さ
え
下
す
こ
と
、「
揚
」
は
お
し
上
る
こ
と
な
り
。「
ほ
め
そ
し
る
」
と
い
う
と
は
少

し
違
う
な
り
。「
毀
譽
」
は
言
葉
に
限
る
、「
抑
揚
」
は
言
に
も
事
に
も
通
ず
。

【
抗
】
揚
と
相
似
た
れ
ど
も
、「
揚
」
は
ゆ
ら
り
ふ
う
わ
り
と
あ
が
る
意
あ
り
、「
抗
」
は
物
つ
よ

き
意
な
り
。「
揚
聲
」
①
と
い
う
は
、
高
く
聲
を
は
り
上
る
こ
と
に
用
い
る
。
又
言
い
ふ
ら
す
こ
と

に
も
用
い
る
。
揚
の
字
に
遠
く
及
ぼ
す
意
も
あ
り
。
ゆ
う
の
あ
る
字
ゆ
え
な
り
。
抗
は
も
の
つ
よ

き
字
ゆ
え
、
遠
く
お
よ
ぼ
す
意
な
し
。
聲
を
は
り
上
る
な
ど
に
は
つ
か
わ
れ
ぬ
な
り
。
禮
記
に
「
歌

う
者
は
、
上
は
抗
の
如
し
、
下
は
墜
の
如
し
」
②
と
あ
る
は
、
歌
を
き
く
人
の
心
が
あ
が
る
よ
う

に
な
る
な
り
。
歌
の
聲
の
上
る
こ
と
に
非
ず
。「
疏
を
抗
る
」
③
な
ど
に
用
い
る
。
又
物
を
あ
げ
る

こ
と
に
も
用
い
る
。
淮
南
子
に
「
百
人
抗
浮
す
は
、
一
人
挈
げ
て
趨
る
に
若
か
ず
」
④
の
類
な

ひ
つ
さ

は
し

り
。

①
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諫
上
・
景
公
將
伐
宋
夢
二
丈
夫
立
而
怒
晏
子
諫
第
二
十
二
「
湯
質

晳
而
長
顔
以
髯
兌
上
豐
下
、
倨
身
而
揚
聲
」。

②
『
禮
記
』
樂
記
「
故
歌
者
、
上
如
抗
、
下
如
隊
、
曲
如
折
、
止
如
槁
木
、
倨
中
矩
、
句

中
鉤
、
纍
纍
乎
端
如
貫
珠
」。

③
揚
雄
『
解
嘲
』〔『
文
選
』
巻
四
十
五
〕「
獨
可
抗
疏
、
時
道
是
非
」。

④
『
淮
南
子
』
説
山
訓
「
百
人
抗
瓠
、
不
若
一
人
挈
而
趨
、
事
有
衆
而
不
若
少
者
」。

【
扛
】
重
き
物
を
あ
げ
る
こ
と
な
り
。「
鼎
を
扛
ぐ
」
①
の
類
な
り
。

あ

①
『
史
記
』
項
羽
本
紀
第
七
「
籍
長
八
尺
餘
、
力
能
扛
鼎
、
才
氣
過
人
」。

〇
あ
た
ふ

25與

予

畀

付

（
後
二
、
廿
九
号
裏
）

【
與
】【
予
】【
畀
】【
付
】
共
に
「
あ
と
ふ
」
と
よ
む
。
も
の
を
や
る
こ
と
な
り
。
意
義
か
わ
る
こ

と
な
し
。
そ
の
う
ち
「
付
」
の
字
は
手
わ
た
し
を
す
る
意
な
り
。
孔
叢
子
に
「
若
し
苟
し
く
も
付

す
可
き
に
付
す
れ
ば
、
則
ち
己
勞
せ
ず
し
て
賢
才
失
は
ず
」
①
の
類
な
り
。

①
『
孔
叢
子
』
記
義
第
三
「
君
苟
付
可
付
、
則
己
不
勞
而
賢
才
不
失
矣
」。

〇
あ
と

26踪

跡

痕

武

（
後
三
、
三
十
四
号
裏
）

【
踪
】【
跡
】「
あ
と
」
と
よ
む
。
大
氐
同
じ
こ
と
に
用
い
る
。
そ
の
う
ち
跡
の
字
は
踪
よ
り
お
も

き
方
な
り
。
あ
と
の
き
つ
と
の
こ
つ
て
あ
る
意
な
り
。
論
語
に
「
跡
を
踐
ま
ず
」
①
、
書
經
に
「
肇は

じ

め
て
王
跡
に
基
す
」
②
、
左
傳
に
「
大
國
の
跡
を
鄭
に
遷
す
」
③
の
類
な
り
。「
踪
」
は
ゆ
き
す
ぎ

た
る
あ
と
な
り
。
跡
よ
り
は
ば
つ
と
し
た
る
方
な
り
。「
蹤
を
發
し
て
指
示
す
る
者
は
人
な
り
」
④
、

又
「
三
皇
の
高
蹤
を
躡
む
」
⑤
、
又
「
蹤
を
三
輔
豪
に
希
ふ
」
⑥
の
類
な
り
。
踪
・
蹤
同
じ
。

①
『
論
語
』
先
進
「
子
張
問
善
人
之
道
。
子
曰
、
不
踐
迹
。
亦
不
入
於
室
。
子
曰
、
論
篤

是
與
。
君
子
者
乎
。
色
莊
者
乎
」。

②
『
書
經
』
武
成
「
公
劉
克
篤
前
烈
、
至
于
大
王
、
肇
基
王
跡
、
王
季
其
勤
王
家
」。

③
『
左
傳
』
宣
公
十
二
年
「
彘
子
以
爲
諂
、
使
趙
括
從
而
更
之
曰
、
行
人
失
辭
。
寡
君
使

群
臣
遷
大
國
之
跡
於
鄭
、
曰
、
無
辟
敵
。
群
臣
無
所
逃
命
」。

④
『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
第
二
十
三
「
高
帝
曰
、
夫
獵
、
追
殺
獸
兔
者
狗
也
、
發
蹤
指
示
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獸
處
者
人
也
」。

⑤
『
漢
書
』
揚
雄
傳
上
第
五
十
七
上
「
軼
五
帝
之
遐
迹
兮
、
躡
三
皇
之
高
蹤
」。

⑥
孔
稚
圭
『
北
山
移
文
』〔『
文
選
』
巻
四
十
三
〕「
希
蹤
三
輔
豪
、
馳
聲
九
州
牧
」。

【
痕
】
な
に
に
よ
ら
ず
、
あ
と
の
つ
き
た
る
な
り
。「
瘡
痕
」「
啼
痕
」「
苔
痕
」「
水
痕
」「
墨
痕
」

の
類
な
り
。

【
武
】
あ
し
あ
と
な
り
①
。
故
に
古
書
に
跡
の
字
と
同
じ
こ
と
に
用
い
る
。
詩
經
に
「
其
の
祖
の
武あ

と

を
繩
く
」
②
、
禮
記
に
「
堂
上
、
武
を
接
す
」
③
、
東
京
賦
に
「
二
皇
の
遐
武
を
踵
ぐ
」
④
の
類

あ
と

な
り
。①

『
爾
雅
』
釋
訓
「
武
、
跡
也
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
下
武
「
昭
茲
來
許
、
繩
其
祖
武
。
於
萬
斯
年
、
受
天
之
祜
」。

③
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
帷
薄
之
外
不
趨
、
堂
上
不
趨
、
執
玉
不
趨
。
堂
上
接
武
、
堂
下
布
武
」。

④
張
衡
『
東
京
賦
』〔『
文
選
』
巻
三
〕「
狹
三
王
之
趢
趗
、
軼
五
帝
之
長
驅
、
踵
二
皇
之
遐
武
」。

〇
あ
が
る

27昂

翹

颺

（
後
二
、
十
八
号
表
）

【
昂
】
あ
が
る
意
、
あ
お
む
く
意
な
り
。「
昂
鼻
」
①
は
獅
獅
鼻
の
こ
と
な
り
。「
昂
昂
」
②
又
は

「
昂
然
」
③
な
ど
使
う
。
は
つ
つ
［
鳥
が
飛
び
あ
が
る
］
た
ち
て
い
ち
じ
る
き
を
ば
形
容
し
た
る

な
り
。

①
『
爾
雅
』
釋
獸
「
蜼
、
卬
鼻
而
長
尾
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
五
十
九
忠
義
「
昨
於
稠
人
中
、
始
見
嵆
紹
、
昂
昂
然
如
野
鶴
之
在
鷄

羣
」。

③
韓
愈
『
鬪
雞
聯
句
』「
大
雞
昂
然
來
、
小
雞
竦
而
待
」。

【
翹
】
ぬ
き
ん
で
て
高
き
意
な
り
。
お
き
あ
が
り
て
物
の
さ
き
の
高
き
意
な
り
。
但
し
「
首
を
翹

る
」
な
ど
と
使
う
と
き
は
、
昂
の
字
・
舉
の
字
な
ど
と
同
じ
。

【
颺
】
風
に
乘
じ
て
あ
が
る
な
り
。「
颺
言
」
①
は
「
揚
言
」
と
同
じ
。
聲
は
風
に
乘
じ
る
も
の
ゆ

え
な
り
。①

『
書
經
』
益
稷
「
皐
陶
拜
手
稽
首
颺
言
曰
、
念
哉
」。

イ
の
部

１
〇
い
そ
が
は
し

忙

鬧

怱

冗

（
一
、
七
号
裏
）

【
忙
】
閑
の
反
對
な
り
。
多
用
に
て
ひ
ま
な
き
な
り
。「
い
そ
が
は
し
し
」
と
い
う
訓
、
的
當
な
り
。

「
怱
忙
」「
忙
迫
」「
忙
逼
」「
擾
忙
」
と
連
用
す
。

【
鬧
】「
に
ぎ
や
か
な
り
」。「
鬧
熱
」
①
と
連
用
す
。
市
に
從
う
字
な
り
。
市
中
の
人
の
こ
み
あ
い

に
ぎ
や
か
な
る
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
。
忙
に
似
て
多
用
の
義
な
し
、
こ
み
あ
い
せ
り
合
う
意
あ

り
。

①
白
居
易
『
雪
中
晏
起
偶
詠
所
懷
兼
呈
張
常
侍
庶
子
皇
甫
郎
中
』「
又
不
見
西
京
浩
浩
唯
紅

塵
、
紅
塵
鬧
熱
白
雲
冷
」。

【
怱
】
匆
も
同
じ
。
事
多
き
意
な
し
。
せ
わ
し
な
く
そ
う
ぞ
う
し
き
意
な
り
。

【
冗
】「
い
そ
が
は
し
」
と
よ
め
ど
も
少
し
く
異
な
り
。
元
來
「
閑
官
冗
員
」
①
と
て
、
無
役
の
奉

公
人
を
い
う
。「
剩
員
冗
官
」
②
同
じ
。
又
「
閑
冗
」「
剩
冗
」「
散
冗
」
な
ど
と
連
用
す
。
そ
れ
よ

り
人
に
對
し
て
手
前
の
用
事
を
謙
退
し
て
、
用
に
も
た
た
ぬ
ひ
ま
人
と
い
う
意
に
て
、「
賤
冗
」
③
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な
ど
と
用
い
る
よ
り
、
又
轉
じ
て
、
ご
さ
ご
さ
［
こ
ま
ご
ま
し
た
さ
ま
］
と
し
た
る
用
事
多
き
を

「
蝟
冗
」「
紛
冗
」「
煩
冗
」「
冗
雜
」
な
ど
と
用
い
る
。「
蝟
」
は
け
は
り
鼠
と
い
う
も
の
な
り
。

鼠
に
似
て
毛
長
し
。
故
に
多
用
に
喩
え
る
。「
冗
を
撥
ひ
て
」「
冗
を
却
く
」
な
ど
い
う
語
も
あ
り
。

は
ら

し
り
ぞ

や
く
に
た
た
ぬ
用
事
を
は
ぶ
く
こ
と
な
り
。

①
白
居
易
『
答
夢
得
秋
庭
獨
坐
見
贈
』「
應
是
天
教
相
暖
熱
、
一
時
垂
老
與
閒
官
」。

白
居
易
『
送
春
歸
元
和
十
一
年
三
月
一
十
日
作
』「
送
春
人
、
人
冗
員
無
替
五
十
年
罷
」。

②
『
漢
書
』
張
周
趙
任
申
屠
傳
第
十
二
「
錯
所
穿
非
眞
廟
垣
、
乃
外
堧
垣
、
故
冗
官
居
其

中
」。

③
白
居
易
『
與
楊
虞
卿
書
』「
僕
聞
此
語
、
退
而
思
之
、
贊
善
大
夫
、
誠
賤
冗
耳
」。

２
〇
い
そ
ぐ

急

速

疾

迅

駛

遄

遽

早

夙

利

銛

鋭

敏

（
一
、
八
号
表
）

【
急
】
緩
と
反
對
な
り
。
或
い
は
舒
と
反
し
、
或
い
は
慢
と
反
す
。
倭
語
に
音
に
て
よ
み
て
大
氐
叶か

な

う
な
り
。「
急
」
は
及
な
り
①
。「
及
」
は
お
い
つ
く
こ
と
な
り
。
お
い
つ
か
ん
と
す
る
心
は
、
た

る
ま
ず
せ
わ
し
な
き
も
の
な
り
。
故
に
せ
わ
し
き
な
き
意
に
用
い
る
な
り
。「
事

急

し
」
②

こ
と
せ
は
し
な

「

勢

急

し
」「

性

急

し
」
③
「
官
事

急

し
」「
朝
夕

急

し
」
④
「
賢
を
求
む
る

い
き
ほ
ひ
せ
は
し
な

む
ま
れ
つ
き
せ
は
し
な

こ
う
よ
う
せ
は
し
な

あ
さ
ゆ
ふ
せ
は
し
な

こ
と
急
し
」
⑤
な
ど
な
り
。「
琴
絃
急
」
⑥
「
筋
急
」
は
つ
ま
る
な
り
。「
歸
情
急
」
⑦
「
雁
飛
急
」

⑧
は
い
そ
ぐ
な
り
。「
風
急
」
⑨
「
水
急
」
⑩
は
は
や
き
な
り
。
但
し
速
の
字
と
違
い
て
、
勢
い
を

も
ち
た
る
字
な
り
。「
急
に
周
す
」
⑪
「
急
を
告
ぐ
」
⑫
「
人
の
急
を
脱
す
」
⑬
「
急
を
解
す
」
⑭

「
急
に
遭
ふ
」
⑮
、
皆
危
急
の
義
な
り
。
急
な
る
難
義
を
い
う
。「
緩
急
有
り
」
⑯
と
い
う
も
、
緩

は
付
け
字
に
て
、「
何
事
ぞ
あ
ら
ん
に
」
と
い
う
ほ
ど
の
詞
な
り
。
史
記
大
倉
公
傳
袁
盎
傳
に
見
え

る
。
又
樂
曲
に
「
何
の
急
」「
何
の
慢
」
と
い
う
こ
と
あ
り
。
今
日
本
に
傳
わ
る
樂
に
も
「
何
の
急
」

き
ふ

ま
ん

と
い
う
こ
と
あ
り
。
又
官
人
の
當
座
び
ま
を
「
急
」
と
も
「
假
」
と
も
い
う
。「
急
を
請
ふ
」
⑰
と

い
う
語
あ
り
。
又
「
急
變
を
上
る
」
⑱
と
は
、
謀
叛
人
な
ど
の
事
を
言
上
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
釋
名
』
釋
言
語
「
急
、
及
也
。
操
切
之
使
相
逮
及
也
」。

②
『
漢
書
』
高
帝
本
紀
第
一
「
五
月
、
將
軍
紀
信
曰
、
事
急
矣
。
臣
請
誑
楚
、
可
以
閒
出
」。

③
『
魏
略
』
苛
吏
傳
（『
三
國
志
』
魏
書
・
劉
司
馬
梁
張
溫
賈
傳
第
十
五
引
）「
思
又
性
急
、

嘗
執
事
作
者
、
蠅
集
筆
端
」。

④
『
左
傳
』
襄
公
五
年
「
陳
近
于
楚
、
民
朝
夕
急
、
能
無
往
乎
」。

⑤
『
素
書
』
安
禮
章
第
六
「
愛
人
深
者
求
賢
急
、
樂
得
賢
者
養
人
厚
」。

⑥
『
晉
書
』
列
傳
第
六
十
二
文
苑
「
根
萌
未
樹
而
牙
淺
絃
急
」。

⑦
孟
郊
『
擢
第
後
東
歸
書
懷
獻
座
主
呂
侍
御
』「
慈
親
誡
志
就
、
賤
子
歸
情
急
」。

⑧
高
適
『
酬
陸
少
府
』「
木
渚
人
去
遲
、
霜
天
雁
飛
急
」。

⑨
『
江
表
傳
』（『
三
國
志
』
呉
書
・
周
瑜
魯
肅
呂
蒙
傳
第
九
引
）「
時
東
南
風
急
、
因
以
十

艦
最
著
前
、
中
江
舉
帆
」。

⑩
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
七
蔡
謨
「
自
沔
以
西
、
水
急
岸
高
」。

⑪
『
論
語
』
雍
也
「
吾
聞
之
也
、
君
子
周
急
不
繼
富
」。

⑫
『
左
傳
』
僖
公
二
十
七
年
「
冬
、
楚
子
及
諸
侯
圍
宋
。
宋
公
孫
固
如
晉
告
急
」。

⑬
「
脱
人
之
急
」
未
詳

⑭
後
漢
書
』
馮
岑
賈
列
傳
第
七
「
復
從
征
伐
、
未
嘗
喪
敗
、
數
與
諸
將
潰
圍
解
急
、
身
被

十
二
創
」。

⑮
『
淮
南
子
』
覽
冥
訓
「
夫
全
性
保
眞
、
不
虧
其
身
、
遭
急
迫
難
、
精
通
於
天
」。

⑯
『
史
記
』
袁
盎
鼂
錯
列
傳
第
四
十
一
「
今
公
常
從
數
騎
、
一
旦
有
緩
急
、
寧
足
恃
乎
」。

⑰
『
齊
書
』
列
傳
第
二
十
三
「
諶
毎
請
急
出
宿
、
帝
通
夕
不
得
寐
、
諶
還
乃
安
」。

⑱
『
漢
書
』
平
帝
紀
第
十
二
「
乙
未
、
義
陵
寑
神
衣
在
柙
中
、
丙
申
旦
、
衣
在
外
床
上
、

寑
令
以
急
變
聞
」、
注
「
師
古
曰
、
非
常
之
事
、
故
云
急
變
」。

【
速
】「
は
や
し
」
と
譯
す
。
遲
の
反
對
な
り
。「
す
み
や
か
」
と
い
う
訓
、
童
蒙
誤
り
て
澄
む
と

い
う
意
を
帶
て
看
る
、
戒
し
む
べ
し
。「
神
速
」
①
は
、
は
や
き
こ
と
神
の
如
く
な
る
な
り
。「
火

も
ち

速
」
②
は
火
急
な
り
。
又
「
ま
ね
く
」
と
よ
む
。
易
に
「
速
か
ざ
る
の
客
」
③
と
い
う
こ
と
あ
り
。

ま
ね

よ
ば
ぬ
客
な
り
。
儀
禮
に
「
大
夫
相
食
す
る
に
は
親
ら
戒
速
す
」
④
と
い
う
こ
と
あ
り
。「
相
食
」

み
づ
か

68



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

は
大
夫
ど
う
し
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
な
り
、「
戒
」
は
支
度
を
申
し
付
け
る
な
り
、「
速
」
は
召

す
な
り
。
又
「
速
香
」
は
沈
香
の
下
品
な
り
。「
生
速
」
⑤
「
熟
速
」
⑤
と
い
う
こ
と
あ
り
。
又
五

そ
ひ
や
ん

車
韻
瑞
に
「
數
と
同
じ
」
⑥
と
あ
り
。
速
・
數
、
韻
異
な
り
、
唐
音
通
じ
る
ゆ
え
誤
ま
れ
り
。
又

さ
く

俗
語
に
は
快
・
慢
の
字
を
用
い
て
、
遲
・
速
の
字
を
用
い
ず
。

①
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
河
内
皆
怪
其
奏
、
以
爲
神
速
」。

②
『
通
俗
編
』
政
治
・
火
速
「
今
官
府
徴
逮
牓
帖
亦
習
用
、
按
、
火
急
與
火
速
義
同
」。

③
『
周
易
』
需
「
上
六
、
入
于
穴
、
有
不
速
之
客
三
人
來
、
敬
之
終
吉
。
象
曰
、
不
速
之

客
來
、
敬
之
終
吉
。
雖
不
當
位
、
未
大
失
也
」。

④
『
儀
禮
』
公
食
大
夫
禮
「
大
夫
相
食
、
親
戒
速
、
迎
賓
于
門
外
」。

⑤
葉
廷
珪
『
名
香
譜
』「
伐
樹
去
木
取
香
曰
生
速
、
樹
仆
地
腐
而
香
存
曰
熟
速
」。

⑥
『
五
車
韻
瑞
』
一
百
六
十
巻
は
明
・
淩
稚
隆
の
撰
。
未
見
。

【
疾
】「
と
し
」
と
訓
ず
。
こ
れ
も
は
や
き
な
り
。
徐
の
反
對
な
り
。「
遲
速
」
は
お
そ
き
は
や
き

の
廣
き
詞
な
り
。「
緩
急
」
は
勢
い
の
上
に
て
、
た
る
む
と
つ
ま
る
意
あ
り
。「
疾
徐
」
は
な
り
ふ

り
の
上
に
て
、
そ
ろ
そ
ろ
と
し
た
る
と
、
き
り
き
り
し
た
る
意
あ
り
。
故
に
「
風
疾
」「
風
急
」「
流

と
し

急
」「
流
疾
」「
歩
く
こ
と
急
な
り
」「
歩
疾
」「
疾
呼
」「
急
に
呼
ぶ
」
な
ど
通
用
す
れ
ど
も
、「
性

と
し

急
」「
筋
急
」
な
ど
に
は
疾
の
字
用
い
る
を
得
ず
。
た
る
ま
ぬ
意
な
き
ゆ
え
な
り
。「
歸
情
急
」
に

も
用
い
る
を
得
ず
。
い
そ
ぐ
意
な
き
ゆ
え
な
り
。
又
「
來
る
こ
と
速
な
り
」
と
は
、
時
節
の
後
れ

ぬ
こ
と
に
て
、「
來
る
こ
と
疾
し
」「
歩
く
こ
と
疾
し
」
と
は
、
あ
る
き
ぶ
り
の
上
へ
か
か
る
。「
速

呼
」
は
は
や
く
よ
ぶ
に
て
、「
疾
呼
」
は
よ
び
よ
う
の
け
わ
し
き
な
り
。
こ
の
類
の
字
、
通
あ
り
局

あ
り
。
局
處
を
會
せ
ざ
れ
ば
、
通
用
す
る
と
き
、
必
ず
誤
り
あ
る
な
り
。

【
迅
】【
駛
】【
遄
】
大
氐
同
意
な
り
。
遄
は
速
と
同
じ
、
駛
は
疾
と
同
じ
。
元
來
「
馬
行
疾
」
①

と
註
せ
り
。
そ
れ
よ
り
外
の
こ
と
に
も
用
い
る
。
迅
も
疾
と
同
じ
。「
迅
疾
」
②
「
迅
急
」
と
連
用

ほ
か

す
。「
獅
子
奮
迅
」
③
な
ど
い
う
語
あ
り
て
、
後
來
疾
の
字
よ
り
今
少
し
は
げ
し
き
意
あ
り
。「
迅

風
」「
疾
風
」「
迅
雷
」「
疾
雷
」、
通
用
す
。
急
の
字
へ
近
く
し
て
、
速
の
字
と
異
な
り
。

①
『
增
韻
』「
駛
、
馬
行
疾
也
」。

②
『
楚
辭
』
劉
向
九
歎
第
十
六
「
江
湘
油
油
長
流
汨
兮
、
挑
揄
揚
汰
盪
迅
疾
兮
」。

③
『
大
般
若
經
』
五
十
二
「
如
獅
子
王
自
在
奮
迅
」。

【
遽
】「
あ
は
た
だ
し
」「
あ
は
て
て
」
と
訓
ず
、
的
當
な
り
。
窘
急
の
意
あ
り
①
。「
遽
色
」
②
は

あ
わ
て
た
る
顔
色
な
り
。「
駭
遽
」「
驚
遽
」「
急
遽
」
と
連
用
す
。
又
車
の
傳
馬
を
「
傳
」
と
い
い
、

で
ん

ま

馬
の
連
馬
を
「
遽
」
と
い
う
。
左
傳
に
「
且
つ
遽
も
て
鄭
に
告
せ
し
む
」
③
、
又
「
子
産
遽
に
乘

り
て
至
る
」
④
。
竹
を
加
え
れ
ば
「
籧
廬
旅
人
や
」
⑤
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
遽
、
一
曰
、
窘
也
」。

②
『
後
漢
書
』
卓
魯
魏
劉
列
傳
第
十
五
「
雖
在
倉
卒
、
未
嘗
疾
言
遽
色
」。

③
『
左
傳
』
僖
公
三
十
三
年
「
且
使
遽
告
于
鄭
。
鄭
穆
公
使
視
客
館
、
則
束
載
、
厲
兵
、

秣
馬
矣
」。

④
『
左
傳
』
昭
公
二
年
「
子
産
在
鄙
、
聞
之
、
懼
弗
及
、
乘
遽
而
至
」。

⑤
未
詳
。
た
だ
旅
館
、
は
た
ご
と
い
う
意
味
の
「
蘧
廬
」
と
い
う
語
が
あ
り
、『
莊
子
』
天

道
「
仁
義
、
先
王
之
蘧
廬
也
」、
注
「
蘧
廬
、
傳
舍
也
」
と
あ
る
。

【
早
】
晩
の
反
對
な
り
。「
は
や
し
」
と
訓
ず
。
別
に
換
え
る
べ
き
譯
な
し
。
然
れ
ど
も
速
の
字
と

異
な
り
。
こ
の
類
に
て
、
倭
語
少
な
く
、
漢
語
多
き
こ
と
を
會
す
べ
し
。
差
別
は
、
早
晩
は
日
に

從
う
、
遲
速
は
辶
に
從
う
。
故
に
早
晩
は
時
に
か
か
り
、
遲
速
は
事
に
か
か
る
。
た
と
え
ば
「
來

る
こ
と
早
し
」「
去
る
こ
と
早
し
」
と
は
、
午
刻
に
來
る
筈
を
、
巳
刻
に
も
來
る
は
早
な
り
。
五
里

あ
る
路
を
二
時
に
も
ゆ
く
は
速
な
り
。
速
に
て
も
あ
る
き
ぶ
り
の
ゆ
ら
ゆ
ら
す
る
は
徐
な
り
。「
早

行
」
は
早
天
の
行
旅
な
り
。
中
庸
に
「
蚤
に
天
下
に
譽
れ
有
る
者
」
①
と
は
、
少
年
よ
り
譽
れ
あ

つ
と

る
こ
と
な
り
。「
名
譽
早
し
」
も
同
じ
。「
起
る
こ
と
早
し
」
と
は
早
晨
に
起
き
る
な
り
。「
相
逢
早

を
く

し
」
②
と
は
少
年
の
時
逢
う
な
り
。「
致
身
早
し
」
③
と
は
少
年
に
し
て
仕
え
る
な
り
。「
世
を
去

る
こ
と
早
し
」
と
は
少
壯
に
し
て
死
す
る
な
り
。「
雁
飛
ぶ
こ
と
早
し
」
④
「
花
開
く
こ
と
早
し
」、

皆
時
節
の
先
だ
つ
な
り
。「
早
稻
」
は
わ
せ
て
な
り
、「
晩
稻
」
は
を
く
て
な
り
。「
白
髪
早
」
⑤
は
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わ
か
し
ら
が
な
り
。「
朝
に
趨
る
こ
と
早
し
」
と
は
早
天
に
出
仕
す
る
な
り
。
蚤
の
字
、
早
と
同
字

な
り
。
古
字
通
用
な
り
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
君
子
未
有
不
如
此
而
蚤
有
譽
於
天
下
者
也
」。

②
杜
甫
『
奉
贈
射
洪
李
四
丈
』「
人
生
意
氣
豁
、
不
在
相
逢
早
」。

③
杜
甫
『
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
』
六
「
長
安
卿
相
多
少
年
、
富
貴
應
須
致
身
早
」。

④
李
白
『
荊
州
賊
平
臨
洞
庭
言
懷
作
「
風
悲
猿
嘯
苦
、
木
落
雁
飛
早
」。

⑤
孟
郊
『
怨
別
』「
一
別
一
迴
老
、
志
士
白
髪
早
」。

【
夙
】「
つ
と
に
」
と
よ
む
。
未
明
な
り
。
故
に
早
の
字
と
義
同
じ
。「
宿
」
は
「
よ
べ
よ
り
」
と

よ
み
て
、
前
夜
よ
り
な
り
。「
夙
」
は
未
明
よ
り
な
れ
ば
、
少
し
く
異
な
れ
ど
も
、
古
來
音
同
じ
き

故
通
用
す
。
禮
記
に
「
夙
夜
」
を
「
宿
夜
」
に
作
り
①
、
文
選
に
「
夙
心
」
を
「
宿
心
」
に
作
る

②
。「
夙
心
」
は
素
志
な
り
、
平
生
の
志
な
り
。「
宿
昔
」「
夙
昔
」
同
じ
、
平
生
な
り
。「
宿
世
」「
夙

世
」「
夙
緣
」「
宿
緣
」「
夙
福
」「
宿
福
」「
夙
智
」「
宿
智
」
の
類
、
皆
爾
り
。

①
『
禮
記
』
が
「
夙
夜
」
を
「
宿
夜
」
に
作
る
の
は
未
詳
。

②
嵇
康
『
幽
憤
』〔『
文
選
』
巻
二
十
三
〕「
昔
慙
柳
惠
、
今
愧
孫
登
。
内
負
宿
心
、
外
恧
良

朋
」。

謝
靈
運
『
九
日
從
宋
公
戲
馬
臺
集
送
孔
令
』〔『
文
選
』
巻
二
十
〕「
豈
伊
川
途
念
、
宿
心

愧
將
別
。
彼
美
丘
園
道
、
喟
焉
傷
薄
劣
」。

【
利
】
刃
劔
の
か
け
さ
わ
り
な
く
、
は
ら
は
ら
と
き
れ
る
こ
と
な
り
。
故
に
刀
に
從
い
和
に
從
う

字
な
り
。「
和
」
は
あ
ん
ば
い
よ
き
こ
と
な
り
、
刀
の
あ
ぢ
の
よ
い
意
に
て
作
れ
る
字
な
り
。「
利

刀
」「
利
劔
」「
利
刃
」
の
利
、
是
れ
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
通
利
」「
滑
利
」「
順
利
」
な

ど
、
皆
す
ら
す
ら
と
滯
り
な
き
意
な
り
。
そ
れ
よ
り
又
轉
用
し
て
、
も
の
の
勝
手
よ
き
こ
と
を
「
便

利
」
と
い
う
。
澀
ら
ず
手
の
ま
わ
る
意
よ
り
用
い
來
れ
る
な
り
。
そ
れ
よ
り
「
人
を
利
す
」「
利
益
」

し
ぶ

「
吉
利
」「
美
利
」
な
ど
、
皆
利
益
の
意
な
り
。「
地
利
」
は
地
形
に
色
色
あ
る
に
つ
き
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
便
利
な
る
處
あ
る
を
い
う
。「
利
害
」
は
我
が
爲
に
よ
き
と
あ
し
き
な
り
。
俗
語
に
は
、
す

た
め

さ
ま
じ
く
甚
し
き
こ
と
を
「
利
害
」
と
い
う
。「
利
を
爭
ふ
」「
利
を
興
す
」「
利
に
趣
く
」「
利
を

專
と
す
」「
利
を
逐
ふ
」「
姦
利
」
な
ど
、
皆
財
利
な
り
。「
名
利
」「
功
利
」
の
利
、
是
れ
な
り
。

故
に
鈍
に
對
す
る
利
あ
り
、
害
に
對
す
る
利
あ
り
、
義
に
對
す
る
利
あ
り
、
名
に
對
す
る
利
あ
り
。

【
銛
】「
利
刀
」「
利
劔
」
の
利
の
字
と
義
同
じ
。

【
鋭
】「
と
し
」
と
よ
め
ど
も
、「
す
る
ど
な
り
」
と
い
う
訓
、
的
當
な
り
。
と
が
る
こ
と
な
り
。

但
し
尖
の
字
は
形
の
と
が
る
を
主
と
し
た
る
字
な
り
。
故
に
上
小
、
下
大
に
作
る
。
下
大
に
し
て

上
小
な
る
は
、
三
角
に
て
と
が
る
形
な
れ
ば
な
り
。
鋭
は
刃
の
ほ
そ
き
を
い
い
た
る
字
ゆ
え
、
銛

の
字
の
義
に
も
用
い
、
又
「
白
起
鋭
頭
」
①
と
い
う
と
き
は
、
尖
の
字
の
義
に
も
用
い
、
又
「
志

鋭
な
り
」
②
「
兵
鋭
な
り
」
③
「
口
鋭
な
り
」
④
「
筆
端
鋭
な
り
」
⑤
「
進
む
こ
と
鋭
な
り
」
⑥
、

皆
と
が
り
た
る
鋒
に
向
う
が
ご
と
く
、
そ
の
勢
い
の
當
る
べ
か
ら
ざ
る
を
い
う
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
六
十
二
趙
至
「
嵇
康
毎
曰
、
卿
頭
小
而
鋭
、
童
子
白
黒
分
明
、
有
白

起
之
風
矣
」。

②
『
新
唐
書
』
列
傳
第
四
十
三
張
廷
珪
「
古
有
多
難
興
國
殷
憂
啓
聖
、
蓋
事
危
則
志
鋭
、

情
苦
則
慮
深
、
故
能
轉
禍
爲
福
也
」。

③
高
適
『
贈
別
三
十
七
管
記
』「
星
高
漢
將
驕
、
月
盛
胡
兵
鋭
」。

④
『
説
苑
』
尊
賢
「
哀
公
問
取
人
。
孔
子
對
曰
、
毋
取
口
鋭
。
口
鋭
者
多
誕
寡
信
」。

⑤
唐
庚
『
硯
銘
』「
筆
最
鋭
、
墨
次
之
」。

⑥
『
孟
子
』
盡
心
上
「
其
進
鋭
者
、
其
退
速
」。

【
敏
】
利
發
な
る
こ
と
な
り
。
は
や
き
意
あ
り
。「
聰
敏
」
①
「
明
敏
」
②
「
開
敏
」
③
「
通
敏
」

④
、
皆
利
發
に
さ
と
き
こ
と
な
り
。「
德
に
敏
し
」
⑤
「
事
に
敏
し
」
⑥
、
皆
は
や
き
意
あ
り
。「
不

さ
と

敏
」
⑦
は
「
不
佞
」
と
同
じ
。
謙
辭
な
り
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
山
濤
「
允
字
叔
眞
奉
車
都
尉
、
並
少
尫
病
、
形
甚
短
小
而
聰
敏

過
人
」。
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②
『
南
史
』
列
傳
第
五
十
二
徐
摛
「
應
對
明
敏
、
辭
義
可
觀
、
乃
意
釋
」。

③
『
漢
書
』
循
吏
傳
第
五
十
九
「
乃
選
郡
縣
小
吏
開
敏
有
材
者
張
叔
等
十
餘
人
親
自
飭
厲
、

遣
詣
京
師
受
業
博
士
」。

④
『
漢
書
』
趙
尹
韓
張
兩
王
傳
第
四
十
六
「
少
爲
郡
吏
、
州
從
事
、
以
廉
潔
通
敏
下
士
爲

名
」

⑤
『
書
經
』
大
禹
謨
「
政
乃
乂
、
黎
民
敏
德
」。

⑥
『
論
語
』
學
而
「
敏
於
事
而
愼
於
言
」。

⑦
『
左
傳
』
成
公
二
年
「
敢
告
不
敏
攝
官
承
乏
」。

３
〇
い
や
し

卑

賤

固

陋

俚

鄙

野

（
四
、
廿
八
号
裏
）

【
卑
】「
い
や
し
」
と
よ
む
と
き
、
尊
の
字
と
對
用
す
。
げ
ひ
き
き
こ
と
な
り
。「
い
や
し
む
」
と

よ
む
と
き
、
尊
・
貴
と
對
用
す
。
げ
ひ
き
し
と
す
る
こ
と
な
り
。「
年
卑
」
と
は
年
の
わ
か
き
こ
と

な
り
。「
卑
幼
」
と
は
、
親
類
の
内
に
て
子
方
を
「
卑
」
と
い
う
、
年
わ
か
き
を
「
幼
」
と
い
う
。

尊
・
長
と
對
す
る
詞
な
り
。

【
賤
】「
い
や
し
」
と
よ
む
。
貴
の
字
と
對
す
。
位
の
ひ
く
き
な
り
。「
貧
賤
」
と
は
、
禄
な
き
を

「
貧
」
と
し
、
官
な
き
を
「
賤
」
と
す
。
げ
す
な
り
。「
い
や
し
ん
ず
」
と
い
う
と
き
、
げ
す
と
す

る
な
り
。
又
價
の
貴
賤
よ
り
出
で
て
、
下
品
と
す
る
こ
と
に
も
用
い
る
。
や
す
も
の
と
す
る
意
な

り
。

①
『
論
語
』
學
而
「
貧
而
無
諂
」、
皇
疏
「
乏
財
曰
貧
」。

②
『
論
語
』
里
仁
「
貧
與
賤
、
是
人
之
所
惡
也
」、
皇
疏
「
無
位
曰
賤
」。

【
固
】「
い
や
し
」
と
よ
む
。「
い
や
し
ん
ず
」
と
は
よ
ま
ず
。
位
の
上
に
用
い
ず
。
但
し
見
識
學

術
の
上
に
て
い
う
。
固
滯
の
意
な
り
。
は
た
ら
き
の
な
き
こ
と
な
り
、
か
た
づ
ま
り
た
る
こ
と
な

り
。
故
に
卑
・
賤
の
字
と
は
大
い
に
異
な
り
。

【
陋
】「
い
や
し
」
と
よ
み
、「
い
や
し
ん
ず
」
と
も
よ
む
。
體
の
狹
小
な
る
義
な
り
。「
陋
屋
」
①

「
陋
室
」
②
「
陋
巷
」
③
、
み
な
狹
小
の
義
な
り
。
故
に
「
陋
隘
」「
陋
小
」「
陋
惡
」
な
ど
連
用

す
。
見
識
學
術
の
上
に
用
い
る
と
き
は
、「
固
陋
」
④
と
も
連
用
す
。「
形
陋
」
⑤
と
は
、
せ
い
の

ひ
く
き
、
男
ぶ
り
の
あ
し
き
こ
と
な
り
。
卑
・
賤
の
字
と
は
又
別
な
り
。

①
陸
游
『
初
寒
』「
新
雁
來
時
歳
又
殘
、
丹
楓
數
樹
照
江
幹
。
前
山
雲
起
忽
成
瞑
、

陋
屋
雨
來
初
變
寒
」。

②
『
韓
詩
外
傳
』
五
「
彼
大
儒
者
、
雖
隱
居
窮
巷
陋
室
、
無
置
錐
之
地
、
而
王
公
不
能
與

爭
名
矣
」。

③
『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
、
賢
哉
回
也
、
一
簞
食
、
一
瓢
飮
、
在
陋
巷
」。

④
司
馬
相
如
『
上
林
賦
』〔『
文
選
』
巻
八
〕「
鄙
人
固
陋
、
不
知
忌
諱
、
乃
今
日
見
教
、
謹

受
命
矣
」。

⑤
『
宋
書
』
列
傳
第
三
十
四
沈
攸
之
「
遵
考
謂
之
曰
、
君
形
陋
不
堪
隊
主
」。

【
俚
】【
鄙
】【
野
】
の
三
字
、「
い
や
し
」
と
よ
む
と
き
、
皆
い
な
か
ら
し
き
こ
と
な
り
。
鄙
の
字

は
「
い
や
し
ん
ず
」
と
も
よ
む
。
賤
の
字
を
「
い
や
し
ん
ず
」
と
よ
む
と
似
て
、
少
し
異
な
り
。

賤
の
字
、「
賤
惡
」
①
と
連
用
し
、
乞
兒
の
如
く
、
厮
卒
の
如
く
、
畜
獸
の
如
く
に
見
な
す
こ
と
な

り
。
鄙
の
字
は
「
鄙
薄
す
」
②
と
連
用
し
、
人
ら
し
く
思
わ
ぬ
な
り
。
俚
・
野
の
二
字
は
「
い
や

し
」
と
よ
む
。「
い
や
し
ん
ず
」
と
は
よ
ま
ず
。「
い
や
し
」
と
よ
む
時
、
俚
・
鄙
・
野
三
字
の
差

別
は
、「
野
」
は
「
朝
野
」
と
對
す
。
山
林
田
野
に
氣
象
あ
る
を
い
う
。
故
に
こ
と
に
よ
り
て
卻
て

風
流
な
る
意
に
な
る
こ
と
も
あ
り
。「
鄙
」
は
「
都
鄙
」
と
對
す
。
い
な
か
ら
し
き
な
り
。「
俚
」

は
「
雅
俚
」
と
對
す
。
俚
俗
の
義
な
る
ゆ
え
、
は
し
た
な
く
下
輩
な
る
こ
と
な
り
。

①
『
禮
記
』
大
學
「
人
之
其
所
親
愛
而
辟
焉
、
之
其
所
賤
惡
而
辟
焉
」。

②
『
後
漢
書
』
列
女
傳
第
七
十
四
「
妾
姊
高
行
殊
邈
、
未
遭
良
匹
、
不
似
鄙
薄
、
苟
然
而

已
」。
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４
〇
い
る

入

容

納

沃

滅

没

淪

（
五
、
七
号
裏
）

【
入
】「
い
る
」
な
り
、「
い
る
る
」
に
非
ず
。
出
の
反
對
な
り
。「
租
入
」「
税
入
」
は
年
貢
な
り
。

「
稍
入
」「
廩
入
」
は
く
ら
米
な
り
。「
貢
入
」
は
諸
侯
の
獻
上
も
の
な
り
。「
邑
入
」
は
知
行
の
も

の
な
り
。
こ
の
類
を
、
字
書
に
「
納
な
り
」
①
と
注
せ
る
は
誤
り
な
り
。「
納
」
は
人
を
主
と
し
て

い
い
、「
入
」
は
財
を
主
と
し
て
い
う
。「
入
り
て
相
た
り
」
②
と
は
、
州
郡
の
官
よ
り
宰
相
に
な

る
こ
と
な
り
。
州
郡
の
官
よ
り
朝
廷
の
官
に
な
る
こ
と
を
、
皆
「
入
」
と
い
う
。「
入
京
」「
入
洛
」

「
入
都
」
な
ど
は
、
都
と
州
郡
と
を
相
對
し
て
、
都
を
内
と
し
、
州
郡
を
外
に
し
た
る
詞
な
り
。「
入

り
て
直
す
」
③
「
入
り
て
奏
す
」
④
な
ど
は
、
禁
中
と
外
省
を
相
對
し
て
い
え
る
詞
な
り
。「
長
入
」

⑤
と
は
、
日
々
天
子
の
御
側
に
つ
め
る
を
い
う
。
春
秋
の
書
法
に
は
、「

地

ざ
る
を
入
と
い
う
」

ち
た
も
た

⑥
。
敵
國
に
攻
め
入
り
た
る
ば
か
り
に
て
、
そ
の
地
を
ば
取
り
得
ぬ
を
い
う
。
又
こ
の
入
の
字
、「
い

る
る
」
に
は
非
ず
と
い
え
ど
も
、
和
語
に
「
い
る
る
」
と
い
う
に
、
入
の
字
を
用
い
る
こ
と
あ
り
。

藥
方
な
ど
に
「
生
薑
を
入
る
」「
薑
汁
を
入
る
」「
鹽
少
し
許
を
入
る
」
な
ど
は
入
の
字
な
り
。
入

ば
か
り

れ
る
物
を
主
と
し
て
い
う
と
き
は
皆
入
の
字
な
り
。「
加
入
」「
添
入
」
な
ど
連
用
す
。「
容
納
」「
納

受
」
な
ど
は
、
う
け
る
方
を
主
と
し
て
い
う
。
こ
の
時
は
納
の
字
な
り
。
こ
の
差
別
を
知
る
べ
し
。

又
染
物
の
ひ
と
し
ほ
、
ふ
た
し
ほ
を
「
一
入
」「
再
入
」
と
い
う
。

①
『
玉
篇
』
入
部
「
入
、
納
也
」。

②
『
史
記
』
曹
相
國
世
家
第
二
十
四
「
蕭
何
卒
。
參
聞
之
、
告
舍
人
趣
治
行
、
吾
將
入
相
。

居
無
何
、
使
者
果
召
參
」。

③
『
梁
書
』
列
傳
第
二
昭
明
太
子
「
時
太
子
年
幼
、
依
舊
居
於
内
、
拜
東
宮
官
屬
、
文
武

皆
入
直
永
福
省
」。

④
杜
甫
『
入
奏
行
』「
此
行
入
奏
計
未
小
、
密
奉
聖
旨
恩
宜
殊
」。

⑤
『
教
坊
記
』「
諸
家
散
藥
、
呼
天
子
爲
崖
公
、
以
歡
喜
爲
蜆
斗
、
以
毎
日
長
在
至
尊
左
右

爲
長
入
」。

⑥
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
十
三
年
「
凡
書
取
、
言
易
也
。
用
大
師
焉
曰
滅
、
弗
地
曰
入
」。

【
容
】
壘
地
あ
り
て
、
受
け
る
所
を
主
と
し
て
い
う
。
故
に
「
容
受
」「
容
納
」「
寛
容
」「
容
盛
」

な
ど
と
連
用
す
。

【
納
】「
い
る
る
」
な
り
、「
い
る
」
に
非
ず
。
入
の
字
の
下
に
注
す
る
ご
と
く
、「
い
る
る
」
と
い

う
に
も
差
別
あ
る
こ
と
な
り
。
出
の
字
、
入
の
字
に
對
す
る
時
、「
シ
ユ
ツ
」
の
音
、
納
の
字
に
對

す
る
時
、「
ス
イ
」
の
音
な
り
。
大
抵
府
庫
へ
お
さ
め
、
囊
槖
箱
器
へ
お
さ
め
る
こ
と
な
り
①
。「
納

盛
」「
納
受
」「
容
納
」
な
ど
と
連
用
す
。
但
し
庫
府
に
入
れ
、
囊
器
へ
い
れ
て
置
き
た
る
と
こ
ろ

は
藏
の
字
な
り
。
い
ま
い
れ
る
こ
と
を
「
納
」
と
い
う
。
も
と
内
の
字
な
り
。「
う
ち
」
と
い
う
時
、

「
ナ
イ
」
の
音
、「
い
る
る
」
と
よ
む
時
、
入
聲
に
な
る
。
後
來
糸
へ
ん
を
加
え
る
。
古
書
、
内
の

字
に
點
發
し
て
納
の
字
に
用
い
る
。
も
の
の
内
に
入
れ
る
こ
と
な
り
。「
獻
納
」
②
と
は
、
下
よ
り

天
子
に
言
上
す
る
こ
と
を
と
り
つ
ぐ
官
な
り
。「
結
納
」
③
と
は
、
人
に
と
り
い
る
こ
と
な
り
。「
延

納
」
④
は
、
客
人
な
ど
を
呼
び
入
れ
、
も
て
な
す
こ
と
な
り
。
又
「
百
納
」
は
百
衲
な
り
。
衲
・

納
通
ず
。①

『
書
經
』
金
縢
「
乃
納
册
于
金
縢
之
匱
中
」。

②
『
漢
書
』
眭
兩
夏
侯
京
翼
李
傳
第
四
十
五
「
天
下
世
世
獻
納
、
以
明
盛
德
」。

③
『
漢
書
』
佞
幸
傳
第
六
十
三
「
是
時
、
明
經
著
節
士
琅
邪
貢
禹
爲
、
顯
使
人
致
意
、
深

自
結
納
」。

④
『
後
漢
書
』
宗
室
四
王
三
侯
列
傳
第
四
「
子
敬
王
睦
、
少
好
學
、
博
通
書
傳
、
光
武
愛

之
、
數
被
延
納
」。

【
沃
】
つ
ぎ
こ
む
こ
と
よ
り
、「
い
る
る
」
と
訓
ず
。
納
の
字
の
意
に
用
い
る
。

【
滅
】【
没
】【
淪
】「
い
る
」
と
よ
む
と
き
は
、
水
に
入
り
て
形
の
見
え
ぬ
こ
と
な
り
。
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５
〇
い
づ

出

突

凸

（
五
、
九
号
表
）

【
出
】「
い
づ
る
」
な
り
。
入
の
反
對
な
り
。
訓
の
如
し
。「
い
た
す
」
と
い
う
と
き
、
去
聲
「
ス

イ
」
の
音
、
財
物
の
い
だ
し
い
れ
な
り
。
し
か
る
和
訓
に
「
い
だ
す
」
と
よ
む
と
き
、
皆
「
ス
イ
」

の
音
と
覺
え
て
、
金
瘡
出
血
な
ど
を
「
ス
イ
ケ
ツ
」
と
よ
む
は
、
大
き
な
る
誤
り
な
り
。「
時
に
之

を
出
だ
す
」
①
は
中
庸
の
語
な
り
。
時
々
に
し
た
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
出
だ
し
て
用
い
る

こ
と
な
り
。「
首
出
」
②
は
易
の
語
な
り
。
萬
人
の
上
に
出
づ
る
こ
と
な
り
。「
閒
出
」
③
は
、
閒

氣
を
稟
け
て
生
れ
出
づ
る
意
に
て
、
類
ま
れ
な
る
人
を
い
う
。「
傑
出
」
④
「
特
出
」
⑤
、
み
な

う

た
ぐ
い

出
類
の
才
を
い
う
。
兄
弟
の
子
を
「
姪
」
と
い
う
⑥
、
姉
妹
の
子
を
「
出
」
と
い
う
⑦
。｢

自
出
」

⑧
と
い
う
は
、
左
傳
の
語
な
り
。「
た
れ
の
腹
」
と
い
う
こ
と
を
、「
た
れ
の
自
出
」
と
い
う
。｢

出

自
」
は
先
祖
の
こ
と
な
り
。
又
女
房
の
さ
ら
れ
る
を
「
出
」
と
い
う
。｢

七
出
三
不
出
」
⑨
と
い
う

こ
と
あ
り
。｢

出
妻
」
⑩
は
「
妻
を
や
む
」
と
も
、「
や
め
ら
れ
た
る
妻
」
と
も
よ
む
。
又
出
奔
を

「
出
」
と
い
う
。｢

出
公｣

⑪
と
い
う
は
、
出
奔
し
た
る
國
君
な
り
。
又
花
の
葉
は
五
ひ
ら
な
り
、

え
ふ

い
つ

｢

五
出
」
⑫
と
い
う
。
雪
は
六
ひ
ら
な
り
、｢

六
出
」
⑬
と
い
う
。
又｢
失
出｣

⑭
と
い
う
は
、
罪
人

む

の
ゆ
る
す
ま
じ
き
を
ゆ
る
す
を
い
う
。
又
「
跳
出
」
⑮
と
い
う
は
、
書
法
に
あ
る
こ
と
な
り
。
く

だ
り
よ
り
一
字
だ
け
上
へ
出
し
て
高
く
か
く
を
い
う
。
後
世
に
は
「
擡
頭
」
⑮
と
い
い
、「
提
頭
」

と
も
い
う
。
一
字
高
く
か
く
を
「
一
擡
頭
」、
二
字
た
か
く
か
く
を
「
二
擡
頭
」
と
い
う
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
溥
博
淵
泉
、
而
時
出
之
」。

②
『
周
易
』
乾
・
彖
「
首
出
庶
物
、
萬
國
咸
寧
」。

③
『
漢
書
』
高
帝
紀
第
一
上
「
事
急
矣
。
臣
請
誑
楚
、
可
以
閒
出
」、
注
「
師
古
曰
、
閒
出
、

投
閒
隙
和
出
、
若
言
閒
行
微
行
耳
」。

④
『
後
漢
書
』
周
黄
徐
姜
申
屠
列
傳
第
四
十
三
「
至
於
稺
者
、
爰
自
江
南
卑
薄
之
域
、
而

角
立
一
傑
出
、
宜
當
爲
先
」。

⑤
柳
宗
元
『
始
得
西
山
宴
游
記
』「
然
後
知
是
山
之
特
出
、
不
與
培
塿
爲
類
」。

⑥
『
説
文
解
字
』「
姪
、
女
子
謂
兄
弟
之
子
也
、
从
女
至
聲
」。

⑦
『
爾
雅
』
釋
親
「
男
子
謂
姊
妹
之
子
爲
出
、
女
子
謂
晜
弟
之
子
爲
姪
」。

⑧
『
左
傳
』
成
公
十
三
年
「
康
公
、
我
之
自
出
、
又
欲
闕
翦
我
公
室
、
傾
覆
我
社
稷
」、
注

「
秦
康
公
、
晉
外
甥
也
」。

⑨
『
孔
子
家
語
』
本
命
解
「
七
出
、
不
順
父
母
、
無
子
、
淫
僻
、
嫉
妒
、
惡
疾
、
多
口
舌
、

竊
盗
」。「
三
不
出
、
有
所
取
無
所
歸
也
、
與
三
年
之
喪
也
、
先
貧
賤
後
富
貴
也
」。

⑩
『
孟
子
』
離
婁
下
「
出
妻
屏
子
、
終
身
不
養
焉
」（
妻
を
や
む
）。

『
儀
禮
』
喪
服｢

出
妻
之
子
爲
母
」（
や
め
ら
れ
た
る
妻
）。

⑪
『
左
傳
』
哀
公
二
十
六
年
「
衞
出
公
自
城
鉏
、
使
以
弓
問
子
贛
、
且
曰
、
吾
其
入
乎
」。

⑫
『
宋
書
』
志
第
十
九
符
瑞
下｢

草
木
花
多
五
出
、
花
雪
獨
六
出
」。

⑬
『
埤
雅
』｢

雪
六
出
而
成
花
、
雹
三
出
而
成
實
」。

⑭
『
新
唐
書
』
列
傳
第
三
十
八
徐
有
功｢

后
召
詰
曰
、
公
比
斷
獄
多
失
出
、
何
耶
。
對
曰
、

失
出
、
臣
小
過
。
好
生
、
陛
下
大
德
。
后
黙
然｣

。

⑮
『
春
秋
正
義
』
引
『
魏
晉
儀
注
』「
寫
章
奏
別
起
行
頭
者
、
謂
之
跳
出
、
今
云
擡
頭
」。

【
突
】
ひ
よ
と
出
る
こ
と
を｢

突
出｣

①
と
い
う
、
ひ
よ
と
高
く
ぬ
け
る
こ
と
を
も｢

突
出｣

と
い
う
。

①
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
下
第
三
十
五
「
伏
溝
中
、
王
子
於
期
齊
轡
筴
而
進
之
、
彘
突
出

於
溝
中
、
馬
驚
駕
敗｣

。

【
凸
】
突
と
同
音
な
り
、
同
字
な
り
①
と
い
え
り
。
さ
れ
ど
も
凸
は
な
か
だ
か
と
用
い
る
。
少
し

く
異
な
り
。

①
『
一
切
經
音
義
』
十
「
蒼
頡
篇
、
凹
凸
作

突
同
、
烏
交
反
、
下
徒
結
反
」、『
集
韻
』「
凸
、

徒
結
反
」、「
突
、
徒
結
反
」。

６
〇
い
た
む

疼

痛

傷

（
五
、
三
十
三
号
裏
）
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【
疼
】【
痛
】
二
字
別
義
な
し
。
疼
は
「
う
づ
く
な
り
」
と
心
得
る
人
あ
り
、
誤
り
な
り
。「
疼
」

の
字
は
俗
語
に
用
い
る
な
り
。
又
「
痛
」
の
字
も
「
悲
痛
」「
哀
痛
」
と
連
用
す
る
は
、
下
の
傷
の

字
の
如
く
、
悲
哀
甚
し
く
て
身
に
痛
み
あ
る
如
く
な
る
な
り
。

【
傷
】
心
の
悲
傷
す
る
な
り
、
身
の
い
た
む
こ
と
に
は
非
ず
。

７
〇
い
や
す

療

痊

已

愈

瘳

瘥

（
五
、
三
十
六
号
表
）

【
療
】
い
や
す
な
り
。

【
痊
】【
已
】【
愈
】【
瘳
】【
瘥
】
五
字
共
に
「
い
や
す
」「
い
ゆ
る
」
に
通
じ
る
な
り
。「
瘥
」
は

少
し
い
え
る
な
り
。
又
知
と
い
う
こ
と
あ
り
①
。
藥
を
飮
み
て
騐
の
あ
る
こ
と
な
り
。

①
『
方
言
』
三
「
知
、
愈
也
。
南
楚
病
愈
者
、
或
謂
之
知
」。

『
廣
雅
』
釋
詁
「
知
、
愈
也
」。

８
〇
い
た
む

悼

痛

傷

戚

愴

慘

憯

悵

惻

怛

隱

慟

（
六
、
七
号
表
）

【
悼
】「
い
た
む
」。「
悲
悼｣

①
「
傷
悼
」
②
「
哀
悼
」
③
な
ど
連
用
す
。
人
の
死
す
る
を
か
な
し

む
こ
と
な
り
。
又
「
耄
悼｣

と
い
う
は
、
七
十
八
十
の
老
人
を
「
耄
」
と
い
い
、
七
歳
已
内
の
小
兒

を
「
悼
」
と
い
う
④
。

①
蔡
邕
『
郭
有
道
林
宗
碑
』「
降
年
不
永
、
民
斯
悲
悼｣

。

②
『
史
記
』
屈
原
賈
誼
列
傳
第
二
十
四
「
自
以
爲
壽
不
得
長
、
傷
悼
之
」。

③
蔡
邕
『
郭
有
道
林
宗
碑
』「
永
懷
哀
悼
、
靡
所
寘
念
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
七
十
曰
老
、
而
傳
。
八
十
、
九
十
曰
耄
、
七
年
曰
悼
、
悼
與
耄
雖

有
罪
、
不
加
刑
焉
」。

【
痛
】
痛
疼
の
義
な
り
。
轉
用
し
て
、
悲
哀
の
切
な
る
を
身
に
痛
み
の
あ
る
に
た
と
え
て
「
痛
」

と
い
う
。

【
傷
】「
い
た
む
」
と
よ
む
と
き
、「
哀
傷｣

「
悲
傷
」
①
「
悼
傷
」
な
ど
、
身
に
傷
あ
る
ご
と
く
、

悲
し
む
意
な
り
。｢

傷
春
」
は
「
春
に
い
た
む
」
な
り
、「
春
を
」
と
よ
む
は
非
な
り
。

①
杜
甫
『
陪
王
使
君
晦
日
泛
江
就
黄
家
亭
子
二
首
』
一
「
不
須
吹
急
管
、
衰
老
易
悲
傷｣

。

【
戚
】「
い
た
む
」
と
訓
ず
。「
憂
戚｣

①
「
哀
戚
」
②
「
痛
戚
」。
又
「
顔
色
の
戚
」
③
、
又
「
心

戚
々
然
た
り
」
④
。
又
「
喜
戚
」
と
對
用
す
。
悲
の
字
の
意
な
り
。
形
容
字
に
用
い
る
と
こ
ろ
殊

な
り
。

①
『
荀
子
』
富
國
「
愀
然
憂
戚
、
非
樂
而
日
不
和｣

。

②
『
禮
記
』
檀
弓
下
「
喪
禮
、
哀
戚
之
至
也
」。

③
『
孟
子
』
滕
文
公
上
「
顔
色
之
戚
、
哭
泣
之
哀
、
弔
者
大
悦
」。

④
『
列
子
』
楊
朱
第
七
「
戚
戚
然
以
至
於
死
」。

【
愴
】「
悽
愴
」
①
「
愴
然
」
②
「
感
愴
」
③
と
連
用
す
。「
悲
惻
な
り
」
④
と
注
す
。
心
の
底
に

か
な
し
く
ひ
び
く
こ
と
な
り
。
時
節
風
景
、
又
も
の
の
樣
子
を
見
て
、
心
の
か
な
し
き
に
用
い
る
。

①
『
禮
記
』
祭
儀
「
霜
露
旣
降
、
君
子
履
之
、
必
有
悽
愴
之
心
、
非
其
寒
之
謂
也
」。

②
『
戰
國
策
』
趙
策
一
「
愴
然
有
決
色
」。

③
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
鄧
皇
后
「
夙
夜
永
懷
感
愴
發
中
」。

④
『
正
字
通
』
卯
集
上
「
長
江
切
、
音
昌
、
悲
惻
也
」。

【
慘
】
前
に
見
え
る
。
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【
憯
】
慘
と
同
字
な
り
。

【
悵
】「
い
た
む
」
と
訓
ず
。「
惆
悵
」
①
「
悵
然
」
②
「
悵
恨
」
③
と
連
用
す
。
思
い
の
外
な
り

ほ
か

と
、
殘
り
多
か
る
意
な
り
。

①
『
楚
辭
』
九
辯
「
廓
落
兮
羇
旅
而
無
友
生
、
惆
悵
兮
而
私
自
憐
」。

②
『
史
記
』
日
者
列
傳
第
六
十
七
「
宋
忠
賈
誼
忽
而
自
失
、
芒
乎
無
職
、
悵
然
噤
口
不
能

言
」。

③
『
史
記
』
陳
渉
世
家
第
十
八
「
悵
恨
久
之
曰
、
苟
富
貴
無
相
忘
」。

【
惻
】【
怛
】【
隱
】「
惻
」
は
愴
と
同
じ
。
音
の
轉
じ
る
な
る
べ
し
。「
怛
」
は
驚
く
こ
こ
ろ
を
兼

ね
た
り
。「
隱
」
は
痛
の
字
と
同
義
な
り
。

【
慟
】「
哀
の
過
ぐ
る
な
り
」
①
と
注
す
。
哭
入
り
て
悶
絶
す
る
な
り
。「
一
慟
し
て
絶
す
」
②
と

い
う
こ
と
あ
り
。

①
『
論
語
』
先
進
「
顔
淵
死
。
子
哭
之
慟
。
從
者
曰
、
子
慟
矣
。
曰
、
有
慟
乎
。
非
夫
人

之
爲
慟
而
誰
爲
」、
集
解
「
慟
、
哀
過
也
」。

②
『
宋
史
』
劉
潛
傳
「
嘗
知
蓬
萊
縣
、
代
還
過
鄆
州
、
方
與
曼
卿
欽
聞
母
暴
疾
亟
歸
母
死
、

潛
一
慟
遂
絶
」。

９
〇
い
む

忌

諱

憚

厭

斁

嫌

簡

斥

（
六
、
二
十
号
裏
）

【
忌
】「
い
む
」
と
訓
ず
。
嫌
う
に
畏
れ
る
意
あ
り
。「
畏
忌
」
①
「
嫌
忌
」
②
「
忌
憚
」
③
と
連

用
す
。「
性
、
忌
多
し
」
④
と
は
、
う
ま
れ
つ
き
き
ら
い
お
お
き
な
り
。「
性
箝
忌
な
り
」
⑤
と
は
、

う
ま
れ
つ
き
き
ら
い
事
多
く
て
、
も
の
を
く
い
し
め
る
よ
う
に
く
わ
え
る
處
あ
る
な
り
。
藥
の
「
禁

忌
」
⑥
、
病
の
「
宜
忌
」、
皆
き
ら
う
に
畏
れ
る
意
を
帶
び
る
。「
忌
諱
に
觸
る
る
」
⑦
と
は
、
上

の
き
ら
い
事
に
觸
れ
る
な
り
。
貴
人
は
き
ら
い
事
多
き
も
の
な
る
故
な
り
。「
俗
忌
」
は
世
の
な
ら

わ
し
に
て
、
い
む
こ
と
な
り
。
親
の
死
日
を
「
忌
日
」
⑧
と
い
う
。
天
子
の
忌
日
を
「
國
忌
」
⑨

と
い
う
。
左
傳
の
「
上
を
忌
ま
ず
」
⑩
と
は
、
畏
れ
て
せ
ぬ
こ
と
の
あ
る
を
「
忌
」
と
い
う
。

①
『
左
傳
』
昭
公
二
十
五
年
「
爲
刑
罰
威
獄
、
使
民
畏
忌
」。

②
『
後
漢
書
』
鄭
孔
荀
列
傳
第
六
十
「
曹
操
旣
積
嫌
忌
、
而
郗
慮
復
搆
成
器
罪
」。

③
『
禮
記
』
中
庸
「
小
人
之
中
庸
也
、
小
人
而
無
忌
憚
也
」。

④
『
南
史
』
列
傳
第
十
二
王
騫
「
騫
性
侈
於
味
而
儉
於
服
、
頗
以
多
忌
爲
累
」。

⑤
『
後
漢
書
』
梁
統
列
傳
第
二
十
四
「
壽
性
鉗
忌
、
能
制
御
冀
、
冀
甚
寵
憚
之
」。

⑥
『
漢
書
』
藝
文
志
第
十
「
及
拘
者
爲
之
、
則
牽
於
禁
忌
、
泥
於
小
數
」。

⑦
『
三
國
志
』
魏
書
・
王
衞
二
劉
傅
傳
第
二
十
一
「
非
破
家
爲
國
、
投
身
成
君
者
、
誰
能

犯
顔
色
、
觸
忌
諱
、
建
一
言
、
開
一
説
哉
」。

⑧
『
禮
記
』
祭
義
「
忌
日
之
必
哀
、
稱
諱
如
見
親
、
祀
之
忠
也
」。

⑨
『
貽
謀
錄
』「
國
忌
行
香
、
非
舊
制
」。

⑩
『
左
傳
』
昭
公
六
年
「
民
知
有
辟
、
則
不
忌
於
上
。
并
有
爭
心
、
以
徴
於
書
、
而
徼
幸

以
成
之
、
弗
可
爲
矣
」、
注
「
權
移
于
法
、
故
民
不
畏
上
」。

【
諱
】
親
死
し
て
後
、
親
の
名
を
い
わ
ぬ
を
「
諱
む
」
と
い
う
。
故
に
又
死
し
た
る
親
の
名
を
「
諱
」

い
み
な

と
い
う
①
。
轉
用
し
て
、
き
ら
い
こ
と
ば
を
「
諱
」
と
い
う
。「
忌
諱
に
觸
る
」
②
な
ど
は
き
ら
い

き

こ
と
ば
に
觸
れ
る
な
り
。
總
じ
て
忌
ん
で
い
わ
ぬ
を
「
諱
む
」
と
い
う
。「
死
を
諱
む
」
な
ど
も
死

ぬ
と
い
う
詞
を
き
ら
う
こ
と
な
り
。「
諱
を
奉
め
て
來
る
」
と
は
、
喪
に
て
來
る
こ
と
な
り
。「
諱

日
」「
諱
辰
」
は
忌
日
な
り
。

①
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
入
門
問
諱
」、
疏
「
諱
、
主
人
祖
先
君
名
」。

②
『
三
國
志
』
魏
書
・
王
衞
二
劉
傅
傳
第
二
十
一
「
非
破
家
爲
國
、
投
身
成
君
者
、
誰
能

犯
顔
色
、
觸
忌
諱
、
建
一
言
、
開
一
説
哉
」。

【
憚
】「
は
ば
か
る
」
と
訓
ず
。
和
語
に
い
う
遠
慮
す
る
な
り
。
俗
語
に
不
遠
慮
な
る
を
「
無
忌
憚
」

ウ
ウ
ギ
イ
ダ
ン
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と
い
う
。

【
厭
】「
い
と
ふ
」
と
訓
ず
。
あ
き
い
や
が
る
な
り
。
轉
用
し
て
、
い
や
が
る
こ
と
に
通
じ
て
用
い

る
。
そ
の
時
は
嫌
と
同
じ
。「
天
、
周
德
を
厭
ふ
」
①
な
ど
は
、
あ
き
て
嫌
う
な
り
。
久
し
く
天
下

の
主
た
る
故
、
惡
意
を
含
め
り
。

①
『
左
傳
』
隱
公
十
一
年
「
夫
許
大
岳
之
胤
也
。
天
而
旣
厭
周
德
矣
。
吾
其
能
與
許
爭
乎
」。

【
斁
】
厭
と
同
じ
。

【
嫌
】「
き
ら
ふ
」。
訓
の
如
し
。
又
「
う
た
が
は
し
き
」
と
よ
む
と
き
は
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
な
り
。

「
嫌
を
避
く
」
①
「
嫌
疑
を
決
む
」
②
「
嫌
を
別
つ
」「
嫌
し
き
名
」
③
な
ど
の
類
な
り
。

①
『
論
語
』
公
冶
長
「
子
謂
南
容
」、
集
注
「
凡
人
避
嫌
者
、
皆
内
不
足
也
、
聖
人
自
至
公
、

何
避
嫌
之
有
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
禮
者
所
以
定
親
疏
、
決
嫌
疑
、
別
同
異
、
明
是
非
也
」。

③
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
卒
哭
乃
諱
、
禮
不
諱
嫌
名
、
二
名
不
偏
諱
」。

【
簡
】「
き
ら
ふ
」
と
よ
む
こ
と
、
佛
書
に
多
し
。
簡
別
の
義
な
り
。
差
別
を
立
て
て
知
ら
せ
る
こ

と
な
り
。

【
斥
】「
き
ら
ふ
」
と
よ
む
こ
と
、
古
點
に
あ
り
。
多
く
は
指
斥
の
義
を
誤
れ
る
な
り
。

〇
い
か
る

10怒

嗔

瞋

忿

恚

懥

愾

憤

慍

悶

（
六
、
廿
三
号
表
）

【
怒
】「
い
か
る
」
と
訓
ず
。「
は
ら
た
つ
」
と
譯
す
。
義
明
ら
か
な
り
。
廣
き
字
な
り
。
轉
用
し

て
、「
怒
馬
」
①
「
大
鵬
怒
り
て
飛
ぶ
」
②
「
草
木
怒
り
て
生
ず
」
③
「
流
水
涓
々
と
し
て
芹
怒
芽

す
」
④
「
山
木
悲
鳴
し
て
水
怒
流
す
」
⑤
な
ど
、
皆
い
き
お
い
を
持
ち
た
る
こ
と
を
い
う
。

①
『
後
漢
書
』
第
五
鍾
離
宋
寒
列
傳
第
三
十
一
「
蜀
地
肥
冗
、
人
吏
富
實
、
掾
史
家
貲
多

至
千
萬
、
皆
鮮
車
怒
馬
、
以
財
貨
自
達
」。

②
『
莊
子
』
逍
遙
遊
第
一
「
北
冥
有
魚
、
其
名
爲
鯤
。
鯤
之
大
、
不
知
其
幾
千
里
也
。
化

而
爲
鳥
、
其
名
爲
鵬
。
鵬
之
背
、
不
知
其
幾
千
里
也
。
怒
而
飛
、
其
翼
若
垂
天
之
云
。

是
鳥
也
、
海
運
則
將
徙
於
南
冥
。
南
冥
者
、
天
池
也
」。

③
『
莊
子
』
外
物
第
二
十
六
「
春
雨
日
時
、
草
木
怒
生
、
銚
鎒
於
是
乎
始
修
、
草
木
之
到

植
者
過
半
、
而
不
知
其
所
以
然
」。

④
襄
陽
旅
殯
舉
人
『
古
風
』〔『
全
唐
詩
』
巻
八
六
五
〕「
流
水
涓
涓
芹
努
芽
、
織
鳥
西
飛
客

還
家
。
荒
村
無
人
作
寒
食
、
殯
宮
空
對
棠
梨
花
」。

⑤
王
安
石
『
寄
育
王
大
覺
禪
師
』「
山
木
悲
鳴
水
怒
流
、
百
蟲
專
夜
思
高
秋
。
道
人
方
丈
應

無
受
、
想
復
長
吟
擬
慧
休
」。

【
嗔
】【
瞋
】
同
義
な
り
。「
盛
に
氣
怒
る
な
り
」
①
と
注
す
れ
ど
も
、
怒
と
同
義
な
り
。

①
『
六
書
故
』「
嗔
、
昌
眞
切
、
盛
氣
怒
也
」。

【
忿
】
怒
と
同
義
な
り
。
も
と
憤
の
字
と
音
同
じ
。
上
聲
去
聲
の
差
ま
で
な
り
。
轉
用
し
て
、
暴

怒
の
義
な
り
。
又
「
不
分
」
は
「
不
忿
」
の
省
字
な
り
。「
ね
た
ひ
か
な
」
と
訓
ず
。
あ
ら
腹
た
ち

や
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。
不
の
字
は
助
語
に
て
、
俗
語
つ
よ
く
熱
す
る
を
「
好
不
熱
」、
つ
よ

く
冷
る
を
「
好
不
冷
」
と
い
う
が
如
し
。

【
恚
】
じ
れ
る
な
り
。「
ふ
つ
く
む
」
と
訓
ず
。

【
懥
】
忿
戻
な
り
。
い
か
り
す
ね
る
な
り
。

【
愾
】
怒
な
り
。
左
傳
に
「
敵
愾
」
①
と
い
う
字
あ
り
。
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①
『
左
傳
』
文
公
四
年
「
諸
侯
敵
王
所
愾
、
而
獻
其
功
、
王
於
是
乎
賜
之
彤
弓
一
、
彤
矢

百
、
玈
弓
矢
千
、
以
覺
報
宴
」。

【
憤
】
積
怒
な
り
。
内
に
鬱
積
し
て
發
す
る
怒
り
な
り
。

【
慍
】
憤
の
字
と
大
抵
同
字
な
り
。「
慍
怒
」
①
と
連
用
す
。
内
に
怒
り
を
含
み
て
、
心
の
煩
憒
す

る
な
り
。①

『
史
記
』
李
將
軍
列
傳
第
四
十
九
「
廣
不
謝
大
將
軍
而
起
行
、
意
甚
慍
怒
而
就
部
」。

【
悶
】「
い
き
ど
ほ
る
」
と
よ
め
ど
も
、
た
だ
鬱
悶
の
義
に
見
る
べ
し
。

〇
い
つ
は
る

11僞

詐

贋

假

妄

矯

詭

譎

虛

佯

（
六
、
三
十
四
号
裏
）

【
僞
】「
い
つ
は
る
」
と
訓
ず
。
誠
の
反
對
、
眞
の
反
對
な
り
。
誠
の
反
對
の
時
、
う
そ
な
り
、
い

つ
わ
り
な
り
。「
詐
僞
」「
虛
僞
」
な
ど
と
連
用
す
。
實
な
ら
ぬ
意
な
り
。
眞
の
反
對
の
時
、
に
せ

な
り
。
古
は
贋
の
字
な
し
。
假
の
字
、
僞
の
字
を
以
て
眞
の
字
に
對
す
。
假
の
字
は
し
ば
ら
く
に

せ
た
る
意
な
り
、
僞
の
字
は
つ
く
り
も
の
と
い
う
意
な
り
。
荀
子
に
「
仁
義
禮
智
は
僞
な
り
」
①

と
い
え
る
は
、
又
に
せ
と
い
う
意
に
も
非
ず
、
う
そ
と
い
う
意
に
も
非
ず
、
天
然
自
然
の
も
の
に

非
ず
、
聖
人
の
作
り
た
ま
へ
る
も
の
に
て
、
つ
く
り
も
の
な
り
と
い
う
意
な
り
。
世
儒
、
荀
子
を

讀
ま
ず
し
て
、
四
書
の
注
な
ど
に
て
見
て
②
、
誤
り
會
す
る
な
り
。
又
異
國
に
て
天
子
二
人
あ
る

と
き
、
敵
方
の
天
子
を
「
僞
皇
帝
」
と
い
う
。
に
せ
の
天
子
と
い
う
意
な
り
。
そ
の
朝
廷
を
「
僞

朝
」
と
い
う
。
そ
の
敕
を
「
僞
敕
」
と
い
う
。
僞
朝
の
官
人
を
「
僞
宰
相
」「
僞
大
尉
」
な
ど
と
い

う
。
僞
朝
よ
り
官
位
を
與
え
る
を
「
僞
授
」「
僞
署
」
と
い
う
。
僞
朝
の
年
號
を
「
僞
號
」
と
い
う
。

し
か
る
に
近
年
、
或
る
人
の
書
に
、
海
東
諸
國
記
に
載
せ
て
、
日
本
紀
に
な
き
年
號
を
「
僞
年
號
」

と
い
う
、
大
い
な
る
誤
り
な
り
。
太
平
記
の
時
分
な
ど
に
、
南
朝
よ
り
北
朝
の
年
號
を
稱
し
、
北

朝
よ
り
南
朝
の
年
號
を
稱
し
て
こ
そ
「
僞
年
號
」
と
は
い
う
べ
け
れ
。

①
『
荀
子
』
性
惡
「
凡
性
者
、
天
之
就
也
、
不
可
學
、
不
可
事
。
禮
義
者
、
聖
人
之
所
生

也
、
人
之
所
學
而
能
、
所
事
而
成
者
也
。
不
可
學
、
不
可
事
而
在
人
者
、
謂
之
性
、
可

學
而
能
、
可
事
而
成
之
在
人
者
、
謂
之
偽
、
是
性
、
偽
之
分
也
」。

②
『
孟
子
』
萬
章
上
「
然
則
舜
僞
喜
者
與
」、
注
「
僞
、
詐
也
」。

【
詐
】「
い
つ
は
り
」
と
訓
ず
。
う
そ
な
り
。
誠
實
の
反
對
な
り
。

【
贋
】
に
せ
な
り
。
眞
の
反
對
な
り
。

【
假
】
か
り
な
り
。
眞
の
反
對
な
り
。
し
ば
ら
く
に
せ
た
る
意
あ
り
。
狂
言
に
、
女
の
ま
ね
を
し
、

天
子
の
ま
ね
を
す
る
類
な
り
。「
韓
信
を
齊
の
假
王
に
な
ら
ん
」
①
と
言
い
た
る
は
、
後
世
の
權
官

の
義
な
り
。

①
『
史
記
』
田
儋
列
傳
第
三
十
四
「
韓
信
已
殺
龍
且
、
因
令
曹
參
進
兵
破
殺
田
旣
於
膠
東
、

使
灌
嬰
破
殺
齊
將
田
吸
於
千
乘
。
韓
信
遂
平
齊
、
乞
自
立
爲
齊
假
王
、
漢
因
而
立
之
」。

【
妄
】「
い
つ
は
り
」
と
訓
ず
、「
み
だ
り
」
と
訓
ず
。「
み
だ
り
」
と
い
う
を
本
と
し
て
見
る
べ
し
。

「
妄
言
」
①
は
、
つ
が
も
な
き
［
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
、
ば
か
ば
か
し
い
］、
む
さ
と
し
た
る
そ
ら
言
な

り
。「
妄
男
子
」「
妄
人
」
②
は
、
つ
が
も
な
き
者
と
い
う
意
な
り
。「
狂
妄
」
③
と
連
用
す
。

①
『
史
記
』
項
羽
本
紀
第
七
「
梁
掩
其
口
、
曰
、
毋
妄
言
、
族
矣
」。

②
『
孟
子
』
離
婁
下
「
君
子
曰
、
此
亦
妄
人
也
已
矣
」。

③
『
韓
詩
外
傳
』
六
「
威
有
三
術
、
有
道
德
之
威
者
、
有
暴
察
之
威
者
、
有
狂
妄
之
威
者
」。

【
矯
】「
い
つ
は
る
」
と
も
、「
つ
け
て
」
と
も
よ
む
。「
詔
を
矯
る
」
と
は
、
敕
に
て
も
な
き
を
敕

な
り
と
い
う
。
誣
の
字
の
義
な
り
。
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【
詭
】【
譎
】「
い
つ
は
る
」
と
よ
め
ど
も
、
詐
・
僞
な
ど
の
字
と
頗
る
殊
な
り
。「
詭
異
」「
詭
僻
」

「
詭
怪
」「
卓
詭
」「
詭
奇
」
な
ど
と
連
用
す
る
と
き
、
性
行
又
器
服
な
ど
の
上
に
て
も
、
目
だ
ち

て
異
樣
な
る
を
い
う
。「
詭
變
」「
詭
詐
」「
詭
巧
」
な
ど
と
連
用
す
る
と
き
、
人
事
・
言
語
・
情
態

の
上
に
て
機
變
百
出
し
て
、
目
ま
ぎ
ら
わ
し
き
こ
と
な
り
。「
兵
は
詭
道
な
り
」
①
と
い
う
も
こ
の

意
な
り
。「
詭
隨
」
②
と
い
う
は
、
地
道
に
ゆ
か
ず
し
て
、
人
に
つ
け
て
や
る
こ
と
な
り
。
畢
竟
し

ぢ

み
ち

て
、
和
語
に
い
う
「
手
を
す
る
」
と
い
う
意
に
て
通
ず
べ
し
。
譎
の
字
も
同
意
な
り
。

①
『
孫
子
』
始
計
「
兵
者
詭
道
也
。
故
能
而
示
之
不
能
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
民
勞
「
無
縱
詭
隨
、
以
謹
無
良
。
式
遏
寇
虐
、
憯
不
畏

明
」、
毛
傳
「
詭
隨
、
詭
人
之
善
、
隨
人
之
惡
者
」。

【
虛
】
は
實
の
反
對
な
り
。「
虛
僞
」「
虛
詐
」「
虛
假
」「
虛
妄
」
な
ど
と
連
用
す
る
と
き
は
、
い

つ
わ
り
な
り
。「
い
つ
は
る
」
と
は
よ
ま
ず
。「
虛
文
」
①
「
虛
象
」
②
な
ど
は
、
體
の
な
き
こ
と

な
り
。
畢
竟
體
の
な
き
こ
と
と
心
得
べ
し
。

①
『
漢
書
』
谷
永
杜
鄴
傳
第
五
十
五
「
廢
承
天
之
至
言
、
角
無
用
之
虛
文
」。

②
『
論
衡
』
薄
葬
篇
「
以
耳
目
論
、
則
爲
虛
象
爲
言
、
虛
象
效
則
以
事
實
爲
非
」。

【
佯
】「
い
つ
は
る
」
と
訓
ず
。
陽
と
同
字
な
り
。
内
証
は
さ
な
く
て
、
上
に
て
す
る
を
い
う
。「
佯

狂
」
①
は
き
ち
が
い
の
ふ
り
を
す
る
な
り
。

①
『
史
記
』
宋
微
子
世
家
第
八
「
乃
被
髪
詳
狂
而
爲
奴
」。

〇
い
た
る

12至

到

臻

款

格

假

屆

造

詣

達

底

迄

訖

距

放

致

耆

來

輸

戻

傅

佸

括

稽

極

抵

次

效

（
後
一
、
初
号
表
）

【
至
】
來
の
字
と
相
似
た
り
。
但
し
「
來
」
は
「
く
る
」
と
譯
す
、「
至
」
は
「
つ
い
た
」
と
譯
す
。

し
か
し
な
が
ら
來
の
字
と
通
わ
し
用
い
る
と
意
得
べ
し
。「
行
人
來
る
」「
行
人
至
く
」、
同
意
な

こ
こ
ろ

た
び
ひ
と

く

た
び
ひ
と

つ

り
。
こ
の
と
き
は
至
の
字
、
到
の
字
と
同
義
な
り
。
さ
て
「
上
よ
り
下
に
至
る
ま
で
」「
古
よ
り
今

に
至
る
ま
で
」
な
ど
に
は
到
の
字
は
使
わ
ず
。
た
だ
「
行
人
至
る
」「
行
人
到
る
」「
家
に
到
る
」「
門

に
至
る
」「
門
に
到
る
」「
家
に
至
る
」
な
ど
は
同
じ
こ
と
な
り
。
又
俗
語
に
「
到
底
」「
到
頭
」

そ
こ
ま
で

ゆ
く
さ
き

な
ど
と
あ
り
。
至
の
字
は
用
い
ず
。
又
「
知
至
」「
德
至
」
な
ど
は
、
至
極
す
る
意
ゆ
え
、
到
の
字

は
用
い
ず
。

【
到
】
上
に
同
じ
。

【
臻
】
大
勢
い
た
る
な
り
。
又
至
の
字
の
か
わ
り
に
も
用
い
る
。

お
お
ぜ
い

【
款
】「
い
た
る
」
と
も
、「
た
た
く
」
と
も
よ
む
。
心
に
一
物
あ
つ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
い
た
る
な
り
。

通
路
を
求
め
る
意
あ
り
。
故
に
ね
ん
ご
ろ
に
し
て
踈
畧
な
る
心
な
し
。「
客
款
る
〔
を
と
つ
れ
る
〕」、

い
た

ね
ん
ご
ろ
に
と
い
う
意
な
り
。「
款
冬
花
」、
一
名
「
款
凍
」
と
も
い
う
。
冬
を
凌
ぎ
冰
を
つ
ら
ぬ

ふ
き
の
と
う

き
生
じ
る
ゆ
え
、
名
づ
け
た
る
な
り
。
寒
中
に
ね
ん
ご
ろ
な
る
生
意
あ
つ
て
發
生
す
。
こ
れ
に
て

款
の
字
の
義
を
よ
く
知
れ
る
な
り
。
晏
子
に
「
前
驅
し
て
門
に
款
る
」
①
、
史
記
に
「
關
に
款
り

て
見
を
請
ふ
」
②
、
前
漢
に
「
匈
奴
、
塞
に
款
る
」
③
な
ど
は
、
ゆ
え
あ
つ
て
い
た
る
な
り
。
初

篇
に
委
し
。

く
わ

①
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
雜
上
・
景
公
夜
從
晏
子
飮
晏
子
稱
不
敢
與
「
景
公
飮
酒
、
夜
移
于

晏
子
家
、
前
驅
款
門
曰
、
君
至
」。

②
『
史
記
』
商
君
列
傳
第
八
「
發
教
封
内
、
而
巴
人
致
貢
、
施
德
諸
侯
、
而
八
戎
來
服
。

由
余
聞
之
、
款
關
請
見
」。

③
『
漢
書
』
匈
奴
傳
第
六
十
四
「
明
年
、
呼
韓
邪
單
于
款
五
原
塞
。
願
朝
三
年
正
月
」。

【
格
】「
い
た
る
」
と
よ
む
。
大
氐
「
至
」
と
同
じ
。
そ
の
う
ち
か
た
く
用
い
る
な
り
。「
至
」
は

先
ま
で
ゆ
き
つ
め
る
こ
と
、「
格
」
の
字
は
ゆ
く
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
き
て
、
先
へ
ゆ
か
ぬ
こ
と
な
り
。

元
來
「
格
例
」「
格
式
」
な
ど
よ
り
翻
用
し
て
使
う
。
定
木
を
は
ず
さ
ぬ
こ
と
な
り
。
周
禮
の
「
挂
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肉
格
」
①
は
、
肉
を
お
く
か
け
ば
ん
な
り
。
肉
を
お
く
所
を
定
め
て
、
外
へ
や
ら
ぬ
た
め
な
り
。「
獸

を
格
す
る
」
②
は
、
矢
來
を
し
て
、
獸
を
外
へ
だ
さ
ぬ
こ
と
な
り
。
極
ま
り
定
ま
る
意
あ
る
ゆ
え
、

や

ら
い

「
い
た
る
」
と
訓
ず
。「
と
ど
ま
る
」
と
譯
し
て
通
ず
。
書
經
に
「
姦
に
格
〔
と
ど
ま
〕
ら
ず
」
③

い
た

「
藝
祖
に
格
〔
と
ど
ま
〕
る
」
④
「
有
苗
格
〔
と
ど
ま
〕
る
」
⑤
、
み
な
「
と
ど
ま
る
」
と
譯
し

い
た

い
た

て
よ
し
。「
癈
格
」
⑥
は
も
の
を
や
め
る
こ
と
な
り
。

①
『
周
禮
』
大
司
徒
・
牛
人
「
凡
祭
祀
共
其
牛
牲
之
互
與
其
盆
簝
以
逮
事
」、
鄭
玄
注
「
互

若
今
屠
家
縣
肉
格
」。

②
『
三
國
志
』
魏
志
・
陳
蕭
王
傳
第
十
九
「
少
善
射
御
、
旅
月
力
過
人
、
手
格
猛
獸
」。

③
『
書
經
』
堯
典
「
岳
曰
、
瞽
子
、
父
頑
、
母
嚚
、
象
傲
、
克
諧
以
孝
、
烝
烝
乂
、
不
格

奸
」。

④
『
書
經
』
舜
典
「
歸
、
格
于
藝
祖
、
用
特
」。

⑤
『
書
經
』
大
禹
謨
「
帝
乃
誕
敷
文
德
、
舞
干
羽
于
兩
階
。
七
旬
、
有
苗
格
」。

⑥
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
天
子
聞
、
使
杜
式
治
、
以
爲
癈
格
沮
事
、
弃
縱
市
」、

注
「
癈
格
詔
書
沮
已
成
之
事
」。

【
假
】
格
と
同
意
な
り
。
易
經
に
「
王
、
有
廟
に
假
る
」
①
、
外
に
あ
ま
り
つ
か
わ
ぬ
な
り
。

い
た

ほ
か

①
『
易
經
』
萃
・
彖
「
萃
、
亨
。
王
假
有
廟
、
利
見
大
人
、
亨
利
貞
。
用
大
牲
吉
、
利
有

攸
往
」。

【
屆
】
こ
れ
も
極
と
い
う
義
よ
り
、
至
の
字
と
同
じ
こ
と
に
翻
用
す
。
書
經
に
「
遠
し
と
し
て
屆い

た

ら
ざ
る
無
し
」
①
は
全
く
至
の
義
と
同
じ
。
詩
經
に
「
天
の
屆
を
致
す
」
②
は
、
天
の
至
極
を
い

う
。
俗
に
書
狀
を
轉
達
す
る
を
「

屆

」
と
い
う
。
及
ぶ
の
義
あ
る
ゆ
え
な
り
。
唐
土
に
て
は
「
書

と
と
く
る

を
よ

を
致
す
」
と
い
う
な
り
。
俗
に
「
届
」
に
作
る
は
誤
り
な
り
。
尸
凷
に
從
う
べ
し
。
古
字
、
曁
に

作
る
。

①
『
書
經
』
大
禹
謨
「
益
贊
于
禹
曰
、
惟
德
動
天
、
無
遠
弗
屆
。
滿
招
損
、
謙
受
益
、
時

乃
天
道
」。

②
『
詩
經
』
魯
頌
・
閟
宮
「
至
于
文
武
、
纘
大
王
之
緒
。
致
天
之
屆
、
于
牧
之
野
」。

【
造
】
す
す
み
い
た
る
な
り
。
も
と
就
く
と
い
う
よ
り
轉
用
す
。
書
經
に
「
有
衆
咸
な
造
る
」
①
、

い
た

周
禮
に
「
四
方
の
賓
客
造
る
」
②
、
孟
子
に
「
朝
に
造
る
能
は
ず
」
③
、
或
い
は
「
道
に
造
る
」

④
「
聖
域
に
造
る
」
⑤
な
ど
に
こ
の
字
を
用
い
る
。

①
『
書
經
』
盤
庚
中
「
盤
庚
作
、
惟
渉
河
、
以
民
遷
、
乃
話
民
之
弗
率
、
誕
告
用
亶
。
其

有
衆
咸
造
、
勿
褻
在
王
庭
」。

②
『
周
禮
』
地
官
・
司
門
「
凡
歳
時
之
門
、
受
其
餘
。
凡
四
方
之
賓
客
造
焉
、
則
以
告
」。

③
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
「
孟
仲
子
對
曰
、
昔
者
有
王
命
、
有
采
薪
之
憂
、
不
能
造
朝
」。

④
『
孟
子
』
離
婁
下
「
孟
子
曰
、
君
子
深
造
之
以
道
、
欲
其
自
得
之
也
」。

⑤
蘇
軾
『
復
改
科
賦
』「
謂
專
門
足
以
造
聖
域
、
謂
變
古
足
以
爲
大
儒
」。

【
詣
】
大
氐
「
造
」
と
同
じ
。
そ
の
う
ち
候
問
の
意
を
帶
び
る
。「
至
詣
」
と
連
用
す
。
左
傳
杜
註

に
「
鄭
詹
、
齊
に
詣
り
執
へ
ら
る
」
①
、
史
記
に
「
代
王
傳
に
乘
り
て
長
安
に
詣
る
」
②
、
或
い

い
た

は
「
公
府
に
詣
る
」
③
「
門
に
詣
る
」
④
な
ど
の
類
、
候
至
し
て
言
上
す
る
と
い
う
位
の
こ
と
な

り
。
俗
に
神
社
へ
行
く
を
「
參
詣
」
と
い
う
。
神
社
へ
行
き
て
ね
が
い
ご
と
を
申
し
上
る
こ
こ
ろ

ゆ
え
、
詣
る
〔
も
う
で
る
〕
の
義
叶
う
な
り
。
宋
史
に
「
帝
、
孔
子
の
廟
に
詣
る
」
⑤
、「
も
う
で

い
た

い
た

る
」
と
よ
み
て
よ
し
。
都
て
い
た
づ
ら
に
ゆ
く
に
非
ざ
る
な
り
。
學
業
の
上
達
す
る
を
「
造
詣
」

す
べ

⑥
と
い
う
。
す
す
み
い
た
る
義
な
り
。

①
『
左
傳
』
莊
公
十
七
年
「
十
有
七
年
、
春
、
齊
人
執
鄭
詹
」、
杜
註
「
詹
爲
鄭
執
政
大
臣
。

詣
齊
見
執
」。

②
『
史
記
』
黥
布
列
傳
第
三
十
一
「
王
疑
其
與
亂
。
赫
恐
、
稱
病
。
王
愈
怒
、
欲
捕
赫
。

赫
言
變
事
、
乘
傳
詣
長
安
」。

③
『
左
傳
』
隱
公
七
年
「
初
、
戎
朝
於
周
、
發
幣
於
公
卿
」、
杜
注
「
朝
而
發
幣
於
公
卿
、

如
今
計
獻
詣
公
府
卿
寺
」。

④
『
後
漢
書
』
宣
張
二
王
杜
郭
呉
承
鄭
趙
列
傳
第
十
七
「
郡
將
欲
必
致
之
、
使
縣
令
譎
將
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詣
門
、
旣
至
、
卒
不
能
屈
」。

⑤
『
宋
史
』
本
紀
第
四
十
六
度
宗
「
戊
申
、
帝
詣
太
學
謁
孔
子
、
行
舍
菜
禮
」。

⑥
『
前
漢
紀
』
孝
成
皇
帝
紀
二
「
及
至
末
俗
、
異
端
並
生
、
諸
子
造
詣
、
以
亂
大
倫
、
於

是
微
言
絶
、
羣
義
繆
焉
」。

【
達
】
ゆ
き
と
ど
く
こ
と
な
り
。
及
の
字
に
似
た
れ
ど
も
、「
及
」
は
よ
う
よ
う
と
と
ど
く
な
り
、

「
達
」
は
道
す
じ
が
つ
い
て
、
そ
の
所
ま
で
、
ぎ
つ
し
り
い
つ
ぱ
い
に
と
ど
く
な
り
。「
通
達
」
①

と
連
用
す
。「
達
人
」
②
は
何
事
も
通
達
し
た
る
人
な
り
。「
達
識
」
③
は
よ
く
も
の
を
し
り
ぬ
い

た
る
こ
と
。「
達
觀
」
④
は
ど
こ
ま
で
も
み
ぬ
く
こ
と
。「
進
達
」
⑤
「
薦
達
」
⑥
は
人
を
す
す
め

る
こ
と
。「
專
達
」
⑦
は
一
分
に
事
を
决
す
る
こ
と
な
り
。
周
禮
に
「
之
を
達
す
る
に
旌
節
を
以
て

す
」
⑧
は
、
旌
節
に
て
相
圖
を
し
て
、
民
へ
通
達
す
る
な
り
。
書
經
に
「
河
に
達
す
」
⑨
と
い
う

あ
い

づ

は
、
水
筋
の
河
に
ゆ
き
と
ど
く
こ
と
な
り
。「
書

信

達
」「
音
信
達
」
な
ど
、
虛
實
動
靜
の
し

ふ
み
た
よ
り
と
ど
く

お
と
づ
れ
と
ど
く

な
か
わ
れ
ど
も
、
皆
通
達
す
る
の
義
な
り
。

①
『
禮
記
』
學
記
「
一
年
視
離
經
辨
志
、
三
年
視
敬
業
樂
群
、
五
年
視
博
習
親
師
、
七
年

視
論
學
取
友
、
謂
之
小
成
、
九
年
知
類
通
達
、
強
立
而
不
反
、
謂
之
大
成
」

②
『
左
傳
』
昭
公
七
年
「
聖
人
有
明
德
者
、
若
不
當
世
、
其
後
必
有
達
人
」。

③
『
北
史
』
列
傳
第
三
十
一
邢
卲
「
高
情
達
識
、
開
遣
滯
累
、
東
門
呉
以
還
、
所
未
有
也
」。

④
『
書
經
』
召
誥
「
周
公
朝
至
于
洛
、
則
達
觀
于
新
邑
營
」。

⑤
『
禮
記
』
儒
行
「
程
功
積
事
、
推
賢
而
進
達
之
、
不
望
其
報
」。

⑥
『
後
漢
書
』
文
苑
列
傳
第
七
上
黄
香
「
在
位
多
所
薦
達
、
寵
遇
甚
盛
、
議
者
譏
其
過
倖
」。

⑦
『
周
禮
』
小
宰
「
小
事
則
專
達
」、
注
「
達
、
決
也
」。

⑧
『
周
禮
』
夏
官
・
懷
方
氏
「
懷
方
氏
、
掌
來
遠
方
之
民
、
致
方
貢
、
致
遠
物
、
而
送
逆

之
、
達
之
以
節
。
治
其
委
積
、
館
舍
、
飲
食
」。

⑨
『
書
經
』
禹
貢
「
厥
貢
漆
絲
、
厥
篚
織
文
。
浮
于
濟
漯
、
達
于
河
」。

【
底
】【
距
】【
迄
】【
訖
】
至
の
字
と
同
義
な
り
。
そ
の
う
ち
、「
底
」
は
「
そ
こ
」
と
よ
む
ゆ
え
、

そ
こ
ま
で
ゆ
き
と
ど
く
意
な
り
。
詩
經
に
「
底

止
る
所
靡
し
」
①
、
又
書
經
に
多
く
あ
り
②
。

い
た
り
と
ど
ま

「
距
」
は
、
書
經
に
「
四
海
に
距
る
」
③
「
河
に
距
る
」
④
、
も
の
を
こ
え
て
い
た
る
意
な
り
。「
迄
」

い
た

は
、
詩
經
に
「
以
て
今
に
迄
る
」
⑤
、
書
經
に
「
四
海
に
訖
る
」
⑥
、
大
氐
距
と
同
じ
。
し
か
し

い
た

實
字
に
用
い
る
こ
と
な
し
。
虛
字
に
ば
か
り
使
う
な
り
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
祈
父
「
祈
父
。
予
、
王
之
爪
士
。
胡
轉
予
于
恤
、
靡
所
底
止
」。
又
書

經
に
多
く
あ
り
。

②
『
書
經
』
禹
貢
「
覃
懷
底
績
、
至
于
衡
漳
」。

③
『
書
經
』
益
稷
「
曁
益
奏
庶
鮮
食
。
予
決
九
川
、
距
四
海
、
濬
畎
澮
、
距
川
」。

④
『
書
經
』
五
子
之
歌
「
有
窮
后
羿
、
因
民
弗
忍
、
距
于
河
、
厥
弟
五
人
、
御
其
母
以
從
、

徯
于
洛
之
汭
、
五
子
咸
怨
、
述
大
禹
之
戒
以
作
歌
」。

⑤
『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
生
民
「
胡
臭
亶
時
。
后
稷
肇
祀
、
庶
無
罪
悔
、
以
迄
于

今
」。

⑥
『
書
經
』
禹
貢
「
東
漸
于
海
、
西
被
于
流
沙
、
朔
、
南
曁
聲
教
、
訖
于
四
海
」。

【
放
】「
い
た
る
」
と
よ
む
。
あ
て
な
し
に
ゆ
き
な
り
に
す
る
こ
と
。
孟
子
に
「
四
海
に
放
る
」
①

い
た

の
類
な
り
。

①
『
孟
子
』
離
婁
下
「
孟
子
曰
、
源
泉
混
混
、
不
舍
晝
夜
、
盈
科
而
後
進
、
放
乎
四
海
」。

【
致
】「
い
た
す
」
と
よ
む
。
そ
の
所
ま
で
物
を
い
た
ら
し
め
る
な
り
。
故
に
「
や
り
つ
け
る
」「
と

ど
か
す
る
」
な
ど
譯
し
て
通
ず
。「
知
を
致
す
」
①
は
、
智
慧
を
至
極
の
所
ま
で
や
り
つ
け
る
な
り
。

「
書
を
致
す
」
②
は
、
よ
そ
の
ふ
み
を
と
ど
け
る
こ
と
な
り
。「
語
を
致
す
」
は
、
こ
と
づ
て
を
す

る
な
り
。
我
が
言
葉
を
向
う
ま
で
と
ど
か
せ
る
な
り
。
又
や
り
つ
け
、
と
ど
か
せ
る
意
な
れ
ど
も
、

う
ち
ま
か
す
義
あ
る
ゆ
え
、
所
に
よ
り
、「
し
ん
ず
る
」
と
か
「
よ
こ
せ
」
と
か
譯
し
て
よ
く
き
こ

え
る
所
有
り
。
禮
記
に
「
七
十
に
し
て
事
を
致
す
る
」
③
、
我
が
職
分
の
事
を
君
に
さ
し
あ
げ
る

し
ん

な
り
。「
命
を
致
〔
や
る
〕
す
る
」
④
「
仕
を
致
〔
や
る
〕
す
る
」
⑤
「
身
を
致
〔
や
る
〕
す
る
」

し
ん

し
ん

し
ん

⑥
、
こ
れ
ら
も
皆
進
上
す
る
意
な
り
。
又
「
謹
ん
で
致
〔
や
る
〕
す
る
」
の
類
な
り
。
又
こ
ち
ら

し
ん

80



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

へ
ま
ね
き
い
た
す
こ
と
に
も
用
い
る
。
易
經
に
「
物
を
備
へ
用
を
致
す
」
⑦
、
又
「
天
下
の
民
を

致
す
」
⑧
、
或
い
は
「
問
を
致
せ
」
⑨
な
ど
な
り
。
又
「
む
ね
」
と
訓
ず
。
易
に
「
一
致
に
し
て

を
こ

百
慮
」
⑩
、
或
い
は
「
風
致
」「
高
致
」「
極
致
」「
大
致
」
な
ど
な
り
。
周
禮
に
「
致
夢
」
⑪
、
こ

れ
は
至
と
同
じ
。

①
『
禮
記
』
大
學
「
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
、
致
知
在
格
物
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
七
殷
浩
「
都
下
人
士
因
其
致
書
者
百
餘
函
」。

③
『
禮
記
』
曲
禮
「
大
夫
七
十
而
致
事
。
若
不
得
謝
、
則
必
賜
之
几
杖
、
行
役
以
婦
人
」。

④
『
易
經
』
困
「
象
曰
、
澤
无
水
、
困
、
君
子
以
致
命
」。

⑤
『
公
羊
傳
』
宣
公
元
年
「
古
之
道
、
不
卽
人
心
、
退
而
致
仕
」。

⑥
『
論
語
』
學
而
「
子
夏
曰
、
賢
賢
易
色
。
事
父
母
能
竭
其
力
。
事
君
能
致
其
身
。
與
朋

友
交
、
言
而
有
信
。
雖
曰
未
學
、
吾
必
謂
之
學
矣
」。

⑦
『
易
經
』
繫
辭
上
「
備
物
致
用
、
立
成
器
以
爲
天
下
利
、
莫
大
乎
聖
人
」。

⑧
『
易
經
』
繫
辭
下
「
日
中
爲
市
、
致
天
下
之
民
、
聚
天
下
之
貨
、
交
易
而
退
、
各
得
其

所
、
蓋
取
諸
噬
嗑
」。

⑨
『
漢
書
』
趙
尹
韓
張
兩
王
傳
第
四
十
六
「
亭
長
既
至
、
廣
漢
與
語
、
問
事
畢
、
謂
曰
、

界
上
亭
長
寄
聲
謝
我
、
何
以
不
爲
致
問
」。

⑩
『
易
經
』
繫
辭
下
「
子
曰
、
天
下
何
思
何
慮
。
天
下
同
歸
而
殊
塗
、
一
致
而
百
慮
、
天

下
何
思
何
慮
」。

⑪
『
周
禮
』
春
官
・
大
卜
「
其
經
卦
皆
八
、
其
別
皆
六
十
有
四
。
掌
三
夢
之
法
、
一
曰
致

夢
、
二
曰
觭
夢
、
三
曰
咸
陟
」。

【
耆
】
致
と
同
じ
。
詩
經
に
「
爾
の
功
を
耆
し
定
む
」
①
の
類
な
り
。

い
た

①
『
詩
經
』
周
頌
・
武
「
於
皇
武
王
、
無
競
維
烈
。
允
文
文
王
、
克
開
厥
後
。
嗣
武
受
之
、

勝
殷
遏
劉
、
耆
定
爾
功
」。

【
來
】
往
の
字
の
反
對
な
り
。
廣
き
字
な
り
。
助
語
に
用
い
る
こ
と
あ
り
。
莊
子
の
中
に
多
し
①
。

孟
子
に
「
盍
ぞ
歸
せ
ざ
る
」
②
、
又
淵
明
が
「
歸
去
來
」
③
の
類
な
り
。
助
語
に
し
て
さ
そ
う
辭

な
り
。
又
む
こ
う
へ
ゆ
く
こ
と
に
も
用
い
る
。「
我
れ
呉
に
來
り
て
よ
り
」
④
の
類
な
り
。

①
『
莊
子
』
應
帝
王
「
嘗
試
與
來
」「
嘗
又
與
來
」。

②
『
孟
子
』
離
婁
上
「
孟
子
曰
、
伯
夷
辟
紂
、
居
北
海
之
濱
、
聞
文
王
作
、
興
曰
、
盍
歸

乎
來
」。

③
陶
淵
明
『
歸
去
來
』「
歸
去
來
兮
、
田
園
將
蕪
胡
不
歸
。
旣
自
以
心
爲
形
役
、
奚
惆
悵
而

獨
悲
」。

④
「
我
自
來
于
呉
」
未
詳

【
輸
】「
い
た
す
」
と
讀
む
。「
委
輸
」
①
と
連
用
す
。
こ
ち
ら
の
も
の
を
あ
ち
ら
へ
は
こ
び
や
る

な
り
。
多
く
は
舟
車
に
て
は
こ
び
い
れ
る
こ
と
に
用
い
る
。
左
傳
に
「
栗
を
晉
に
輸
ぶ
」
②
。
又

は
こ

「
均
輸
」
③
は
官
名
な
り
。
傳
次
に
貢
物
を
は
こ
ぶ
こ
と
を
司
る
役
な
り
。「
交
輸
」
④
は
衣
の
あ

で
ん
つ
ぎ

と
に
た
れ
る
も
の
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
輸
、
委
輸
也
。
从
車
兪
聲
」。

②
『
左
傳
』
僖
公
十
三
年
「
秦
於
是
乎
輸
粟
于
晉
、
自
雍
及
絳
相
繼
、
命
之
曰
、
泛
舟
之

役
」。
刊
本
は
「
栗
」
に
作
る
が
、『
左
傳
』
は
「
粟
」
に
作
る
。

③
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
第
七
上
「
武
帝
太
初
元
年
、
更
名
大
司
農
。
屬
官
有
太
倉
・
均

輸
・
平
準
・
都
内
・
籍
田
五
令
丞
」。

④
『
漢
書
』
蒯
伍
江
息
夫
傳
第
十
五
「
充
衣
紗
縠
襌
衣
、
曲
裾
後
垂
交
輸
」、
注
「
如
淳
曰
、

交
輸
、
割
正
幅
、
使
一
頭
狹
若
燕
尾
、
垂
之
兩
旁
」。

【
戻
】
犬
の
戸
の
下
を
出
づ
る
に
從
う
字
な
り
①
。
出
づ
れ
ば
ゆ
き
い
た
る
と
こ
ろ
あ
り
。
故
に

「
い
た
る
」
と
よ
む
。
至
の
字
と
大
氐
同
意
な
り
。
詩
經
に
「
鳶
飛
び
て
天
に
戻
る
」
②
、
禮
記

に
「
公
桑
に
桑
し
、
風
戻
て
以
て
之
を
食
せ
し
む
」
③
、
文
選
に
「
霜
戻
て
秋
登
る
」
④
の
類

い
た
つ

い
た
つ

な
り
。
又
戻
を
「
か
は
く
」
と
も
よ
む
。
風
至
る
と
き
は
桑
葉
乾
燥
す
る
ゆ
え
な
り
③
。

①
『
説
文
解
字
』「
戻
、
曲
也
。
从
犬
出
戸
下
。
犬
出
戸
下
爲
戻
者
、
身
曲
戻
也
」。
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②
『
詩
經
』
大
雅
・
昊
天
「
鳶
飛
戻
天
、
魚
躍
于
淵
。
豈
弟
君
子
、
遐
不
作
人
」。

③
『
禮
記
』
祭
義
「
及
大
昕
之
朝
、
君
皮
弁
素
積
、
卜
三
宮
之
夫
人
世
婦
之
吉
者
、
使
入

蠶
于
蠶
室
、
奉
種
浴
于
川
、
桑
於
公
桑
、
風
戻
以
食
之
、
歳
旣
單
矣
」、
疏
「
戻
、
乾

也
」。

④
顔
延
年
『
赭
白
馬
賦
』〔『
文
選
』
巻
十
四
〕「
至
於
露
滋
月
肅
、
霜
戻
秋
登
」。

【
傅
】
戻
と
同
じ
。
元
來
「
つ
く
」
と
よ
む
字
な
り
。
ゆ
き
つ
く
意
な
り
。
詩
經
に
「
翽
翽
た
る

其
の
羽
、
亦
天
に
傅
る
」
①
。

い
た

①
『
詩
經
』
大
雅
・
卷
阿
「
鳳
皇
于
飛
、
翽
翽
其
羽
、
亦
傅
于
天
」。

【
佸
】「
い
た
る
」
と
よ
む
。
元
「
來
會
な
り
」
①
と
注
す
る
故
に
、
い
た
り
會
す
る
意
な
り
。
詩

經
に
「
日
な
ら
ず
月
な
ら
ず
、
曷
か
其
れ
佸
る
こ
と
有
ら
ん
」
①
、
古
注
に
「
至
な
り
」、
朱
注
に

い
た

「
會
な
り
」
と
あ
り
。
意
義
に
お
い
て
同
じ
こ
と
な
り
。

①
『
詩
經
』
王
風
・
君
子
于
役
「
君
子
于
役
、
不
日
不
月
、
曷
其
有
佸
」、
鄭
箋
「
行
易
反

無
日
月
、
何
時
而
有
來
會
期
」、『
經
典
釋
文
』
引
韓
詩
「
佸
、
至
也
」、『
集
傳
』「
佸
、

會
」。

【
括
】
佸
と
音
相
通
ず
。
同
義
な
り
。「
牛
羊
下
り
括
る
」
①
。

い
た

①
『
詩
經
』
王
風
・
君
子
于
役
「
雞
棲
于
桀
、
日
之
夕
矣
、
牛
羊
下
括
」。

【
稽
】「
稽
首
」
①
「
稽
顙
」
②
は
、「
首
、
地
に
至
る
」
①
と
注
し
て
、
あ
た
ま
を
地
に
つ
け
る

こ
と
な
り
。
又
莊
子
に
「
大
浸
天
に
稽
つ
て
溺
れ
ず
」
③
は
、
至
の
字
と
同
義
な
り
。

い
た

①
『
周
禮
』
春
官
・
大
祝
「
辨
九
拜
、
一
曰
稽
首
、
二
曰
頓
首
、
三
曰
空
首
、
四
曰
振
動
、

五
曰
吉
拜
、
六
曰
兇
拜
、
七
曰
奇
拜
、
八
曰
褒
拜
、
九
曰
肅
拜
、
以
享
右
祭
祀
」、
鄭

注
「
稽
首
拜
、
頭
至
地
也
」。

②
『
荀
子
』
大
略
「
平
衡
曰
拜
、
下
衡
曰
稽
首
、
至
地
曰
稽
顙
」。

③
『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
之
人
也
、
物
莫
之
傷
、
大
浸
稽
天
而
不
溺
、
大
旱
金
石
流
土
山
焦

而
不
熱
」。

【
極
】「
至
な
り
」
①
と
注
す
。
や
は
り
至
極
の
義
な
り
。
詩
經
に
「
我
が
烝
民
を
立
つ
、
爾
の
極

い
た
り

に
非
ざ
る
莫
し
」
②
。

①
張
衡
『
東
京
賦
』〔『
文
選
』
巻
三
〕「
是
廓
是
極
」、
注
「
綜
曰
、
極
、
致
也
」。

②
『
詩
經
』
周
頌
・
思
文
「
思
文
后
稷
、
克
配
彼
天
。
立
我
烝
民
、
莫
匪
爾
極
」。

【
抵
】
底
と
同
じ
。
前
漢
に
「
或
い
は
其
の
罪
法
を
抵
す
」
①
、
又
禮
樂
志
に
「
艸
木
零
落
し
、

い
た

冬
に
抵
つ
て
霜
を
降
す
」
②
。

い
た

①
『
漢
書
』
杜
周
傳
第
三
十
「
言
可
官
試
者
、
至
爲
縣
令
、
或
丞
相
、
御
史
除
用
、
滿
歳

以
狀
聞
、
或
抵
其
罪
法
、
常
與
兩
府
及
廷
尉
分
章
」。

②
『
漢
書
』
禮
樂
志
第
二
「
玄
冥
陵
陰
、
蟄
蟲
蓋
臧
、
艸
木
零
落
、
抵
冬
降
霜
」。

【
次
】
次
第
の
義
よ
り
轉
じ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
向
う
へ
ゆ
き
と
ど
く
こ
と
な
り
。
史
記
に
「
内
深

く
骨
に
次
る
」
①
は
、
罪
を
行
う
こ
と
深
刻
に
し
て
、
骨
ま
で
ゆ
き
と
ど
く
こ
と
な
り
。
故
に
「
い

い
た

た
る
」
と
よ
む
。

①
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
其
治
與
宣
相
放
、
然
重
遲
、
外
寬
、
内
深
次
骨
。
宣

爲
左
内
史
、
周
爲
廷
尉
、
其
治
大
放
張
湯
而
善
候
伺
」、
集
解
「
李
奇
曰
、
其
用
罪
深

刻
至
骨
」。

【
效
】
致
と
同
義
な
り
。
禮
記
に
「
馬
を
效
し
羊
を
效
す
る
者
、
右
之
を
牽
く
」
①
、
又
左
傳
に

い
た

い
た

「
節
を
府
人
に
效
す
」
②
の
類
な
り
。
効
と
同
字
な
り
。

い
た

①
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
進
几
杖
者
拂
之
。
效
馬
效
羊
者
右
牽
之
、
效
犬
者
左
牽
之
」。

②
『
左
傳
』
文
公
八
年
「
司
馬
握
節
以
死
、
故
書
以
官
。
司
城
蕩
意
諸
來
奔
、
效
節
於
府

人
而
出
。
公
以
其
官
逆
之
、
皆
復
之
」。
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（一）

〇
い
だ
く

13抱

擁

懷

（
後
二
、
十
八
号
裏
）

【
抱
】「
い
だ
く
」
と
よ
む
。
元
來
手
に
て
か
か
え
も
つ
て
お
る
こ
と
な
り
。
袍
と
通
ず
。
上
聲
去

聲
の
ち
が
い
あ
る
ば
か
り
な
り
。「
保
抱
」
①
「
抮
抱
」
②
「
懷
抱
」
③
「
駢
抱
」
④
「
縈
抱
」
⑤

な
ど
と
連
用
す
。
廣
き
字
な
り
。「
子
を
抱
く
」「
姫
を
抱
く
」
に
も
用
い
る
。
琴
書
器
物
な
ど
に

も
用
い
る
。
又
禮
記
に
「
義
を
抱
き
て
處
る
」
⑥
と
い
う
こ
と
あ
り
。
老
子
に
「
合
抱
の
木
」
⑦

は
、
ひ
と
か
か
え
の
木
な
り
。
詩
語
に
「
秋
月
抱
く
」「
黄
雲
抱
く
」
な
ど
は
、
ひ
き
つ
つ
み
た
る

こ
と
に
使
い
た
る
な
り
。

①
『
書
經
』
召
誥
「
夫
知
保
抱
攜
持
厥
婦
子
、
以
哀
籥
天
」。

②
『
淮
南
子
』
精
神
訓
「
雖
天
地
覆
育
、
亦
不
與
之
抮
抱
」、
注
「
持
、
著
也
」。

③
『
後
漢
書
』
張
曹
鄭
列
傳
第
二
十
五
「
晝
夜
研
精
、
沈
吟
專
思
、
寢
則
懷
抱
筆
札
、
行

則
誦
習
文
書
」。

④
張
均
『
和
尹
懋
登
南
樓
』「
花
鳥
旣
環
合
、
江
山
復
駢
抱
」。

⑤
嵇
康
『
琴
賦
』〔『
文
選
』
巻
十
八
〕「
澹
乎
洋
洋
、
縈
抱
山
丘
」。

⑥
『
禮
記
』
儒
行
「
儒
有
忠
信
以
爲
甲
胄
、
禮
義
以
爲
干
櫓
、
戴
仁
而
行
、
抱
義
而
處
、

雖
有
暴
政
、
不
更
其
所
」。

⑦
『
老
子
』
六
十
四
章
「
合
抱
之
木
生
於
毫
末
、
九
層
之
臺
起
於
累
土
、
千
里
之
行
始
於

足
下
」。

【
擁
】
ま
わ
り
へ
兩
手
を
引
き
ま
わ
す
こ
と
な
り
。
か
か
え
も
つ
意
は
な
き
字
な
り
。「
衾
を
擁
す
」

①
と
い
う
は
、
ふ
す
ま
を
我
が
身
の
ま
わ
り
へ
ひ
き
ま
わ
す
こ
と
な
り
。「
山
川
擁
塞
す
」
②
と
い

う
は
、
山
川
の
と
り
ま
わ
し
て
、
何
方
も
ふ
さ
が
る
意
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
抱
の
字
と

同
じ
こ
と
に
使
う
な
り
。
そ
の
う
ち
抱
よ
り
は
す
こ
し
手
重
き
［
重
大
で
あ
る
］
な
り
。「
漢
王
、

戚
姫
を
擁
し
て
坐
す
」
③
な
ど
に
て
し
る
べ
し
。
雍
と
通
ず
。
前
漢
に
「
擁
樹
」
④
と
い
う
こ
と

あ
り
。
小
兒
を
い
だ
く
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
南
國
の
方
言
な
り
。

①
韓
偓
『
地
爐
』「
兩
星
殘
火
地
爐
畔
、
夢
斷
背
燈
重
擁
衾
」。

②
「
山
川
擁
塞
」
未
詳

③
『
漢
書
』
張
周
趙
任
申
屠
傳
第
十
二
「
昌
嘗
燕
入
奏
事
、
高
帝
方
擁
戚
姫
、
昌
還
走
」、

注
「
師
古
曰
、
擁
、
抱
也
」。

④
『
漢
書
』
樊
酈
滕
灌
傅
靳
周
傳
第
十
一
「
漢
王
急
、
馬
罷
、
虜
在
後
、
常

兩
兒
棄
之
、

嬰
常
收
載
行
、
面
雍
樹
馳
」、
注
「
蘇
林
曰
、
南
方
人
謂
抱
小
兒
爲
雍
樹
。
面
者
、
以

面
首
向
臨
之
也
。
師
古
曰
、
面
、
偝
也
。
雍
、
抱
持
之
。
言
取
兩
兒
、
令
面
背
己
、
而

抱
持
之
以
馳
、
故
云
面
雍
樹
馳
」。

【
懷
】「
い
だ
く
」
と
よ
め
ど
も
、
手
に
て
い
だ
く
こ
と
に
あ
ら
ず
、
ふ
と
こ
ろ
へ
入
れ
る
こ
と
な

り
。
故
に
小
兒
を
い
だ
く
こ
と
に
用
い
る
。
論
語
に
「
其
の
寶
を
懷
く
」
①
と
あ
る
も
、
引
き
つ

つ
ん
で
ふ
と
こ
ろ
へ
入
れ
て
お
る
義
な
り
。

①
『
論
語
』
陽
貨
「
陽
貨
謂
孔
子
曰
、
來
。
予
與
爾
言
。
曰
、
懷
其
寶
而
迷
其
邦
、
可
謂

仁
乎
」。

〇
い
ま
し
む

14戒

誡

警

儆

箴

敕

（
後
二
、
三
十
五
号
裏
）

【
戒
】「
い
ま
し
む
」
と
訓
ず
。
こ
の
と
こ
ろ
を
は
な
れ
な
、
こ
の
こ
と
を
わ
す
れ
な
と
、
目
當
の

め

あ
て

も
の
が
あ
つ
て
、
何
に
よ
ら
ず
き
つ
と
か
た
く
い
い
付
け
る
こ
と
な
り
。「
警
戒
」
①
「
齋
戒
」
②

な
ど
連
す
。「
警
戒
」
は
、
心
に
氣
を
付
け
て
、
ゆ
だ
ん
せ
ず
守
る
こ
と
な
り
。「
齋
戒
」
は
、
心

を
外
へ
ち
ら
さ
ず
、
お
そ
れ
入
り
て
お
る
こ
と
な
り
。「
發
戒
」「
號
戒
」
③
は
、
太
鼓
を
打
ち
て

夜
ま
わ
り
を
す
る
こ
と
な
り
。「
賓
を
戒
む
」
④
「
上
介
を
戒
む
」
⑤
「
不
慮
〔
虞
〕
を
戒
む
」
⑥
、

い
ず
れ
も
か
た
く
い
い
付
け
る
意
な
り
。
儀
禮
に
「
大
夫
相
食
、
親
ら
戒
速
す
」
⑦
は
、「
相
食
」

は
大
夫
ど
う
し
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
な
り
、「
戒
」
は
支
度
を
す
る
こ
と
な
り
、「
速
」
は
召
す
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な
り
。「
戒
饌
」「
戒
具
」
は
馳
走
の
た
め
に
支
度
を
い
い
付
け
る
こ
と
な
り
。
佛
書
の
「
戒
律
」

⑧
は
法
則
を
定
め
て
、
そ
れ
よ
り
外
の
こ
と
を
せ
ぬ
こ
と
な
り
。

ほ
か

①
『
周
禮
』
天
官
・
宰
夫
「
宰
夫
之
職
、
正
歳
則
以
灋
警
戒
羣
吏
」。

②
『
孟
子
』
離
婁
下
「
齋
戒
沐
浴
、
則
可
以
祀
上
帝
」。

③
『
周
禮
』
夏
官
・
掌
固
「
夜
之
鼜
以
號
戒
」、
疏
「
言
以
號
戒
者
、
使
擊
鼜
有
所
以
號
呼

使
戒
守
耳
」。

④
『
儀
禮
』
士
冠
禮
「
主
人
戒
賓
。
賓
禮
辭
許
」。

⑤
『
儀
禮
』
聘
禮
「
戒
上
介
、
亦
如
之
」。

⑥
『
易
經
』
萃
「
君
子
以
除
戎
器
、
戒
不
虞
」。
本
文
の
「
慮
」
は
「
虞
」
の
誤
り
で
あ
ろ

う
か
。

⑦
『
儀
禮
』
公
食
大
夫
禮
「
大
夫
相
食
、
親
戒
速
、
迎
賓
于
門
外
」。

⑧
『
佛
國
記
』「
法
顯
慨
律
藏
殘
缺
、
於
是
以
弘
始
二
年
至
天
竺
、
尋
求
戒
律
」。

【
誡
】「
い
ま
し
む
」。
戒
と
通
用
す
。
し
か
し
目
當
の
な
き
こ
と
に
使
う
こ
と
多
し
。「
す
る
な
」

め

あ

て

「
は
ま
る
な
」
と
譯
す
。
用
心
を
さ
せ
る
意
な
り
。
易
經
に
「
小
し
く
懲
し
め
て
大
い
に
誡
し
む
」

①
。
又
「
邑
人
誡
し
め
ず
」
②
、
前
漢
に
「
前
車
覆
て
、
後
車
誡
し
む
」
③
な
ど
に
て
し
る
べ
し
。

「
誡
し
め
ず
」
は
用
心
を
せ
ぬ
、「
誡
」
は
用
心
を
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。

①
『
易
經
』
繫
辭
下
「
子
曰
、「
小
人
不
恥
不
仁
、
不
畏
不
義
、
不
見
利
不
勸
、
不
威
不
懲
。

小
懲
而
大
誡
、
此
小
人
之
福
也
」。

②
『
易
經
』
比
「
九
五
、
顯
比
、
王
用
三
驅
、
失
前
禽
、
邑
人
不
誡
、
吉
」。

③
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
鄙
諺
曰
、
不
習
爲
吏
、
視
已
成
事
。
又
曰
、
前
車
覆
、
後

車
誡
」。

【
警
】「
い
ま
し
む
」
と
訓
ず
。
氣
を
つ
け
、
し
ら
せ
て
驚
か
す
意
な
り
。「
警
飾
」「
警
敕
」
な
ど

連
す
。
左
傳
に
「
軍
衞
警
を
徹
ま
ず
」
①
は
、
た
が
い
に
目
く
ば
り
を
し
て
、
用
心
を
や
め
ぬ
こ

と
な
り
。「
衆
を
警
む
」
②
「
職
事
を
警
む
」
③
、
皆
氣
を
付
け
る
こ
と
な
り
。「
職
事
を
戒
む
」

と
戒
の
字
を
か
く
と
、
職
分
を
か
た
く
云
い
付
け
て
、
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
な
り
。「
職
事
を
警
む
」

と
警
の
字
を
書
く
と
、人
の
す
る
職
分
を
外
よ
り
氣
を
付
け
て
用
心
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
な
り
。「
夜

ほ
か

を
警
む
」
④
は
拍
子
木
な
ど
を
た
た
き
、
或
い
は
よ
ま
わ
り
な
ど
、
夜
中
に
人
々
に
氣
を
つ
け
用

心
さ
せ
る
こ
と
な
り
。「
警
蹕
」
⑤
は
天
子
行
幸
の
時
、
し
つ
し
と
い
い
て
人
は
ら
い
す
る
を
「
警
」

と
い
う
、
還
幸
の
時
、
人
と
め
を
す
る
を
「
蹕
」
と
い
う
な
り
。
今
は
出
御
・
入
御
と
も
に
、
一

度
に
「
警
蹕
」
と
と
な
え
た
ま
う
な
り
。

①
『
左
傳
』
宣
公
十
二
年
「
且
雖
諸
侯
相
見
、
軍
衞
不
徹
、
警
也
」

②
『
禮
記
』
文
王
世
子
「
大
昕
鼓
徴
、
所
以
警
衆
也
」。

③
「
警
職
事
」
未
詳

④
庾
信
『
和
趙
王
送
峽
中
軍
』「
胡
笳
遙
警
夜
、
寒
馬
暗
嘶
羣
」。

⑤
『
史
記
』
梁
孝
王
世
家
第
二
十
八
「
東
西
馳
獵
、
擬
於
天
子
。
出
言
蹕
、
入
言
警
」、
索

隱
「
漢
舊
儀
云
、
皇
帝
輦
動
稱
警
、
出
殿
則
傳
蹕
、
止
人
淸
道
」。

【
儆
】
警
と
通
用
す
。
故
に
「
儆
蹕
」
に
も
作
る
な
り
。

【
箴
】「
い
ま
し
む
」
と
よ
む
。
人
に
意
見
を
す
る
こ
と
な
り
。
元
來
針
の
こ
と
な
り
①
。
針
を
刺

し
、
病
を
療
治
す
る
よ
り
轉
用
し
て
、
人
を
い
ま
し
め
る
こ
と
に
用
い
る
。
書
經
に
「
箴
言
」
②
、

左
傳
に
「
箴
諫
」
③
と
あ
り
。
皆
意
見
を
申
す
こ
と
な
り
。「
心
箴
」「
耳
箴
」
な
ど
も
、
心
や
耳

に
意
見
を
す
る
心
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
箴
、
綴
衣
箴
也
、
从
竹
咸
聲
」。

②
『
書
經
』
盤
庚
上
「
相
時
憸
民
、
猶
胥
顧
于
箴
言
、
其
發
有
逸
口
、
矧
予
制
乃
短
長
之

命
」。

③
『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
「
史
爲
書
、
瞽
爲
詩
、
工
誦
箴
諫
、
大
夫
規
誨
、
士
傳
言
、
庶

人
謗
、
商
旅
于
市
、
百
工
獻
藝
」。

【
敕
】
大
氐
警
戒
の
意
を
兼
ね
た
り
。
或
い
は
勑
に
作
り
、
飭
と
通
用
す
。「
警
飭
」「
謹
勑
」
①
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と
連
用
す
。「
君
臣
相
い
敕
む
」「
能
く
身
を
敕
む
」、
み
な
警
戒
の
意
を
兼
用
し
た
る
な
り
。

①
『
漢
書
』
元
后
傳
第
六
十
八
「
不
如
御
史
大
夫
音
謹
敕
、
臣
敢
以
死
保
之
」。

〇
い
ゆ

15痊

已

愈

瘥

瘳

（
後
三
、
二
号
表
）

【
痊
】
全
に
從
う
字
故
、
病
の
全
く
本
復
し
た
る
な
り
①
。

ほ
ん
ぷ
く

①
『
玉
篇
』「
痊
、
病
可
瘳
痊
也
」。

【
已
】
な
お
つ
て
し
ま
い
た
る
な
り
。

【
愈
】
兪
に
從
う
字
ゆ
え
、
だ
ん
だ
ん
よ
く
な
り
か
か
り
た
る
な
り
①
。

①
瘉
に
通
じ
る
。『
説
文
解
字
』「
瘉
、
病
瘳
也
」、『
漢
書
』
高
帝
紀
第
一
上
「
漢
王
疾
瘉
」、

注
「
師
古
曰
、
瘉
、
與
愈
同
」。

【
瘥
】
差
に
從
う
字
ゆ
え
、
病
や
や
な
お
り
た
る
な
り
①
。

①
『
説
文
解
字
』「
瘥
、
瘉
也
、
从
疒
差
聲
」。

【
瘳
】
戮
の
省
に
從
う
ゆ
え
、
病
に
か
ち
て
、
病
ぬ
け
の
し
た
る
な
り
①
。

①
『
説
文
解
字
』「
瘳
、
疾
瘉
、
从
疒
翏
聲
」。

〇
い
の
る

16祈

禱

禳

（
後
三
、
五
号
表
）

【
祈
】【
禱
】
大
氐
同
じ
こ
と
に
用
い
る
。
そ
の
う
ち
「
祈
」
の
字
は
多
く
何
ぞ
事
に
つ
い
て
、
そ

の
當
坐
に
い
の
る
こ
と
に
用
い
る
。「
禱
」
の
字
は
多
く
は
つ
ね
づ
ね
い
の
る
こ
と
に
用
い
る
。

【
禳
】
は
ら
い
を
す
る
こ
と
な
り
。

（
待
續
）
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